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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○議長（髙橋 篤議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  平成23年３月11日に発生いたしました東日本

大震災から今年で11年を迎えることになるわけ

でございますが、会議に先立ちまして、犠牲に

なられました方々に衷心より哀悼の意を表し、

黙禱をささげたいと思います。 

  皆様、御起立願います。 

  黙禱、始め。 

〔黙 禱〕 

○議長  お直りください。 

  御着席願います。 

  去る２月21日告示になりました令和４年南陽

市議会３月定例会を開会いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長  ただいま出席されている議員は全員で

あります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  なお、当局より説明員、青木勲代表監査委員

は都合により欠席する旨、通知がありましたの

で、御報告いたします。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第１号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本定例会の運営等について、

議会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 山口正雄議員。 

〔議会運営委員長 山口正雄議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  私から、議会運営委員会の報告を申し上げま

す。 

  本日招集されました令和４年３月定例会の運

営について、去る２月25日に議会運営委員会を

開催し協議いたしましたので、その結果につい

て御報告いたします。 

  本定例会に提案されます議案は、選挙１件、

承認案３件、報告１件、諮問案１件、同意案２

件、条例その他議案８件、予算案14件の計30件

であります。 

  当局より総務課長及び財政課長の出席を求め、

提出議案の説明を受け、議案数及び一般質問の

通告を考慮し、協議いたしました結果、本定例

会の会期を本日から３月17日までの18日間と決

した次第であります。 

  この18日間の会期において、お手元に配付し

てあります日程表に従い、本会議、各常任委員

会及び予算特別委員会を開催し、御審査くださ

るようお願い申し上げます。 

  次に、議案の審査について申し上げます。 

  まず、松川堰組合議会議員の選挙につきまし

ては、議長による指名推選で行うことといたし

ましたので、御了承願います。 

  次に、承認案３件については一括議題とし、

提案理由説明、委員会付託省略、１件ずつ質疑、

討論、表決を行うことといたしました。 

  次に、報告１件については、説明を求め、質

疑、了承の順で行うことといたしました。 

  次に、諮問案１件については、提案理由説明、

委員会付託省略、質疑の後、討論省略、表決の

順で行うことといたしました。 

  次に、同意案２件については、１件ずつ議題

とし、提案理由説明、委員会付託省略、質疑の

後、討論省略、表決の順で行うことといたしま

した。 
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  次に、条例その他議案８件につきましては、

一括議題とし、提案理由説明、総括質疑の後、

所管の常任委員会付託といたしました。 

  次に、予算案14件につきましては、一括議題

とし、提案理由説明、質疑省略、予算特別委員

会設置、同委員会に付託の上、それぞれ御審査

くださるよう、よろしくお願い申し上げます。 

  なお、予算特別委員会に付託になります予算

案のうち、補正予算案６件につきましては、本

日の本会議の休憩中に委員会の開催をお願いし、

審査くださるようお願い申し上げます。 

  また、一般質問でありますが、通告議員は７

名でありますので、御報告いたします。 

  以上、本定例会の運営について議会運営委員

会において協議決定いたしましたので、各議員

の御賛同と御協力を賜りますようお願い申し上

げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行

います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長が指名いたします。 

  会議録署名議員は、６番高橋一郎議員、11番

川合 猛議員の両議員を指名いたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第２ 会期の決定 

○議長  日程第２ 会期の決定を議題といたし

ます。 

  お諮りいたします。本定例会の会期について

は、先ほどの議会運営委員長報告のとおり、本

日より３月17日までの18日間といたしたいと思

います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、本定

例会の会期は本日より３月17日までの18日間と

決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第３ 諸般の報告 

○議長  日程第３ 諸般の報告であります。 

  本定例会に説明のため出席を求めた者の職、

氏名、議会庶務報告、定例監査報告について、

別冊諸般の報告のとおりでございますので、御

了承願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第４ 施政方針の表明 

○議長  日程第４ 施政方針の表明であります。 

  白岩孝夫市長に令和４年度施政方針の表明を

求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長   
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○議長  市長の施政方針の表明が終わりました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第５ 選第１号 松川堰組合議会議員の 

     選挙について 

○議長  日程第５ 選第１号 松川堰組合議会

議員の選挙を行います。 
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○議長  松川堰組合議会議員は、同組合規約第

６条第１項の規定により、３名を選出するもの

であります。 

  お諮りいたします。松川堰組合議会議員の選

挙は、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選により行いたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、松川

堰組合議会議員の選挙は指名推選により行うこ

とに決しました。 

  お諮りいたします。指名の方法については、

議長において指名することにいたしたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議長

において行うことに決しました。 

  松川堰組合議会議員に、南陽市爼柳608番地

の１、鈴木孝一さん、南陽市宮崎517番地の１、

落合義雄さん、南陽市砂塚2245番地の１、渡部

広明さんを指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま指名いたしまし

た鈴木孝一さん、落合義雄さん、渡部広明さん

を松川堰組合議会議員の当選人と決するに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、鈴木

孝一さん、落合義雄さん、渡部広明さんを松川

堰組合議会議員の当選人に決しました。 

  ただいま松川堰組合議会議員に当選されまし

た３名の方につきましては、会議規則第32条第

２項の規定により、別途文書をもって当選の告

知をいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第６ 承第１号から 

日程第８ 承第３号まで計３件 

○議長  次に、日程第６ 承第１号 令和３年

度南陽市一般会計補正予算（第12号）について

の専決処分の承認を求めることについてから、

日程第８ 承第３号 令和３年度南陽市一般会

計補正予算（第14号）についての専決処分の承

認を求めることについてまでの承認案３件を、

議事の都合により一括議題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました承第１号 令

和３年度南陽市一般会計補正予算（第12号）に

ついての専決処分の承認を求めることについて

から、承第３号 令和３年度南陽市一般会計補

正予算（第14号）についての専決処分の承認を

求めることについてまでの承認案３件につきま

して、一括して提案理由を申し上げます。 

  初めに、承第１号 令和３年度南陽市一般会

計補正予算（第12号）についての専決処分の承

認を求めることについて申し上げます。 

  補正の主な内容は、住民税非課税世帯等に対

して１世帯当たり10万円の給付金を支給する住

民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費の

追加、ふるさと納税の寄附額を８億円から８億

5,000万円に増額する補正、対象者の増が見込

まれる子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

費の増額、豪雪により必要となった市道除雪委

託料の増額であり、財源につきましては、国庫

支出金、寄附金及び基金繰入金で措置いたすも

のでございます。 

  次に、承第２号 令和３年度南陽市一般会計

補正予算（第13号）についての専決処分の承認

を求めることについて申し上げます。 

  補正の内容は、新型コロナウイルスの影響を

受けている市民の家計を応援し、地域における

消費を下支えするための全市民応援クーポン事

業の追加、豪雪により必要となった市道除雪委
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託料の増額であり、財源につきましては、国庫

支出金及び基金繰入金で措置いたすものでござ

います。 

  次に、承第３号 令和３年度南陽市一般会計

補正予算（第14号）についての専決処分の承認

を求めることについて申し上げます。 

  補正の内容は、新型コロナウイルス感染症の

影響により、売上げが大幅に減少した飲食業、

宿泊業等及びそこから影響を受けて売上げが減

少した事業者に対し、市独自に給付金を給付す

る飲食業等緊急経営支援給付金に係る事業費の

追加、豪雪により必要となった市道除雪委託料

の増額であり、財源につきましては、国庫支出

金及び基金繰入金で措置いたすものでございま

す。 

  以上、承認案３件につきまして、提案理由の

説明を申し上げましたが、御審議の上、御承認

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております承第１号から承第３号までの議案

３件については、会議規則第37条第３項の規定

により、委員会付託を省略いたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、承第

１号から承第３号までの議案３件につきまして

は、委員会付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。 

  初めに、承第１号について質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。承第１号 令和３年度南

陽市一般会計補正予算（第12号）についての専

決処分の承認を求めることについては、これを

承認いたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、承第

１号は承認することに決しました。 

  次に、承第２号について質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。承第２号 令和３年度南

陽市一般会計補正予算（第13号）についての専

決処分の承認を求めることについては、これを

承認いたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、承第

２号は承認することに決しました。 

  次に、承第３号について質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。承第３号 令和３年度南

陽市一般会計補正予算（第14号）についての専

決処分の承認を求めることについては、これを

承認いたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、承第

３号は承認することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第９ 報第１号 放棄した私債権の報告 

     について 
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○議長  次に、日程第９ 報第１号 放棄した

私債権の報告についてであります。 

  この際、市長より説明を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました報第１号 放

棄した私債権の報告について申し上げます。 

  本案は、南陽市私債権管理条例第13条第１項

の規定により、市の私債権について放棄いたし

ましたので、同条第２項の規定により御報告す

るものでございます。 

  放棄した私債権につきましては、私債権放棄

調書を御覧いただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長  ただいまの報告に対し、質疑ございま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  本件は、報告事項でありますので、御了承を

お願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１０ 諮問第１号 人権擁護委員候補 

      者の推薦につき意見を求めるこ 

      とについて 

○議長  次に、日程第10 諮問第１号 人権擁

護委員候補者の推薦につき意見を求めることに

ついてを議題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました諮問第１号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める

ことについて、提案理由を申し上げます。 

  本委員のち２名が令和４年６月30日をもって

任期満了となりますので、議案書記載のとおり、

再任の２名を適任と認め、法務大臣に推薦いた

したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

基づき、議会の御意見を求めるものでございま

す。 

  御審議の上、御同意いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております諮問第１号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問

第１号は委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  お諮りいたします。諮問第１号は討論を省略

いたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問

第１号は討論を省略することに決しました。 

  お諮りいたします。諮問第１号 人権擁護委

員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て、これを同意いたしたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問

第１号は同意することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１１ 同意第１号 南陽市農業委員会 

      委員の任命について 
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○議長  次に、日程第11 同意第１号 南陽市

農業委員会委員の任命についてを議題といたし

ます。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました同意第１号 

南陽市農業委員会委員の任命について、提案理

由を申し上げます。 

  本案は、農業委員会委員の任期が本年３月31

日をもって満了となりますので、議案書記載の

とおり、再任の８名と新任の５名について適任

と認め任命いたしたいので、農業委員会等に関

する法律第８条の規定により、御提案申し上げ

るものでございます。 

  御審議の上、御同意いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております同意第１号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第１号は、委員会付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  お諮りいたします。同意第１号は、討論を省

略いたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第１号は討論を省略することに決しました。 

  お諮りいたします。同意第１号 南陽市農業

委員会委員の任命について、これを同意いたし

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第１号は同意することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１２ 同意第２号 南陽市太郎財産区 

      管理委員の選任について 

○議長  次に、日程第12 同意第２号 南陽市

太郎財産区管理委員の選任についてを議題とい

たします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました同意第２号 

南陽市太郎財産区管理委員の選任について、提

案理由を申し上げます。 

  本財産区管理委員のうち、７名が本年３月31

日をもって任期満了となりますので、議案書記

載のとおり、再任の６名と新任の１名を適任と

認め選任いたしたいので、御提案申し上げるも

のでございます。 

  御審議の上、御同意いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております同意第２号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第２号は、委員会付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 
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○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  お諮りいたします。同意第２号は、討論を省

略いたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第２号は討論を省略することに決しました。 

  お諮りいたします。同意第２号 南陽市太郎

財産区管理委員の選任について、これを同意い

たしたいと思います。これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第２号は同意することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１３ 議第１５号から 

日程第２０ 議第２２号まで計８件 

○議長  次に、日程第13 議第15号 行政不服

審査会に関する事務の委託についてから、日程

第20 議第22号 南陽市公衆浴場「赤湯温泉 

湯こっと」の指定管理者の指定についてまでの

議案８件を、議事の都合により一括して議題と

いたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました議第15号 行

政不服審査会に関する事務の委託についてから

議第22号 南陽市公衆浴場「赤湯温泉 湯こっ

と」の指定管理者の指定についてまでの条例案

等８件につきまして、一括して提案理由を申し

上げます。 

  初めに、議第15号 行政不服審査会に関する

事務の委託について、提案理由を申し上げます。 

  本案は、行政不服審査会の事務を山形県に委

託することについて規約を定め、地方自治法第

252条の２の２第３項の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

  次に、議第16号 南陽市行政不服審査法施行

条例を廃止する条例の設定について、提案理由

を申し上げます。 

  本案は、行政不服審査会の事務を山形県に委

託することに伴い、南陽市行政不服審査会を廃

止するため、南陽市行政不服審査法施行条例の

廃止及び関係条例の一部改正を行うものでござ

います。 

  次に、議第17号 南陽市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、提案理由を申し上げます。 

  本案は、非常勤職員の育児休業等の取得要件

の緩和及び職員の育児休業取得に係る勤務環境

を整備するため、国の制度に準拠し、所要の改

正を行うものでございます。 

  次に、議第18号 南陽市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について、提案理

由を申し上げます。 

  本案は、地方税法施行令等の一部改正に伴い、

未就学児の被保険者均等割額を半額にするなど

の所要の改正を行うものでございます。 

  次に、議第19号 南陽市いじめ防止対策の推

進に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、提案理由を申し上げます。 

  本案は、南陽市いじめ問題専門委員会及び南

陽市いじめ重大事態再調査委員会に、特別の事

項を調査審議させるための臨時委員を置くこと

について、所要の改正を行うものでございます。 

  次に、議第20号 南陽市ビジネスホテル誘致

条例の一部を改正する条例の制定について、提

案理由を申し上げます。 

  本案は、ビジネスホテル誘致に係る奨励措置

の内容を見直すため、所要の改正を行うもので

ございます。 
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  次に、議第21号 置賜広域行政事務組合規約

の一部変更について、提案理由を申し上げます。 

  本案は、置賜広域行政事務組合が行う共同処

理する事務を、し尿受入れ施設の設置及び管理

運営に関する事務に変更するなど、規定の整備

を図るため、置賜広域行政事務組合規約を変更

することについて、地方自治法第290条の規定

により、議会の議決を求めるものでございます。 

  次に、議第22号 南陽市公衆浴場「赤湯温泉

 湯こっと」の指定管理者の指定について、提

案理由を申し上げます。 

  本案は、南陽市公の施設に係る指定管理者の

指定の手続等に関する条例の規定により、南陽

市公衆浴場「赤湯温泉 湯こっと」の指定管理

者を南陽市赤湯財産区に指定いたしたいので、

御提案申し上げるものでございます。 

  以上、条例案等８件につきまして、一括して

提案理由を申し上げましたが、御審議の上、御

可決くださいますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  ただいま議題となっております議案８件につ

いて、総括して質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  ただいま議題となっております議案８件は、

会議規則第37条第１項の規定により、別紙議案

付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に

付託いたします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第２１ 議第 １号から 

日程第３４ 議第１４号まで計１４件 

○議長  日程第21 議第１号 令和３年度南陽

市一般会計補正予算（第15号）から、日程第34

 議第14号 令和４年度南陽市下水道事業会計

予算までの補正予算案６件及び令和４年度予算

案８件の合わせて予算案14件を、議事の都合に

より一括して議題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました議第１号 令

和３年度南陽市一般会計補正予算（第15号）か

ら、議第14号 令和４年度南陽市下水道事業会

計予算までの予算案14件につきまして、一括し

て提案理由を申し上げます。 

  初めに、議第１号 令和３年度南陽市一般会

計補正予算（第15号）について申し上げます。 

  補正の主な内容は、保育現場で働く方々の収

入の引上げに係る保育士等処遇改善臨時特例事

業費の追加、新型コロナウイルスワクチン接種

に係る事業費の増額、国県支出金を財源とする

各種事業の額の確定に伴う所要の補正、置賜広

域行政事務組合負担金、置賜広域病院企業団負

担金の整理などであります。 

  また、年度内に完了することができない社会

保障・税番号制度事務事業費などを明許繰越し

するほか、継続費及び地方債の変更をいたすも

のであります。財源につきましては、地方交付

税、国県支出金、基金繰入金などで措置いたす

ものでございます。 

  次に、議第２号 令和３年度南陽市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）について申し

上げます。 

  補正の主な内容は、事業勘定において保険基

盤安定繰入金の額の確定による歳入の補正、そ

れに伴う財政調整基金積立金の補正を行うもの

でございます。 

  次に、議第３号 令和３年度南陽市財産区特

別会計補正予算（第３号）について申し上げま

す。 

  補正の内容は、赤湯財産区費において歳入予

算の組替えを行うほか、金山財産区費及び沖郷

財産区費の繰越金の整理を行うものでございま

す。 

  次に、議第４号 令和３年度南陽市介護保険

特別会計補正予算（第３号）について申し上げ

ます。 

  補正の内容は、地域支援事業費内での歳出予

算の組替えのほか、介護給付基金積立金の補正

を行うものでございます。財源につきましては、

基金積立金利子で措置いたすものでございます。 

  次に、議第５号 令和３年度南陽市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）について申

し上げます。 

  補正の内容は、保険基盤安定繰入金の額の確

定に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金を補

正するものでございます。 

  次に、議第６号 令和３年度南陽市下水道事

業会計補正予算（第２号）について申し上げま

す。 

  補正の内容は、収益的収支の増減はなく、資

本的収支について、国の交付金を財源とする雨

水函渠整備事業の額の確定に伴う企業債と補助

金の補正と、工事費の補正を行うものでござい

ます。 

  続きまして、令和４年度の各会計予算につい

て申し上げます。 

  初めに、議第７号 令和４年度南陽市一般会

計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を159億3,000万円とし、前

年度当初比1.6％の減といたしました。 
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  歳入でありますが、市税全般にわたり新型コ

ロナウイルス感染症の影響からの回復を見込み、

個人市民税、法人市民税ともに増額と見込んで

おります。 

  また、固定資産税においても感染症の影響を

受ける事業者に対する減免制度が終了となるた

め増額を見込んでおり、市税全体で9.7％の増

としています。 

  地方交付税については、地方財政対策及び前

年度の交付実績などを勘案し、前年度当初予算

比で12.5％の増としております。 

  また、ふるさと納税などの寄附金を増額した

ほか、財政調整基金繰入金をはじめとする繰入

金により、調整を図ったところであります。 

  歳出につきましては、第６次南陽市総合計画

に掲げた将来都市像である「つながり つどう

 縁結ぶまち 南陽」を実現するため、安全な

暮らし、子育て支援、人材育成、産業基盤の構

築などの七つの基本目標を施策の柱として、市

民生活に直結する事業を最重要施策に位置づけ

て予算編成を行ったところでございます。 

  その結果、新型コロナウイルスワクチン接種

委託料などの物件費や扶助費が増額となったも

のの、新温浴施設整備事業などの大型の建設事

業が終了することから、予算総額を２億6,000

万円減額したところであります。また、歳入総

額に占める一般財源は、市税や普通交付税が増

加したことにより101億9,646万1,000円と、前

年度と比較して３億6,502万3,000円の増額で編

成したものであります。 

  なお、主要な施策につきましては、施政方針

で申し述べたとおりでございますので、御理解

をいただきたいと存じます。 

  次に、議第８号 令和４年度南陽市国民健康

保険特別会計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を事業勘定で33億3,629万

8,000円、直営診療施設勘定で226万3,000円、

合わせて33億3,856万1,000円とし、前年度当初

比1.7％の増といたしました。 

  次に、議第９号 令和４年度南陽市財産区特

別会計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を１億979万9,000円とし、

前年度当初比33.8％の増といたしました。 

  次に、議第10号 令和４年度南陽市育英事業

特別会計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を411万4,000円とし、前年

度当初比22.6％の減といたしました。 

  次に、議第11号 令和４年度南陽市介護保険

特別会計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を37億2,313万3,000円とし、

前年度当初比0.1％の増といたしました。 

  次に、議第12号 令和４年度南陽市後期高齢

者医療特別会計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算総額を４億2,450万円とし、前

年度当初比7.4％の増といたしました。 

  次に、議第13号 令和４年度南陽市水道事業

会計予算について申し上げます。 

  収益的収支予算は、収入総額を８億2,972万

7,000円、支出総額を８億925万7,000円といた

しました。資本的収支予算は、収入総額を

6,119万1,000円、支出総額を３億5,140万4,000

円とし、収支不足額は損益勘定留保資金などで

補塡いたすものでございます。 

  次に、議第14号 令和４年度南陽市下水道事

業会計予算について申し上げます。 

  収益的収支予算は、収入総額を10億2,626万

2,000円、支出総額を10億1,796万4,000円とい

たしました。資本的収支予算は、収入総額を８

億9,858万7,000円、支出総額を12億6,867万

7,000円とし、収支不足額は損益勘定留保資金

などで補塡いたすものでございます。 

  以上、予算案14件につきまして一括して提案

理由を申し上げましたが、御審議の上、御可決

くださいますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 
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  お諮りいたします。質疑は予算特別委員会に

おいて行うこととし、この際、質疑を省略いた

したいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、この

際、質疑を省略することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第３５ 予算特別委員会の設置について 

○議長  日程第35 予算特別委員会の設置を議

題といたします。 

  お諮りいたします。議第１号から議第14号ま

での予算案14件を審査するため、議長を除く全

員をもって構成する予算特別委員会を設置いた

したいと思います。これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議長

を除く全員をもって構成する予算特別委員会を

設置することに決しました。 

  議第１号から議第14号までの予算案14件は、

ただいま設置いたしました予算特別委員会に付

託をいたします。 

  予算特別委員会は、日程に従い委員会を開催

し、審査願います。 
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○議長  なお、補正予算案６件の審査は、先ほ

どの議会運営委員長報告のとおり、この後の本

会議休憩中に予算特別委員会を開催し、審査願

います。 

  ここで暫時休憩いたします。 

  再開は予鈴をもってお知らせいたします。 

午前１１時１１分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時５５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

（予算特別委員長報告） 

日程第３６ 議第１号から 

日程第４１ 議第６号まで計６件 

○議長  日程第36 議第１号 令和３年度南陽

市一般会計補正予算（第15号）から、日程第41

 議第６号 令和３年度南陽市下水道事業会計

補正予算（第２号）までの補正予算案６件につ

いて、予算特別委員長の報告を求めます。 

  予算特別委員長 殿岡和郎議員。 

〔予算特別委員長 殿岡和郎議員 登壇〕 

○予算特別委員長  私から予算特別委員会の報

告を申し上げます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た案件は、令和３年度各会計補正予算６件及び

令和４年度各会計当初予算８件であります。 

  本日は、このうち令和３年度補正予算６件に

ついて審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみ

を報告させていただきます。 

  議第１号 令和３年度南陽市一般会計補正予 

       算（第15号） 

  議第２号 令和３年度南陽市国民健康保険特 

       別会計補正予算（第２号） 

  議第３号 令和３年度南陽市財産区特別会計 

       補正予算（第３号） 

  議第４号 令和３年度南陽市介護保険特別会 

       計補正予算（第３号） 

  議第５号 令和３年度南陽市後期高齢者医療 

       特別会計補正予算（第２号） 

  議第６号 令和３年度南陽市下水道事業会計 

       補正予算（第２号） 

  以上、補正予算６件はいずれも原案のとおり

可決すべきものと決した次第であります。 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長報告に対し、質疑

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。討論の希望ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がないようですので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第１号 令和３年度南

陽市一般会計補正予算（第15号）から、議第６

号 令和３年度南陽市下水道事業会計補正予算

（第２号）まで補正予算案６件は、予算特別委

員長報告のとおり決するに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

１号から議第６号まで補正予算案６件は、予算

特別委員長報告のとおり決しました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  以上をもちまして本日の日程は全て終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  どうも御苦労さまでした。 

午後 ０時００分  散  会 

 



 
 
 
 

 
令 和 ４ 年 ３ 月 ７ 日 （ 月 曜 日 ） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令 和 ４ 年 ３ 月 ７ 日 （ 月 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第２号 

令和４年３月７日（月）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 一般質問 

 

   散   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第２号に同じ 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長（髙橋 篤議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は16名で定足数

に達しております。 

  なお、本日の会議に欠席する旨通告のあった

議員は、12番髙橋 弘議員の１名であります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  なお、当局より説明員、髙野祐次総合防災課

長は、都合により欠席の旨通知がありましたの

で、御報告いたします。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第２号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

○議長  日程第１ 一般質問であります。 

  本定例会において一般質問の通告のあった議

員は７名であります。 

  一般質問においては、発言される議員、答弁

される執行部ともに簡明に行い、その成果が十

分得られるよう、そして市民の負託に応えられ

るよう、特段の御配慮をお願いいたします。 

  それでは、順序に従い一般質問に入ります。 

─────────────────── 

山 口 裕 昭 議員 質 問 

○議長  最初に、３番山口裕昭議員。 

〔３番 山口裕昭議員 登壇〕 

○山口裕昭議員  おはようございます。 

  ３番山口裕昭です。 

  この３月で、東日本大震災が発災してから11

年となります。 

  改めて被災された方々に衷心よりお見舞いを

申し上げます。 

  震災発災の日、私の長男は、仙台市で電車で

移動中に被災し、その翌日、私は妻を伴い長男

の捜索に仙台に向かったのですが、その捜索の

さなか立ち寄った避難所の様子を、今も克明に

覚えています。 

  砂ぼこりの舞う小学校の体育館に、たくさん

のパイプ椅子が並べられ、子供もお年寄りも横

になることができず、そのパイプ椅子に座り、

毛布やタオルを体にかけて、うつろな目をして

天井を見上げたり、仮眠を取っている姿を見て、

まるで戦場のようだと感じました。 

  先日来、ロシアのウクライナ侵略のニュース

を見る機会が増えていますが、地下鉄や地下室

に避難する人々の姿を報道で見るたび、あの小

学校の体育館で感じた底冷えと空間全体に広が

る絶望感や、鼻に残る砂ぼこりの匂いがよみが

えります。 

  外交や防衛については国の専管事項であり、

一地方議員が断じるべきことではないことは理

解していますが、圧倒的多数の国々が非難する

ように、力による一方的な現状変更は、断じて

容認できるものではありません。 

  また、今回侵略を行っている国と我が国は領

土紛争を抱えていること、ごくわずかな非難を

行っていない国のうち２か国は、近隣の国で、

双方ともに我が国と領土の問題を抱えている状

態であり、片方は頻繁に軍事挑発を繰り返し、

また、隣国と休戦中の国であること。もう片方

は、頻繁に領海侵犯を繰り返し、南シナ海で力

による現状変更をまさに行っている国であるこ

とを忘れてはなりません。 

  日本は、平和な国との幻想を多くの人が抱い

ていますが、このように考えれば、東アジアは

世界有数の紛争予備地帯と言えます。 

  ウクライナは、1990年代のブタペスト合意に
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より、世界４位の保有数を誇った核を廃棄し、

その代償として、領土不可侵の約束を取りつけ

ていたにもかかわらず、あのような悲惨な状況

となっております。 

  このことは、自国を自分で守る力を持たなけ

れば、他国にじゅうりんされる可能性があると

いう教訓を世界にもたらすものです。 

  今後、未来に向けて、真の平和な国を子供た

ちに引き継いでいくことは、現役世代の義務で

す。 

  軍事的大国が、国際秩序のタブーを犯して暴

挙を起こした今こそ、無責任な希望的観測によ

る沈黙ではなく、全ての選択肢をテーブルに広

げて、タブーなき議論を公の場で行うべきだと

考えます。 

  責任のある堂々とした、毅然とした議論こそ

が、今こそ求められているのではないでしょう

か。 

  少し前段が長くなってしまいましたが、通告

してある質問に入らせていただきます。 

  最初に、人口減少に対する対応について伺い

ます。 

  南陽市の人口は、市のホームページによると

ころでは、令和４年２月１日現在３万273人と、

全国的な人口減少の流れの中で年々減少を続け

ており、来年には、３万人の大台を割り込む可

能性が出てきています。 

  議会の場で、今まで何度となくこの問題につ

いて質問を行い、市の考えを伺い、対応策をお

願いしてまいりました。 

  当然、市当局でも様々な対策を講じてきてい

ると思いますが、人口減少のペースは、一向に

鈍化する傾向が見られず、まさに歯止めが利か

ない状況になっていると考えます。 

  一方、先日の人口動態調査では、初めて東京

の転出超過が記録されるなど、コロナ禍による

リモートワークの拡充などにより、感染に対す

る大都市リスクを忌避し、地方へと移動する動

きが散見されるようになってきました。 

  これは、地方にとって、ある意味コロナ禍と

いうピンチをチャンスに変換させる好機である

と考えられます。 

  このことを踏まえて、次の質問をさせていた

だきます。 

  最初に、今まで行ってきた人口減少への対策

について。 

  ①直近の主なものをお教えいただきたい。 

  ②その対策に対する評価をお教えください。 

  次に、平成30年の９月議会で、市外転出者へ

の臨時アンケート内容は、南陽市にとって宝の

山で、今後の施策にぜひ生かしていただきたい

とお願いしたことについて質問をいたします。 

  ①アンケート結果を受けて行った施策につい

てお教えください。 

  ②その施策に対する評価についてお教えくだ

さい。 

  最後に、コロナ禍で、東京から地方へ転出の

動きが出てきていることに関した質問を行いま

す。 

  ①コロナ禍の２年間で、首都圏からの移住実

績はどの程度あったのかお教えください。 

  ②今後、首都圏からの移住を呼び込むために

どのような施策を考えているのか、お教えくだ

さい。 

  続いて、子どもの貧困と相対的貧困について

伺います。 

  日本の子供の貧困率は、ＯＥＣＤ加盟国の中

で最悪の水準で、実に13.5％と、７人に１人が

貧困状態にあると言われます。 

  この貧困率は相対的貧困と言われ、その国に

おける平均的な暮らしができない人の割合で、

日本は世界でもかなり高い水準となっています。 

  先日、ネットニュースで、令和２年３月から

令和３年12月までの超過自殺は4,900人で、そ

の中で、失業率増加で説明できる増加分は

1,100人に過ぎず、コロナ危機による自殺者の
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多くは10代、20代の若い世代であり、その中で

も女性の比率が高いとの記事がありました。 

  これは、ワーキングプアの問題が大きく影響

していると考えられ、就職率や失業率だけでは

測れない非常に難しい問題であります。 

  ひとり親家庭では、一般的に相対的な貧困率

が高く、相対的貧困による経済格差は教育の格

差につながり、教育の格差は成人してからの賃

金格差となって、新たな貧困を生む原因となり

ます。この新たな相対的貧困は、婚姻をためら

う原因となり、出生率低下を招きます。 

  また、経済的な問題は離婚率の増加に直結し、

離婚によりひとり親になった世帯は、相対的貧

困に陥りやすいという負の連鎖が続くことにな

ります。 

  このような負の連鎖を自助努力だけで断ち切

ることは非常に困難で、何らかの社会的な支援

が必要だと考えます。 

  以上のことを踏まえて、以下の質問を行いま

す。 

  （１）として、前述したように、相対的貧困

とは、国民の年間所得の中央値の50％に満たな

い所得水準の人々のことを言いますが、市内の

現状を把握されているでしょうか。 

  （２）経済的格差が教育の格差に陥らないよ

うな対策は講じておられるでしょうか。 

  （３）コロナ禍では、飲食業や宿泊業、観光

業などの女性の就業率が高い職種ほど影響が大

きく、そのことが新たな貧困の原因につながっ

ております。 

  このような状況について、どのように把握さ

れているのでしょうか。また、具体的な支援策

は考えておられるのでしょうか。 

  以上、壇上からの質問といたします。御回答

よろしくお願いいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  マスクをつけたまま答弁させていただきます

ので、御了承願います。聞きづらければ、御指

摘いただければというふうに思います。 

  ３番山口裕昭議員の御質問にお答え申し上げ

ます。 

  なお、経済格差が教育の格差に陥らないよう

な対策の御質問につきましては、教育長より答

弁いたさせますので、御了承願います。 

  初めに、人口減少に対する対応の、今まで行

ってきた人口減少への対策についての御質問の

１点目、直近の主なものについてでございます

が、本市では、人口減少の抑制のため、令和３

年度より第２期南陽市まち・ひと・しごと創生

総合戦略において、結婚、子育て支援や働く場

の確保、移住定住の推進などに総合的に取り組

んでおります。 

  具体的な対策の一例を挙げますと、結婚新生

活支援事業による結婚を希望する方へのサポー

トや、幼保連携型こども園の建設支援などによ

る子育て環境の充実、創業者支援事業による新

たな雇用や産業の創出、県外在住学生向け食の

支援事業による県外学生とふるさとのつながり

を深める取組などを行ってまいりました。 

  次に、その対策に対する評価についてでござ

いますが、先ほど申し上げました具体例につい

て申し上げますと、まず、結婚新生活支援事業

では、４件の新規結婚生活の支援を行い、幼保

連携型こども園の整備では、当該地区における

ゼロ歳児から２歳児の受入れ枠が、新たに30人

増加しております。 

  また、創業者支援事業では４件の起業に対し

補助を行い、県外在住学生向け食の支援事業に

ついても、241人の親元を離れた学生さんに故

郷の食をお届けしながら、将来の仕事やふるさ

とに関する情報発信を行っております。 

  市といたしまして具体的な取組を進める一方

で、内閣府の試算では、2030年までに合計特殊
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出生率が、人口置換水準である2.07に回復した

場合においても、人口減少が止まるのは2090年

代半ばと見込んでおり、我が国の人口問題は非

常に厳しい状況にあります。 

  社会的には、人口減少抑制に向けて大変厳し

い局面が続いておりますが、総合戦略に掲げる

各数値目標及び人口目標の達成に向けて、今後

も様々な施策を展開してまいります。 

  次に、市外転出者への臨時アンケートについ

ての御質問の１点目、アンケート結果を受けて

行った施策についてでございますが、アンケー

トは、平成30年度及び令和元年度の成人式の参

加者を対象に行った調査でございます。 

  その中の「市外・県外の人に紹介したい南陽

市の魅力」に関する質問では、群を抜いて最も

多かった回答が「ラーメン」でした。 

  このような御意見も参考にしまして、ラーメ

ン課プロジェクトの中で、第１回ラーメンカー

ドラリーを平成30年末にスタートいたしました。 

  また、若い世代の市外転出者の声を広く聞く

機会は、この新成人アンケートが初めての取組

でございまして、将来のまちづくりの主役であ

る若い皆さんの声に耳を傾けることの重要性を

改めて確認したところでございます。 

  現在、県外在住学生向け食の支援事業の申込

者に対して実施しておりますアンケートにつき

ましても、新成人アンケートの結果を受けて実

施したものでございます。 

  次に、その施策に対する評価についてでござ

いますが、ラーメンカードラリーにつきまして

は、令和元年度に開催した第２回目で、初めて

「ラーメン大好き小泉さん」という漫画とのコ

ラボ企画が実現し、昨年12月から本年２月まで、

２年ぶりとなる第３回目を開催いたしました。 

  今回、初めてラーメンマップで紹介している

全店舗が参加し、地元などの複数の企業と赤湯

温泉旅館の協力も初めていただくことができ、

参加者の目安となりますＷチャンス賞の応募件

数は、第２回目の382件から、今回は950件に大

幅に増加したことは、ラーメンを主役にした地

域活性化で、全国に南陽市をＰＲすることがで

きたと考えております。 

  県外在住学生向け食の支援事業につきまして

も、支援品を受け取った学生より、「このよう

なプロジェクトによって、離れていても身近に

感じることができる」、「地元に帰れず、ラー

メンを食べたいと思っていたのでうれしい」な

どの声が寄せられました。 

  また、この事業には、市外５社の企業様から

趣旨に御賛同いただき、企業版ふるさと納税に

よる御支援をいただくなど、親元を離れて暮ら

す学生とふるさとの関係づくりや、官民連携に

よる将来の地域人材育成に手応えを感じたとこ

ろでございます。 

  次に、コロナ禍による東京からの地方への転

出の動きについての御質問の１点目、首都圏か

らの移住実績についてでございますが、移住実

績を把握した統計資料はございません。 

  山形県と県内市町村では、転入者数やその理

由等を把握し、移住定住施策の推進につなげる

ため、令和２年度から、市町村転入窓口の転入

届提出者を対象にした統一の転入者移動調査ア

ンケートを実施しておりますが、これは任意の

アンケートであるため、全ての方から御協力を

いただくことが難しく、正確な人数の把握には

至っていない状況でございます。 

  なお、本市に転入の届出をされて、このアン

ケートに御協力をいただきました回答を基にし

た首都圏からの転入割合につきましては、令和

２年度は13.3％、令和３年度は２月末時点では

14.1％が首都圏からの転入となっており、若干

ではありますが、昨年の割合を上回る動きが見

られております。 

  参考までに、山形県が、市町村からの毎月の

報告に基づき作成しております県内県外転入数

の集計によれば、令和２年度の本市の転入者数
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675人中、県外転入者数は約33％の222人となっ

ておりますので、仮に、先ほどの割合を基に推

計いたしますと、令和２年度の１年間に、およ

そ90人程度の方の首都圏から本市への転入があ

ったものと想定されるところでございます。 

  次に、今後の首都圏からの移住を呼び込むた

めの施策についてでございますが、市といたし

ましては、引き続き県との協調による移住支援

金や食の支援等の支援制度の活用、各種移住相

談の充実を図るとともに、県外在住学生向けの

事業や、ふるさとを離れる前の高校生へのアプ

ローチを強化することで、ＵＩＪターンと関係

人口の増加につながる取組を進めてまいります。 

  次に、子どもの貧困と相対的貧困率について

の御質問の１点目、市内の現状についてでござ

いますが、平成30年度に山形県が、山形県子ど

もの生活実態調査を実施し、子育て世帯の貧困

について調べております。 

  調査によりますと、本県の子どもの貧困率は

16.0％と算定されておりますが、調査の手法が

国の統計調査とは異なるため、国の数値との単

純な比較ではできないものと考えております。 

  次に、３点目の状況把握と具体的な支援策に

ついてでございますが、宿泊業では、多くの事

業者が計画的に休業を行う際は、雇用調整助成

金または緊急雇用安定助成金を活用し、休業手

当を支払っており、雇用はおおむね維持されて

いると考えられます。 

  飲食業、特に夜間営業の飲食業においては、

県内市町が、まん延防止等重点措置の適用を受

けたことなどの影響により、客足が激減してい

る状況であります。飲食業においては、雇用調

整助成金等の活用は限定的で、休業手当の支払

いに至らず、雇い止めや休業手当を伴わない休

みの要請となっております。 

  なお、休業中に賃金や休業手当を受けること

ができなかった方は、国の新型コロナウイルス

感染症対応休業支援金・給付金の申請が可能で

すが、この給付金を申請されている方は少数で

あると推測され、収入が減少している方は多く

いらっしゃると考えられます。 

  現在、国では、住民税非課税世帯及び新型コ

ロナウイルスの影響で収入が減少し、住民税非

課税世帯と同様の事情がある家計急変世帯への

支援として、住民税非課税世帯等に対する臨時

特例給付金を実施しております。 

  家計急変世帯への支援については、本年２月

16日から申請の受付を開始し、本年９月末まで

の申請期間となっておりますが、申請件数は、

２月末現在で４件と見込みよりも少ない状況で

すので、該当する世帯に広く行き渡るよう、今

後も周知に努めてまいります。 

  また、国では、事業者支援として、幅広い業

種を対象としている事業復活支援金を実施して

いるところではありますが、十分な支援には至

っていないものと考えております。 

  このような状況の中、市では、売上げが減少

している飲食業、宿泊業等及びそれらから影響

を受け、売上げが減少した事業者を対象に、南

陽市緊急経済対策事業第16弾「南陽市飲食業等

緊急経営支援給付金」を実施しているところで

ございます。 

  今後につきましては、国、県の支援状況も踏

まえ、タイムリーで適切な支援策を検討してま

いります。そのためにも、経済対策の財源であ

ります新型コロナウイルス対応地方創生臨時交

付金の追加配分について、国に強く要望してま

いりたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  おはようございます。 

  ３番山口裕昭議員の御質問、子どもの貧困と

相対的貧困率についての２点目、経済的格差が

教育の格差に陥らないようにするために講じて

いる対策についてお答え申し上げます。 
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  まず、学校教育法第19条の規定に基づいて、

南陽市児童生徒等就学援助要綱を定め、経済的

にお困りの方に、学用品費、修学旅行費、学校

給食費等や、医療費、新入学時学用品費等の就

学に要する費用の援助を行っております。 

  また、学校集金につきましても、できる限り

全ての保護者の方に御負担をおかけしないよう

努めるよう、指導しております。 

  なお、学校教育においては、いかなる状況に

あったとしても、全ての子供たちに学びは保障

されるべきであると考えております。 

  その上で、これまで同様、教師一人一人が、

多様な家庭環境の下で児童生徒が学んでいると

いう認識に立ち、より深い児童生徒理解に努め、

配慮と心遣いのある支援、指導を行うよう、学

校に指導してまいります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  市長がマスクをしてというこ

とだったので、私もマスクをしてお聞きしたい

と思います。 

  再質問のほうをさせていただきます。 

  まず最初に、人口減少の取組について。 

  いろいろな施策のほうを行っていただいてい

るように思われるんですけれども、まず平成29

年６月議会で、人口減少について一般質問を行

ったとき、このときには、人口が、もう３万

2,000人を割り込んだよと。３万2,000人を割り

込んだので大変なことになりますよというよう

な話をしたと思います。 

  今、５年後ですね。５年後の現在、人口が３

万237人ということで、1,800人近い減少という

ことで、これ単純に言うと、市役所の目の前に

ある若狭郷屋地区の人口とほぼ同じくらい。だ

から、目の前の住宅地の人口が、丸っと消えち

ゃったぐらいのインパクトがあるわけです。 

  自然減の大きな原因として考えられるのが少

子化になるんですけれども、その原因となるの

が、晩婚化と兄弟をもうけない、一人っ子を選

ぶ世帯というのが多いと。 

  私のうちは３人子供がいますし、市長のとこ

ろはもっと多いということで、人口増にはかな

り貢献しているとは思うんですけれども、諸外

国でも問題になっているんですけれども、経済

的な理由で結婚をためらう。また、複数の子供

をもうけられない方が非常に増えたということ

が、いろんな問題となっています。 

  これについてですけれども、先ほど市長のほ

うからも、縷々施策についてお話があったんで

すけれども、結婚をためらうようなカップルに

ついて、背を押すような施策のほうは考えられ

ないのかなと思います。 

  例えば、市内で新しく所帯を考えているカッ

プルに対して応援するプランだとか、今までだ

と、市外からの転居者についてはいろいろと助

成があったわけですね。市外から南陽市に新た

に所帯を持つという世帯に対しては補助金があ

ったりして、いろいろないいことがあったんで

すけれども、市内で、例えば赤湯の人と宮内の

人が結婚して沖郷に家建てるというような場合

の補助というのは、なかなかなかったかなと思

うんです。 

  これについて、もうちょっと拡充していただ

くことというのは可能なのでしょうか、お願い

いたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  山口議員の御質問にお答え申し上げま

す。 

  まず、人口減少の大きな原因として、晩婚化

でありますとか、経済的理由により結婚をため

らわれるということも一因でございますが、一

番の理由として皆さんと認識を共有しておきた

いのは、自然減の原因が、亡くなる方の数と出

生する方の数にギャップがあるということでご
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ざいます。 

  １年間に400人から500人の方がお亡くなりに

なって、生まれる方が200人を今切っている状

況でございまして、コロナ禍によって、それこ

そ結婚をためらう方の心理的な原因も大きいと

思いますが、出生数の減少が、昨年、今年と、

これは国全体で大きく落ち込んでおります。 

  その亡くなる方の数、そして、生まれる方の

数の差が拡大していくことが、この自然減の大

きな原因だというふうに私は思っております。

１年間にあと300人生まれないと、2.5倍になら

なければいけないと。それでないと、自然減の

バランスというのは取れない、ずっと減少が続

いていきます。 

  国では、できるだけ今１億2,000万の人口を

8,000万人台に食いとどめたいと、３分の２に

食いとどめたいという目標を立てております。 

  しかし、合計特殊出生率が2.07まで回復しな

ければ、永久に人口減少というのは続いていき

ます。2200年くらいには、4,000万人とか3,000

万人とかそういう予測もございます。 

  地方においては、日本全体よりも厳しい状況

にありますので、そういった流れの中にあると

いう認識を、まず共有させていただきたいとい

うふうに思います。 

  その上で、合計特殊出生率を2.07まで上げる

ためには、様々な施策が必要だというふうに思

っておりますが、規模が小さくなることは、こ

れは避けられない。その中で、できるだけ有効

な手を打っていかなければいけない。そのバラ

ンスの中で、今後の施策を考えてまいりたいと

いうふうに思っております。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  何か答えていただいたような、

いただいていないような微妙な感じなんですけ

れども、今、市長が言われたように自然減が問

題だと。 

  生まれてくる子供が足りないよということだ

と思うんですけれども、そのことについて、一

応私のほうからは、晩婚化と１人しか子供を産

まない選択をしている家庭がいることが、問題

じゃないのかなということを言わせていただい

たわけです。 

  まず、晩婚化が何で問題かと言うと、当然女

性しか子供産めないわけですから、女性がどう

しても遅く結婚すれば、子供をつくれる期間と

いうのは短くなります、そういう問題があると。 

  それにもう一つ、経済的な理由で子供をつく

りたくないよ、１人で十分よと、２人も３人も

育てるの大変よという家が増えてくれば、なか

なかそれは難しくなると。 

  実際、でも、私の周り、家の近くの人は、結

構３人、４人といる家は多いんですけれども、

そうではなく、やはり、もともと結婚をためら

うような場合において、どうしても一人っ子に

なってしまうとかいう部分があると思うんです。 

  あと、ほかにも経済的な理由だけじゃなくて、

身体的な理由とか、そういうなかなか２人目、

３人目できなかったとか、そういう理由もある

と思いますけれども、一つだけの原因ではない

と思います、確かに。 

  ただ、その中に、大きなファクトとして経済

的な理由があるんじゃないのかなと、私は思う

わけです。 

  市のほうで、行政のほうでできることと考え

たときに、経済的な支援は確かにできる部分も

あります。ただ、当然市長もお考えのとおり、

市にも予算があるわけで、無尽蔵に予算がある

わけではありませんから、お金配ればいいとい

うわけでもないですし、そういう問題ではない。 

  ただ、不安に思っている御家庭に対して、そ

の不安を和らげるような施策ができないのかな

というのが、私がちょっと聞きたいことなんで

す。 

  あと、例えば先ほどちらっと触れましたけれ

ども、身体的、体の問題で、例えばどうしても
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子供ができにくいとかそういうときに、子供が

できにくくて、１人しか今子供いないけれども、

２人目も３人目も欲しいのよと。なので、医療

の補助のほうもしてほしいよという御家庭もあ

ると思うんです。 

  そういう御家庭に対して、何らか温かい手を

差し伸べるような施策というのは、何やかや考

えられないのかなというのがちょっと聞きたか

ったことなんですけれども、どうでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  すみません、言葉足らずになりまして。 

  私も多分、今議員がおっしゃっていることと

同様の質問を、24年の議会だったと思いますけ

れども、議員として、晩婚化、少子化対策、お

話ししたというふうに思います。 

  そうした思いがあって、３人っ子政策という

ものを実施して、経済的な支援を行わせていた

だきました。そして、令和４年度からは、医療

費の無償化について、何とかこのタイミングで

やりくりしまして、高校生まで拡充を図ろうと

いうふうに思って今回提案させていただいてお

ります。 

  その時々で、どういったものが効果的でとい

うのは、議員からもぜひ御提言をいただきなが

ら考えてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  ぜひいろんな施策あると思い

ますけれども、その辺少しずつ考えていただけ

ればなと思います。 

  経済的な問題について言えば、市内の企業の

動向について調査されているとは思うんですけ

れども、南陽市の場合ですと、市内に就職され

る方のほかにも、近郊に通勤されている方って

結構多いと思うんです。 

  私、産業建設常任委員会にいますので、企業

動向調査等の資料はよく見せていただくんです。 

  ただ、市内の企業動向であって、市外までは

見ていないという形だとは思うんですけれども、

ただ、実際のところでは、市内にいる、働いて

いる方の半数以上、多分、半数か半数以上は、

市外に出ている方のほうが多いと思うんです。 

  それについての動向について、そう考えると、

市外の企業動向というのも非常に大事じゃない

のかなと思うんですけれども、その辺について

はどのように把握をされているんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  ただいまの質問にお答え申し

上げます。 

  議員おっしゃるとおり、南陽市のほうでは、

市内の企業動向調査、さらに労働雇用実態調査

などをしてございます。 

  なので、南陽市以外の企業の動向というのは、

報道で知るぐらいしかないんですけれども、一

般に言われていることは、令和２年５月くらい

が景気の底と言われてございます。南陽市の調

査でも、令和２年７月の企業動向調査が一番悪

い結果でございました。 

  そこからだんだんとよくなってまいりまして、

昨年の10月の調査あたりまでは右肩上がりで来

ていたんですけれども、今回の１月の調査で、

また下がってしまったんです。 

  やはり市外の企業についても、今いろんな物

価がかなり上昇してございます。燃料も含め、

また食料なんかも含めて。あとは製造業であれ

ば、なかなか部材を調達できない、または原材

料の高騰などもあるというふうな部分で、売上

げのほうについても減少しておりますけれども、

収益についてはさらに悪い状況が続いているの

かな。一部の企業については、あまり影響を受

けていないところがございますけれども、やは

りコロナの影響で、収益については特に影響を

受けている企業が多くあるのかなというふうな

認識をしております。 
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○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  ちょっと２番目の貧困のほう

の話にも関わってくるので、ちょっと交ざって

しまいますけれども、いいですか、話がちょっ

と。 

  そこの部分が、企業のほうの景気の部分と貧

困の問題というのが、結構リンクしている部分

があるのでごっちゃになってしまいますけれど

も、先日、ネットニュースで、日本人の半数が

年収300万円以下だと。預金に回せる資金もな

いというような報道があったんです。 

  ２月27日の山新の報道で、記事に、「子供の

貧困という言葉は根本的に間違いで、主に20代

から50代の子育て世代の労働者が、普通に働い

ても給料を得にくく、子供を育てにくいのだか

ら、大人の貧困が正しい表現だと。これは、現

在の労働者の４割が非正規雇用のため、賞与や

福利厚生がない労働者も多く存在することが原

因で、子育て世代の大人たちは就職氷河期世代

であるため収入が不安定な労働者が多く、それ

が子供の貧困が改善しない理由の一端だ」と言

われています。 

  また、「特にひとり親世帯の貧困は深刻で、

日本のひとり親世帯の相対的貧困率は先進国で

最悪と言われ、半数に迫る48.1％という異常な

数値。ひとり親を形成する割合は女性が多いが、

これは非正規雇用の割合が多いことも原因」と

いうような記事がありました。 

  何が言いたいかといいますと、企業の業績が

悪くなると、一番最初に調整弁になるのは非正

規の方々なんです。 

  今、４割以上の方々が非正規雇用という状況

で、市の、市内の企業の状態がどういう状況だ

か分からないですけれども、国がそういう状況

であれば、市内の状況も似たような状況じゃな

いのかなと思われます。そういう状況の中で、

非常に苦しい世帯が多くなっているというのが

一つだと思うんです。 

  それが原因でと言うとちょっと言いすぎかも

しれないんですけれども、それも一つの原因と

して、子供がなかなかできないんじゃないのか

なと、自然増がなかなか起きないんじゃないの

かなというふうに思われる部分があるんです。 

  さっき、人口問題のところで最初に言ったん

ですけれども、結婚適齢期の人が結婚をためら

うと、どうしてもその後に、ずっと晩婚化、子

供をつくるのにお金がないからつくらないと、

どんどん悪い方向に向かってしまう。 

  最初に何とかしないとどうしようもない。特

に女性の方、先ほどというか最初に言った観光

業、宿泊業、あの辺はどうしても女性が多いと。

女性が多い宿泊業、観光業では、さっき市長が

言われたように、雇用調整助成金とかで保障も

されていないという状況があるわけです。 

  その辺を改善しないと、当然人口の増加とか

いう部分も難しいのかなと思うんですけれども、

それについて何か踏み込んだ支援策というのは

何かないんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  非正規雇用で働いておられる方々が、

特に2000年代以降多くなってきているというの

は、様々な制度と、それから社会の考え方もあ

ろうかというふうに思いますが、いずれにして

も、収入が少ない世帯が増えているというのは、

社会全体にとって問題かというふうに思います。 

  特に、議員がおっしゃるように、女性の、例

えばひとり親の御家庭などで大変経済的に御苦

労されている方も、このコロナでは非常に影響

を受けておられるというふうに思います。 

  そうした意味でも、根本的には、男性と女性

の働き方の考え方があろうかというふうに思い

ます。 

  本市におきましては、特にこれまでの、これ

まで男性が就くのが当たり前だよねみたいな固

定概念を一旦リセットして、性別によらずに能
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力で評価して、適切な場所で、男性、女性関わ

りなく活躍できるようにしようというふうに、

徐々にはありますが進めております。 

  そうした活躍の場を広げることが根本的な解

決の方向に向かう、即効性のあるものではあり

ませんが、方策かなというふうに思っておりま

す。 

  そして、それには中期、長期的な時間がかか

ってまいりますから、それまでに必要な支援と

いうのは、本市もそうでありますが、国全体に

おいて考えていかなければならないというふう

に思っております。 

  本市で主に行っているものとしては、医療費

の無償化でありますとか給食費の無償化、そし

て、働く方が働きやすいような環境をつくるた

めにずっとやってきたのは、子育て環境の整備、

保育施設の拡充ということでございました。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  今朝の山新でも、明日は女性

デーということでありました。 

  非正規雇用の方の一番多いのが女性の方なん

です。当然先ほども言いましたけれども、観光

業、宿泊業、飲食業で働く方というのは非正規

の方が多くて、大変御苦労されている方が多い

ということがあります。 

  今、市長のほうからもいろいろ説明もありま

したし、施策のほうも教えていただきましたけ

れども、ぜひその辺拡充していただいて、でき

るだけ男女のひとり親世帯、特に女性のひとり

親世帯が子供を育てるときに、大変にならない

ような応援をしていただきたいなと思います。 

  ちょっと時間がなくなってきたんですけれど

も、一つだけ教育について聞きたいなと思いま

す。 

  経済格差が教育格差につながるという部分に

ついては、よくあるのが塾です。塾に通うお金

がなくて、なかなか学力が上がらないという問

題があります。 

  南陽市の場合はそんなに塾も多くないですし、

塾に通っているお子さんも少ないので、そうで

はないと思うんですけれども、それともう一点、

奨学金の問題があります。 

  もうちょっと給付型の奨学金が増えないのか

なというのがまず一点と、あとは奨学金って、

例えば理数系、医療系の大学に奨学金を活用し

て進学した場合というのは、長い場合ですと40

歳近くまで償還があります。 

  それがあると、例えば給料をちょっと余計に

もらっても、そこに償還するお金がすごく多く

て、税金はその分取られるわけです。入ってく

るお金が多いので、支払いの部分というのはあ

まり見られないので、どうしても奨学金のほう

を返すのができなくて、困窮されているという

方がいらっしゃいます。 

  何らかの形で助成できないのかなと。例えば

利子補塡ですとか、そういうこと難しいのかな

と考えています。 

  まず１点、その給付型奨学金の拡充はできな

いのかという部分と、奨学金のほう、長い間返

して大変な方について、何かの補助がないのか

なという部分について教えていただきたいなと

思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  穀野敏彦管理課長。 

○管理課長  では、ただいまの御質問にお答え

申し上げます。 

  給付型の育英、いわゆる奨学金の制度につい

ての御質問でございますけれども、現在、市の

ほうでやっている育英事業につきましては、な

かなか給付型の制度がちょっと取り入れにくい

ものですから、給付的支援ということで、いわ

ゆる返還を免除、支援する制度を新たに設けた

形で対応したらどうかなということを検討して

おります。 

  今現在、山形県のほうで、若者定着促進に向

けた奨学金返還支援制度もございますので、ま
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ず、その辺のスキームを参考にしながら、今、

県のほうでやっているこの制度が、今のところ

令和５年度までの事業として予算化になってい

るようですので、その時点で改めて検討してい

きたいなというふうに考えております。 

  それからあと、奨学金の返還期間でございま

すけれども、本市の育英につきましては、就職

されてから７年間の間に返済ということになっ

ております。 

  特別これに対しての支援はないんですけれど

も、何らかの事情によって返還が滞った場合に

つきましては、諸条件を考慮しながら免除とい

うような形、もしくは返還の期間の延期という

形で対応しております。現在、そのような対応

しております。 

  以上です。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  できれば、給付型のほうをも

うちょっと拡充いただければ、すごくありがた

いのかなと思いますし、あとは、先ほどから言

っている人口減少の問題についても、自然減の

ほかに社会減というのもあるわけです。 

  その中で、例えば南陽市に住んでいれば、奨

学金の支払のときに利子の幾らかでも助成して

いただけるとか、そういうことがあれば、市内

に残る方も増える可能性もあるわけです。その

辺も総合的に考えていただいて、施策のほうを

展開していただきたいなと思います。 

  当然、予算があることですし、限りのある予

算の中で回すわけですから、何もかにもできる

わけではないとは思うんですけれども、ぜひそ

の辺御検討いただければなと思います。要望で

す。 

  以上です。 

○議長  以上で３番山口裕昭議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は11時５分といたします。 

午前１０時４９分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時０５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

島 津 善衞門 議員 質 問 

○議長  次に、４番島津善衞門議員。 

〔４番 島津善衞門議員 登壇〕 

○島津善衞門議員  おはようございます。 

  ４番、保友クラブ、島津善衞門です。 

  きのうは冬型の気圧配置となり、寒気が流れ

込み、雪、風の強い１日となりました。それで

も弥生三月、二十四節気の啓蟄となり、気温も

上がり、日差しも徐々に強くなり、春の訪れを

感じます。 

  しかし、ウクライナの春は遠く、爆風が吹き

荒れています。国連の発表では、ウクライナ各

地で砲撃を受け、医療施設、学校、幼稚園、孤

児院にミサイルが着弾し、医療従事者や教師、

子供たちが死亡しています。 

  学校や病院に対する攻撃は、国連によって重

大な人権侵害のうちの一つと定められています。

歴史を振り返れば、いつの時代にも戦争は罪の

ない人々、中でも子供たちを危険にさらしてき

ました。国の指導者の恣意的な行動によって、

最初に傷つき、長きにわたり影響を受けるのは

全く無関係の子供です。 

  戦時下に身体的な傷は免れても、安全や平和

というものを突然失った子供には、いつまでも

トラウマが残ります。 

  私は、断固としてこの軍事侵攻を非難し、ウ

クライナの人々のために、一日でも早い収束を

願います。 

  そして、今、私たち一人一人が個人的にでき

ることとして人道的支援があります。既に約６

万人の日本人からウクライナ大使館宛に20億円

近くの寄附があったというニュースが流れてい



－72－ 

ます。困ったときはお互いさまですので、そう

いった支援をしなければと思います。 

  様々な支援団体や方法があるようです。どの

ような支援がよいのか、市民がばらばらな支援

とならないよう、市が窓口となり、適切な支援

方法の調整を願いたいと思います。 

  それでは、先に通告してあります各項目につ

いて質問いたします。 

  初めに、市民要望が高い屋内遊戯場・屋内多

目的運動場・公認陸上競技場の施設整備の考え

方についてお尋ねします。 

  市議会議員となり６年が経過しようとしてい

ます。応援していただいている市民の方々、議

員各位、白岩市長はじめ当局職員の方々には、

常日頃より数多くの御教授を賜り、厚く感謝申

し上げます。 

  議員活動６年の中で、現在まで、市民の方々

より様々な御意見や御要望をちょうだいしてお

りますが、特に要望が多い次の３施設の整備に

関して、市長の考えをお尋ねします。 

  （１）子育て世代に大人気の屋内遊戯場。 

  天候に左右されず、子供たちが伸び伸びと体

をいっぱい動かして遊べ、感性や創造性を育む

ことができ、また同時に、保護者同士の交流の

場として、子育てについての相談や情報交換も

できる子育て支援センターやファミリー・サポ

ート・センターなどを併設した屋内遊戯場が各

市町村で整備され、好評を得ております。 

  本市の今後の対応を伺います。 

  （２）ＳＤＧｓ「すべての人に健康と福祉を」

としての屋内多目的運動場。 

  日本で唯一のスポーツに関する法律であるス

ポーツ基本法では、「スポーツは、心身の健全

な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充

足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のた

めに個人又は集団で行われる運動競技その他の

身体活動」とされています。 

  さらに「スポーツを通じて幸福で豊かな生活

を営むことは、全ての人々の権利」との記載も

あり、スポーツ権が明示されました。 

  楽しく、適切にスポーツを習慣、継続するこ

とは、我々の健康寿命を伸ばすことにつながり

ます。加えて、ストレス解消や生活の充実度向

上にもスポーツは貢献しています。 

  要望されておられる市民のイメージとしては、

庄内町の生涯スポーツの拠点となっている八幡

スポーツ公園にある庄内町第二屋内多目的運動

場、通称ほたるドームが挙げられております。 

  運動したくとも場所がないという町民の要望

を受け建設されたもので、総面積3,570平米の

施設で、１階は人工芝となっており、テニスコ

ートで３面、フットサルで２面、ゲートボール

で４面が可能な広さで、多目的なスポーツに利

用されているようです。また、２階には、１周

約180メートルのウオーキング、ランニングコ

ースが設けられています。 

  このような施設整備の本市の今後の考え方を

伺います。 

  （３）公認陸上競技場。 

  「井の中の蛙大海を知らず」ということわざ

があります。自分の狭い知識にとらわれてしま

い、物事の大局的な判断ができないことと解釈

されております。 

  本市の子供たちが常日頃より利用しているグ

ラウンドでは、400メートルトラックが体感で

きません。テレビなどで陸上競技を見ても広さ

を実感できないことは、残念、かわいそうとい

う言葉しか思い浮かびません。 

  近隣市町村に整備されておりますが、経験で

きるのは陸上選手など一部の生徒でしょう。本

市の子供たちが各種記録会などで400メートル

トラックを利用することで、自分の未来を創造

する場所の整備が要望されています。 

  本市の今後の考えを伺います。 

  ２点目、行政の働き方改革とＩＴ化について

お尋ねします。 
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  （１）庁内のテレワーク、在宅ワーク、フレ

ックスタイム制の活用促進の取組をお尋ねしま

す。 

  2019年４月１日より、働き方改革関連法が施

行されました。 

  民間では、働き方改革が推進される中、流行

した新型コロナウイルスの影響で、ＩＴを活用

した、場所、時間にとらわれないテレワークや、

労働基準法でいうところのフレックスタイム制

である時差出勤の実施が急増しました。 

  地方公務員は、災害時やこのたびのコロナ感

染症対策など、災害、その他避けることのでき

ない事由に基づく臨時の勤務が発生します。

2011年３月11日に発生した東日本大震災では、

多くの公務員が公務中に犠牲となられました。 

  市民に奉仕するためにという思いで、自己犠

牲を払って働いており、雇用が安定している反

面、どうしても働き方においてブラックな面が

あると言えます。 

  感染対策をきっかけに加速した在宅ワークの

取組ですが、今後もこの流れを続けるべきと考

え、何点かお尋ねします。 

  ①本市においても在宅ワークなどの試験的な

取組がなされたと認識しておりますが、これま

での取組内容について伺います。 

  ②取組を通じて得られた課題にはどのような

ことがあるのかお尋ねします。 

  ③今後もこの流れを続けるか、一過性と捉え

るか、市長の考えを伺います。 

  （２）庁内のＩＴ促進についてお尋ねします。 

  公文書管理法が施行されて10年、情報公開法

が施行されて20年が経過しました。 

  国では、文書管理の電子化を進めることで情

報公開への適正対応確保、ＩＴ化、業務改革、

働き方改革に寄与するとして、2019年３月、行

政文書の電子的管理についての基本的な方針を

示しています。 

  今後作成する行政文書は、電子的に管理する

ことを基本とし、新国立公文書館が開館予定の

2026年度をめどに、電子管理のシステムを本格

的に導入する方針が示されました。 

  当市においても、文書資料の機密確保、改ざ

ん防止、また体系的、効率的な管理運営を行う

ため、南陽市文書管理規程を見直しながら、庁

内のＩＴ促進を図るべきと考えますので、何点

かお尋ねします。 

  ①現在作成している文書は紙ベースで運用さ

れており、印刷代、紙代、また資料の運搬、保

管、廃棄に、それぞれ費用がかかります。 

  また、それらの作業に関わる人件費も加えて

必要となります。電子化により、これらのコス

トカットに貢献することになりますが、試算は

されているのか伺います。 

  ②デジタル情報推進のハード、ソフトの現状

ですが、２月11日の山新に、「「書かない窓口」

導入の自治体増、素早く申請書作成、住民負担

の軽減」という記事がありました。 

  ＩＴ化を進める上で、市民に向けた取組と庁

内における取組がありますが、本市の現在の取

組状況を伺います。 

  ③ＩＴ化を進める上では、当然ながら議会も

関係してきます。議会のＩＴ化は、より効率的

で効果的な議会運営を進めることや、リアルタ

イムでの情報公開、政務活動の情報発信などを

行うことが可能となります。 

  議会は何をしているか分からないという市民

の声や、議員の成り手不足解消策など、社会的

な要請への対応としても強く求められています。 

  寒河江市は、５年前の2017年５月に、山形県

で最初のタブレット導入に取り組み、議会のペ

ーパーレス化を実現しております。 

  その後の他市町村の動向について把握されて

いるか伺います。 

  ④、最後に、私たち市民が一番に心配するの

は、改ざんや情報漏えい問題です。安易なデー

タ改ざんや削除を防ぎ、閲覧、修正などの更新
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状況を追跡できるような履歴を残すなど、高度

なセキュリティシステムが必要となりますが、

どのような対策をお考えか伺います。 

  以上の御答弁をお願いし、壇上からの質問と

させていただきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ４番島津善衞門議員の御質問にお答え

申し上げます。 

  初めに、屋内遊戯場・屋内多目的運動場・公

認陸上競技場の施設整備の考え方についてでご

ざいますが、これまでの議会や関連団体との意

見交換を通じ、施設整備の御要望があることは

認識しております。 

  また、答弁に先立ち、総じてではございます

が、私の市政運営の柱は、持続可能で安定的な

財政基盤が必要であること、近隣市町において

同類の施設整備がなされている場合には、広域

利用をお願いしていることを踏まえて答弁いた

します。 

  御質問の１点目、屋内遊戯場についてでござ

いますが、現在、本市で設置している施設は、

シェルターなんようホールの木育ひろば、南陽

市民体育館２階の子育て支援ルームの２か所に

加え、屋外施設として周辺にはない大規模施設

である中央花公園ドリームランドがあり、市内

外の子育て世代に大人気の場所となっておりま

す。 

  また、近隣の自治体には、高畠町と米沢市、

上山市、山形市北部に、それぞれ大型の施設が

整備されており、さらに、長井市及び山形市南

部に、今後新設されると伺っております。 

  平成30年６月定例会でも御答弁申し上げまし

たとおり、広域的に相互利用をお願いしたいと

考えております。 

  次に、２点目の屋内多目的運動場についてで

ございますが、御質問の中にあります庄内町の

ほたるドームにつきましては、施設の内容を確

認させていただきました。 

  なお、本市においては、近隣にない広さと設

備を備えた市民体育館があり、大変好評を得て

いること、維持管理にも相当の予算を毎年投じ

ていることから、御提案の施設を含め、総体的

な運動施設の在り方について、今後研究させて

いただきたく存じます。 

  次に、３点目の公認陸上競技場、400メート

ルトラックについてでございますが、置賜地域

の状況として、規格の違いはあるものの、米沢

市の競技場をはじめ、平成27年度に長井市で陸

上競技場が整備され、平成28年度には、学校施

設として高畠町に設置されていると承知してお

ります。 

  一方、建設に際しては、敷地面積が単体でも

1.5から２ヘクタールの敷地が求められ、さら

に、公認グレードや駐車場の確保によっては、

上積みが必要との専門家見解が出されておりま

す。 

  このような状況から、本市単独による建設は

相当な財政負担はもとより、少子化に伴っての

施設の有効利用も今後の大きな課題であり、今

のところは、広域的な施設利用を第一の選択肢

として考えているところでございます。 

  次に、行政の働き方改革とＩＴ化の御質問の

１点目、在宅ワークの取組内容についてでござ

いますが、令和３年２月５日から同年３月11日

にかけて、テレワークの試行を実施いたしまし

た。対象は、市庁舎及び水道庁舎に勤務する常

勤の一般職員で、自宅での業務を実施しており

ます。 

  パソコンの貸出しから返却までの行程や、パ

ソコンだけで業務の何ができ、何ができないか

を把握し、課題の整理を行ったところでござい

ます。 

  次に、２点目の取組を通じて得られた課題に

ついてでございますが、現行の制度では自宅で
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の業務は制限が多く、文書管理規程の改正や電

子決裁の導入などが必要であると考えており、

上司や同僚をはじめ、外部とのコミュニケーシ

ョンをどう円滑に行うかも課題でございます。 

  また、情報漏えいなど、自宅での業務遂行の

セキュリティ対策も課題と考えております。 

  次に、３点目の今後もこの流れを続けるか、

一過性と捉えるかについてでございますが、パ

ンデミックや災害において、テレワークが必要

になる状況はまた必ず起こるものと認識し、そ

のときに備えたテレワークは推進していくべき

ものと考えております。 

  次に、庁内のＩＴ推進についての御質問の１

点目、文書の電子化により削減できるコストの

試算でございますが、具体的に幾ら削減できる

という試算は行っておりませんが、電子化に当

たって、国で想定しているような電子管理のシ

ステムを導入する場合は、数千万円の導入費用

と運用経費が見込まれます。 

  文書の電子管理には、印刷に係る経費の削減

のほかにも、保管場所の削減や業務の効率化な

どメリットも多いことから、文書管理規程の見

直しや管理システムの導入についても検討して

いきたいと考えております。 

  次に、２点目の本市のＩＴ化の取組でござい

ますが、施政方針にお示ししましたとおり、デ

ジタル技術を使って、「行かなくても済む市役

所」の実現を目指し、取組を進めております。 

  市民に向けた取組といたしましては、市民の

皆さんが、行政手続を行うために、わざわざ市

役所に足を運ばなくてもできるように、住民票

と印鑑証明書のオンラインでの取得や24時間簡

易な質問に答えるチャットボットの導入、３月

１日からは、オンライン上での窓口相談を開始

したところでございます。 

  庁内における取組につきましては、市民の利

便性向上を第一に考え、ＡＩやＲＰＡなどのＩ

Ｔ技術の活用を中心に取組を進めております。 

  具体的には、非課税世帯への10万円の特別給

付において、県内13市では最も早い２月１日に

給付を開始するなど、業務改革やデジタル・ト

ランスフォーメーションの取組を進めておりま

す。 

  しかしながら、行政の内部事務の面では、議

員御指摘の電子的な公文書管理に向けた取組な

ど、あまり進んでいないものもございます。 

  次に、３点目の県内議会のペーパーレス化の

状況についてでございますが、県内13市で見て

みますと、議案書のペーパーレス化については

７市が実施しております。 

  また、タブレットの導入状況につきましても、

令和４年度までに導入する市は11の市になりま

す。そのうち６市が、今年度、令和３年以降の

導入となっており、議会でのタブレット活用が

進んでいるようでございます。 

  次に、４点目のデータの改ざんや情報漏えい

に対する対策についてでございますが、市では、

個人情報を含め、様々な情報を保管しておりま

す。これらの情報は、一元的な管理ではなく、

それぞれの守られるべき情報の機密性ごとに分

けて管理を行っております。 

  具体的には、市民の個人情報に関しては、た

とえ市の職員であっても、個人の機密情報を知

ることはできません。情報を扱うことが許可さ

れた職員だけが、閲覧や情報の更新を行うこと

ができます。また、その職員が行った行為につ

いても履歴の管理を行っております。 

  また、機密情報を含まない、いわゆる行政の

内部文書については、課内または庁内において

情報共有が図られるような管理を行っておりま

すが、インターネットとは切り離しております

ので、外部への漏えい及び外部からの改ざんの

リスクは低いものと認識しております。 

  最後に、電子メールなど、インターネットを

通じた外部との情報のやり取りでございますが、

これらの情報は、情報漏えいや改ざんのリスク



－76－ 

が高いものでございます。 

  市の情報セキュリティポリシーにおいては、

インターネットでの機密情報の取扱いを原則禁

止しておりますが、ワクチン接種業務など、イ

ンターネットを利用することで個人の利便性が

図られる業務につきましては、セキュリティリ

スクに十分配慮しながら業務を行っております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  詳細にわたる説明ありがと

うございました。 

  まず最初に、屋内遊戯場の件なんですが、市

長の答弁の中にも、近隣市町村の施設を有効活

用させたいと、そういうふうにしたいというふ

うな意向がありました。私もそれには理解をし

ております。 

  この３施設全体に言えることですが、財政規

模が大きくなる。それに対してどうやっていく

んだというふうなことだったと思います。 

  過去において、ハイジアなり、市民会館なり、

結構大型投資をしてきた。本当にそれが市民の、

３万人の人口の行政として正しかったのかどう

か。それは今後、何十年も先に、きちっとした

結果が出るんだろうとは思います。 

  ただ、そういうふうなことの中で、これから

こういう必要な施設ができないということでも

困る。そのような考え方で質問させていただい

ております。 

  まず、この遊戯場ですが、先ほど答弁にあり

ましたように山形市北部にありますけれども、

べにっこひろば、非常に盛況で不足していると

いうふうな状況から、新たに、より広い年齢層

を想定した、障害の有無などにかかわらず楽し

め、多様性を発信する拠点として、今年の４月

に、南部児童遊戯施設、「シェルターインクル

ーシブプレイス コパル」がオープンするとい

うふうなことになっております。 

  ただ、本市としては、そういうのが非常に難

しいというふうな状況も理解できます。 

  ただ、本市は、平成31年３月に、置賜３市５

町による置賜定住自立圏を立ち上げております。

都市圏への人口流出を防ぐとともに定住を進め

るために、圏域内の各市町村は、独自性を互い

に尊重しながら、連携、役割分担して、地域の

活性化に向けた取組を推進すること。そのよう

なことで、定住に向けた機能の充実や地域の魅

力向上を目指すというふうにしております。 

  私は、置賜定住自立圏ができたことによるこ

の制度をしっかり活用して、市民の方々へのも

っと理解と協力、これを得る努力が必要なので

はないか。ほかの市町村を利用してくださいと

言っているだけでは、やはり市民の不満解消に

はならないと思うのです。 

  このようなことなので、こういう施設を積極

的に利用してほしい、そういうふうな市民の

方々に周知していただく努力が必要なのではな

いかと思うのですが、その辺の置賜定住自立圏

構想の中での、そういうふうな市民への周知と

いうふうなことはどのように考えられますか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  置賜広域行政事務組合の構成団体３市

５町による定住自立圏については、お互いに、

なかなか単独市町村でできないことを協力して

やっていこうという考えの下で取組が進められ

ておりまして、ＤＭＯであったり様々な面で、

今、具体的な事業が行われております。 

  置賜広域行政事務組合として行っているもの

としては、広域交流拠点施設湯るっとなどは、

単独で屋内の温水プールを持つことはできない

ということと、焼却施設の有効利用ということ

もあって、あの施設は非常に好評であるという

ふうに認識しております。 

  市民の皆さんへの周知につきましては、そう

いったことで、一市町が全ての施設をフルセッ
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トで持つというのは今後難しいということと、

近隣市町と協力して行う行政サービスの拡充に

ついては、南陽市としてもできる限り考えてい

くというようなことをお話ししてまいりたいと

いうふうに思っております。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  ぜひ市民の方々への丁寧な

説明をお願いしたいと思います。 

  それから、次に、屋内施設の件なんですが、

南陽市には体育館があるというようなことは、

私も市民ですから承知しておりますが、体育館

の利用の種類と、今回、庄内町で造られている

施設ではちょっと趣旨が違うなと。やっぱりス

ポーツって、非常に範囲が広いというふうなこ

とだと思うんです。 

  それで、まず最初にお尋ねしたいのは、厚生

労働省から健康寿命ランキングが発表されてお

ります。2010年から３年ごとに算出されていま

すが、今年は2019年の統計が発表になりました。

全国平均は、男性72.68歳、女性75.38歳。 

  健康寿命というのは、健康上の問題がなく、

日常生活を支障なく送れる期間。もう一つ、平

均寿命というものもあります。平均寿命は、文

字どおり亡くなる方の平均年齢です。 

  同じ厚生労働省で、健康寿命と平均寿命の推

移というふうな違いが図表で出されておりまし

た。医療の発達とともに、非健康の期間が平均

して10年くらいあるようです。これは、統計を

始めた2001年からずっと同じような状況だとい

うふうなことです。 

  まず最初に、本市の健康寿命と平均寿命の状

況はどのようになっているのかをお尋ねしたい

と思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  大沼清隆すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  それでは、ただいまの

御質問にお答え申し上げます。 

  まず、本市の平均寿命のほうについてお答え

いたします。 

  平均寿命につきましては、市町村ごとの統計

値というものが、国の国勢調査に基づきまして、

生命表というものをつくって算出しております。 

  これが、まだ令和２年度のものが公表されて

いないということで、今現在、最新のものが平

成27年のものになりますが、こちらのほうが、

この部分のところと、あと最新の健康寿命のほ

うです。 

  こちらが2019年ということですけれども、こ

ちらのほうを比較しますと、こちらのほうは、

健康寿命につきましては、逆に今度、都道府県

単位のものしかないということで、こちらを市

のほうの数値としてみなして、それで比較させ

ていただきますと、男性のほうで平均寿命と健

康寿命の差が７歳、あと女性のほうで11.1歳と

いうふうになっております。 

  こちらのほうの推移ということで、過去10年

くらいを見てみますと、男性のほうですと2.4

歳ほど、あと女性のほうで1.3歳ほど縮んでき

ては、よくなってきてはいるという状況ではご

ざいますが、ただ、男性のほうが平均寿命自体

が下がってきているということもございまして、

この分を差し引きますと、およそ国と同じよう

な傾向にあるというふうな状況でございます。 

  以上です。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  全国平均よりその差が少な

いということは、すこやか子育て課が、一生懸

命頑張ってくださったおかげだと思います。そ

れは、大変ありがとうございます。 

  昔は、子供が世話をしてくれる、もしくは孫

が世話をしてくれる、近所の人が、兄弟が世話

をしてくれる、それが当たり前でした。でも、

現在は変わってきています。子供にしても、子

供自身の人生がある。 

  日常生活を制限されることなく健康的に生活

できる健康寿命を伸ばし、平均寿命との差を縮
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めることが、当市にとっても非常に大事なこと

だと思います。少子高齢化が進む日本で、元気

に長生きできる社会の仕組みや制度がますます

必要になってくる。 

  私は以前、文教厚生常任委員会に所属させて

いただいており、各地の健康寿命延伸の取組が

なされている状況を視察しました。 

  このような施設を拠点とした取組も多数なさ

れているようです。室内運動拠点の体育館各種

事業と連携すれば、本市のさらなる健康寿命延

伸が図られるものと考えます。 

  こういうふうな健康寿命延伸を図るための屋

内施設としてのすこやか子育て課としての取組

も必要なのではないかと思いますが、いかがで

しょう。 

○議長  答弁を求めます。 

  大沼清隆すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  議員から御指摘ありましたとおり、健康寿命

を伸ばし、それで、できる限り平均寿命との差

を縮めていくということは非常に大切なことで、

やはり医療費の削減ということも関わってくる

ので、非常に大切なことかと考えております。 

  確かに、屋内施設を利用してのスポーツとい

いますか、運動ということも必要とは考えてお

りますが、今ちょっと問題と考えているところ

が、やはり運動をしようとする方は、結構そう

いう機会を捉えてされるのですが、なかなかそ

ういうところに参加しない方が大勢いらっしゃ

るというところで、そういう方々が、日常的に

気軽に取り組むことのできるような事業も必要

かと考えているところでございまして、体育館

を使うような事業に加えまして、例えば歩くで

すとか、本当に単純なところですけれども、そ

ういうところで日常的に取り組めるところを視

野に入れながら、事業等の展開を検討してまい

りたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  この質問をするに当たって、

スポーツって何だろうというふうなことで、自

分なりに勉強させていただきました。 

  スポーツの語源というのは、「あるところか

ら別の場所に運ぶ、移す、転換する、追放する」

の意味を持つラテン語、デポルターレとされて

いるようであります。ラテン語本来の意味から、

「気分を転じさせる、気を晴らす」といった精

神的な移動や転換に変化し、その後、「義務か

らの気分転換、元気の回復」が一義的な意味に

なったというふうな説が有力のようです。 

  つまり、これがスポーツの本質であり、人生

を楽しく、健康的で生き生きとしたものにする

ために、勝利を追求するもよし、自分ペースで

楽しむもよし、誰もが自由に体を動かし、自由

に観戦し、楽しめるものであるべきだと思いま

す。 

  サッカー先進国のドイツでは、10歳のサッカ

ー人口と40歳のサッカー人口が、ほぼ同じだそ

うです。子供の頃に出会ったスポーツを、その

まま生涯にわたって楽しめている。楽しむこと

を大事に、優先する海外のほうが、必然的に生

涯スポーツに出会う可能性が高いというふうな

ことだそうです。 

  いかに健康寿命を伸ばすか、そこに運動は欠

かせないと思います。今、課長がおっしゃった

とおりだと思います。 

  スポーツ基本法でのスポーツの定義ですが、

「運動競技、その他の身体活動」というふうに

なっています。身体活動というのは、運動プラ

ス生活活動というふうなことだそうです。そし

て、生活活動って何だというと、私たちの日常

生活における労働、家事、通勤、通学などを指

します。 

  私たちの雪国は、除雪という生活活動で、身

体活動を行っているというふうなことになって
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います。それが、雪国に暮らす私たちにとって、

スポーツの語源である気分を転じさせる、気を

晴らすにつなげなさいというのでは、あまりに

もちょっと情けないかなというふうに私は考え

ます。 

  やはり、どうしても体育館というふうな一つ

の競技をする場所のほかに、このような屋内運

動場で、先ほど壇上でも申し上げましたように、

歩く、軽く走る、それから、みんなとわいわい

とゲートボールやそういうものを楽しむ。そう

いう施設が私はどうしても必要なんだろうなと。 

  これは、先ほど市長がおっしゃったような広

域連携の中では、距離的問題、年齢的な問題の

中で非常に難しいんだろう。どうしても手前の

施設が必要なんだろうなというふうに私は考え

ております。 

  そのようなことで、ぜひ屋内運動場、検討し

ていただきたいなと。これから長期のビジョン

の中に、南陽市のビジョンの中にぜひ入れてい

ただきたいというふうなことを、強く要望させ

ていただきたいと思います。 

  それから、400メーターの全天候のトラック

というものを、私は要望を受けております。例

えばこの議場にいらっしゃる中で、全天候型の

400メートルトラックで走ったことある人はど

のくらいいらっしゃるのでしょうか。本当にご

く少数なんでないかなというふうに私は思いま

す。 

  小中学校で行われるタイムトライアルでは、

土のグラウンドとでは大きな差が生じ、他市町

との合同競技会で、本市の生徒が不利な状況も

あるという話をＯＢの教師の方からお聞きして

おります。ほかにも様々な意見があり、きちっ

と記録の取れる陸上競技場を整備してほしい、

陸上関係者や教師ＯＢサイドからの要望もござ

います。 

  本市内には、当局職員や市内企業に陸上競技

に精通した方々が多くいらっしゃいます。これ

らの方々の尽力もあり、南陽東置賜陸協は、男

女ともにすばらしい躍進を遂げており、次世代

を担う子どもたちに夢と希望を与えてくれてい

ます。この方々の努力をしっかり継承し、子供

たちの夢と希望を育てていくことも本市のビジ

ョンとなるべきだと私は考えております。 

  これまでどのような要望がなされているか、

なぜ、この施設を整備してほしいというふうな

理由、そのような要望がなされているか。それ

から今申し上げた、ぜひ市のビジョンの中にこ

れも入れていただきたいと思うのですが、その

２点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  山口広昭社会教育課長。 

○社会教育課長  私から前段の部分はお答えし

たいと思います。 

  今、議員お話いただきましたグランドデザイ

ン等につきましては、令和２年度に体育協会よ

り御提案をいただいたというようなところでご

ざいます。 

  中には、陸上競技場であり、そういった多目

的屋内施設、またテニスコート、こういったも

のについて、意義を見出して御要望いただいた

ものというように承知をしてございます。 

  私からは以上です。 

○議長  市長。 

○市長  今、社会教育課長から答弁申し上げま

したとおり、体育協会さんから御提言をいただ

きました。 

  それについては、ビジョンにするかどうかと

いうことについては、この場でどういうふうに

するということは申し上げられませんけれども、

貴重な御提言として参考にさせていただきたい

というふうに思っております。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  この400メートルトラック

に関しては、他市町村の施設を借りるというふ

うなことが非常に私は難しいのかなと。 



－80－ 

  やっぱり、一つは移動です。交通弱者、子供

やお年寄りが移動するのに、一つは問題がある。

それから、各市町村で開催時期がダブるという

ふうな問題があります。 

  だから、先ほどの屋内遊戯施設と違ってこの

ような施設というものは、使用時期が皆重なる

ということ。それから、その場所に行くまでの

交通が難しいというふうなことで、やはり南陽

市にも必要なんだろうなというふうには私は思

います。 

  そして、なおかつ、子供たちが機会均等の場

を与えられるべきだと。本来ならば市町村で整

備するものじゃなくて、国県がしっかり対応す

るべきものなのでないのかなというふうにも考

えたりもしております。 

  そのようなところで、ぜひ子供たちが全天候

型の400メートル陸上競技場で、自分の持って

いる能力をフルに発揮できる、そのような南陽

市の競技場を造っていただきたいと思いますの

で、市長のほうに要望させていただきたいと思

います。ぜひよろしくお願い申し上げます。 

  それから、次の２番目の質問ですが、行政の

働き方改革ですが、ＩＴ化、テレワークの件。

まず最初にちょっとお尋ねしたいのですが、総

務省で平成20年に、地方公共団体におけるＩＴ

Ｃ部門の業務継続計画策定に関するガイドライ

ンいうものが出されております。 

  今回のコロナ禍において、その対象も計画へ

入れなさいよというふうな形になっているよう

ですが、現在の当市の状況について教えていた

だきたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野 毅情報デジタル推進主幹。 

○情報デジタル推進主幹  それでは、お答え申

し上げます。 

  総務省で、平成20年度に公表しましたＩＣＴ

部門におけるガイドラインに基づく業務継続計

画でございますが、こちらについては、今のと

ころ作成してはおりませんが、庁内全体で定め

ている南陽市の業務継続計画の中で、ＩＣＴ部

門の取扱いについて策定しております。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  まだ作成していないという

ことですが、私も、なぜそこまで時間を費やし

て策定する必要があるんだろうと。 

  その当局、当局で、きちっとした判断ができ

るようなシステムになっていれば、問題ないの

ではないかというふうに思うのですが、そこら

辺は、コロナ禍においてもしっかり行政組織が

稼働するような、機能するような体制だけしっ

かり取っていただきたいと思います。 

  それから、ＩＴ化の中で１つお聞きしたいの

は、南陽市で、自治体クラウドというものが導

入されていると思います。 

  これはどのようなどのようなもので、年間の

予算はどのくらいなのかということについてお

尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野 毅情報デジタル推進主幹。 

○情報デジタル推進主幹  ただいまの御質問の

自治体クラウドについてでございますが、自治

体クラウドにつきましては、南陽市には２つご

ざいます。 

  置賜広域行政事務組合でやっている置広クラ

ウドと、あとは山形県でやっている山形県自治

体セキュリティクラウドの二つがございます。 

  その中で費用でございますが、置広クラウド

につきましては、約7,000万円というふうに思

っております。また、県の自治体セキュリティ

クラウドについては、年間でございますが240

万円というふうに記憶しています。こちらは山

形県への負担金となります。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  県や国と連携して、とにか
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く情報の漏えい、その他改ざん等が起こらない

ように、要するに先ほども申し上げましたが、

市民はよく内容が分からない、ＩＴ化について。

ただ、自分たちが漠然と不安に思うというのが

一般的だと思うんです。 

  実際、新聞報道を見ていますと、エモテット、

ランサムウェア、サイバー攻撃、ほとんど毎日、

新聞記事に載ってきます。近いところでは、３

月１日には、トヨタ自動車グループがサイバー

攻撃を受けて工場の稼働が停止した。こういう

記事を読むと、本当にどこまで信用していいん

だろうなと。 

  一産業としてのトヨタ自動車でしたけれども、

行政がこのようなことになったらどうなるんだ

ろうなというふうな心配があります。やはり機

能不全が起こると。そうしたら、庁内の機能が

動かなくなるというふうなことだと思うんです。 

  常日頃の状況なら、まだ対応も可能なんでし

ょうが、冬期間の非常に厳しい時期の災害など

が非常事態として起きた場合、市民の大きな混

乱のもとになるかとも思うんです。そのような

ことも念頭に入れながら、ぜひ対応していただ

きたいと思いますので、よろしくお願い申し上

げます。 

  まず、まとめになりますが、一般的に、優れ

たものに発展することが進化だというふうに思

われていますが、そうではない。本来の進化の

意味というのは、変化して適用することという

ふうに言われております。 

  これまでの常識や視点から退化しているよう

に見えることでも、未来からすれば、機能をそ

ぎ落とし、強みを磨くための選択になることも

あり得ます。 

  過去を遡れば、豊田自動織機からトヨタ自動

車が、日本窒素肥料から積水化学、そして積水

ハウスが本体から外され、それぞれ飛躍してお

ります。古河グループから生まれた富士電機、

さらに分離した富士通やパナック、いずれも日

本を代表する企業となっております。 

  本市も、人口動態や市民の意識変化を見定め

て進化していかなければなりません。市民の持

つポテンシャルを最大限生かすこと、このこと

が行政の義務でなくて、行政だからできる権利

なのだというふうに捉えていただいて、当局職

員の皆さんのポテンシャルを最大限生かしてく

ださることをお願いし、終わりたいと思います。 

  ありがとうございました。 

○議長  以上で４番島津善衞門議員の一般質問

は終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

午前１１時５６分  休  憩 

─────────────────── 

午後 １時００分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

片 平 志 朗 議員 質 問 

○議長  次に、９番片平志朗議員。 

〔９番 片平志朗議員 登壇〕 

○片平志朗議員  ９番、政風会、片平志朗です。 

  皆さん、昼食を取り、腹が満たされておりま

すが、それに追い打ちをかけるように、食品に

関する一般質問になりましたことを御容赦願い

たいと思います。 

  寒さも和らぎ、春の訪れを告げる桜の開花を

待ち焦がれる頃となりました。桜の開花と言え

ば、年々、開花が早まっているのを実感します。 

  1953年、昭和28年からの気象庁の開花統計に

よりますと、全国的に10日から２週間ほど早ま

っていると発表されております。 

  桜は、冬の寒さでつぼみの休眠が打破されて

開花に向かうとされております。温暖化の影響

により、日本の年間平均気温は、100年に1.28

度のペースで上昇しております。シミュレーシ

ョンでは、2100年頃には、九州南部では桜がだ
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らだらと咲き、満開にならなくなるとの予想で

す。 

  さて、毎日、新聞、テレビで報道されており

ますが、ロシアによるウクライナへの軍事侵略

がされております。国際秩序を無視した暴挙は

許し難く、権力を握った独裁者がいかに危うい

か思い知らされる思いです。 

  また、現在稼働中の国内最大のザポリージャ

原発への砲撃は、信じられないほどに無謀であ

ります。 

  砲撃で亡くなる一般市民も日増しに多くなり、

隣国へ避難する国民は150万人にも上ると報道

されております。この寒空に、食うものも食わ

ず、何日も徒歩で避難するお母さん、そして子

供の姿を見ますと、心が痛みます。 

  国連加盟国が一致団結して、力を合わせて断

固たる姿勢を示し、一刻も早く停戦と和平が来

ることを祈るばかりです。 

  では、先に通告しておりました質問に入りま

す。 

  １項目の食品ロスの削減の推進についてであ

ります。 

  食品ロス削減推進に関する法律は、2019年10

月に施行されております。 

  消費者庁の調査によりますと、日本では、年

間2,550万トンの食品廃棄物が出されておりま

す。このうち、まだ食べられるのに廃棄される

食品、いわゆる食品ロス、またはフードロスは

年間612万トンに上ると試算されております。 

  これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた

ＷＦＰ、国連世界食糧計画の食料援助量の1.5

倍に相当します。 

  また、世界では、飢餓に苦しむ人々は８億

1,100万人いると言われております。実に10人

に１人が十分な食事ができない現状にあります。 

  このような現状において、大量の食料を輸入

し、その多くを輸入に依存している我が国とし

て、真摯に取り組むべき課題であります。 

  政府では、食品ロスを削減していくために、

2019年10月に、食品ロス削減に関する法律が施

行されました。 

  食品ロス削減は、社会的国民運動としての機

運が高まっております。本市においてはどのよ

うに取り組まれるのか、以下の項目について質

問をいたします。 

  １点目、本市の食品ロス量はどのくらいある

と試算されているのでしょうか。 

  ２点目、食品ロス削減に取り組んでいること

はあるのでしょか。 

  ３点目、ＳＤＧｓの取組やゼロカーボン都市

宣言をしている本市は、今後どのように取り組

まれていくのか、お伺いいたします。 

  ４点目、食品ロス削減計画の策定の意向はお

ありでしょうか。 

  ５点目、市民への啓発活動はどのようにする

のかお伺いいたします。 

  大きい２項目に移ります。 

  小学校の教科担任制のあり方についてであり

ます。 

  文部科学省では、現在の、担任が全ての教科

を教える学級担任制を原則としておりましたが、

今年度の春から、５、６年生を対象として、一

部教科を専門の教員が教える教科担任制度を導

入することを打ち出しました。より専門性の高

い教員と担任が連携し、効果的な指導につなげ

る考えであります。 

  本市の教育委員会はどのように取り組もうと

しているのか、何点かお伺いをいたします。 

  １点目、教科担任制の目的は何でしょうか。 

  ２点目、導入することにより教員不足が生じ

ないでしょうか。 

  ３点目、少人数学校や複式学級はどのように

運営されていくのでしょうか。 

  ４点目、担任との関わりが少なくなり、今ま

で以上に情報の共有化が求められますが、どの

ようにサポートされるのかお伺いいたします。 
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  最後に、５点目、現時点での課題は何でしょ

うか。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ９番片平志朗議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  なお、小学校の教科担任制のあり方について

の御質問につきましては、教育長より答弁いた

させますので、御了承願います。 

  初めに、食品ロス削減の推進についての御質

問の１点目、本市の食品ロスの量はどのくらい

あるのかについてでございますが、食品ロスは、

収集された可燃系ごみの一部であることから、

正確な数値の把握は困難でございますが、国に

おいては、令和元年度で、全国における食品ロ

スの発生量を年間570万トンと推計しており、

１人当たりに換算すると、１日当たり約124グ

ラムの食品ロスが発生していると試算されてお

ります。 

  この試算を南陽市に当てはめて考えますと、

市全体で１日当たり3.9トン、年間で約1,420ト

ンの食品ロスが発生している計算になるところ

でございます。 

  次に、２点目の食品ロスの削減に取り組んで

いることについてでございますが、市における

取組といたしましては、議員の皆様とともに会

食時における3010運動の推進や、国や県と連携

した年末年始の食べきりキャンペーンの広報、

特に今年度は、市報にも二度、関連記事を掲載

し、食品ロスの削減に努めたところでございま

す。 

  次に、３点目のＳＤＧｓの取組やゼロカーボ

ン都市宣言をしている本市は、今後どのように

取り組むのかについてでございますが、議員御

承知のとおり、ＳＤＧｓは、社会、経済、環境

等に総合的に取り組むものでございますので、

行政の取り組むべき課題や施策の多くに関連す

る項目を含みます。 

  市の第６次総合計画に掲げた各種施策は、Ｓ

ＤＧｓのターゲットを見据えたものとなってお

りますので、これらの施策に着実に取り組み、

課題を解決していくことが食品ロスの削減やご

み減量につながり、ひいてはＳＤＧｓの目標達

成にもつながるものと考えているところでござ

います。 

  次に、４点目の食品ロス削減計画の策定の意

向についてでございますが、現時点では、独立

した計画として策定する予定はございませんが、

食品ロス削減はごみの削減に直結することから、

市のごみ処理基本計画の令和４年度の見直しに

合わせて反映させていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

  次に、５点目の市民への啓発活動についてで

ございますが、市では、食品ロスの削減につい

てホームページに掲載し、常時広報するととも

に、食品ロス削減月間に合わせて市報による広

報を実施してまいります。 

  また、衛生組合とも連携して周知に努めるな

ど、多くの方々の意識高揚につながる啓発を継

続していきたいと考えているところでございま

す。 

  私からは以上でございます。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  ９番片平志朗議員の御質問、小学校

の教科担任制導入のあり方についてお答え申し

上げます。 

  御質問の１点目、教科担任制導入の目的につ

いてでございますが、第一に、児童の学習内容

の理解度、定着度の向上と学びの高度化、次に、

複数の指導者による多面的な児童理解を通じた

児童の心の安定、そして、中１ギャップ解消等

の小学校から中学校への円滑な接続、また、学

校の教育活動の充実や教師の負担軽減の４点で
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あると捉えております。 

  次に、御質問の２点目、小学校高学年への教

科担任制導入に当たっての教員数についてでご

ざいますが、学校規模に応じた教員の配置数が

決められており、その中で適切に運用していく

こととなります。 

  次に、御質問の３点目、少人数学校や複式学

級の対応についてでございますが、小規模学校

においても、定められた教員の配置数の中での

工夫が求められております。 

  現在も実施しておりますが、学級担任間の授

業交換を促進したり、小・小連携や小・中連携

を推進したりすることなどにより、対応してま

いりたいと考えております。 

  次に、御質問の４点目、情報の共有化へのサ

ポートについてでございますが、議員御指摘の

とおり、児童の学びや成長のために、大変重要

となってくることと承知しております。 

  日常的に児童生徒の様子について共有する時

間を確保し、その充実を図ることを徹底してま

いります。 

  次に、御質問の５点目、小学校高学年におけ

る教科担任制の課題についてでございますが、

さらに専門性を高めるための教員の研修の充実

や、時間割編成が複雑になること、多様な指導

体制に対応するための教員定数の確保等が挙げ

られます。 

  本市といたしましては、国や県に適正な配置

を要望していくとともに、定められた教員定数

の中で、各教員の特性を生かした配置を行うな

ど、それぞれの学校事情に応じて運用していく

よう指導してまいります。 

  なお、本市は、幼保小中一貫教育を学校教育

の柱として推進し、学びの連続性や系統性を大

切にした発達段階に応じた指導はもとより、多

くの教師、保育士による多面的な子供理解によ

る指導を心がけてまいりました。 

  そうした教育財産を総括し、小学校高学年に

おける教科担任制に適切に活用してまいりたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  食品ロス削減推進法について

は、まだ施行されて今年度で３年目、２年５か

月くらいしかたっておりませんので、どこの市

町村においても、これから推進していくべき課

題ではないかなというふうに思いますけれども。

この食品ロスについては、日本人のもったいな

いという精神でかなり前から運動されて、こう

いう法律ができるまでは運動されて、様々に取

り組みがなされている経過があっての、この法

律の制定だと思いますけれども。もう一つ、今、

私たちが口にしている食事の在り方を、ある意

味では、もう少し真剣に考えてくださいよとい

う、そういう課題でもあるんじゃないかなとい

うふうに思っております。 

  今、飽食の時代ですから、本当に便利で安く

て簡単で、なおかつ見栄えもよくて、おいしい

ものが店頭に並んでいるわけですけれども、こ

ういった流れの中で、山形県も、先ほど市長答

弁にもあったように、食品ロスの削減に特化し

た計画は考えていないけれども、山形県の第３

次循環型社会形成推進計画の中に、食品ロスの

削減について位置づけられております。 

  現状は、まだまだ本市にとっても、山形県全

体で、本当に食品ロスというのはどの程度ある

のかという、実態把握がつかめていない現状か

らスタートしなければいけないわけですけれど

も、試算のやり方は、先ほど市長答弁にもあり

ましたとおりあるわけですけれども。この中で、

昨年、消費者庁で「おいしい食べきり」全国キ

ャンペーンが、令和３年12月から令和４年４月

１日まで行われたということで、本市では、こ

のキャンペーン期間中どのようなことを取り組

まれたのか、そのためのポスターというんです
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か、啓発ポスターも何か準備されているようだ

ったんですけれども、その辺ちょっと担当課に

お尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  鈴木市民課長。 

○市民課長  それでは、お答え申し上げます。 

  ただいまの「おいしい食べきり」キャンペー

ン期間中の取組ということでございますが、市

では、国、県と同様の内容での広報に努めたと

いう内容でございます。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  ありがとうございました。 

  本格的な取組は、まだまだこれからだと思い

ますが、まず一つは、この取組に当たっての南

陽市に年間どれくらいの食品ロスがあるのかと

いうことを、推定ではなく、やっぱり実態調査

もしていただきたいというふうに思います。 

  置賜広域行政事務組合では、年間、南陽市の

家庭系のごみは、令和元年度で6,000トンある

そうなんです。その中から、またさらに可燃、

それから家庭の生ごみ、その生ごみの中に食品

ロスがあるということなんですけれども、なか

なか難しいとは思いますけれども、まず取り組

んでほしいなというふうに思いますが、市民課

長のその辺の取組の意気込み、お聞かせくださ

い。 

○議長  答弁を求めます。 

  鈴木市民課長。 

○市民課長  それでは、ただいまの御質問にお

答えいたします。 

  今御質問にありましたとおり、家庭、あるい

は事業所から出る生ごみの中にどのぐらい食品

廃棄物が入っているのか。そしてまた、その食

品廃棄物の中に食品ロスがどのぐらいあるのか

ということをつかまなければいけない、大変難

しいことだと思っています。 

  置賜広域行政事務組合においては、毎月一度、

千代田焼却施設のごみピットというごみが投げ

られる場所から一定の量をすくい上げて、そし

て、それを組成分析してございます。その内容

によりますと、令和２年度で、いわゆる厨芥類、

生ごみの分類ですけれども、それは10.32％と

いう内容が報告をされております。 

  ただ、その中に食品ロスが一体どのぐらいあ

るのかということにつきましては、そこまでや

はり調査ができないというか、実際に生ごみを

開けても分からないというのが実態かと思いま

すので、そこの実態をつかむのは大変困難かな

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  今、市の取組は、食品ロスの

計画作成は、これは努力義務になっていますけ

れども、もう既に計画を作成して取り組んでい

る市町村があります。 

  その市町村の中にも実態調査に乗り出してい

る、ここで詳しくは申しませんけれども、どう

いう方法で取り組んでいるのか分かりませんけ

れども、そういう先進事例もありますので、ひ

とつ積極的に活用していただきたいなと思いま

す。 

  食品ロスに限っては、大きく事業系とそれか

ら家庭系の二つ、これはあるわけですけれども。

国内では612万トン、これはそのうち約半分強、

328万トンが事業系、約54％です。それから家

庭系のロスが284万トン、46％。どっちかとい

うと事業系のほうが多いわけですけれども、ほ

ぼ半分半分くらいです。 

  ということは、やっぱり家庭系の食品ロスの

削減と事業系の削減を同時に進めていかないと、

目的は達成されないということです。 

  本法のこの目的は、食品ロスを、何年度比で

半減するというのをちょっと忘れましたけれど

も、2030年までに半減するという明確な目標を

立てているんです。 
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  やっぱりこの辺からいきますと、2030年って、

もう今から８年後ですから、目前に迫っている

とは言えるわけですけれども、このままで行け

ば、完全に目標は達成できないという現状にな

っているんですけれども、だから、達成できな

いから諦めていいかという問題ではないと思う

んですけれども。先ほど市長も言われましたけ

れども、６次総においても、ＳＤＧｓの理念に

基づいていろんな施策を関連づけてやっている

わけです。この食品ロスの削減についても、文

字どおり、ＳＤＧｓの関連に深く結びつくもの

がいっぱいあるわけです。 

  そういった意味では、たかが食品ロス削減計

画ではなくて、そのＳＤＧｓの様々な目標に向

けて、達成できるような道筋があるんだという

ことをしっかり認識持っていただきたいと思い

ます。 

  それで、先ほど申し上げましたとおり、家庭

用のごみは、これはいろんな消費者の意識、啓

発活動をもっと強力に進めていただきまして、

削減していただきたいなというふうに思います

けれども、一方、じゃ、余ったらどうするのか

と、活用方法です。 

  ロスの活用方法として、今、全国で取り組ま

れているフードバンクとか、それからフードド

ライブ、こういった活動があるわけですけれど

も、本市はこういった現状についてどのような

活動があるのでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  鈴木市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  民間団体レベルでは、そういった取組をされ

ているところも伺っておりますけれども、市と

してフードドライブをしているかと言われると、

そちらについては現在取組を行ってございませ

ん。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  これは、本当に日本人の精神

のもったいない運動の、最たる評価すべき運動

じゃないかと思いますけれども、量的にはやっ

ぱり微々たるものかもしれませんけれども、そ

の食事を、食品をもらった感謝の気持ち、それ

は、今のウクライナの戦争じゃありませんけれ

ども、ああいうふうに食うや食わずに避難して

くる人にとっては、本当にありがたい貴重なも

のであって、命をつなぐものではないかなとい

うふうに思いますので、この辺を、市内の現状

を推進できるような体制を取っていただきたい

なというふうに思います。 

  それから、企業関係ですけれども、３分の１

ルールって御存じだと思うんですけれども、こ

れは、企業ばかり何でこういうルールができた

のか、もちろん法律ではありませんけれども。

これは、食品メーカーとそれから小売業者の暗

黙の商いのおきてでありますけれども、６か月、

例えば賞味期限があったとすると、その３分の

１、２か月切ったらば、もう納品しないと、で

きないという厳しいルールです。 

  この辺の見直しも、国も動き出しているとい

う現状でありますけれども、それについて南陽

市には、そんなにとんでもない食品メーカーあ

りませんけれども、その辺の現状は南陽市で動

きがあるのかどうか、ちょっと情報があったら

教えていただきたいと思います、なければない

で。 

○議長  答弁を求めます。 

  鈴木市民課長。 

○市民課長  それでは、ただいまの質問にお答

えいたします。 

  議員御質問のとおり、３分の１ルールという

のは、製造日から賞味期限までの日数を、製造

者、販売者、そして消費者で三等分するルール

だと。それが、商売上のルールになっていると

いうことは伺っております。 
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  議員の御質問にあったとおり法律でありませ

んので、行政のほうにそういった情報が入って

くるということはございません。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  分かりました。 

  この間、コンビニに買物を行く用事あったん

で、廃棄物どうしてんなやって聞きましたら、

食品を値下げして売っているとか。それでも出

るわけです。 

  それらは、毎月、指定業者が来て焼却処分し

ていると。年間どのくらいかかるんですか、大

体でいいですよ、国勢調査じゃありませんので

って。二、三百万だそうです。 

  ですから、せっかくお金をかけてつくったも

のが、また廃棄コストがかかって、またさらに

ＣＯ２を出さなきゃいけないという、こういう

悪循環になっているわけです。 

  ですから何としても、これはゼロにはならな

いんですけれども、南陽市でも先陣を切って、

この法律の下にしっかり取り組んでいただきた

いということを要望して、終わりたいと思いま

す。 

  次に、２点目の小学校の教科担任制のあり方

についてでありますけれども、この制度は、本

年春から開始されるということで聞いておりま

すけれども、もう春というと間もなく卒業の時

期でありますので目前に迫っているわけです。 

  教育委員会としては、各学校へのいろんな話

し合い、この制度の内容についての話し合い、

それから保護者への、ある一定の保護者の理解

を得なければ、これはいけないと思うんです。

その辺の周知徹底はどのようにされているのか、

お尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野浩士学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  昨年の12月に、政府が、公立小学校高学年の

教科担任制を拡大するため、2020年度に教員の

加配定数を950人増やすことを決めたと言われ

ています。 

  現状では、県からどれだけ加配定数が配置さ

れるかというのは不確定な状況にあります。 

  学校の規模などによっても、どのように実施

できるかということについては異なると思われ

ます。まずは、学校の状況に即した取組を進め

ていくということが現在の方針と捉えておりま

す。 

  この件につきましての保護者の皆様への周知

も必要かなというふうに捉えておりますけれど

も、今後、折を見てお話ししていきたいという

ふうに考えているところです。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  確かに文部科学省では、この

制度の拡充のために教員が足りなくなるという

ことで、950名ほど増員するということを言わ

れていますけれども、そのうち山形県には何人

くらい配分されるか分かりませんけれども、全

国に１万9,000以上の学校があるんです。それ

を950で割ったら、これは平均ですけれども、

極端ですけれども、１人増にもならない。 

  だから、これはまるきりあてにしないほうが

いいと言っちゃおかしいんですけれども、今の

段階では、あてにならないか、もっと増員を要

請するかだと思うんです。 

  そういう現状で、先ほど定数配置ということ

を言われたんですが、私たちにはピンとこない

んですが、具体的に、例えば何人から何人まで

生徒数がいるから、このくらいの教員が必要で

すよということなんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野浩士学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 
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  公立義務教育小学校の学級編制及び教職員の

定数の標準に関する法律に、学校種別、職名別

に、学級数に応じた教職員の配置に関する算定

基準が定められております。 

  この法律を標準として、県が、置くべき教職

員の定数を条例で定めているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  分かりました。 

  ちょっともう一度確認しますけれども、学級

数に応じた定数配置が、算定基準が定められて

いるということでありますけれども、本南陽市

においては、そういうふうな算定を基にして、

現状では足りなくなるところもあるということ

はないんですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野浩士学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの質問にお答え申し

上げます。 

  教職員の任命権につきましては、県の教育委

員会が担っているところでございます。 

  県から配置された教職員の数をもちまして、

適切に運用してまいるという考え方でございま

す。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  市の教育委員会は人事権がな

いので、県のほうで、そういう決められた算定

数に基づいて配置をするということですね。分

かりました。 

  それで、これは最初に聞くべき質問だったか

もしれませんけれども、今現在、国語、社会、

算数、理科、図工、音楽、家庭、体育、８教科

あるわけです。実際には、どの教科を目指して

専門教科とするのか、その南陽市の考え方あり

ましたらお聞かせください。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野浩士学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの質問にお答え申し

上げます。 

  山形県では、算数、数学、それから外国語、

英語に重点を置いて教科指導を行っていくとい

うふうにお聞きしております。 

  南陽市では、これまでも複数の学級が設置さ

れている学年、学校の中では、担任間で交換授

業等を実施しておりました。教頭や担任外の教

員が、一つの教科を受け持ちにするという指導

も行っております。 

  教職員の得意分野を生かしながら、子供たち

に必要な力をつけていけるような有効な手立て

として活用してまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  ありがとうございました。 

  この教科担任制については、非常に、誰が、

いつ、どういう時間帯に、どういう教科を持つ

というカリキュラムが、すごく複雑多岐にわた

ってくるんじゃないかなと思うんです。 

  その時間割をまず作成しなきゃいけない、あ

るいは調整しなきゃいけない。これは、それは

学校の誰が、校長がやるのか、誰がこうやるの

か、あるいは、それのスケジュールの管理、教

員を定めてやるのか、どのようにやろうとして

いるのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  ただいまの片平議員の御質問にお答

え申し上げます。 

  いわゆる教育課程の編成に関わりましては、

学校内におきましては、もちろん校長が編成の

責任者ではございますが、実務的には教務主任

等が携わっているものでございます。 

  それで、教科担任制度の、先ほど答弁申し上

げました導入の大きな目的として、やはり児童
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の学力の向上ということがございます。 

  これは、とりもなおさず、新しい学習指導要

領の趣旨に沿った児童の資質、能力を向上させ

るというような目的がございますので、その学

習指導要領に示された、今後確実に力をつけな

ければならない、特に例示されているのは、英

語、算数、理科、体育、これは21世紀を生き抜

く、そういった専門的な知識も必要だというこ

とで例示されております。 

  具体的に、これまで南陽市の小学校におきま

しては、小規模校でありましても、先ほど課長

答弁があったとおり、担任同士で交換した授業

を行ったり、あるいは先ほど定数というお話出

させていただきましたが、ある程度の規模が大

きくなると加えて置かれる教員がおりますので、

専科教員として例えば音楽を持だとか、理科を

持とか、そういったことを経験しております。 

  したがいまして、これから学級編制、教科実

数、それから教室の確保、様々な課題あります

けれども、令和の日本型教育で目指しておりま

す個別最適な学習、あるいは共同的な学びとい

うものが両立できるよう、タブレットを活用し

ながら、子供たちにしっかりした力をつけてま

いりたいというふうに考えております。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  私が心配しているのは、この

制度で、生徒たちにとっては学力の向上とか、

あるいは、より高度な知識が得られるというこ

との目的の一つだということを言われましたけ

れども、教員の働き方。今までですと、１人で

何教科も持たなきゃいけない。そのために、あ

る程度下準備をしなきゃいけない、準備もしな

きゃいけないということで、その時間に忙殺さ

れるということだったわけです。 

  これは、今度受け持つ教科が少なくなるわけ

ですから、その分、自分の得意分野に対してい

ろいろ研究もできるし、万全な準備もできると。

これはわかりますけれども、一方、働き方改革

に本当に結びつくのか。 

  これを進めることによって、またいろんな

様々な附属の打合せ、会合、これがひっきりな

しに出てきたんでは、出てくるような感じがす

るんです。その辺は、教育課長どういうふうに

思われますか。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野浩士学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの質問にお答え申し

上げます。 

  小学校高学年における教科担任制の意義の一

つに、やはり議員御指摘のとおり、学校の働き

方改革の実現というものも挙げられています。 

  大きなところとしましては、学校の教員の業

務の一つに教材研究、子供たちに授業をするた

めの準備の時間が大きな割合がございます。そ

の時間が教科を分担することで削減される、中

身を充実させることができるというようなとこ

ろは、大きなところだなというふうに思います。 

  その空いた時間についてを、子供たちの、先

ほど議員から御指摘ありました健やかな育ちに

向けての情報の共有の時間に充てたりすること

もできるので、働き方改革にも有効な手段の一

つだなというふうに捉えているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  もう一点心配なことは、これ

は、こういった教科担任制を用いようが、従来

どおりの担任教科制を用いようが出てくるわけ

ですけれども、より高度な学習を受ければ受け

るほど、それを理解してどんどん前に進む子供

たちもいると思います。 

  一方、どうもそういうものに遅れてしまうと

いう子供たちも、これは必ずいるわけです。そ

ういったことに寄り添うことができるような、

そういうふうなことになるような制度になって

いるのかということがちょっと疑問に思うんで
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すが、そこについてもお尋ねしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野浩士学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  先ほど教育長からの答弁にもありましたが、

学習指導要領の改定により、令和の日本型教育

を目指すに当たり、個別最適な学習というもの

が謳われているところです。 

  それは、すなわち、一人一人に合った指導支

援が必要であるということの裏返しかなという

ふうに思っています。どんどん進めるお子さん

もいれば、そのスピードがゆっくりなお子さん

もいると。 

  それも含めて教科担任制においては、その教

科の本質、特質を、一斉画一的にというよりは、

個に応じた指導がしやすくなるのではないかと

いうふうに捉えているところでございます。 

  以上です。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  従来より個別的な指導がしや

すいようなことになるという答弁を聞いて一安

心しましたけれども、そろそろ時間が迫ってま

いりましたので、最後に、このたびの制度につ

いては、もう既に15年ほど前から導入している

学校が日本全国には多数あります。 

  そういった状況を考えますと、あまりに遅い

文部科学省の対応ではなかったかなというふう

に、私は考えておりますけれども、いずれにし

ても、教員の得意分野を存分に発揮して、児童

の学習の意欲、それから関心が高められますよ

うに、１年１年ごとに検証を重ねられて、より

充実した制度になりますように御努力いただき

ますよう要望して、一般質問を終わります。 

  どうもありがとうございました。 

○議長  以上で９番片平志朗議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は２時５分といたします。 

午後 １時５０分  休  憩 

─────────────────── 

午後 ２時０５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

高 橋 一 郎 議員 質 問 

○議長  次に、６番高橋一郎議員。 

〔６番 高橋一郎議員 登壇〕 

○高橋一郎議員  ６番高橋一郎です。 

  本日、最後を務めさせていただきます。もう

しばらくお付き合いのほど、お願いします。御

多忙の中、インターネットで、今日、見聞され

ている皆様にも感謝申し上げます。 

  さて、３月は別れの季節です。御当局にも、

この３月31日で満願の定年退職を迎えられる方

がいらっしゃいます。約40年の長き間、本市発

展に御尽力された御功績に、僭越ながらこの場

をお借りして敬意と感謝を申し上げます。有期

雇用で任期の切れる職員の方々にも感謝をしな

がら、第二の人生の門出を祝福したいと思いま

す。 

  さて、２月24日に、ロシア、プーチン政権は、

ウクライナに侵攻し、侵略を始めました。何と、

ウクライナの虐殺から自国を守るとの理由には、

あきれ果ててしまいます。しかも、１年以上前

から侵攻案を練り、工作員を送り込んでいたと、

イギリスの王立防衛安全保障研究所の報告がさ

れています。 

  ウクライナとの停戦交渉の最中にも爆撃を加

え、子供を含む民間人の死者数は350人を超え、

軍隊を含めると2,000人を超える死者が出てお

ります。まさに地獄の有様です。150万人を超

える避難民は、周辺国が受け入れております。 

  軍事施設しか爆撃しないというのも嘘で、戦

争の犠牲者はいつも弱者です。即刻、戦争をや

めるべきです。 
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  独裁者プーチンは、３日で首都キエフを陥落

できなかった失敗の焦りからか、核の脅威をち

らつかせながら、チェルノブイリ原発を制圧し、

３月４日には、ウクライナ最大のザポロジェ原

発を攻略制圧しました。 

  原発を攻撃する、核を使用することなどは、

人間として絶対に許されません。倫理上もあっ

てはならない暴挙です。全世界がさらに怒りを

もってロシアに非難と制裁を浴びせることにな

ります。 

  また、このウクライナ危機に乗じて、安倍前

総理や高市自民党政調会長は、こともあろうに

核の共有政策に言及しました。 

  核兵器を「持たず、つくらず、持ち込ませず」

の非核三原則のうち「持ち込ませず」の原則を

見直し、日本も核抑止力の保有を検討すべきと。

核保有をすることで招いてしまう憂慮する事態

をどう考えているのか。政治家としての責任と

覚悟が本当にあるのか、私は甚だ疑問だと思い

ます。 

  これに対し、岸田首相は「政府として議論す

ることは考えていない」と明言し、原子力の平

和利用を定めた原子力基本法にも反すると述べ

ました。この姿勢は評価し、支持したいと思い

ます。 

  また、このウクライナ侵略は対岸の火事とは

思いません。中国は台湾や尖閣諸島を狙ってい

るように思いますし、台湾有事が日本の有事と

なれば、日本のアメリカ基地が標的となり、狙

われると危惧されています。 

  ウクライナ侵略が、民主主義自由国家と専制

独裁国家との覇権戦争の始まりになることは絶

対に阻止しなければなりません。 

  一方で、ウクライナがＮＡＴＯ加盟でないこ

とで、ＮＡＴＯ軍も武力をもって対抗できずに

看過せねばならない空虚な現実があります。 

  しかし、反ロシア欧米諸国とともに経済的制

裁を実行し、結果的にロシアが大損害を被るこ

とでロシアの侵略を大失敗に終わらせることを、

専制独裁国家に分からしめることこそが、日本、

そして世界の平和と安全、安心に貢献するもの

だと願っております。 

  それでは、通告していることについて質問を

します。 

  スポーツ王国ＮＡＮＹＯをめざした施策につ

いて。 

  スポーツは、するだけでなく、見ることも含

めて人生を豊かにしてくれます。 

  スポーツは、予防医学や健康寿命延伸、加え

て、人流による観光振興の面からも大変有益で

あり、市民の健康と幸福、ひいては健康保険会

計を通して、市財政にも大きく貢献することは

言うまでもないと思います。 

  私は、平成27年12月と同28年10月に、スポー

ツ振興策について一般質問をいたしました。ま

た、南陽市体育協会からは、市長との懇談会等

で要望が出されております。 

  このたび、以下のとおり再度質問をしますの

で、過去の一般質問と、その後の御対応も含め

て、市長の御見解をお伺いいたしたいと思いま

す。 

  第１点目は、全天候型多目的スポーツ施設、

ドームの建設についてです。 

  南陽東置賜地区駅伝チームはもとより、市内

企業アスリートチームの活躍は抜群で、本市の

走る広告塔でもあり、誇るべき財産です。 

  陸上競技場だけでなく球技においても、雪国

での冬期間の練習を安全に行うためには、陸上

競技場を兼ねたいわゆるドーム建設がぜひとも

必要です。 

  これは、スポーツ関係者の悲願でもあり、本

市の地の利を生かして置賜全域及び県南地域の

核として建設することはいかがでしょうか。 

  第２点目は、花公園スポーツエリアのグラン

ドデザインと整備計画についてです。 

  昨年の東京オリンピックや、今行われている
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北京冬季オリンピックでも、新スポーツ種目、

例えば、スケートボード、スノーボード、ボル

ダリングなどが、若者を中心に競技人口も増加

してきております。 

  これらを含めて、グランドデザイン構想は考

えておられるのでしょうか。 

  第３点目は、既存設備のグレードアップ等に

ついてです。 

  次のことは、再三、質問、要望してきました

が、まだ現状のままです。利用者の安全と利便、

そして管理面も考慮して、早く実現していただ

きたい。 

  ①多目的広場の照明を固定設備化について。 

  現状は、暗い上、雨天時は使用できず、軽油

燃焼の排ガスを直接吸い込むなど体に非常に悪

い。軽油の補給等の管理も容易でないなど問題

が多い状況です。 

  ②南陽市民体育館アリーナの壁を専用壁化。 

  現況は、吸音の汎用壁ですが、それを体育館

専用壁に改装することで、防球ネット不要で、

例えばフットサルなどの競技が可能になるだけ

でなく、長寿命化対策にもなると思います。 

  以上、壇上からの質問といたします。市民の

立場に立って、南陽市の明るい未来について議

論をしたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ６番高橋一郎議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、スポーツ王国ＮＡＮＹＯをめざした

施策についての御質問の１点目、全天候型多目

的スポーツ施設、ドームの建設についてでござ

いますが、４番島津善衞門議員へお答えした内

容と一部重複しますが、置賜全域及び県南地域

の核となるドーム型の施設を想定した場合、秋

田県の大館樹海ドームが挙げられるかと思いま

す。 

  この施設は平成９年に整備され、総事業費

76.5億円と伺っており、整備後は、相当の管理

運営費が必要となっております。 

  このようなことから、現時点では非常に課題

が多く、具体化する状況ではないため、御理解

賜りますようお願いいたします。 

  次に、２点目、花公園スポーツエリアのグラ

ンドデザインと整備計画についてでございます

が、令和２年12月に市体育協会の皆様と懇談し

た際に、グランドデザインについての経過と内

容、考え方について構想案をお聞きしたところ

でございます。 

  御質問１点目の内容と重複しますが、実際、

広大な用地の取得や建設費用と維持管理費用を

はじめとした安定財源の確保、河川協議等課題

が多いことを認識しているところでございます。 

  次に、３点目、既存設備のグレードアップ等

についての御質問の多目的広場の照明を固定設

備化についてでございますが、こちらは、先ほ

どの花公園スポーツエリアのグランドデザイン

と整備計画についてと一部関連しますが、平成

29年６月定例会でお答えしましたとおり、現時

点では、常設の移動式投光器を御利用いただき

たいと考えております。 

  次に、南陽市民体育館アリーナの壁を専用壁

化についてでございますが、こちらも、同定例

会でお答えした内容と重複しますが、南陽市民

体育館の壁面は、多目的利用を考慮し、吸音壁

を採用した経過がございます。 

  吸音壁を体育館専用壁に改装した場合でも、

２階の化粧壁や窓枠のブラインド、観覧席の手

すりに設置しているアクリル板やバスケット用

の計器類にフットサルのボールが直接当たった

場合は破損のおそれがあり、１階吸音壁のみの

改修を行った場合でも、継続して防球ネットの

設置をお願いする必要がございます。 

  また、体育館アリーナの壁の全面改修を考え
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た場合、相当の財政負担が必要となりますので、

現実的には難しいとの判断をしているところで

あります。 

  なお、防球ネット以外の手軽な保護方策につ

きましても関係者で研究いたしましたが、防球

ネット対応が最も手軽な方法との結論に至って

おります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  再質問を始めたいと思います。 

  今の回答ですと、私の感覚から言えば、ゼロ

回答というふうに思っております、残念ながら。 

  市長は、言葉をいろいろ考えて答弁されてお

りますが、要するに無理だというふうなことだ

と思います、正直にです。 

  私が提案しているのは、提案というか質問し

ているのは、何も市が造れと言っているわけじ

ゃないんです。分かると思うんですけれども、

南陽市が造れというわけじゃないんです。 

  あくまでも、市長、これ、覚えていますか。

平成27年12月に私が一般質問した「本県初の全

天候型多目的スポーツ施設を、県事業として花

公園エリア建設に誘致することはできないか」。

それに対していろいろありますけれども、「県

に確認したけれども新たな整備計画はここには

ないと」。市長はそのとき、「置賜地域内で意

見交換を行い検討していく」と言ったわけです。

まだ市長が、市長になって２年目の話です。検

討していくと、ああ、そうですかと。 

  私は、この規模からいって、秋田の大館にあ

るドームぐらいになるとは思っています、確か

に。それを、市でやるなんて一言も言っていな

いです。 

  私が言いたいのは、そういう要望に応える際

に、市長がよく考えていらっしゃるのは、いろ

んな意味で人の力を借りて、他力を使って、そ

してやっていくという方法もあるんじゃないで

すかというようなことを、私はあえて平成27年

から言っています。 

  ついでに、その翌年、2016年、平成28年10月

に私は、花公園一帯の整備構想でも質問しまし

た。それは、本市の地の利を生かして、今回も

同じですけれども、スポーツのまちＮＡＮＹＯ

として、多目的屋内スポーツ施設を県事業とし

て誘致しませんかと申し上げている。そういう

ふうに言っているんです、今まで。 

  そのことを、全然無視してやっているとしか

私、聞こえないんですけれども。市長はそれに

対してどういうふうに言われたか。そのときは、

平成でいうと「25年３月から平成30年までの期

間をワンスパンとして県が考えていたので、そ

こには計画はありません」と、置賜にですね。

そういうドーム型の県立の施設を造ると、簡単

に言えば、そういうふうなことは考えていない

というふうに言っています。 

  そのときに、「新たな県施設の誘致なので広

く」、これ、市長がおっしゃったんですよ、

「広く置賜地域のスポーツ団体等の機運が必要

だと思う」と、「でも、まだ高まっていない」

と。「今後は、新しい県のスポーツ計画に盛り

込むことができないか模索したい」と答えられ

ています。 

  なので、私は今回の質問をしました。当然ス

ポーツ関係団体としても、先ほど島津議員から

もあったように、スポーツ関係者、それからス

ポーツ関係でない子育て世代も含めて、非常に

大きな要望があるんです。要望がある、だけれ

ども南陽市にはない。 

  では、市長、先ほどの島津議員に対する答弁

は広域的に使ってくださいと。そして、それは

持続可能な南陽市の健全財政をするために必要

ですと言われました。それはそれで分かります。 

  ただ、私が何回も言いたいのは、市の財政だ

けでなくて、国、県、それからいわゆる民間活

力、クラウドファンディング等々、様々な資本
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があるんじゃないですかと言っているわけです。

なので、ちょっとこの市長の答弁では、私ちょ

っと納得できないです、正直に言って。 

  だから、そういうふうなことの前段に、今回、

初めてそういうようなことでしたということで

なくて、もう７年前、６年前にもそういうふう

な話をしていて、そして、南陽市体育協会との

話の中でもいろんなことが出ていると思います。 

  本当にそういった意味で、これこそが、今、

市長の持っているリーダーシップを発揮して、

それこそ、先ほど話しして申し訳ないですが、

島津議員もあった置賜定住自立圏構想、そのこ

とでも絡んでくるとは思いますけれども、ぜひ

そういった考え方に変えていただいて、そこに

立脚して、お願いしたいというふうに思います。 

  私は、スポーツをするなら南陽市、そのくら

いの気概を持ってやるべきだと思うんです。市

長は、子育てするなら南陽市と言われています。

子育てもスポーツも似たようなもんです、同じ

く毎日に関わることですし。 

  そして、そういった気概を持っていきながら

やっていく、そういったビジョンというのはお

持ちでないんでしょうか。 

  例えば、今回、くしくも、７月には南陽市長

選挙がございます。その中でいろんな公約が出

されると思いますが、このスポーツ関係のこと

についても、やはり何らかの施策を出していた

だきたいなというふうに思っているんですけれ

ども、市長、もう一点、そういった意味で、市

単独でなくて、もっと広域的に考えているんだ

というふうな立場に立脚して、どうでしょう。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  お答えいたします。 

  一般質問の通告書の中から、高橋議員のそう

いった真意を酌み取れずに、かみ合ったお答え

ができなかったことは、大変申し訳なく、お詫

び申し上げます。 

  その上で、議員がおっしゃった広域的に県や

国、民間の活力も活用してということについて

は、私は完全に同じ思いでございます。 

  そういった考えに基づいて、市民の皆さんに

とって今後何が必要か、南陽市の持続的な財政

運営において、可能な範囲はどのくらいである

か、そういったことも鑑みて、総合的に考えて

いきたいというふうに思っております。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  まず、今の市長の答弁で、例

えば大館の話がありました。非常に規模が大き

い、そして管理面も大変だというようなことが

ありました。 

  でも、逆に言えば、それだけ人が来るという

ことです。そして、そこの中で、例えばドーム

型で、スポーツ施設だけではなくて、そこに観

光物産的な要素も含めてやれるということであ

ればどうですか、例えば。 

  そういうようなことも含めて、もっと広いア

ンテナというか、広いウィングというか視野で、

やっていけないものかなというふうに思うんで

すけれども、どうですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  今、多くの施設整備において主流とな

っている考えが、１つの目的だけでなくて、多

岐にわたる目的で、１つの施設をできるだけ広

範囲に効果が及ぶように活用しようという考え

方だというふうに思います。 

  そうした意味では、ドーム型の運動施設であ

っても、どんな施設であっても、その機能を十

分に発揮できるようにするということは、基本

的な考え方として我々も持っていきたいという

ふうに思っております。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  私は、市長が３期目に挑戦す

る市長として、非常にこれから本当に脂が乗っ

てくるときだと思うんです。しかも、いろんな
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意味で、ある程度の力を持ってきているという

ふうに思っております。 

  その中で、やはりいろんな人の力を借りる、

置賜のことで、私は置賜の中で、南陽市の地理

的な状況をうまく生かして、やっぱり市長が音

頭を取って、リーダーシップを発揮されて行く

チャンスじゃないかなというふうに思うんです、

私はね。市長はどう考えているか知りませんよ、

それは。でも、私はそう思っています。 

  そういうふうなことを、例えば置賜の中で、

花公園のエリアでもいいです。あるいは、私、

前から言っている市庁舎と、それからいわゆる

赤湯宮内線の間の南陽中央という田んぼです、

その辺でもいいでしょう。 

  そういうふうなことを、発想を転換してやっ

ていくというのも、青年市長が挑戦すべきもの

でないんでしょうかね。私はそういうふうに思

うんです。 

  ちょっと視点を変えて話をすると、今、多目

的施設という、ドーム型のいい点というのは、

市長に聞きたいとは思うんですけれども、私が

思っているのは、まず、例えば体育館ですと南

陽市民体育館、履き替えなければなりません。

履き替える必要ないですよね、多目的だと。ラ

ンニングロードもあります。つまり、365日ラ

ンニングできるんです。特に冬場のランニング

については本当に困っています。 

  市長、例えば、歩行することに意義があると、

体育協会との話の中で、とにかく外に出ること

が一つの運動なんだというふうなことで、それ

から始めましょうというようなことを言ってい

ますね。 

  体育協会では、スポーツの日というのを定め

て、例えば。スポーツの日には、みんな、とに

かく動きましょうみたいな感じで、あるいは、

そのシャツを着てやりましょうみたいな。そう

いうふうなイベント的なことも含めて提案をし

ているようですけれども、そこまでまず、それ

はそれとして。 

  土足で、年中、雨風に当たらず、雪に当たら

ずできるというメリットがあるわけです。そう

すると、そういう施設はやはりないですよね。

そこが大事なところなんじゃないかなと思うん

です。岩手県、秋田県、強いですよ、球技、何

でですかね。そういった施設もあるんです。 

  そういったことをしていくことによって、南

陽市の、当然健康寿命の延伸のことも含めます

けれども、競技力の向上も含めて、あるいは児

童健全育成の場所としてやっていけるというよ

うに思うんです。 

  なので、そういったいわゆるドームのメリッ

トです。市長、今考えられる中でメリットどの

ようにあるか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  議員おっしゃったとおりだというふう

に思います。 

  そのほかのメリット、やはり観光に利用でき

たり、子育てイベントに利用できたり、それが

一年中、冬がやはり一番、人の出入りが少なく

なる時期ですから、そういった面でも生かせる

かと思います。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  私は、南陽市のイメージアッ

プに物すごくなるのかなというふうに思ってい

ます。 

  例えば、本当に大館にある秋田ドームみたい

な形なのがあると、これは、いや、南陽市って、

温泉、ラーメン、ワインだけじゃねえんだなと

いうふうなことになると思いますし、それを例

えば造ることによって、その経済活性化も含め

て、あるいは南陽市のスポーツに対するだけじ

ゃなくて、観光も含めたレベルアップ、イメー

ジアップというのが図れるんじゃないかという

ふうに思っています。当然人口増、交流人口増
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というのも考えられると思います。そういった

意味、かなり広い範疇で考えていく必要がある

と思います。 

  先ほどは、市長は、改めてどうですかと答え

たらば、そういったことにはそのとおりだと、

総合的にはそのとおりだというふうに話しあり

ました。 

  ただ、進めるに当たって、やはりいわゆるハ

ード面、ソフト面、併せてしなきゃならないと

思うんです。そこで、やっぱり体育協会、スポ

ーツ関係団体とのいろんな形での懇談も含めて、

いろんな意見交換、情報交換があると思います。 

  例えば、体育協会の基本方針と要望に関して

言えば、令和元年の懇談会では、いわゆる市民

意識調査というのを出されたと思います。意識

調査、アンケート調査です。それから、スポー

ツ施設の、先ほどあったグラウンドデザインと

いうものも示しました。 

  そして、去年の懇談会では、日本一の健康な

まちづくりを目指してとか、そういった形で懇

談をしているようです。先ほど言った南陽スポ

ーツの日であるとか、スポーツＴシャツを配っ

たらいいんじゃないかとか、様々なことをソフ

ト面で話をしております。あとは、さわやかワ

インマラソン大会を菊まつりと一緒にできない

かとか、そういったことを提案しているわけで

す。 

  そういう様々なことを含めて、そういった課

題を解決するには、やはりドームの活用、ドー

ムの建設というのが必要だというふうに思って

おります。 

  ので、その際には、何て言ったって土地が必

要です。先ほど、２ヘクタール以上の土地が必

要だという話が島津議員にありました。その土

地を購入していくというふうなことがスタート

だと思うんです、そういったものをスタートす

るには。そこまで踏み込むとすればどうですか、

市長、今。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  土地の購入をするか、しないかという

ことについて、今、ずばっと切り込まれました

けれども、今は何ともお答えのしようがないと

いうのが実情です。 

  先ほど議員がおっしゃった広域的にとか他自

治体、広域自治体、あるいは国や民間の活用も

含めて考えますと、やはり一番必要なのは、相

互関係者間の調整ということになろうかという

ふうに思います。 

  広域的にとなれば、どこに造るのかという綱

引きも始まるわけですけれども、そういった合

意形成がまず必要だということで、土地の購入

をまずやって、南陽市でここにというのは、ち

ょっと今その判断をするのは厳しいのかなとい

うように感じております。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  そうですね、突然、私もそう

いうような話をしたんですけれども、ただ、や

っぱり進め方としてはそういうふうに、どっち

にしても、いずれにしても、やっぱり土地は購

入しなきゃならないというふうに思っておりま

す。 

  そういったことで、本気度があるか、ないか。

これは市長の考え方次第だなというふうに思っ

ています。 

  なので、今日この場で、どうのこうのという

話ではないと思いますし、これから要望があっ

て、あるいは、先ほど来言っている市長選等も

あって、いろんな意味での政策があると思いま

す。 

  その中で、私も含めてこれから要望活動をし

ていきたいというふうに思いますので、私は当

然、この一般質問の中で強く要望をしたいとい

うふうに思いますけれども、関係団体の中から

要望等が上がってきた場合、真摯に、ひとつ市

長、取り組むというか、それを捉えていただき
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たいというふうに思いますが、どうでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  関係団体や市民の皆さんの声というの

は、常に真摯に受け止めるべきというふうに考

えております。 

  今後もそういった姿勢でお声を拝聴してまい

りたいというふうに思います。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  それでは、（１）と（２）関

連性あったわけですけれども、花公園スポーツ

エリアのグラウンドデザイン等についてです。 

  市長は、広大な用地の取得が必要だとか、安

定財源が必要だと。河川の関係の使用計画です

かね、そういったことも必要だというふうにお

っしゃいました。 

  これも先ほどに戻るんですけれども、あくま

でも南陽市独自で考えていくという発想はやめ

て、ぜひ本当に広域で取り組んでいただきたい

なと。広域でというのは、広域という表現違う

のかな。県を含めて、ぜひやってもらいたいな

というふうに思っています。 

  例えば、上山のみはらし丘、あるいは寒河江

も含めて、様々な形で県の事業としてやってい

る。そうでないとやれない、逆に言えば。だか

らこそ、先ほど来ちょっとしつこく言っていま

すけれども、県とタイアップしていく。そうい

うことが非常に大切ではないのかと。 

  それは、市民のスポーツをしている市民だけ

じゃなくて、潜在的なスポーツをしたい市民も

含めて、これは非常に要望、リクエストがある

ことだというふうに思っています。 

  そういった意味で、これは先ほどの話と同じ

ような形になると思うので重複はさけますけれ

ども、またさらに要望が出てくると思いますの

で、ぜひ真摯に向き合っていただきたいという

ふうに思います。 

  次に、（３）の既存施設のグレードアップの

ことです。 

  南陽市も、それこそ五十数年、市制から経っ

て、老朽化しているというふうなこともありま

す。当然、体育館もそうですね。 

  まず、一つの、多目的広場の照明を固定設備

化については、これもまた同じ回答しか返って

きませんでした。私はがっかりしますよ、正直

言って。 

  ここに具体的に書いたように、本当に現状は、

あそこすり鉢状態になっているでしょう。すり

鉢状態になっているものだから、風が下に来て、

軽油を燃やした排ガスってどういう感じだか、

市長分かりますよね。それがまともに来るんで

す。それをやってくださいと言っているんです、

この回答で。これはちょっと信じられないです、

私、本当に。 

  子供たちも含めやっています。ナイター設備

がないから、体育館というよりも、あそこのナ

イター設備でやりたい。そういうふうなところ

でやっていて、健康のため、楽しみながらスト

レス解消をするスポーツをやっていくのに、逆

に体に悪い環境を与えてしまっている。これ、

本末転倒じゃないですか、私はそこを言いたい

んです。 

  なので、これについては、本当に優先的にや

ってもらいたいなというふうに思うんですけれ

ども、また、平成26、27年も、私もしゃべりま

したけれども、学校の部活動だけではなくて、

平日に、例えばいろんな意味で、働いている人

が帰ってきてからそのナイターを活用してスポ

ーツがやれる。土日の日中だけじゃなくて、平

日、外でできるというのがあそこの照明なわけ

ですね。 

  その照明についてだって当然かかりますよ、

固定の設備にすればかかります。いわゆる施設

を建設する経費はかかりますけれども、ただ、

これはあくまでも負担をしていくわけです、使

用料として負担していくわけです。したがって、
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全く使用料を取らないんでなくて、再生産でき

るような形でのものになっていくというふうに

思います。 

  なので、これはぜひやっていただきたいとい

うふうに思うんですが、もう一回お尋ねしたい

と思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  この件に関しましては、以前御質問い

ただいたとき、そして今回も担当課において、

その検討はさせていただきましたけれども、そ

の内容につきましては、担当課長から答弁させ

ていただきたいというふうに思います。 

○議長  山口広昭社会教育課長。 

○社会教育課長  御質問にお答えを申し上げた

いと思います。 

  サッカー連盟より、29年、それから30年です、

御要望に至っているということについては承知

しております。その際に、具体的にどのような

対応が取れるかというようなことを検討した経

過がございます。 

  その中で、１点、申し上げたいのが、あそこ、

6,500平米ほどの面積を有してございます。こ

ちらは、一般的な小学校等に関しますと、大体

4,000から5,000平米のグラウンド面積と聞いて

おりますので、それよりも大きくなるわけでご

ざいますけれども、そちらのほうについてです

と、補助事業の大体見積りをさせていただくと、

4,000万程度から5,000万程度、そのくらいが一

般的な学校の、照度にもよると思いますが、事

業費というようなところで出ているようであり

ます。 

  一方、体育館の部分について申し上げます。

こちらについては、令和３年度については、体

育施設のほうに１億円の長寿命化並びに修繕費

を支出してございます。また、２年度について

は5,000万超、それから令和元年度については

3,000万超ということで、年々、体育館、それ

から体育施設の維持修繕に膨大なコストがかか

っていることも現実的にあるわけでございます。 

  そういったことを鑑みまして、今々修繕しな

ければならないところについて、優先的に予算

を充当しているということの点につきましても、

御理解賜りたいというように考えてございます。 

  御指導の向きについては承知してございます。 

  以上であります。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  優先的だからこそ、私は先に

するべきだというように言っているんです。健

康の問題にもなるんです。そこ、もうちょっと

考えてください。私はそう思います。 

  これは、スポーツを楽しむというふうな以前

に、本当に不快を感じてしまう。私も何回かや

っていますけれども、本当に苦しいですよ、あ

の排ガス、まともにくらいますから。簡単に言

えば、トラックの後ろでスポーツをしているみ

たいなもんです。 

  そういうのを許していいんですか、と私は言

いたい。それが優先的でないんですか、と私は

言いたいんです。 

  だから、認識をもうちょっと改めてもらえな

いかなというふうに思うんですが、市長、もう

一回調査するというふうな気持ちないですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  使用状況等については、その都度、把

握してまいりたいというふうに思います。 

  そしてまた、この件については、現時点では

ということで、先ほど壇上でお答えさせていた

だきました。 

  まさしく、何を先に直さなきゃいけないかと

いうことについては、様々なお考え、御意見が

あろうかというふうに思います。それについて

は、議員をはじめ皆様の意見を伺いながら、適

切に対応してまいりたいというふうに思います。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 
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○高橋一郎議員  スポーツの問題、ちょっと私

もエキサイトしましたけれども、やはりスポー

ツをして健康でなくなるというのは、これはお

かしい話だと思いますので、ぜひ早急にお願い

したい。 

  これ、一時的しのぎということだったんです、

最初。照明もなかったんですから、最初。照明

つけてくれって言ったら、じゃ、多目的で、例

えば災害等でも使えるような形でやりましょう

というようなことでやった。これは、一時的な

しのぎというふうに私は思っていたんですけれ

ども、そうでなく、ずっとやっているというふ

うなことです。 

  それについては、市長は今、現時点ではとい

うふうなことでうまくかわされましたけれども、

ただ、本当にこれは、すぐに調べて見ていただ

きたいなというふうに思います。今、冬期間で

すからやっていませんけれども。 

  それから、最後になりますけれども、最後の

体育館のアリーナ、専用壁については非常に大

変だと。あそこの下だけじゃなくて、上のアク

リル板も全部しなきゃならないよと。だから、

防球ネットがいいんだよというふうな話でした。 

  そうだとすれば、それで予算も、多目的の人

工芝のほうもあるし、様々ありますので、あく

までもいろんな予算があってでの話ですから、

それこそそういうのは優先的になるのかなと思

いますけれども。ただ、ここの体育館の利用に

ついては、いろんな球技団体が利用しています

けれども、ソフトテニスもやっています、フッ

トサルもしています。そのときに防球ネットが

ないと、吸音壁、穴ぽこ空いているやつです。 

  それは、多目的使用の関係でそういうふうに

なった。でも、今はシェルターなんようがあり

ます。シェルターなんようでしっかりとした、

いわゆる集会等はやれます。なので、今は本当

に専用壁でいいんです、体育館の。 

  でも、それもいろいろ金かかるということで

あって、いろんな種目をやれるために防球ネッ

トだというようなことであれば防球ネット。 

  この防球ネット、例えばカーテン化って分か

りますかね。今、施設をする際に、非常に小一

時間かかりますね。防球ネットの支柱を立てて、

持ってきて、立てて、そして様々しなきゃなら

ないです。それをカーテンのように引いてやれ

ないかというふうなこと、この検討を以前した

と思うんですけれども、そのような形でできな

いでしょうかね。 

  というのは、本当に南陽市民体育館でフット

サルやれるようになってから、置賜地区のフッ

トサルのレベルが非常に上がったんです。置賜

地区のスポ少、アンダー12、小学生６年以下の

大会では、県大会にベスト８に常に進出してい

る。それは、いろんな意味でそういった設備が

あるからです。 

  先ほどちょっと言い忘れましたが、人工芝の

グラウンドでもそうです。それがあるようにな

ってから、本当に県大会のベスト８、ベスト４、

フットサルで言えば昨年は県で優勝している。

そういうふうにつながっていっている。 

  なので、置賜地区としても、ぜひ南陽市の市

民体育館をもっともっと効率的に、例えば、カ

ーテン化するような形でできないものかという

ふうに言われていますけれども、カーテン化す

るということについてはどうですかね。 

○議長  答弁を求めます。 

  山口広昭社会教育課長。 

○社会教育課長  お答え申し上げたいと存じま

す。 

  カーテン化の御提案をいただきました。平成

30年かと存じます。常設のカーテンネットの見

積り等も徴取しておりまして、およそ100万超

というようなことでお聞きしているところであ

ります。 

  以上であります。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 
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○高橋一郎議員  その私は金額を聞いているん

じゃなくて、やれるかどうか、やるかやらない

かの話をしているんです。 

  なので、ぜひ本当に考え方一つで決まるのか

なというふうに思うんです、市長。ここ、最後

にゼロ回答でなくて、何かいい形で答弁してい

ただけませんか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  今、社会教育課長が100万円と言った

んですけれども、ちょっとそれ後で確認したい

と思いますが、もうちょっとかかるような気が

したんですけれども、可能な範囲であれば、年

次計画で計画的に改修のタイミングなども見計

らって、状況の改善は図ってまいりたいという

ふうに思います。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  私も100万ではできないと思

っています。 

  あそこ、要するに上から下までのネットの重

さに耐えなきゃなんないですので、結構かかる

んです。ただ、アクリル板の上からこうするだ

け、上からというかそこに収めるだけであれば、

そんなにかからないかもしれません。 

  ただ、そういうふうなことも含めて、やれる

ものはやっていくというふうにしないと、何ぼ

要望出しても、いや、今の市長駄目だそ、言っ

ても駄目だもというふうに、言わざるを得ない

です、本当。 

  そこは、ぜひ市長の考え方として、そういっ

たことで要望を聞いていくというふうなことで

すから、ぜひ期待したいと思います。よろしく

お願いします。 

  終わります。 

○議長  以上で６番高橋一郎議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ただいま一般質問中でありますが、本日はこ

れまでとし、日程に従い、明日に引き続き行い

たいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  本日はこれにて散会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午後 ２時５３分  散  会 



 
 
 
 

 
令 和 ４ 年 ３ 月 ８ 日 （ 火 曜 日 ） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令 和 ４ 年 ３ 月 ８ 日 （ 火 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第３号 

令和４年３月８日（火）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 一般質問 

 

   散   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第３号に同じ 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長（髙橋 篤議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより、本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は16名で、定足

数に達しております。 

  なお、本日の会議に欠席する旨、通告のあっ

た議員は12番髙橋 弘議員の１名であります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  なお、当局より説明員、髙野祐次総合防災課

長は都合により欠席の旨、通知がありましたの

で、御報告いたします。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第３号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

○議長  日程第１ 一般質問であります。 

  昨日に引き続き一般質問を始めます。 

─────────────────── 

佐 藤   明 議員 質 問 

○議長  最初に、16番佐藤 明議員。 

〔16番 佐藤 明議員 登壇〕 

○佐藤 明議員  おはようございます。 

  最初に、ロシアのウクライナ侵略について、

若干私の意見を申し上げたいと思います。 

  去る２月24日、ロシアのプーチン政権がウク

ライナへの侵略を開始いたしました。侵略はウ

クライナ全土に及び、首都キエフも攻撃され、

民間人を含む多数の人々が犠牲になっておりま

す。 

  第一に、これはウクライナの主権と領土を侵

し、国連憲章や国際法を踏みにじる紛れもない

侵略行為であり、断固糾弾するものであります。

直ちに軍事行動をやめ、撤退させることを強く

求めるものであります。 

  プーチン大統領は、テレビ演説でＮＡＴＯ、

北大西洋条約機構の脅威への対抗、国連憲章第

51条に基づく集団的自衛、ウクライナ当部地域

のロシア民族を守るなどの主張を掲げたが、い

ずれも成り立たない侵略合理化論であります。

全く通用しないものであります。 

  ２点目は、プーチン大統領は演説で、ロシア

が核保有国であることを誇示し、攻撃されれば

核兵器で応えると述べております。この攻撃と

は、通常兵器による攻撃を指しており、発言は

核兵器の先制的使用を公言するものであります。

27日にはロシアの核抑止部隊に対する特別警戒

態勢も発令されております。 

  こうした動きに、核兵器による威嚇は絶対に

許せないという声が、被爆国日本で多くの人々

から上がっているのは当然であります。プーチ

ン発言は、核兵器のない世界を目指す流れに対

する真っ向からの挑戦であります。今日の世界

において決して許されるものではなく、怒りを

込めて糾弾するものであります。 

  日本でも、安倍元首相や自民党の一部、ある

いは維新の会などが、この機に乗じてアメリカ

の核を日本に配備して、日米両方で管理運営す

る核共有の議論が必要だと言い始めております。

核の脅威に核で対抗したら、人類はまさに破滅

のふちに追いやられてしまうことは明らかであ

ります。ましてや非核三原則を国是とする日本

でこんな議論をすることは、絶対に許すわけに

はいきません。核兵器の脅威をなくす唯一の方

法は核兵器の廃絶にあります。核兵器のない世

界をつくることが人類にとって急務であり、唯

一の戦争被爆国日本の核兵器禁止条約に参加す

ることを強く求められております。 

  ３点目は、どうすればロシアの侵略を抑えら
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れるのか。国際社会が協調して効果的な経済制

裁を行うことが当然必要であります。一番大事

なことは、世界の多くの国民と市民社会が侵略

やめよ、国連憲章守れの一点で大きな声を上げ、

そして力を合わせることであります。 

  国際世論がロシアの中で広がっている戦争反

対の声と共に連帯し、プーチン政権を圧倒的に

包囲していくことが重要であります。世論と運

動から平和をつくる力であることに草の根から

の力を発揮していくことが、今こそ強く求めら

れ、重要であります。 

  ウクライナの国民の皆さんに一日も早く、平

和と先が見える春が一日も早く訪れることを願

って質問に入ります。 

  それでは、質問の既に通告しております第１

点目は、オミクロン株感染拡大対策と生活と営

業を守る対策の２点について質問いたします。 

  最初に、新型コロナウイルスの変異株オミク

ロン株の拡大に伴って、全国の感染者数は２月

度で10万を超えたのが数回あり、累計で２月24

日現在469万9,217人になっております。まん延

防止等重点措置が出された都道府県は７割以上

となっております。強い感染力を持つ変異株の

特徴を踏まえた包括的な対策が重要であります。 

  岸田首相は１月の施政方針で、強力な変異株

の出現という最悪の事態を想定して、万全の体

制を整える努力をしてきたと強調いたしました。

しかし、今回の感染の第６波が起き、政府の取

組が全く不足していたことが露呈しています。 

  ３回目のワクチン接種は、いまだに２月20日

現在で15.3％にとどまり、先進国の中で最下位

となっております。感染急拡大を受けて、２回

目の接種との間隔を短縮する方針に転じました

が、昨年政府が医学的な根拠もなく間隔を原則

８か月以上とし、それを１月７日まで続けたこ

とが響いております。 

  接種を加速するために、政府はワクチンの供

給を急ぎ、自治体を最大限支援すべきと考える

ものであります。 

  市長の次の項目等について見解を賜りたいと

存じます。 

  １点目は、県、南陽市の全体的な状況はどう

なっているのか、お尋ねいたします。 

  ２点目は、小児ワクチン接種について申し上

げます。 

  新型コロナウイルスワクチンの５歳から11歳

向け接種が３月２日から南陽市で始まりました。

市は体制整備を急いでおります。医療機関での

個別接種に加えて集団接種を計画する地域もあ

りますが、小児ワクチンは、同じアメリカファ

イザー製でも大人用と別製品のため、担当者は、

間違いは許されないと、このように神経をとが

らせております。厚労省は３月開始を前提に小

児ワクチン供給スケジュールを提示し、５歳か

ら11歳用は、12歳以上用と接種量や保存期間、

解凍時間なども異なり、キャップもオレンジ色

にして大人用と区別しておりますが、どのよう

な形で接種されるのか、お尋ねするものであり

ます。 

  ３点目は、現在入院されている方、あるいは

在宅療養の方はどのような状況になっているの

か、お尋ねいたします。 

  ４点目は、今後、コロナウイルスの克服、支

援対策はどのように考えておられるか、改めて

問うものであります。 

  ２点目は、暮らしの問題であります。 

  生活と営業をどう守っていくのか、経済対策

について質問いたします。 

  経済活動への打撃もまさに深刻化しておりま

す。飲食店をはじめ、様々な業種で業績不振が

長期化し、コロナ関連の経営破綻は全国累計で

2,800件を超え、倒産、休廃業がさらに増える

と予想されております。 

  ところが、現政権は以前より縮小させた事業

者支援策を昨年に決めたまま、拡充しようとし

ておりません。１月31日に申請が開始された事
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業復活支援金は、支援額が一昨年の持続化給付

金の半分以下であります。当時は家賃支援給付

金もありましたが、事業復活支援金の上限額は

以前の２つの給付金合わせた額の８分の１しか

ありません。これでは、年度末を控えて事業継

続の見通しが立ちません。事業復活支援金は、

少なくとも持続化給付金並みに増額する必要が

あると考えるものであります。 

  新たな感染の波から国民の命と生活、中小零

細企業の営業と暮らしを守り、政策をパッケー

ジで示すことが政府と行政の責務でもあります。

経済支援策について改めて市長の御見解を賜る

ものであります。 

  以上、何点か申し上げましたが、白岩市長の

誠意ある答弁を期待いたしまして、最初の質問

といたします。 

  終わります。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  16番佐藤 明議員の御質問にお答え申し上げ

ます。 

  初めに、オミクロン株拡大対策と生活と営業

を守る対策の御質問の１点目、県、南陽市の状

況についてでございますが、２月末現在、県の

接種割合は、１回目が90万287人で84.17％、２

回目が89万37人で83.22％となっております。

なお、３回目は20万7,023人で19.4％となって

おります。 

  本市の接種状況は、同じく２月末現在で１回

目が２万5,706人で85.25％、２回目が２万

5,576人で84.8％となっております。３回目は

8,552人で35.8％となっております。 

  これは速報値でありますけれども、３月６日

現在の割合で申しますと、全体で47.3％、高齢

者だけの割合で見ますと76.2％の方が接種され

ています。 

  なお、接種割合の分母でございますが、県は

令和３年の住民基本台帳年齢階級別人口を、市

は、より実態に合わせるため、１回目、２回目

については２月末現在での住民基本台帳の人数、

３回目は、２回接種を終えられた方で18歳以上

の人数としております。 

  次に、２点目の小児ワクチン接種についてで

ございますが、議員御指摘のとおり、小児専用

のファイザー製ワクチンを用い、個別と集団で

接種を行います。 

  個別接種につきましては、市内２か所の小児

科医院で接種を行っておりますが、12歳以上と

接種日を区切り、３月２日からは５歳から11歳

までの接種のみを行っております。 

  また、集団接種は３月20日から開始いたしま

すが、この日は午前中の時間帯のみで小児接種

を実施することとし、午後からの大人の接種と

分離して実施することで接種誤りを防止してま

いります。 

  次に、３点目のコロナで現在入院されている

方、在宅療養者の状況についてでございますが、

県で公表されております２月28日時点で入院者

数77人、在宅療養者1,684人、宿泊療養者56人、

調整中は173人であります。 

  次に、４点目の今後のコロナウイルス克服の

支援、対策についてでございますが、オミクロ

ン株に対する感染予防効果はデルタ株と比較し

て低下するものの、追加接種により回復するこ

とが示唆されております。追加接種により発症

予防効果や重症化予防効果等を高める効果もあ

ることから、３回目のワクチン接種を希望する

方への一日でも早い接種を行ってまいります。 

  次に、生活と営業を守る経済対策についての

御質問の経済支援策についての見解でございま

すが、議員がおっしゃるとおり、新型コロナウ

イルス感染拡大の経済活動への影響は長期化、

深刻化しており、今なお予断を許さない状況で

あると認識しております。現在、国で実施して
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いる事業復活支援金は、幅広い業種の事業者が

利用できるものとなっておりますが、中にはそ

の給付額が十分ではない事業者もいらっしゃる

と思われます。 

  経済支援については、まずは国、県がしっか

りと主導し、必要とされる事業者に必要とされ

る支援を実施することが重要であると考えてお

ります。その上で、市としましても、国、県の

支援策の状況を踏まえ、タイムリーに適切な支

援策を実施してまいりたいと考えております。 

  そのためにも、経済対策の財源であります新

型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金の追

加配分について、国に強く要望してまいりたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  何点か、再質問いたします。 

  この問題３年目になるわけですけれども、コ

ロナ問題。再三指摘してきたんですけれども、

４点、私、大事だと指摘してきたわけです。 

  １つはワクチン接種をいかに早くするか。 

  それから２つは検査体制。ＰＣＲ検査などで

す。様々な検査の体制を整えてやると。未然に

防ぐと。 

  それから３点目は保健や医療の充実。 

  それからもう１点は経済支援、経済対策、こ

の４点を今までずっと指摘してまいりました。 

  しかし、なかなか進まないのが現状でないの

かなと。経済対策などは、市で第１弾の利子補

給から第16弾の支援策まで、これは、市独自の

施策も含めてずっとやってきた経過があるわけ

です。こういう点では、私は、市独自の施策も

含めてやってきた経過、歴史があるわけですか

ら、非常に貴重な経験だと思うんです。やっぱ

りこれをさらに充実して発展させていくという

ことが大事だと私は思います。 

  それで、改めてお伺いいたしますが、この全

国知事会で緊急提案したというのは２月15日、

市長も御承知だと思うんですが、これ、何点か

指摘しているわけです。こういった知事会の指

摘に対して、南陽市としてこれからどうしよう

としているのか、その辺の考え方についてお尋

ねしたいというように思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  ２月末の知事会の緊急提言の内容、ち

ょっとうろ覚えなので、恐縮なんですけれども、

もしよかったら教えていただければ大変ありが

たいんですが、たしか平井知事会長が様々おっ

しゃっていたと思いますが、知事会の提言の中

には、もちろん我々、大部分は賛同できるもの

でありましたけれども、小児施設においてマス

クをつけることを推奨するようにという提言も

以前なさっていて、賛成できるもの、それから

賛成しかねるものもございますが、おおむね地

方の実情を伝えていただいているのではないか

というふうに思っております。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  さっき私言ったんですが、４

つの重要性言ったんですが、知事会は私より上

を行って、もっと充実のために緊急的な国に対

して要望しているわけです。これは、非常に重

要な意義づけがあろうと私は思うんですけれど

も、ワクチン接種しかり、ＰＣＲ検査しかり、

あるいは事業の復活支援金とか生活困窮者に対

しての自立的な支援策と、きめ細かく施策を国

に要望しているわけです。 

  さっき市長がおっしゃった知事会の会長さん、

鳥取県知事でしたか。あの方が中心になって全

体をまとめて要望していこうと、こういう状況

なんです。ですから、こういったものを見ます

と、非常に中身の濃い施策だなと私は思うんで

すが、こういったことも踏まえて、この知事会

の緊急要望を見ながら、ぜひ南陽市においても

緊急策をこれから立ち上げて頑張っていただき
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たいものだなと、その辺、どうでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  全国知事会の議論というのは、市町村

の行政においても非常に参考になるものが大変

多く含まれているというふうに思っています。

そうした意味で、市長会での議論はもちろんで

すけれども、全国知事会、あるいは全国町村長

会、あるいは全国の議長会などの議論もしっか

りと勉強させていただいて、本市の施策に有効

に取り入れてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  ぜひ、いろいろ提案された問

題を学びながら、ひとつ実践していただきたい

と、このことを重ねて要望いたします。 

  それで、南陽市のコロナの感染の問題ですけ

れども、残念ながら、国は、さっき最初の質問

で申し上げましたが、やっぱり３回目は全体的

に進んでいない状況があるわけですけれども、

さっき市長がおっしゃったように、第１回目は

パーセントで言うと85.25、それから２回目が

84.8、３回目が35.8％、これは２月末で。６日

現在では、おとといですが、47.3％まで上がっ

たと。私も実は３日、近場で３回目やってきた

わけですけれども、ちょっと腫れたかなと思っ

て、それで一晩寝たら通常に戻ったわけですけ

れども、１回目も２回目もほとんど何でもなか

ったというように記憶しているんですけれども、

やっぱり早くワクチンを打って、この感染症を

なくしていくと、一日も早くなくしていくとい

うことが、今、全国的な共通な課題であります

から、ぜひしっかりその辺やっていただきたい

ものだなと。 

  それで、具体的にお聞きしますが、さっき、

昨日いろいろ資料をもらったわけですけれども、

山形県全体で、これは今日の地元の新聞の統計

を見ますと、３月７日の公表ということで山形

県は24.9％、全国平均が24.8％なんです。そう

いう点では、２回目、１回目よりも大分落ちて

いるのかなと、こういうように思います。 

  南陽市の場合ですと、65歳以上は大分高くて、

75％ぐらいかな。そういう点では結構高いんで

すけれども、南陽市全体的に見れば、そう高く

ないような気がするんです、いつものとおりで。

これ、なぜ遅れているのか、その辺どうでしょ

うか。事務方でも結構ですけれども。 

○議長  答弁を求めます。 

  穀野純子ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えいたします。 

  遅れているといいますか、こちらのほうでは

希望調査を行いまして、接種の希望する方を予

約させていただいている状況にございます。そ

の中で、希望の割合がだんだん、後から打った

方について希望数が減ってきているという事実

がございます。最初、６月中に打たれた方につ

いての希望数は90％ほどあったのですが、10月

に２回目を打った方に至っては66％と下がって

いる状況にございます。だんだん、マスコミの

報道等やオミクロン株の流行にも左右されると

思いますけれども、そのような状況で、接種が

遅くなった方については、接種をされる希望数

も減っているということで、実数的には減って

いるのかなと考えております。 

  以上でございます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  特に、このオミクロン株は、

かなり重症者は少ないけれども死亡者が多いと。

全国的に言えるわけです。だから、早く接種し

て食い止めていくというのが課題であって、い

ろいろ遅くなる理由は、これは当然あるわけで

すけれども、やっぱりだんだん少なくなるとい

うのは、これは数字的に言えばそうなっている

わけですけれども、しかし、何とか早く打って

食い止めたいなというのが大方の見方ですよね、
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これは。ですから、そういうことを含めて、こ

れからの課題として、そういうものもあるんだ

というような意識をしながらやっていただきた

いものだなというふうに私は思います。 

  それで、もう一点の小児科のワクチンの接種

の関係でありますが、まだ、緒についたという

ことですけれども、この市の統計を見ますと、

現在対象者、それから希望者、こういう状況だ

というのを昨日おもらいしたんですけれども、

約６割が接種の希望者と、こうなっているわけ

です。大体、昨日、おととい段階かな、土曜、

日曜で50人ぐらい打たれたというふうなお話を

聞いているんですけれども、これ、希望者が、

春休みの希望も含めて約６割と、こういうふう

にあるわけですけれども、1,740人の子供たち

のうち、希望者が1,077人と、約６割と。これ、

具体的にどう進めていくのか。これ、子供は判

断できないわけですから、保護者の方の希望、

あるいはいろいろあろうかと思うんですが、い

ろいろな、ワクチン接種によって問題点が起こ

ると、全国的にはあるわけですけれども、これ

をクリアしながら対応するというのは、全く楽

でない仕事だなと、私思うんですが、その辺の

考え方についてどうでしょう。 

○議長  答弁を求めます。 

  穀野純子ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  ただいまの御質問に

お答えいたします。 

  あくまでも、これは希望調査を取らせていた

だいた数字でございます。それで、希望調査を

取らせていただいたときには、国からのリーフ

レット等も何も示されないまま親御さんのほう

に希望調査を取らせていただいた段階でござい

ますので、希望なさった方、また希望しない方

にも接種券を送る際には、厚労省からのワクチ

ンに対する説明書を付け加えさせていただきま

して、それで再度御確認いただいた上での接種

を判断いただきたいということで御案内してい

る状況でございます。 

  また、接種につきましては、やはり５歳から

といいますと未就学児がいらっしゃいます。未

就学児につきましては、市内の個別接種のほう

で接種していただきながら、あと、小学校に入

られた方に関しましては集団接種のほうで進め

させていただきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  子供というのは、自分で判断

できないわけです。やっぱり保護者、親御さん

が判断するということが基準になるのかなと。

だから、こういったことに対して、国、いわゆ

る所管である厚生労働省が明確な方針を出して

いないわけですよ。こうしなさい、ああしなさ

いというのは。必ず自治体任せにすると。です

から、県の福祉部長でしたか、この間の県議会

で答弁しているわけですけれども。５歳から11

歳のワクチン接種に対して、いろいろ副反応と

かあるいはリスクの双方を考えた場合、非常に

判断が難しい。だから、ちゃんとした、政府が

方針を出していただいて、その方針の下につい

てやると。ところが残念ながらそうなっていな

いというのが、今、現状だというように思いま

す。 

  それで、市長にお尋ねしたいんですが、こう

いったことについて、市長会でも話出ないのか

どうか、出たのかどうか、子供さんというのは。

５歳から11歳のワクチン接種の方針について、

どのように市長会として方針持っているのかで

す。その辺、どうですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  市長会全体のワクチン接種に関する方

針としては、一日も早く希望する方に接種でき

るように、国の市町村に対する支援体制をしっ

かりするようにという方針というふうに捉えて



－110－ 

いるところです。 

  小児接種に関しましては、有志の、一部の市

町村長の集まりがありまして、今日の夜も、実

は夜７時から堀内大臣とオンラインで直接意見

交換させていただくんですが、その会議に対し

まして、小児接種の努力義務をどうすべきかと

いうアンケートがございました。それは内閣府

のワクチン担当の方からです。 

  その際に私が申し上げたのは、努力義務は必

ずしも必要ではないということは申し上げまし

た。やはり小児ですので、親御さんと子供さん

がしっかり話し合ってお決めになるのが望まし

いと。ただし、国としてはしっかりとした、今

まで諸外国で、特にアメリカでは約900万人の

５歳から11歳の接種が既に行われているわけで

すから、そういったことの情報提供をしっかり

すると。その上で判断できるように努力してい

くということが必要だというふうに思っており

ます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  つまり、私、簡単に言うと、

国では一応方針を出すけれども、具体化は各自

治体なんですよ、これ、全部。だから、苦労し

て苦労して、特に子供の接種の場合です。だか

ら悩んでいるんです。親御さんも悩んでいるん

ですよ。果たしてさせていいもんだか、悪いも

んだかと。させた場合どうなるのかというよう

な。だから、きちっとした方針がなければ、そ

こには新しい方針が出てこないわけですよ。 

  ですから、しっかりその辺、大変だけれども、

いろいろ言われて、主幹も、我慢に我慢を重ね

てやっているようですけれども、これ、大変な

んですよ、実際。上からも言われ、下からもわ

んわん言われ。その辺、心配しているんですよ、

実は。ですから、しっかり頑張っていただきた

いものだなというふうに思います。 

  時間もありませんから、あとは、もっと言い

たいことがたくさんあるわけですけれども、後

の機会に残しておいて、次に、経済対策につい

て質問いたします。 

  今回の経済の対策について、先ほど市長から

いろいろあったわけですけれども、私、常に思

うんですが、今、物価高というか、恐ろしいほ

ど、どんどん１年に二回も三回も値上げすると

いうのもあるわけです。しかし、先ほど冒頭ロ

シアのウクライナ侵攻について、議長の許可を

得て発言したわけですけれども、これ、何でし

たかと言うと、ロシア産の日本に輸入している

カニ、タラ、タラコ、それからベニサケ、サケ

のイクラとかスジコ、そういったものを６割も

輸入している、ロシアから。もし、今紛争が起

きている状況の中で制裁をするならば、我々も

考えていますよということがもう始まっている

んじゃないかと、ある業者が言っているわけで

す。テレビでも報道しておったんですけれども。

どんどん値上げすると。しかも、入ってこない、

品薄になる。だから、やがて食えなくなるんで

はないかと、こう言うのですよ。こうなった場

合、便乗して値上げがどんどん増えてくるのが

これからの経済ではないのかなというふうに思

います。 

  今回の専決処分でいろいろと対策を講じられ

ました。この２年間で約16弾まで、さっき申し

上げましたが、来たと、こういうようになって

いるわけですが、この経済対策の第１弾から第

16弾までの予算です。国から緊急対策交付金と

してどの程度の金額が来ているのか。その辺、

事務方、どうでしょう。 

○議長  答弁を求めます。 

  髙橋直昭財政課長。 

○財政課長  それではお答え申し上げます。 

  国のコロナ交付金につきましては、令和２年

度が６億2,700万円、現在執行しております令

和３年度が４億7,300万円、合計で約11億円交

付を受けてございます。なお、それに伴いまし

て、市の一般財源からの措置もございます。そ
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ちらにつきましては２億2,200万円ほど措置し

ているような状況でございます。 

  以上です。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  国からの経済対策として約11

億円、あと、市独自での施策が２億2,000万、

こういうことですね。いままで16弾の中で、第

１回目が昨年の３月の初旬に利子補給から始ま

りました。そして、先だっての今回の専決処分

がされたので16弾と、こうなってくるわけです

けれども、こういう状況の中で、市独自の施策

も含めて、何弾か独自策としてやってきたいわ

ゆる２億2,000万円の施策があったわけですけ

れども、具体的にどういう成果が上がったのか、

どういう業者からの声があったのか、その辺の

声なども含めてお尋ねしたいというように思い

ます。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢俊博商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  先ほど財政課長が申し上げました２億2,000

万というベースではなくて、商工観光課のほう

で、また別に捉えている予算がございますので、

そちらを中心に御説明させていただければと思

います。 

  第１弾から16弾まで、さらには先ほど佐藤議

員のほうからありました第１弾で、県のほうの

地域経済変動対策資金、無利子融資で10年間の

融資があったわけでございます。それの市のほ

うの利子負担分が0.5％ございます。さらには

保証料補給としての市負担分0.34％ございます。

それは、令和12年度まで市のほうで負担するわ

けでございますけれども、そちらまでも含めま

すと約９億7,000万ほど予算化してございます。

見込み分も含めて９億7,000万となってござい

ます。 

  事業の成果といたしましては、当然若干の倒

産、さらには事業をやめられた方、さらには南

陽市のほうから事業所が撤退されたとか、そう

いうふうな件数を合わせまして、２年間で27件

というふうに我々のほうでは捉えてございます。

ですが、様々国、県、さらには市のほうでいろ

いろな支援をさせていただくことで、何とか事

業を継続していただいているのかなというふう

に感じているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  市長も知っているとおり、先

だって、２月３日ですか、赤湯財産区の管理会

の皆さんと赤湯地区議員団が毎年懇談会をやっ

ているんです。そのとき市長もござって挨拶し

たりいろいろしているんですけれども、この時

世だから飲み会は駄目ということで、話をしな

がらいろいろ懇談したわけですけれども、この

中で、市長も分かると思うんですけれども、あ

る旅館の主人が、議員、お客さん来なくて困っ

てだ、誰も来ないと、こういうように言われた

わけです。私も声が詰まったんですが、そうい

う状況が、南陽市だけでなくて全国各地にある

わけです。 

  ですから、こういったいろいろ支援策やって

いるようですけれども、基本的には国が責任あ

るわけですから、しっかりとした経済対策を講

じていくということが国の責任であって、そう

いうことが、先ほど申しましたけれども、ない

からこそ苦労しているのであって、その辺のこ

とについて市長としてどう考えますか。どうで

すか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  地方創生臨時交付金については、現在

まで11億円の配分があったということについて

は評価しております。しかしながら、国全体で

見ますと、やはり必要な支援の規模と、あとタ

イミングが合っていなければ、その支援という

のは生きてこないわけで、その点については今
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後修正してもらいたいところが様々あるかなと

いうふうに思っています。市の思いとしまして

は、全体の状況は、やはり国で事業者全般の支

援金などを行って、市町村の実情に応じて、南

陽市は旅館、あるいは飲食店が集積しているわ

けですから、そういった細かいところに市が支

援していくと、そういうのがあるべき姿だとい

うふうに思っております。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  ですから、こういった旅館に

限らず、飲食店はじめ様々な業種がそういう状

況に、実態にあるんだと、こういう認識で我々

いかないと、いろいろなことが起きているわけ

ですから、その辺の対応策が行政として、特に

国が、あるいは県が、各自治体困っているなら

ば即座に手を差し伸べていくと、こういうのが

大事でないのかなと私は思うんですよ。 

  それでなければ、各自治体で対応するなんて

できないわけですよ。交付税措置は減らされ、

税収は落ち込む、例えばですよ、こういう自治

体もあるわけですから。今回の南陽市の予算な

どは、税収は若干増えていると、交付税も若干

落ちているのかな。そういう状況があるんです

よ。一自治体で解決される問題ではないわけで

す。これははっきりしているわけですよ。です

から、誰かが言わない限り解決しないと思うん

ですよ。ですから、その辺しっかりやっていた

だきたいものだなと、私はこのように思います。 

  時間もありませんから、あと、やめますが、

最後に市長のこれからの、再三申し上げました

が、市独自の支援策、これからあるのか、ない

のかだけお聞きして終わりたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  今後も市の独自の支援策は行ってまい

ります。特に、人々の、皆さんの実情にしっか

り目を向け、耳を傾け、その実情に合った支援

を行ってまいります。 

○議長  佐藤 明議員、よろしいでしょうか。 

○佐藤 明議員  もう時間ありませんから、あ

りがとうございました。 

○議長  以上で16番佐藤 明議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は11時５分といたします。 

午前１０時５１分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時０５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

─────────────────── 

板 垣 致江子 議員 質 問 

○議長  次に、13番板垣致江子議員。 

〔13番 板垣致江子議員 登壇〕 

○板垣致江子議員  おはようございます。13番

板垣致江子でございます。 

  先月、私の元に会報とともに２月24日付けで

チェルノブイリ子供基金からの緊急メッセージ

が入っておりました。 

  その内容は、2022年２月24日、ロシア軍がウ

クライナに侵攻したニュースが世界を駆け巡り

ました。プーチン大統領が軍事作戦を強行、ウ

クライナ政府は戒厳令を出しました。戦争が拡

大しないよう、市民の生活が脅かされることの

ないよう願っています。チェルノブイリ子供基

金が支援している子供たちや家族はもちろん、

チェルノブイリに苦しむ全ての人たちがこれ以

上の悲しみや苦しみに見舞われることのないよ

う、心から祈るばかりです、とのメッセージで

した。 

  しかし、戦闘は激しくなるばかりで、子供を

含む多くの犠牲者が出ております。街への爆撃

で避難せざるを得ない市民、そして、チェルノ

ブイリ原発に続き、４日にはロシア軍が欧州最

大級のザポルジエ原発を制圧しました。恐れて

いたことが起きています。チェルノブイリを上
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回る惨事になりかねないと国際社会も非難して

います。チェルノブイリやベラルーシでは、原

発事故から36年たった今も放射線の被爆が原因

の甲状腺がんで多くの子供たちが苦しんでいま

す。今後、多くの国で深刻な危険が起こること

がないよう祈るばかりです。 

  それでは、通告してあります質問とさせてい

ただきます。 

  １点目、ＨＰＶワクチン、子宮頸がんワクチ

ンの積極的勧奨について。 

  令和４年度施政方針では、健やかで安心な暮

らし、子育てを実現するとして、ＨＰＶワクチ

ンの積極的勧奨を通して、希望する方への予防

接種を推進するとされております。 

  また、第６次南陽市総合計画の３か年実施計

画でもＨＰＶワクチンキャッチアップ接種事業

が新たに計画されました。 

  子宮頸がんは、国内で年間約１万1,000人が

発症、約2,800人の女性が亡くなっています。

患者は20代から増え、30代で子宮を失ってしま

う人も約1,200人いると言われております。 

  2010年から中学生と高校１年生を対象に公費

補助が開始、2013年４月、小学６年から高校１

年の女子を対象に公費負担での定期接種が始ま

りました。 

  しかし、接種後に全身の痛みやしびれを訴え

る人が相次ぎ、同年６月、積極的勧奨の中止が

通知されました。しかし、定期接種としての位

置づけは続けられておりました。 

  その後も専門家により調査や検討が行われ、

ワクチンの安全性について特別な心配は認めら

れないこと、接種による有効性が副反応のリス

クを明らかに上回ることが認められたとして、

昨年11月、積極的勧奨の再開が決まりました。

厚生労働省から通知、報道がなされました。し

かし、副反応の対策などで、なぜ今再開なのか

と疑問を指摘する専門家もいるようです。 

  このワクチン接種についてお伺いいたします。 

  １点目、2013年４月から６月の積極的勧奨の

期間にワクチン接種を受けた人数は。そのうち

副作用が出た人はいたのでしょうか。 

  ２点目、その後、積極的勧奨中止期間に受け

られた方は何人いたのでしょうか。 

  ３点目、令和４年度の対象人数、今後の定期

接種への取り組み方はどのようにお考えでしょ

うか。 

  ４点目、キャッチアップ接種事業、積極的勧

奨の中止により接種機会を逃した方への対応の

対象人数は何人でしょうか。また、進め方はど

のようにお考えでしょうか。 

  次に、消防団員の報酬引上げについてお伺い

いたします。 

  総務省消防庁は昨年４月、消防団員の処遇改

善に向け、22年の４月から年額報酬を３万

6,500円、災害時の出動手当を１日8,000円とす

るよう通知されました。 

  しかし、人口規模に対し団員数の多い地方の

多くの市町村が、増額に二の足を踏んでいると

されています。 

  山形県では白鷹町だけが今年４月に３万

6,500円に増額するとされているようです。 

  市長のお考えをお伺いいたします。 

  １点目、南陽市消防団は昨年３月、日本消防

協会最高栄誉賞特別表彰「まとい」を受賞され

ました。長年にわたる市民のための活動と団員

一人一人が積み重ねてきた努力に対する最高の

栄誉です。 

  私も、毎年の消防団出初式や意見発表会など

に参加させていただいております。あの規律の

取れた行動は、日々のたゆまない訓練とともに、

市民の安全を守ろうとする団員の思いの表れだ

と思います。南陽市の誇りでもある団員の報酬

の増額をどのようにお考えでしょうか。 

  ２点目、報酬の支払はどのようにされている

のでしょうか、お伺いいたします。 

  以上、誠意ある御答弁をお願いして、壇上か
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らの質問とさせていただきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  13番板垣致江子議員の御質問にお答え

申し上げます。 

  初めに、子宮頸がんワクチンの積極的勧奨に

ついての御質問の１点目、2013年４月から６月

の積極的勧奨の期間にワクチン接種を受けた人

数と副作用の有無についてでございますが、期

間中の接種者数は60人であり、副反応が出た方

はいらっしゃいませんでした。 

  次に、２点目の積極的勧奨中止期間に接種を

受けた方の人数でございますが、2013年７月か

ら2022年１月末日までの間に21人の方が接種を

受けておられます。 

  次に、３点目の令和４年度の対象人数と今後

の定期接種への取り組み方についてでございま

すが、キャッチアップ接種を除く対象者は小学

６年生から高校１年生相当の年齢の女子であり、

642人となっております。 

  また、今後の定期接種への取り組み方でござ

いますが、国の通知に従い、接種対象者に対し、

ワクチンの有効性やそのリスクに関する情報提

供を適切に行い、希望される方が円滑に接種を

受けられるよう、県との十分な連携を図るとと

もに、地域の医療機関から御協力をいただきな

がら取り組んでまいります。 

  次に、４点目のキャッチアップ接種事業の対

象者数と接種の進め方についてでございますが、

現在のところ、対象者への対応についての国の

正式な通知がまだございませんので、確定的な

数字を申し上げることはできませんが、対象と

なる年齢で３回目までの接種が完了していない

方が、２月末で870人ほどいらっしゃいます。 

  また、接種の進め方につきましては、令和４

年度から３年間、時限的に定期接種の対象年齢

を拡大して実施されるものであるとされており

ますので、通常の定期接種に準じた対応を行う

ものと考えております。 

  続きまして、消防団員の報酬引上げについて

の御質問の１点目、総務省消防庁の消防団員の

処遇改善に係る通知の団員の報酬の増額の考え

についてでございますが、議員御指摘のとおり、

消防庁では消防団員数の減少に歯止めをかける

ため、消防団員の処遇等に関する検討会の報告

を踏まえて、非常勤消防団員の報酬等の基準等

を取りまとめ、市町村に対し、消防団員の報酬

等の見直しを検討することや今年度中に必要な

条例改正及び予算措置を行うことなどを求める

通知を行いました。 

  本市では、かねてより消防団の処遇改善につ

いて検討を行ってまいりましたが、国より報酬

等の処遇改善等に関する基準や地方財政措置の

見直しの内容が明らかになったことから、消防

団員が活動しやすい環境を整備するため、報酬

等を見直すことといたしました。 

  なお、関係条例の改正案並びに補正予算案に

つきましては、今議会の最終日に御提案いたし

ますので、御審議を賜りますようよろしくお願

いいたします。 

  次に、報酬の支払についてでございますが、

現在、報酬の支払は、団員からの委任に基づき

各分団に支払っておりますが、今回の見直しに

合わせ、団員個人へ支払うことで検討を進めて

おります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  それでは、再質問させてい

ただきます。 

  2013年４月から６月まで受けた方が60人とい

うことで、副作用がなかったということで、あ、

そういえば８年前、私、１回質問させていただ

いております、この件に関しまして。というの

は、やはり非常に積極的勧奨の推進がなされた
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ときに、もう本当にいろんな話題が出たんです。

こんな状況でいいのかと。本当に後遺症がひど

い人たち。コロナワクチンと違って、全部が全

身に影響する大きな障害を抱えた方たちが多く

いたということで、もう南陽市としての考えを

お聞かせいただいたところでした。 

  それで、そこまでの方が60人いたということ

で、副作用はなかったということで、まず安心

はしたんですが、やはり積極的勧奨が中止とい

うことで、すぐにホームページにも載せさせて

いただきましたのでありがたかったなと、その

時点で思いました。 

  ただ、やはりこのワクチンは全ての子宮頸が

んの発症を防ぐものではないということで、こ

の当時から言われておりましたので、もう

100％進めるべきではないというところで考え

ておりましたので、私的には本当によかったと

思ったところでした。 

  そして、ただ、中止期間にも21人の方が受け

たということは、やはりいろんな情報を得て、

自分として受けたほうがいいということで決断

なされたと思います。その方たちにも多分副作

用はなかったというふうに思っております。 

  ただ、今後、この接種の取り組み方について

ですが、やはり国からの通知があった。そして、

私、一番最初に報道で見せていただいたのが11

月27日の山形新聞さんの報道でした。この中に

も、安心な接種環境をつくってからという文言

がありました。これ、本当にそうだなと思いま

して、いろいろ調べさせていただきましたが、

ただ、この積極的勧奨をやるということで決ま

るまでの時間があまりにも短くて、大丈夫なん

だろかという疑問を皆さん持たれたと思うんで

す。 

  それで、私的には、やめるとき、やっぱりホ

ームページをしっかりとすぐ対応していただき

ましたが、今回ホームページに対する積極的勧

奨がまた始まりますというようなところはきち

んとなされておりますでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  大沼清隆すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  まだ全面的な修正等はしていないと考えてお

りますけれども、といいますのは、国の通知が

明確に、まだ最終的なところまで決まったもの

が出ていないというところもございますので、

そういうところ、速報的にお流しするというこ

とはあるかと思いますが、ただ、国の通知の中

でも、やはり議員からございましたように体制

整備ですとかそういうところをしっかりしなが

ら進めていくということもございますので、ち

ょっとそこら辺を考え合わせながら適切に対応

してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  一応調べさせていただきま

した。２月24日にちょっとホームページを見さ

せていただきましたが、南陽市の市民の暮らし

の健康・医療・子供の予防接種、それらについ

ての中で、まだ、「現在子宮頸がん予防ワクチ

ンの接種について、積極的にはお勧めしていま

せん」という８年前のほぼそのままの状態じゃ

ないかと思いました。 

  ちょっとこれは、やっぱりまだ国からのきち

んとした情報がないとしても、この新聞報道を

見た人たちは、積極的勧奨が始まったと。じゃ、

ちょっとその中身を調べようと思ったときに、

やっぱり一番は市のホームページじゃないかと

思うんです。市のホームページから厚生労働省

のほうに入っても、やっぱり同じ古いままです。

これ、2013年の、平成25年の子宮頸がんワクチ

ンの接種に関する厚生労働省のチラシなんです

が、これが積極的にはお勧めしていませんとい

うチラシなんですが、この状態が南陽市ではす

ぐ出てくる。８年前の。ちょっとやはり情報を
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求めたいと思っている方に関しては、え、何な

んだというところじゃないかと思ったんです。 

  まず、そんなにやっぱり早急に、このワクチ

ンはコロナと違ってすぐにいろんな状況から感

染するものではないので、すぐに進めることは

ないんですが、やはり市としてやるべきことは、

その情報をきちんと流す。まだ国からのきちん

とした情報が来ておりませんので、来ましたら

皆さんのほうに分かるように御提示しますとか、

そういう情報は載せるべきだと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  大沼清隆すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  議員御指摘のとおりかとは思います。今、新

しい情報等、一生懸命収集等はしているところ

でございますが、特に、今回積極的勧奨を進め

るということで、パンフレットとかリーフレッ

トみたいなものも作成されているというふうな

状況でございますので、そういうところへつな

がるようなリンクを張るですとか、そういうふ

うな対応についても検討してまいりたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  やはりそこのところはしっ

かり努力をしていただいて、市民の方が知りた

いことがすぐ分かるような状況にしていただけ

なければまずいなと思っております。 

  やはり、ただ、厚労省のほうのホームページ

に入りますと、もう2020年のあたりでどんどん

新しいリーフレット、御案内のパンフというか、

積極的勧奨はしていなくても定期接種としての

位置づけはあるわけです。だから、そういうリ

ーフレットとかそういうものはかなり出ており

ます。 

  これは、埼玉県のある市の情報なんですが、

2021年12月15日にもう出されております。その

中で、今後の市の考え方なども載っております。

その上で、いろんな情報がある程度入っている

というところです。 

  ただ、私が一番心配しているのは、やはり先

ほどコロナの５歳から11歳のときに、一応希望

を取りました。でも、そのときは国からの資料

がなかったので、まず希望だけ聞きました。希

望者に対して、そのワクチンに対する注意事項

とか、家族で話し合ってくださいというところ

を一緒に出させていただいて、再度御検討くだ

さいという言葉を入れましたということで、ち

ょっとそういうことが、このワクチンに関して

も、非常に大事なことだなと思ったんです。 

  それなので、接種券が出ますということが先

に出ちゃうと、すごく心配なんです。接種券が

出るということは、市として情報をまだ入れな

いうちに接種券を配ったりすると、やはりもう

接種しなければならない、そういうものだとい

う危険度があると思いますが、接種券の出し方

とか予定はどういうふうになっておりますでし

ょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  大沼清隆すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  今回のＨＰＶワクチンのほうの接種につきま

しては、コロナウイルスとはちょっと違ってお

りまして、接種券を送るというふうな方式では

ないというふうに考えております。 

  基本的に、対応していただける医療機関のほ

うに行っていただいて、そこで備えられている

予診票等の御記入をいただいて、請求のほうが

市のほうに来るというふうな流れになるかと考

えておりますので、少し、ワクチンによっては、

同じような接種券を配ってから、それを持って

いっていただくというふうなやり方ではないと

いうふうに考えてございます。 
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  以上です。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  それを聞いてちょっと安心

しました。 

  まずは、やはり情報を皆さんにお知らせしな

ければならないということで、今、厚生労働省

のほうでの発表では、接種後に重い症状になっ

た人は１万人当たり５人いらっしゃる。そして、

その重い症状で被害を訴える人たちが、今、全

国４つの地域で集団訴訟がなされている。その

治療法もまだ確立していない。そして、副反応

の疑いのある治療に当たる協力医療機関は設け

ているが、まだまだ専門家としてはデータ収集

がなっていない。やはり、専門家の方々からも、

日本だけでなく、日本はもちろんほぼやってい

ないわけですが、やっぱり海外では、日本はワ

クチン接種をしないことによって子宮頸がんの

発症を食い止めていないじゃないかという、そ

ういう非常にがんに対して無防備だという批判

が出ているということもあります。 

  そういうことを考えると、やっぱりこのワク

チンを打つ前に、非常に親子間、また子供たち

の中での葛藤があると思うんです。そこのとこ

ろをしっかり話し合うべきものだと思うんです。 

  小学６年生からというと、その判断がつきま

せん。コロナでも非常に言われていて、私もち

ょっと疑問に思っているところもあるんですが、

誰かのためのワクチンなんだよ。誰かのために

しなきゃいけないんだよとかと、そんなこと言

われていて、私もちょっとそこまでは言ってい

いのかと、子供たちに言っていいのかというと

ころもあったものですから、ＨＰＶワクチンに

関しても、親子でしっかりといろんなことを話

し合っていただきたい。そのための情報をきち

んと市は確実に出していただきたい。それをま

ずは一番に願っているわけですが、まだ来てい

ない状況で、そのようなところはどういうふう

にお考えでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  大沼清隆すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  ただいまの質問にお答

え申し上げます。 

  先ほど申し上げましたパンフレットというこ

とで、こちらのほうも最近更新になっていたり

して、今後の接種に向けた内容になってきてい

るというふうに捉えているところでございます。 

  その中には、当然子供だけに向けたものでは

なくて、保護者の方に向けた内容も含まれてお

りまして、そういうものを材料としていただき

ながら、お話合いをしていただきながら、希望

される方は接種されるようにということで、広

報なり、また御案内なりを差し上げたいという

ふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  最近のやはりこのワクチン

接種に関するリーフレット、これはもう平成30

年あたりのものなんですが、接種を検討してい

るお子様、保護者向け、それから実際に接種す

る際のお子様、保護者向け、それから医療従事

者向け、そういうものがどんどん出ているんで

す。だから、勧奨が進む状況では、これをまず

見ていただかないとやっぱり勧められないもの

だと思います。 

  やはりこのリーフには書いてあります。この

御案内は小学校６年生から高校１年生相当の女

子、その保護者の方に子宮頸がんやＨＰＶワク

チンについてよく知っていただくためのもので

す。接種をお勧めするようお知らせをお送りす

るのではなく、希望される方が接種を受けられ

るよう皆様に情報をお届けしますというふうに

書かれて、こういうリーフが出ております。 

  こういうものは、少しでも早く、ぜひ見られ

るように、渡せるようにしていただきたいと思

います。 

  また、お聞きしたいのですが、今現在子宮頸
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がんの検診率はどうなっていますでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  大沼清隆すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  お答え申し上げます。 

  具体的な数字は今ちょっと持ち合わせており

ませんけれども、かなり低いというふうな印象

だけは持っておりまして、40％まで行っていな

いというか、20％とか、そういうふうな非常に

低い数値ではなかったかと記憶しております。

ただ、ちょっと定かではございませんので、後

ほど正確なところはお知らせ申し上げたいと思

います。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  きちんとした数字が出てこ

ないということで、ちょっと私もそこまで、で

も二十何％だったと思います。 

  乳がん検診も二十何％で低いと思います。女

性の方の検診て、非常に大事なんです。このＨ

ＰＶワクチンに関しては、ワクチンをしたとし

ても、二十歳すぎたら必ず検診を受けてくださ

い。それが書かれております。というのは、や

っぱり産婦人科学会では、このワクチンをしな

いことによって、日本はかなり発症率が上がっ

ている、ほかの外国と比べて上がっている。で

も、ほかの外国のほうではもう80％ワクチンを

打っている。でも、検診率も80％なんです、そ

うなると。なぜ、そういうふうにきちんとした

体制が取れるかというのは、やはりこれは教育

的なところもあると思います。 

  それですので、やはりこの女性に関するがん、

これは早期発見でほぼ治るもの、そのほうが多

いです。乳がんもそうです。子宮頸がんも早け

れば早いほどいいんです。これ、ワクチンとは

別に、検診です。検診が二十歳から受けられる

のはこの子宮頸がん。乳がんはもっと遅いです

よね。そういうことを考えると、やはりがんの

検診、これは非常に大事になってきます。検診

率が低いから、やっぱりかかる人も多いんだよ

ということではなかなか済まないのではないか

と思います。 

  もう私たちぐらいの年齢というか、もう出産

が終わった人はすごく検診に積極的に行ける状

況にあります、気持ち的に。でも、若い人はな

かなか、やっぱり検診に行くこと自体がためら

われる。それでやはり言われているのが、教育

の現場で、もっとがんに対する教育が必要では

ないかというふうに言われているんですが、そ

の辺、これは教育長関係ですね。こういうがん

教育、それを教育の中に入れていただきたいと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  ただいまの御質問にお答え申し上げ

ます。 

  学校教育の現場におきましても、様々自分の

体を守るというような観点で、保健指導が中心

になりますけれども、具体的に行っているとこ

ろでございます。 

  特に、がんの教育につきましては、いわゆる

肺がん予防のための喫煙防止とかそういったと

ころも行っておるわけですけれども、やはり、

今議員おっしゃるとおり、女性の体に関わる大

事な部分でございますので、今後、各教科等と

の関連もございますけれども、落ちのないよう

に指導していくというふうに指導してまいりた

いというふうに思います。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  教育の中でもしっかりとが

んについてのお話をしていただきたいし、市と

しても、やはり情報はしっかり出して、検診率

をもっともっと上げていただきたいと思います。

やはり検診をしなければ分からないものがたく

さんあると思います。本当に、さっき言ったと

おり検診によって早期発見したものは、ほとん

ど今、命を落とすことがないようなものが多く

なっておりますので、その辺の対策をしっかり
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していただきたいなと思います。 

  また、このＨＰＶワクチンに関しては、これ、

本当は男の子にもしたほうがいいという意見も

出ております。やはり、これは女性だけ、女性

の頸がんだけじゃなくて、いろんな状況が出て

くるということですので、その辺のところも、

やはり今後考えていくために、そういう情報も

市としては流していただきたいと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  議員御指摘のとおり、このＨＰＶ、ヒ

トパピローマウイルスというのは、性交渉によ

ってどんどん伝染、感染が広がってまいります。

その性交渉を行う前の接種によって、年間１万

1,000人が発症し、2,800人もの人が亡くなって

いる。早期の検査によって発見できたことを含

んでも、１万1,000人発症して2,800人もの方が

亡くなっている、それをワクチンによって防げ

るということが諸外国で既に実証されていて、

日本では行われてきませんでしたけれども、よ

うやくそのことに厚労省も誤りを認めて、積極

的勧奨をすることになったわけでありまして、

教育現場での教育も必要ですし、検診の充実、

検診率の向上も必要だというふうに思います。 

  ただし、これはコロナもＨＰＶも同じですが、

検査によって治るというものではなくて、早期

発見というのは役に立ちますけれども、そもそ

もワクチン接種によって発症を相当程度抑える

ことができる、そのことが大事で、１万1,000

人もの中の2,800人も毎年亡くなっているとい

うことを大幅に防ぐことができる、そういった

情報も適切に市民の皆さんにお伝えするように

努めてまいりたいと思っております。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  今の市長のお言葉のとおり、

まずは、やはりこのワクチンに対する考え方、

情報をしっかり受け入れていただいて、親子で

しっかり話をしていただいて、受ける、受けな

いをまずは決めていただきたいと思います。 

  あと、３年間のこれから取り組むあれなんで

すが、二十歳過ぎた女性に関して、またワクチ

ンの推奨がなされるようですが、やはり二十歳

過ぎた方たちは検診のほうが私はいいんじゃな

いかと思っております。検診の大事さを本当に

しっかりと伝えていただくことだと思いますの

で、その辺のところはよろしくお願いしたいと

思います。 

  それでは、消防団の報酬の引上げについてと

いうことでお伺いします。 

  財政措置が決まったということで、南陽市も

増額を決定されたということで、大変ありがた

く思います。報酬に関しては、幾度となくいろ

んな方も質問しましたし、私もいろんな場所で

言わせていただきました。 

  報酬を一応団員のところは３万6,500円を標

準とすること、これを目指していただくわけで

すね。 

  そして、出動に関して、１日当たり8,000円

を基準とすること、ここのところはいかがでし

ょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  最終日の議案の提出に向けまして、今、

準備を進めているところでありまして、その段

階だということの前提で申し上げますと、今、

１回につき2,000円の出動手当ということにな

っておりますが、これを１日７時間以上の出動

があった場合は8,000円の出動報酬とする。そ

して、訓練等のときには2,000円とするという

案を準備しているところでございます。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  そうですね。この災害時、

何時間も拘束されて、皆さん大変な思いをして

市民の安全を守っていただいているわけですの

で、本当に７時間以上のところで8,000円とし
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ていただけるのは大変ありがたいと思います。

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  また、この支払の仕方ですが、これは総務省

のほうも団員個人に対しては、この報酬は直接

支払とするべきということを謳っております。

そして、団、分団の運営に必要な経費は適切に

区別する、きちんと区別していただきたいとい

うことです。やはり個人の時間を拘束しての消

防団の活動をやっていただいているわけですの

で、個人へきちんと支払っていただきたいと思

いますが、その辺のことは決まっているのでし

ょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  大変恐縮でありますが、担当課長が本

日欠席させていただいておりますので、詳しく

はこの場で申し上げることはできなくて、大変

申し訳なく思います。後日お話をさせていただ

ければと思いますが、壇上での答弁をさせてい

ただいたとおり、今回の見直しに合わせまして、

団員個人へ支払うことで、今、検討を進めてい

るということですので、御理解賜ればというふ

うに思います。 

○議長  13番板垣致江子議員。 

○板垣致江子議員  その辺のところ、しっかり

と行っていただければと思います。報酬のこと

のときも、やはり団員個人に支払ってください

と何回も申し上げたところもあります。やはり

活動を見ておりますと、本当に大変です。家族

の協力がなければこれはできないわけです。報

酬が個人に支払われなければ、何なんだと、家

族から見れば。その辺のところと、活動に対す

る災害時の報酬を上げていただくということは、

非常に消防団の方にとってはありがたいことだ

と思います。今までこんなに安い報酬でよくや

っていただいていたなというのが、はっきり言

えば正直なところですよね。多分市長もそうだ

と思います。活動をやってみると、消防団の大

変さ、出初式、あの寒いさなか、私たちは時間

に行って時間で帰ってくればいいんですが、そ

の準備、それまでの訓練、そういうことを考え

ると、やはりきちんとした報酬をおあげしなけ

れば、よっぽどの覚悟がなければ、やっぱり消

防団はやっていけないと思いますので、今後、

彼ら南陽市の消防団、今825人ほどいらっしゃ

いますが、その方たちがしっかりと、また新た

に活動できるように御検討いただいて、そうい

う条例の改正ということで、条例改正しないと

それはできないということで、出てくると、皆

さん否定はしないと思いますので、今後ともよ

ろしくお願いします。 

  大変いい結果、いただきましたので、ちょっ

と早めですが終わらせていただきます。今後と

もよろしくお願いします。 

○議長  以上で13番板垣致江子議員の一般質問

は終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

午前１１時４９分  休  憩 

─────────────────── 

午後 １時００分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

─────────────────── 

髙 岡 亮 一 議員 質 問 

○議長  次に、５番髙岡亮一議員。 

〔５番 髙岡亮一議員 登壇〕 

○髙岡亮一議員  今議会初日の施政方針冒頭の

市長の言葉に始まり、昨日から今日の午前中の

一般質問に至るまで、ロシアに対する非難が相

次いでおります。確かに、３月２日、国連にお

いて193か国中141か国の賛成でロシアに対する

非難決議が採択され、報道を見る限り、世界中

こぞってプーチン、ロシアを悪玉視しているか

のようです。しかし、ロシア非難決議に賛成し

た国と賛成しなかった国は141対52ですが、実
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は人口を比べるとほとんど同じなのです。一方

的判断のみ声高に叫ばれるというこういうとき

こそ、責任ある我々議会人は冷静になって考え

ねばならないと考えます。 

  一方的断罪の前に、何ゆえのウクライナ侵攻

なのか、まずもってそのことに関心を払うのが

当然です。変わり者と言われても、言うべきこ

とを言うのが、この議場に送られた私の使命と

思い定め、私なりの判断を述べさせていただき

ます。 

  マスコミをはじめ、我々に届く情報はどこま

で真実なのか。今撮られたばかりという、戦地

における軍服姿のゼレンスキー大統領の写真が

何年も前の写真であることがネットで明らかに

されておりました。あるいは数日前、ウクライ

ナが刑務所収監者に武器を与えて、最前線で戦

わせようとしているとの報道がありましたが、

今朝、キエフからのツイッターに寒気を覚えま

した。それにはこうありました。 

  「ここ数日、ゼレンスキーが配った武器のせ

いで、多くの犯罪者が軍用武器を持つようにな

った。だから強盗や略奪、強姦が起こっている。

昨夜キエフでたくさん起こった銃撃戦はロシア

とは無関係だ。ロシア兵は銃撃戦から10キロメ

ートル離れていた。恐らくギャングだろう。ギ

ャングたちは政府がつくり出したこの無政府状

態の中で、自らの居場所を見つけ出そうとして

いる。それが定まれば、彼らは一般市民をター

ゲットにし始めるだろう。これが、ゼレンスキ

ー政権が起こしていることだ。彼らはロシアと

戦っている人々という名目でウクライナに混乱

をつくり出している。」 

  本当だとしたら恐ろしいことですが、正直な

ところ、自分の目で確かめることができない以

上、事実レベルで何が本当か、判断がつかない。

しかし、一歩踏み込んで、戦いの狙いは何なの

か、そのレベルになると、おのずと見えてくる

ものがあるはずです。 

  プーチン大統領は、世界の理解を得るべく、

隠し立てなくロシアの狙いについて語っていま

す。その内容は、よく納得できます。私なりに

理解したところを手短に申し上げます。つまる

ところ、一部利権者によって主導されるグロー

バリゼーション化、一極集中的な新世界秩序、

ニューワールドオーダーを目指す流れから脱し

て、それぞれ固有の民族の歴史文化が尊重され

る多極世界を目指すための闘いと言うことがで

きそうです。 

  ウクライナという国は、東西世界の間に挟ま

れ、ニューワールドオーダー、新世界秩序を目

指すアングロサクソンの介入によって、度重な

る歴史的苦難と混乱を体験してきた国でした。

ウクライナ東部におけるジェノサイド、大量殺

りくも報じられています。西側の軍事同盟であ

る北大西洋条約機構、ＮＡＴＯ加盟は、その固

定化を意味します。もうこれ以上放ってはおけ

ない、今が限界との判断があってのロシアの軍

事介入だったのです。 

  これは、ロシアとウクライナだけの問題では

ありません。我々にも密接に関わることになり

ます。 

  世界中からの経済制裁で、これからのロシア

経済はどうなるか。ロシアの通貨ルーブルは、

英米中心の中央銀行ネットワークから締め出さ

れて国際利用できなくなる。ロシア国内だけで

しか使えなくなり、ルーブルは終わりとも言わ

れていますが、果たしてそうか。 

  実は、ロシアでは金本位制への動きが出てい

ます。裏づけもなく再現なく印刷されるあぶく

のようなカネから、金という実物に裏づけられ

たカネへの転換です。そうなれば、カネに対す

る考え方も変わるはずです。持って何ぼのカネ

から使って何ぼのカネになるはずです。ロシア

の狙いはそこまで及んでいることが分かってき

ました。それが功を奏せば、崩壊するのはルー

ブルではなく、実物の裏づけのないドルのほう
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なのです。そのとき、ドル経済圏の日本はどう

なるか。本気で考えてみなければなりません。 

  問題の根が深いだけに、あるいは第三次世界

大戦まで突き進むことになるかもしれません。

ただ、これまでのような戦争とは異次元の戦争

であると、私は理解しています。ロシアはひた

すら受け身で、相手がぼろを出して自滅するの

を待つ戦いになると思います。取りあえず我々

は、マスコミの扇動に乗せられずに、日々の暮

らしを大事に過ごしてやり過ごすことが、この

いくさへの最善の身の処し方と私は考えていま

す。 

  この問題、コロナの問題とも根っこでつなが

っているので、本題に入る前に、私なりにたど

り着いたところを、今、述べさせていただきま

した。 

  それでは、通告に沿って質問いたします。 

  １番目、このコロナ禍をどう見るかです。 

  市長は、施政方針でこう述べられました。

「コロナ禍や気候変動といった地球規模のリス

クは、世界に激しい変化をもたらしています。

こうした不確実性が高い時代にあって大切なこ

とは、未来を正確に予測することではなく、変

化に柔軟に対応できるかどうかです。」とあり

ます。当面する課題解決に日々取り組まねばな

らない行政の立場として理解します。 

  しかし、一方、米国第32代大統領フランクリ

ン・ルーズベルトは、「世界的な事件は偶然に

起こることは決してない。そうなるように前も

って仕組まれていたと……私は、あなたに賭け

てもいい」と断言しています。第31代大統領の

フーバーは、「第二次世界大戦を引き起こした

のはルーズベルトである」と、その回顧録で指

摘しています。その戦争で310万人の日本人の

命が失われたのでした。 

  歴史は、決して偶然の積み重ねではありませ

ん。現状のコロナ禍、ルーズベルトが言ったよ

うに、このコロナの騒ぎが仕組まれたものであ

ったとしたら、そこからどんな意図を読み取る

べきなのか、政治に関わる者として、でき得る

限りの知力を尽くして把握すべきことと考え、

この２年間を過ごしてきたつもりです。これま

で、定例会のたびに、コロナ騒ぎをめぐってこ

の場から問題を投げかけてまいりましたが、２

年間の総まとめのつもりで質問いたします。 

  まず、ローマクラブの「成長の限界」につい

て思い出していただきたい。南陽市も積極的に

取り組むＳＤＧＳ、持続可能な開発目標の源流

は、1972年に発表され、世界に衝撃を与えたロ

ーマクラブの「成長の限界」に発します。人口

の増加や環境の汚染などの現在の傾向が続けば、

100年以内に地球上の成長は限界に達するとの

警告でした。その警告は、1971年に発足した世

界経済フォーラムの中心テーマとして引き継が

れています。そのメンバーは、世界の第一線級

の実業家、政治家です。実は、プーチンさんも

そのメンバーのはずだったのですが、最近その

サイトからプーチンさんの名前が消されたよう

です。 

  世界経済フォーラムの年１回の会合は、スイ

スのダボスで開かれることからダボス会議の名

で知られています。そこにおいては、限りある

地球環境における人口コントロールは最重要課

題です。人口削減計画が待ったなしの現実的課

題になっています。 

  さらに、1992年、ブラジルのリオデジャネイ

ロで開催された地球サミット、環境と開発に関

する国際連合会議で採択された、21世紀に向け

持続可能な開発を実現するために各国及び関係

国際機関が実効すべき行動計画、アジェンダ21

も、2030年までに地球人口85％削減の目標を掲

げているとも言われています。 

  キッシンジャー、ビル・ゲイツ、ジャック・

アタリといったそうそうたる人物によって、人

口削減についての具体的発言が現実味を帯びて

います。キッシンジャーは2009年のＷＨＯの会
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合で、「羊たちが強制ワクチン接種を受け入れ

たときがゲームオーバーです。……ワクチン接

種が成功すれば若者たちの遺伝子は組み換えら

れ、子を産めなくなります。」と語ったそうで

す。ビル・ゲイツが「ワクチンで人口削減が可

能」と語った動画がネットでは流れています。 

  フランスのミッテラン大統領の顧問を務め、

今のマクロン大統領の後ろ盾となった文明史家

ジャック・アタリは、「将来的には人口を減ら

す方法を見つけることが問題となるでしょう。

なぜなら、人間は60から65歳を過ぎると、生産

するよりも長く生きることになり、社会に多大

な負担をかけるからです。……これらのグルー

プを対象とした安楽死は、あらゆる場合におい

て、将来の社会に不可欠な手段とならざるを得

ません。もちろん、死刑にしたり、収容所を造

ったりすることはできません。それが自分のた

めになると信じさせることで、彼らを排除する

のです……」。信じたくありませんが、30年前

にこう語っています。 

  「もう人口減少を嘆くのをやめませんか。人

口が減ったってやっていけるという自信が大切。

将来に悲観する１億2,000万人より、将来に自

信と楽観を持つ6,000万人のほうが強い。人口

減少を強みに変えよう」と語ったのは、小泉進

次郎議員でした。小泉進次郎議員は世界経済フ

ォーラムのメンバーで、影響のある若き世界指

導者の一人に挙げられています。 

  こうした識者の考えがあることも踏まえ、人

口削減計画があるとして、どう受け止めるべき

か。私自身も分かりません。市長の、地球人類

の将来を考えれば、やむを得ないことなのかど

うか、このことについてお尋ねしたいと思いま

す。 

  ２番目です。 

  令和３年の超過死亡者数についてです。 

  厚生労働省人口動態調査速報値によると、令

和３年の死亡数は131万8,263人、前年に比べて

６万7,445人増えています。厚生労働省が公表

している令和３年のコロナ死は１万4,926人で

した。このことについて、２点、お尋ねします。 

  この超過死亡数の多さについて、昨年の超過

死亡の多さについて、ワクチン接種のせいであ

るのではないかという話がネットでは出回って

います。これについてどうお考えか、お聞きし

たい。 

  ２番目、南陽市における数値は前年比、令和

３年と令和２年を比べてどうだったか、このこ

とについてお聞きしたいと思います。 

  それから、次の問題、３番目です。 

  伝え聞いた戦時中のような今の状況について

です。 

  私が生まれる２年前まで日本は戦争状態にあ

りました。冷静に考えれば小学生でも負けるこ

とが分かる戦争だったことはよく聞かされまし

た。物が途絶えれば戦いようがないのです。そ

れを、精神力で補おうとしたのがあのときの日

本でした。欲しがりません、勝つまでは、月月

火水木金金、民一億の体当たり、おのれ殺して

国生かせ、そうしたスローガンの下、松の根を

掘らせられ、風船爆弾をつくらされ、金属の供

出を命ぜられ、戦地では神風特攻隊、内地では

竹やり訓練、逆らえば非国民、マスクを外せば

非国民、これ似ている。あんな時代は二度とあ

ってはならないというのが、我々の受けた教育

のはずでした。 

  ところが、コロナ騒ぎがもたらした今の世の

中、どうもそのときと同じように思えてなりま

せん。今の状態はかなり異常です。現在の異状

をどう認識しているか。異状を異状と言えるの

が正常な感覚というものです。コロナ騒ぎが収

まった後をどう考えるかということからも重要

と考え、お尋ねします。 

  一つ、行政における異状をどう認識している

か。 

  もう一つ、教育現場の異状をどう認識するか。 
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  次、大きな２番目、ワクチン接種についてで

す。 

  昨日の県議会でも、子供へのワクチン接種の

不安について問題になっていましたが、ほとん

どコロナによる被害のない若年層にまで、なぜ、

治験中のワクチンを接種しなければならないの

か、私にはどうしても理解できません。 

  スパイクタンパクによる心筋炎の危険性もさ

ることながら、ワクチン接種によって、本来備

わる免疫機能が阻害されるということが恐ろし

い。よくよく考えて判断してほしい。その必死

の思いがなかなか理解してもらえず、先日の全

員協議会で私の取った行動が問題にされたりも

したわけですが、南陽市におけるワクチン接種

の現状について、最新情報をお尋ねしたいと思

います。 

  １、若年層への接種の現状について。 

  その１、30代以下の接種状況は。 

  そして、11歳以下の申込み、そして、現在の

接種状況は。 

  ２番目、副反応について。 

  接種会場内での副反応はどんな様子だったか。

これまでの様子についてお聞かせいただきたい。 

  ２番目、市で把握している接種会場からは、

その後の副反応もひっくるめて、市で把握して

いる副反応についてお尋ねしたいと思います。 

  以上、長々述べましたが、よろしく御答弁の

ほどお願い申し上げます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ５番髙岡亮一議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、コロナ禍をどう見るかについての御

質問の１点目、ローマクラブ「成長の限界」で

の人口削減計画があるとして、どう受け止める

べきかについてですが、御質問の計画について、

まず、あるかないかを確認することが重要であ

ると考えております。 

  次に、令和３年の超過死亡者数についての御

質問の１点目、令和２年より同期比で令和３年

が多い理由がワクチン接種とする説についてで

ございますが、多様な考え方があると認識して

おります。 

  次に、令和３年の超過死亡者数についての御

質問の２点目、南陽市における数値についてお

答えいたします。 

  超過死亡者数とは、本来想定される死亡者数

よりも超えた死亡者数のことであり、本市にお

いては、毎月想定される死亡者数については確

認していないため、議員御質問の御趣旨には沿

わないかもしれませんが、令和２年と令和３年

の各月の死亡者数をお話しいたします。 

  令和２年１月の死亡者数は37人、２月は37人、

３月は51人、４月は44人、５月は34人、６月は

50人、７月は31人、８月は33人、９月は37人、

10月は39人、11月は36人、12月は25人で、年間

の合計は454人でございます。 

  それに対しまして、令和３年の死亡者数は、

１月は51人で、前年同月比37.8％増、２月は31

人で、同じく16.2％減、３月は44人で、同じく

13.7％減、４月は33人で、同じく25％減、５月

は42人で、同じく23.5％増、６月は35人で、同

じく30％減、７月は30人で、同じく3.2％減、

８月は39人で、同じく18.2％減、９月は48人で、

同じく29.7％増、10月は41人で、同じく5.1％

増、11月は32人で、同じく11.1％減、12月は33

人で、同じく32％増、年間の合計は459人です。

令和２年の454人と比べますと５名増、前年比

で言いますと1.1％の増でございます。 

  次に、伝え聞いた戦時中のような今の状況に

ついての御質問の１点目、行政における異状を

どう認識するか及び２点目の教育現場の異状を

どう認識するかについてでございますが、パン

デミックが発生している現状を異常な状況だと

認識しております。 
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  続きまして、ワクチン接種についての御質問

の１点目、若年層への接種の現状についてでご

ざいますが、30代以下の方の約８割が２回接種

をされております。そのうち、２月末現在で

297人の方が３回目の接種をされております。 

  11歳以下の申込み状況については、午前中の

一般質問でもありましたけれども、希望調査の

結果、対象者1,740人のうち、1,077人、61.8％

の方が接種を希望されております。 

  次に、２点目の副反応についてでございます

が、12月議会でも答弁いたしましたとおり、国

が報告を求めている副反応疑いに該当する事例

はございません。 

  また、接種会場においては、気分が悪くなっ

たという方がいらっしゃいましたが、お医者さ

んとかとお話をされているうちに回復されて、

何事もなく戻っていかれたという事例があった

と聞いております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  丁寧なデータ等、いろいろあ

りがとうございました。 

  人口削減計画というのは、これは、このコロ

ナが始まって、そしてワクチン接種が進められ

るようになって、ネット上などではしきりに言

われたことで、私自身、ただこれは、そんなば

かなというふうな思いでおりました。しかし、

何で今、この時期にこういった形でしなければ

ならないのかといったときに、どうしてもそこ

に行ってしまうんです。これ、本当に誰も信じ

たくない、こんなばかなことってあるかという。 

  そこで、私自身も非常に思い悩んでおります

んで、その辺、仮にあるとして、市長はそれを

どう捉えられるか。私自身それを人類全体とし

て考えたときに、現在人口70億人と言ってます。

それが、2050年には95億人になる。それでは人

類が立ち行かない。今から何とかしなければな

らない。日本の場合は、昨日、山口裕昭議員の

質問にもありましたように、一体どうやって人

口が減るのを食いとどめるか、必死で南陽市も

頑張っているわけですけれども、世界全体を見

回したときにそういった状態だとすれば、一体

どういうふうに考えればいいのかという、私自

身はっきり言って答えが見つからない。 

  その辺で、仮にこれからの人口がそのように

増えていくことを考えたときに、ＳＤＧＳに一

生懸命な市長自身がどのようなふうにそれを考

えられるか、それを最初にお聞きしたかった質

問ですので、非常に大変な質問で、言葉尻をつ

かまえるようなことはしませんので、ちょっと

本当のところ、どう考えればいいか、語ってい

ただきたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  先ほどは、まず、あるか、ないかを確

認することが重要というふうにお話ししました

のは、やはり神聖な市議会の議場において、あ

るか、ないかがはっきりしないことについて、

どちらと仮定して話すのも不適当であろうとい

う考えに基づくものでございます。 

  先ほど議員は、報道機関の報道を鵜呑みにす

べきではないとおっしゃいまして、それは私も

全く同感でございます。 

  一方で、ネットの話はもっと鵜呑みにしては

いけないというふうに、私は思っています。相

当、報道機関よりもネットの情報というのは玉

石混交であると思っておりますので、それが事

実なのか、そうでないのかというのはよくよく

確認しなければいけない。ということで、この

人口削減計画があるか、ないかは仮の話なので、

やはりお答えすることはできません。 

  が、人口爆発が地球環境に与える影響という

のは、人口削減計画があろうがなかろうが現実

化してまいります。そのときに、地球が一つの

生命体と、ガイア説もあるわけでありますが、
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考えるとして、増え過ぎた地球上の特定の生物

について、自然の意思として減らそうというふ

うに考えることはあるかもしれないなというの

が、私は学生時代にＳＦを好んで読んでいた世

代でありますので、感じるところでもあります。 

  そしてまた、日本が人口減少で、少子高齢化

で世界に先駆けて苦しんでいるというのは、こ

れもまた、そうした自然の意思かもしれないと

いうことを、市長としてではなく、行政の立場

でもなく、個人的に感じたことはございます。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  市長の本心というか、今、お

聞きしたようで、ただ、私もどちらかというと、

もう何もかも考えながら自然がうまくやってく

れるというような考え方ですので、人口削減計

画という、人間、下手なそういったさかしらな

知恵を振り回してどうこうするのは嫌というの

が私の基本的な感覚ですので、市長の言われる

こと、よく分かります。 

  ただ、今日の前段で質問に入る前に、今のロ

シア、ウクライナ情勢、それを見るにつけても、

どうも、いわゆるグローバリゼーションという

のが、人間の本性に逆らった形で世の中全体が

動いている面があるんではないかと。もっと自

然に、人間本来の自然な感覚、当たり前の感覚、

それに戻る必要があるんではないかと。もう、

その辺のせめぎ合いが今回のロシア、ウクライ

ナの対立に出ているんでないかというのが、私

なりに、ここ数日の間にたどり着いた結論だっ

たんです。それが、その人口削減計画という、

人間のさかしらな知恵でどうこうできるもんだ

という、そういうふうな世の中全体の流れに何

とか逆らえるものなら逆らっていくべきではな

いかなというような私なりの感覚がありますの

で、その辺、市長の感覚の中にも共通なところ

を感じたこと、私、よかったと思っています。 

  次、それから超過死亡者数の問題です。去年、

私、この問題、７月に初めて知って、これは大

変なことだということで、市長に直談判に及ん

だことがありました。当時、青年市長会の会長

だった市長に、青年市長会でこのワクチン接種

の問題を正式に取り上げて問題にしていただき

たい。青年市長会議は、泉大津の南出市長さん

が、ワクチンに対して非常に危機感を持ってい

ろいろやっておられる例もありましたんで、南

出市長さんもおられることなんで、一緒にやっ

てもらえないかと言ったときに、市長御自身は、

いや、南出さんは87人のうちのたった一人で、

違う意見の人なんだというようなことで一蹴さ

れたと思うんですけれども。南陽市の場合は思

ったほどというか、ほとんど前年と同じ死亡者

数なんで、私もちょっと胸をなで下ろしたとこ

ろがあるんですけれども、日本全体では６万人

からの死亡者が増えているというような状況、

これ、今後どういうようになるか。いろいろと、

ネットは玉石混交ということであれなんですけ

れども、私なりの正しいと思える情報の中では

非常に心配している情報がいっぱいあります。

そういったところで、中には、石もあれば玉も

ある。そういったところで、何が正しいかとい

うことを見極めることは非常に重要だと思うん

で、私も、今後、それ、注目していきたいと思

いますんで、市長もその辺、ぜひ注目していた

だきながら、これからの南陽市政、非常に厳し

い中、これからこのコロナがどういうふうなこ

とになるか、そういったことを考えながら注目

していっていただきたいなと思います。 

  コロナの問題なんですけれども、オミクロン

で死亡者数が増えているというような話、先ほ

ど佐藤議員のほうからもありましたけれども、

どうもコロナ自体が収束の方向に向かっている

のではないかというのが私なりの認識なんです。 

  というのは、世界の感染対策状況というのが

出ておりまして、今までの感染対策をそのまま

引き継いでいるのはほとんど日本だけなんです。 

  デンマーク、２月１日から全規制撤廃。フラ
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ンス、屋外マスク義務中止。スウェーデン、２

月９日から全規制撤廃。ノルウェー、２月１日

から全規制撤廃。英国、マスク着用義務撤廃。

アイルランド、２月１日全規制撤廃。スイス、

隔離義務、在宅勤務義務を撤廃。スイス、２月

17日からワクチンパスと屋内マスクも撤廃。米

国、州によって規制撤廃。タイ、今年中にＰＣ

Ｒ撤廃。イスラエル、グリーンパス廃止。フィ

ンランド、今月から全規制撤廃。リトアニア、

今月から全規制撤廃。フランス、２月２日に既

にマスク義務解除。スペイン、２月10日にマス

ク義務解除。イタリア、２月11日に屋外に限り

マスク義務解除。ニューヨーク、マスク着用義

務撤廃。カナダ、アルバータ州、いきなりワク

チンパス廃止。タイ、既に隔離なし入国可、要

接種。フィリピン、セブ島、３月１日から隔離

なしで入国可。日本、全ての感染対策が幼児ま

で。 

  これ、先ほど異状をどういうように捉えるか

ということの質問に対して、非常に素っ気ない

答弁だったわけでございますけれども、もう少

し具体的にここがおかしいなというのが出てく

ればいいなと思いながら、私、質問したんです

けれども。そういった中で、一番、私なんかが

異状で困ったなというのがマスクなんです。こ

の間も全員協議会でマスク外すなと言われたけ

れども。本当に切ないんだよ、マスクしている

のは。 

  その辺で、まず、私なんかは大体一日家にい

る仕事なんでマスク外しているんだけれども、

これ、職員の皆さん、勤め人の方、本当に大変

なことだと思うんですけれども、その辺の異常

感覚というか、ちょっと市長、マスクについて

その辺どういうふうに思っておられるか、お聞

きしたいです。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  マスクをほとんどの人がつけている状

況というのは、もちろん異状です。なぜつけて

いるかというと、感染の拡大を防ぐためなんで

すが、これは髙岡議員のお考えとは違うかもし

れません。 

  超過死亡について申し上げれば、６万人以上

死亡者数が増えているということでありますが、

南陽市ではたった５人、たった５人とは言えま

せんが、ほとんど変わりがなかった。このこと

とどういうふうにワクチンのせいだとする場合

に整合を取るかということが一つ。 

  それから、６万人の中には、超過死亡が多か

ったものを都道府県別に見ますと、大阪府をは

じめ、コロナが非常に感染拡大した地域におい

て、超過死亡数が都道府県別では多かったとい

うことが、データ上はっきりしております。し

かもそれは、昨年の７月までに高齢者接種がほ

ぼ完了したわけですが、その前の段階で超過死

亡が多くあったということがデータ上、分かっ

ております。ということは、コロナのワクチン

接種による効果が発現する前に死亡者数が増え

ていたのではないかというのが私の考えでござ

います。 

  そしてまた、この異常な状況でありますけれ

ども、我々人類が経験した様々な疫病、特に人

口の３分の１が減った、死亡されたというよう

な非常に大型の疫病もありました。そういった

ことを考えると、そしてまた、今回コロナウイ

ルスによって、全世界では600万人を超える死

亡がカウントされている。その中には適切でな

いものも含まれていると私も思います。 

  しかしながら、いずれにしても通常の状態で

はない、実際の重症化であるとか死亡が確認さ

れているわけで、それを防ぐためにこのマスク

やうがい、手洗いをしているというのは、しか

もそれが日本において諸外国よりもしっかり行

われているというのは、むしろ私は日本人の公

衆衛生観念の高さが表れているというふうに思

います。 
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  諸外国においては個人の自由を重視する風潮

が高いことから、一般的な風潮に従うのをよし

としなかったりするように見受けられますが、

日本においては、全体の公衆衛生を考えて行動

される方が多い。そして、実際そのことが日本

における死亡者数や感染者数の増加を抑えてい

ると、これも数字上から分かるのではないかと

いうふうに考えております。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  市長、いろいろ超過死亡等に

ついても独自に調べていただいたようで、あり

がとうございます。 

  マスクの問題ですけれども、これ、やっぱり

教育現場を私は一番心配しているわけです、本

当に。その辺について、先ほど教育長のほうか

らの話はなかったんで、教育長、マスク、これ

からどうするといいか、ちょっと教育長なりの

お考えをお聞きしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長  髙岡議員の御質問にお答え申し上げ

ます。 

  やはり教育現場においてマスクを着用すると

いうのは、様々課題はあると思います。特に、

発達段階、特にまだ小さいお子様に限って申し

上げれば、人の表情を理解できないという、こ

れ、大きな問題であるというふうに思っていま

す。 

  しかしながら、やはり第一義的に命を守ると

いうようなことがございますので、どちらが大

事と言われれば、私は命を守ることが大事であ

るというふうに認識しているところでございま

す。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  先ほど市長のほうからも、疫

病の恐ろしさ、もうかかった人の３分の１が死

んでしまうような疫病というのも、これまで人

類、日本人、山形県人も経験してきているわけ

です。それに比べて、この今のコロナ、オミク

ロンになっているコロナ、どれだけ恐ろしいか。

これ、私、最初から言ってきた。そのこととマ

スクの及ぼす子供たちへの影響をはかりにかけ

たとき、どっちをどう判断するかという、これ、

まともな感覚で考えないと、まさに、私、先ほ

ど言った先の戦争という、あれと同じような状

況に、今日本国中がなっているのではないか。 

  マスクが、その単なる感染予防でなくて、従

順であるかどうか、そのことの指標になってい

る。それが、私はそう思えるから、私はそれが

非常に怖い。このままで、それこそ日本人が気

持ち一つになって突き進める、そういった日本

人であることは、ある意味望ましいかもしれま

せん。しかし、それが先ほど言ったように、先

の戦争、当たり前に考えれば負けるのが分かっ

ている戦争、それに精神力で立ち向かってあの

結果になった。それと同じような形に、今、あ

るのではないか。 

  その中で、一体何が正常なのか。それを一人

一人が本気で考えてみる必要があるのではない

か。もうみんながこうしているから、俺もこう

しなければならない。それはそれで大事なとき

はあるけれども、このマスクに見られるような

今の状況は、異状の極みと私は思う。予防とは

かりにかけてみる。何の予防。コロナになって、

コロナで本当にかかって死んだ人、ほかの病気

もなくて、純粋にコロナで亡くなった人が１万

4,000人の中にどれだけいるか。そういうこと

を最後に訴えて、今、我々は非常に異常な状態

にいるということを一人一人自分の中で考える

ときなのではないかと、私自身そう思っていま

すので、それを強く訴えて質問を終わりたいと

思います。どうもありがとうございました。 

○議長  以上で５番髙岡亮一議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  以上をもちまして、通告されました７名の一

般質問は全て終了いたしました。 



－129－ 

  長時間御苦労さまでした。 

  質問された議員、答弁なされた執行部各位の

労をねぎらい、今後の市政運営に生かされるこ

とを期待しております。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  本日はこれにて散会といたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午後 １時５１分  散  会 



 
 
 
 

 
令和４年３月１７日（木曜日） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令 和 ４ 年 ３ 月 １ ７ 日 （ 木 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第４号 

令和４年３月１７日（木）午前１０時開議 

 

 議会報告  議会運営委員長報告 

 

 （総務常任委員長報告） 

 日程第 １ 議第 15号 行政不服審査会に関する事務の委託について 

 

 日程第 ２ 議第 16号 南陽市行政不服審査法施行条例を廃止する条例の設定について 

 

 日程第 ３ 議第 17号 南陽市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

             ついて 

 

 日程第 ４ 議第 18号 南陽市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日程第 ５ 議第 22号 南陽市公衆浴場「赤湯温泉 湯こっと」の指定管理者の指定について 

 

 （文教厚生常任委員長報告） 

 日程第 ６ 議第 19号 南陽市いじめ防止対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制 

             定について 

 

 日程第 ７ 議第 21号 置賜広域行政事務組合規約の一部変更について 

 

 （産業建設常任委員長報告） 

 日程第 ８ 議第 20号 南陽市ビジネスホテル誘致条例の一部を改正する条例の制定について 

  

 （予算特別委員長報告） 

 日程第 ９ 議第 ７号 令和４年度南陽市一般会計予算 

 

 日程第 10 議第 ８号 令和４年度南陽市国民健康保険特別会計予算 

 

 日程第 11 議第 ９号 令和４年度南陽市財産区特別会計予算 

 

 日程第 12 議第 10号 令和４年度南陽市育英事業特別会計予算 
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 日程第 13 議第 11号 令和４年度南陽市介護保険特別会計予算 

 

 日程第 14 議第 12号 令和４年度南陽市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 日程第 15 議第 13号 令和４年度南陽市水道事業会計予算 

 

 日程第 16 議第 14号 令和４年度南陽市下水道事業会計予算 

 

 （追加議案） 

 日程第 17 議第 24号 南陽市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する 

             条例の制定について 

 

 日程第 18 議第 23号 令和４年度南陽市一般会計補正予算（第１号） 

 

 日程第 19 発議第１号 ロシアによるウクライナ侵略に断固抗議する決議 

 

 日程第 20 発議第２号 髙岡亮一議員に対する問責決議 

 

   閉   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第４号に同じ 
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────────────────────────────────────────────── 

出 欠 席 議 員 氏 名 

 

◎出席議員（１７名） 

 １番 伊  藤  英  司  議員  ２番 佐  藤  憲  一  議員 

 ３番 山  口  裕  昭  議員  ４番 島  津  善 衞 門  議員 

 ５番 髙  岡  亮  一  議員  ６番 高  橋  一  郎  議員 

 ７番 舩  山  利  美  議員  ８番 山  口  正  雄  議員 

 ９番 片  平  志  朗  議員 １０番 梅  川  信  治  議員 

１１番 川  合     猛  議員 １２番 髙  橋     弘  議員 

１３番 板  垣  致 江 子  議員 １４番 髙  橋     篤  議員 

１５番 遠  藤  榮  吉  議員 １６番 佐  藤     明  議員 

１７番 殿  岡  和  郎  議員   

◎欠席議員（０名） 
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説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

嵐 田 淳 一 総 務 課 長  吉 田 弘太郎 技 術 調 整 主 幹 

嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長  佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 

髙 橋 直 昭 財 政 課 長  矢 澤 文 明 税 務 課 長 

髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長  鈴 木 博 明 市 民 課 長 

尾 形 久 代 福 祉 課 長  大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 

穀 野 純 子 
ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 
 島 貫 正 行 農 林 課 長 

寒河江 英 明 農村森林整備主幹  長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長 

粟 野   清 建 設 課 長  佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長 

大 室   拓 会 計 管 理 者  長 濱 洋 美 教 育 長 

穀 野 敏 彦 管 理 課 長  佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長 

山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長  土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 

細 川 英 二 監査委員事務局長  安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
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事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長（髙橋 篤議員）  御一同様、御起立願

います。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  昨夜、11時36分に、東日本大震災を思い起こ

すような大きな地震がありましたが、本市にお

いては大きな被害もなく、安心しているところ

であります。しかし、福島県、宮城県では被害

も発生しているようで、一日も早い復旧を願う

ものであります。また、同程度の地震が発生す

るという報道もございますので、十分気をつけ

ていただきたいと思います。 

  これより、本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は全員でありま

す。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  なお、当局より、説明員青木勲代表監査委員

は、都合により欠席する旨通知がありましたの

で、御報告いたします。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第４号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本日の会議の運営等について、

議会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 山口正雄議員。 

〔議会運営委員長 山口正雄議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  ３月定例会の最終日であります本日の議会運

営について、先ほど議会運営委員会を開催し、

協議いたしましたので、その結果を御報告いた

します。 

  初めに、付託議案の審査の結果についてであ

りますが、各常任委員長報告、続いて予算特別

委員長から報告を受け、それぞれ質疑、討論、

表決を行うことにいたしました。 

  次に、本日追加されます議案について申し上

げます。追加議案は、条例案１件、補正予算案

１件、発議案２件の計４件であります。 

  条例案１件につきましては、提案理由説明、

質疑の後、総務常任委員会に付託し、本会議休

憩中、委員会を開催し審査、審査終了後、委員

長報告、質疑、討論、表決の順で行なうことと

いたしました。 

  補正予算案１件につきましては、提案理由説

明、質疑省略、予算特別委員会に付託し、本会

議休憩中、同委員会を開催し審査、審査終了後、

同委員長報告、質疑、討論、表決の順で行うこ

とといたしました。 

  発議案２件につきましては、１件ずつ上程と

し、提案理由説明、委員会付託省略、質疑、討

論、表決の順で行うことといたしましたので、

御審査くださるようお願いいたします。 

  次に、本日の会議の日程でありますが、お手

元に配付してあります議事日程第４号により行

うことといたしました。 

  以上、本定例会の最終日の運営につきまして、

議会運営委員会において協議、決定いたしまし

たので、議員各位の御賛同と御協力を賜ります

ようお願い申し上げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （総務常任委員長報告） 

日程第１ 議第１５号から 

日程第５ 議第２２号まで計５件 

○議長  日程第１ 議第15号 行政不服審査会

に関する事務の委託についてから日程第５ 議

第22号 南陽市公衆浴場「赤湯温泉 湯こっと」

の指定管理者の指定についてまでの議案５件を、

議事の都合により一括議題といたします。 
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  ただいま議題となっております議案５件につ

いて、総務常任委員長の報告を求めます。 

  総務常任委員長 島津善衞門議員。 

〔総務常任委員長 島津善衞門議員 登壇〕 

○総務常任委員長  おはようございます。 

  それでは、私から、総務常任委員会の報告を

申し上げます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た議案５件について、日程に従い、去る３月２

日午前10時から全員協議会室において、関係課

長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審

査いたしましたので、その経過と結果について

御報告申し上げます。 

  初めに、議第15号 行政不服審査会に関する

事務の委託についてと議第16号 南陽市行政不

服審査法施行条例を廃止する条例の設定につい

ての議案２件については、関連がありますので

一括して審査いたしました。 

  当局から、議第15号については、本年４月１

日から、行政不服審査会の事務を山形県に委託

することについて規約を定め、地方自治法の規

定により議会の議決を求めるものであること。 

  また、議第16号については、山形県に委託す

ることに伴い、南陽市行政不服審査会の廃止の

ほか、行政不服審査会委員の報酬に係る規定の

削除、また、手数料条例の一部改正を行うもの

との説明がありました。 

  委員からは、委託する事務の内容と県内での

委託予定自治体数について質問があり、当局か

らは、市で実施している事務の全てを委託する

のではなく、これまでの南陽市行政不服審査会

に諮問し答申いただいていた部分を山形県行政

審査委員会に委託すること。また、県内での委

託予定は本市を含め３市、22の全町村と一部事

務組合を含めた40団体であるとの説明を受けま

した。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決した次

第であります。 

  次に、議第17号 南陽市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを申し上げます。 

  本案は、非常勤職員の育児休業等の取得要件

の緩和及び全職員の育児休業取得に係る勤務環

境を措置するため、国の制度に準拠し、所要の

改正を行うものであります。 

  当局から、主な改正内容は、育児休業を取得

する際の在職期間１年以上という要件の廃止及

び職員から妊娠、出産等の申出があった場合の

制度説明の明文化など、勤務環境の整備を行う

ものとの説明がありました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決した次

第であります。 

  次に、議第18号 南陽市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定についてを申し上

げます。 

  本案は、地方税法施行令等の一部改正に伴い、

未就学児である被保険者の均等割を従来の半額

にするなど、所要の改正を行うものであります。 

  当局から、均等割については、現在、世帯の

所得に応じて７割、５割、２割を軽減する制度

はあるが、このたびの改正はこれに加えて、子

育て世帯の経済的負担軽減の観点から、子供の

均等割を半額にする改正であるとの説明を受け

ました。 

  委員からは、対象となる未就学児の人数と、

ようやく子供の均等割を半額に改正しても、ま

た課税限度額が上がるのではないかとの質問が

あり、当局からは、対象者は約130人であるこ

と、また、昨年末に政府の税制改正大綱が示さ

れ、来年度は課税限度額が上がる予定になって

いるとの説明を受けました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決した次

第であります。 
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  次に、議第22号 南陽市公衆浴場「赤湯温泉

 湯こっと」の指定管理者の指定についてを申

し上げます。 

  本案は、令和４年６月開業予定の南陽市公衆

浴場「赤湯温泉 湯こっと」を、南陽市公の施

設に係る指定管理者の指定の手続に関する条例

の規定により、指定管理者を南陽市赤湯財産区

に指定するものであります。 

  当局からは、指定期間は令和４年４月１日か

ら令和７年３月31日までの３年間とし、選定に

当たっては、温泉供給という専門性とこれまで

の公衆浴場運営の実績から、公募によらず選定

を行ったとの説明を受けました。 

  委員からは、職員の人数や駐車場の管理体制

について質問があり、会計年度任用職員として

は、廃止される公衆浴場の管理人を含め６名で、

駐車場の管理は、建物と同じく温泉事務所で行

うとの説明を受けました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決した次

第であります。 

  以上、総務常任委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの総務常任委員長の報告に対し、質

疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第15号 行政不服審査

会に関する事務の委託についてから議第22号 

南陽市公衆浴場「赤湯温泉 湯こっと」の指定

管理者の指定についてまでの議案５件について、

総務常任委員長の報告のとおり決するに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

15号から議第22号までの議案５件は、総務常任

委員長報告のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （文教厚生常任委員長報告） 

日程第６ 議第１９号及び 

日程第７ 議第２１号の計２件 

○議長  日程第６ 議第19号 南陽市いじめ防

止対策の推進に関する条例の一部を改正する条

例の制定について及び日程第７ 議第21号 置

賜広域行政事務組合規約の一部変更についての

議案２件について、議事の都合により一括議題

といたします。 

  ただいま議題となっております議案２件につ

いて、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  文教厚生常任委員長 殿岡和郎議員。 

〔文教厚生常任委員長 殿岡和郎議員 登

壇〕 

○文教厚生常任委員長  おはようございます。 

  私から、文教厚生常任委員会の報告を申し上

げます。 

  本定例会において当委員会に付託されました

議案２件について、日程に従い、去る３月３日

午前10時から議員全員協議会室において、関係

課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に

審査させていただきました。その経過と結果に

ついて報告を申し上げます。 

  初めに、議第19号 南陽市いじめ防止対策の

推進に関する条例の一部を改正する条例の制定

について申し上げます。 

  本案は、南陽市いじめ問題専門委員会及び南

陽市いじめ重大事態再調査委員会に、特別の事

項を調査審議させるための臨時委員を置くこと

ができることとするため、条例の一部を改正す

るものであります。 

  当局より、本年度の南陽市いじめ問題専門委

員会の議論の中で、万が一、本市において重大



－138－ 

事態が発生した場合、より公平性、中立性が確

保できる調査審議ができるようにする必要性に

ついて指摘があったことから、南陽市いじめ問

題専門委員会及び南陽市いじめ重大事態再調査

委員会に、法律、医療、心理、福祉、教育等に

関し専門的な知識と経験を有する臨時委員を置

くことができるようにすることであること、ま

た、調査審議の対象となる事案の関係者と利害

関係を有するなど、調査審議の中立性を損なう

おそれがある委員、または臨時委員を当該調査

審議に加えないことができるようにし、適切に

調査審議ができるよう、条例の一部を改正する

ものであるとの説明がなされました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第21号 置賜広域行政事務組合規約

の一部変更について申し上げます。 

  本案は、置賜広域行政事務組合規約を変更す

ることについて、地方自治法第286条及び第290

条の規定により、本市議会の議決を要するもの

であります。 

  当局より、置賜広域行政事務組合が行う共同

処理する事務について、米沢市、南陽市、高畠

町及び川西町に係るし尿共同処理施設の設置及

び管理運営に関する事務を、し尿受入れ施設の

設置及び管理運営に関する事務に変更するとと

もに、南陽市、高畠町及び川西町に係るし尿の

収集運搬に関する事務を、し尿収集手数料の徴

収に関する事務に変更するほか、規定の整備を

図るため、置賜広域行政事務組合規約を変更す

るものであるとの説明がなされました。 

  また、規約の変更は令和７年４月1日からで

ありますが、入札等の準備行為が令和４年度か

ら始まるため、本定例会での提案となることの

説明がなされました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  以上、文教厚生常任委員会の報告といたしま

す。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの文教厚生常任委員長の報告に対し

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第19号 南陽市いじめ

防止対策の推進に関する条例の一部を改正する

条例の制定について及び議第21号 置賜広域行

政事務組合規約の一部変更についての議案２件

について、文教厚生常任委員長の報告のとおり

決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

19号及び議第21号の議案２件は、文教厚生常任

委員長報告のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （産業建設常任委員長報告） 

日程第８ 議第２０号 南陽市ビジネスホテ 

     ル誘致条例の一部を改正する条例 

     の制定について 

○議長  日程第８ 議第20号 南陽市ビジネス

ホテル誘致条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題といたします。 

  ただいま議題となっております議第20号につ

いて、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

  産業建設常任委員長 片平志朗議員。 

〔産業建設常任委員長 片平志朗議員 登

壇〕 

○産業建設常任委員長  おはようございます。 

  私から、産業建設常任委員会の報告を申し上
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げます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た議案１件について、日程に従い、去る３月４

日午前10時から議員全員協議会室において、関

係課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重

に審査いたしましたので、その経過と結果につ

いて御報告申し上げます。 

  それでは、議第20号 南陽市ビジネスホテル

誘致条例の一部を改正する条例の制定について

申し上げます。 

  本案は、ビジネスホテル誘致に係る奨励措置

の内容を見直すため、所要の改正を行うもので

あります。 

  当局より、平成31年から施行のこの誘致条例

を基に、誘致活動及び関係事業者との打合せを

重ねてきたが、まだ目標達成に至っていないた

め奨励措置を見直すものであるとの説明を受け

ました。 

  委員からは、コロナ禍でもあるので、延長は

５年ではなく、もっと延長すべきではないか、

また、土地を無償提供するくらいの奨励措置で

ないと誘致実現は難しいのではないかとの意見

が出され、当局からは、コロナ禍で誘致活動が

思うように進んでいない状況であるが、まずは

延長するこの５年間の中で、引き続き誘致活動

を行っていく。また、土地については候補地と

なりそうなところを調整中であるとの説明があ

りました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決した次

第であります。 

  以上、産業建設常任委員会の報告といたしま

す。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの産業建設常任委員長の報告に対し、

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第20号 南陽市ビジネ

スホテル誘致条例の一部を改正する条例の制定

については、産業建設常任委員長の報告のとお

り決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

20号は、産業建設常任委員長報告のとおり決し

ました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （予算特別委員長報告） 

日程第 ９ 議第 ７号から 

日程第１６ 議第１４号まで計８件 

○議長  日程第９ 議第７号 令和４年度南陽

市一般会計予算から日程第16 議第14号 令和

４年度南陽市下水道事業会計予算までの予算案

８件を、議事の都合により一括議題といたしま

す。 

  ただいま議題となっております予算案８件に

ついて、予算特別委員長の報告を求めます。 

  予算特別委員長 殿岡和郎議員。 

〔予算特別委員長 殿岡和郎議員 登壇〕 

○予算特別委員長  おはようございます。 

  私から、予算特別委員会の御報告を申し上げ

ます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た案件は、令和３年度各会計補正予算６件及び

令和４年度各会計当初予算８件の計14件であり

ます。 

  このうち、令和４年度当初予算８件について、

去る３月11日と14日の2日間にわたり委員会を

開催し、審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみ
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を御報告させていただきます。 

  初めに、議第７号 令和４年度南陽市一般会

計予算でありますが、本案件につきましては、

委員より反対の意思表示がありましたので、採

決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  次に、 

  議第８号 令和４年度南陽市国民健康保険特

      別会計予算 

  議第９号 令和４年度南陽市財産区特別会計

      予算 

  議第10号 令和４年度南陽市育英事業特別会

      計予算 

  議第11号 令和４年度南陽市介護保険特別会

      計予算 

  議第12号 令和４年度南陽市後期高齢者医療 

       特別会計予算 

  議第13号 令和４年度南陽市水道事業会計予

      算 

  議第14号 令和４年度南陽市下水道事業会計

      予算 

  以上の当初予算７件は、いずれも全員異議な

く、原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長報告に対し質疑ご

ざいませんか。 

  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  この間の予算委員会の最後の

ところで、私が質問しまして、非核平和の集い

の580万円、これの使い道として、「流れる雲

よ」に、それに使うのかどうか、それに使わな

いということであれば、私は予算に賛成したん

ですけれども、その返答を、その予算委員会の

中で得られませんでしたので、私は反対ではな

くて保留の意味で…… 

○議長  髙岡議員。今は、予算委員長に対して

の…… 

○髙岡亮一議員  予算委員長に聞きたいのです。

それで、予算委員長から指名を受けましてその

発言をしたんですけれども、予算委員長のほう

で、その私の発言をそのままカットというか、

そういうような形で、無視の形になりましたの

で、改めて、あの580万円が「流れる雲よ」に

使う使わないというふうな確言を得られるかど

うか、それを予算委員長のほうにお聞きしたい

と思います。お願いします。 

○議長  予算特別委員長 殿岡和郎議員。 

○予算特別委員長  過日の予算委員会について

は、各委員、それから当局も当然あの状態を見

て、あるいは聞いておるわけでございますから、

その私の対応とか、髙岡委員に対する私の発言、

それから処理については、私は間違いないとい

うふうに思っております。ただ、今、髙岡議員

がおっしゃったその当局の流れる雲云々に対す

る答弁については、委員長の管轄外でございま

すから、議長を通じて、当局より必要であれば

御返答をお願いをしたいと、こういうように思

います。 

○議長  髙岡議員、どうでしょうか。 

  きちっと立ってお願いします。 

○髙岡亮一議員  今、予算委員長のほうからの

議長へのお願いありましたんで、私もそのよう

にしていただければありがたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長  答弁を求めます。 

  嵐田総務課長。 

○総務課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  予算特別委員会の場でも申し上げましたが、

具体的な部分については決まっておりません。 

○議長  髙岡議員。 

○髙岡亮一議員  私は、「流れる雲よ」につき

まして、この間も申し上げましたが、命あれば

こそ生かせる大義もあると、この言葉自体、私



－141－ 

も必ずしも否定するものではありません。ただ、

ここでいう大義が、これまでの私がたびたびこ

の議場で述べてきましたように、例えばワクチ

ン接種することが大義であったり、ロシアに対

して一方的に断罪することが大義であったりす

るような…… 

○議長  髙岡議員。マイクでしっかりと聞こえ

ます。もう少し…… 

○髙岡亮一議員  そのくらい、こっちも気持ち

が入って言っているんだって。 

○議長  穏やかになってください。ここは議場

です。 

○髙岡亮一議員  はい、分かりました。 

  ただ、今、世の中の事態が…… 

○議長  静かにお話ししてください。 

○髙岡亮一議員  分かりました。努めて冷静に

話します。 

  今の世の中自体が、私から見れば、本当に間

違った方向が、さも大手を振って大義のような

格好をして動いている。これが私は必死でこれ

にはあらがっていかねばならないと、私なりに

思っているところでありますんで。私は、あの

とき保留しました。ただ、これからまだ決まっ

ていないということであれば、私はこれからこ

のことについては、いろんな機会で論議してい

くということを前提にして、予算には賛成しま

す。 

  以上。 

○議長  質疑は３回までですので、ここで終了

させていただきます。 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第７号 令和４年度南

陽市一般会計予算から、議第14号 令和４年度

南陽市下水道事業会計予算までの予算案８件は、

予算特別委員長の報告のとおり決するに御異議

ございませんか。 

  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  議第７号 令和４年度南陽市

一般会計予算についてですけれども、予算特別

委員会で私も申し上げましたが、いわゆるこの

中の総務費、総務管理費の非核平和の夕べに関

しまして、今、髙岡議員からも話ありましたけ

れども、「流れる雲よ」の小中学生に上演する

機会を排除もしないというふうなことに理解を

させていただきましたので、私は反対の意を表

したいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  以上です。 

○議長  ただいまの予算特別委員長報告に対し、

６番高橋一郎議員より、議第７号 令和４年度

南陽市一般会計予算について異議がありました

ので、分割して採決を行います。 

  まず初めに、議第７号 令和４年度南陽市一

般会計予算の採決を行います。 

  お諮りいたします。議第７号の採決は起立採

決により行いたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。 

  議第７号 令和４年度南陽市一般会計予算は

原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

○議長  御着席ください。 

  起立多数であります。よって、議第７号は原

案のとおり決しました。 

  次に、お諮りいたします。議第７号を除く議

案７件について、原案のとおり決するに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって議第７
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号を除く議案７件については、原案のとおり決

しました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （追加議案） 

日程第１７ 議第２４号 南陽市消防団員の 

      定員、任免、服務等に関する条 

      例の一部を改正する条例の制定 

      について 

○議長  日程第17 議第24号 南陽市消防団員

の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ただいま上程されました議第24号 南陽市消

防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について申し上げます。 

  本案は、南陽市消防団員の定数の適正化と処

遇改善を図るため、団員数の推移や国の通知を

踏まえ、団員定数及び報酬等の見直しなど所要

の改正を行うものでございます。 

  以上、条例案１件につきまして提案理由を申

し上げましたが、御審議の上、御可決ください

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  ただいま議題となっております条例案１件は、

会議規則第37条第１項の規定により、別紙議案

付託表のとおり、所管の総務常任委員会に付託

いたします。 

  なお、本議案の審査は、この後の本会議休憩

中に総務常任委員会を開催し、審査願います。 
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○議長  ここで、暫時休憩いたします。 

  再開は予鈴をもってお知らせします。 

午前１０時４２分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時１０分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （総務常任委員長報告） 

日程第１７ 議第２４号 南陽市消防団員の 

      定員、任免、服務等に関する条 

      例の一部を改正する条例の制定 

      について 

○議長  ただいま議題となっております議第24

号 南陽市消防団員の定員、任免、服務等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、

総務常任委員長の報告を求めます。 

  総務常任委員長 島津善衞門議員。 

〔総務常任委員長 島津善衞門議員 登壇〕 

○総務常任委員長  私から、総務常任委員会の

報告を申し上げます。 

  本定例会最終日において、当委員会に付託さ

れました議案１件について、本会議休憩中に、

第２委員会室において、関係課長等の出席を求

め、委員会を開催し、慎重に審査いたしました

ので、その経過と結果について御報告申し上げ

ます。 

  議第24号 南陽市消防団員の定員、任免、服

務等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを申し上げます。 

  本案は、南陽市消防団員の団員数及び報酬等

の見直しに伴い、南陽市消防団員の定員、任免、

服務等に関する条例及び南陽市特別職の職員の

給与に関する条例の一部を改正するものであり

ます。 

  改正内容は、１つは消防団員の条例定数を

891人から814人に減員すること。２つ目に消防

団員の年額報酬の見直し、また、手当を廃止し、

新たに出動報酬を創設するもので、具体的には、

年額報酬の額は、団員の階級については１万

6,500円から３万6,500円に増額し、年額の災害

出動手当2,000円については、従事した時間区

分での日額2,000円、4,000円、8,000円の３段

階にすること、令和４年４月1日から施行する

との説明を受けました。 

  委員からは、今後の財政措置と市職員の団員

数についての質問があり、当局より、今までは

人口規模に応じた標準団員数、令和３年度は

374人に３万6,500円を乗じた分などが地方交付

税で交付されていたが、令和４年度からは、標

準団員数の２倍までに見直される予定であるこ

と、また、消防団に加入している市職員は、令

和２年度で31名であるとの説明を受けました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく、原案のとおり可決すべきものと決した次

第であります。 

  以上、総務常任委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの総務常任委員長の報告に対し、質

疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がないようですので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第24号 南陽市消防団

員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を

改正する条例の制定については、総務常任委員

長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第
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24号は、総務常任委員長報告のとおり決しまし

た。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （追加議案） 

日程第１８ 議第２３号 令和４年度南陽市 

      一般会計補正予算（第１号） 

○議長  日程第18 議第23号 令和４年度南陽

市一般会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました議第23号 令

和４年度南陽市一般会計補正予算（第１号）の

補正予算案１件につきまして、提案理由を申し

上げます。 

  補正の内容は、国の消防団の充実強化に向け

た取組の中の一つとして、消防団員の報酬等の

処遇改善と、新たな地方財政措置が示されたこ

とに伴い、団員報酬等を改定するものでありま

す。 

  財源につきましては、地方交付税のほか、基

金繰入金で措置いたすものでございます。 

  以上、補正予算案１件につきまして提案理由

を申し上げましたが、御審議の上、御可決くだ

さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。質疑は予算特別委員会に

おいて行うこととし、この際、質疑を省略いた

したいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、この

際、質疑を省略することに決しました。 

  ただいま議題となっております補正予算議案

１件は、会議規則第37条第１項の規定により、

別紙議案付託表のとおり、予算特別委員会に付

託いたします。 

  それでは、予算特別委員会を休憩中に開催し、

審査願います。 
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○議長  ここで、暫時休憩いたします。 

  再開は予鈴をもってお知らせします。 

午前１１時１５分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時２４分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （予算特別委員長報告） 

日程第１８ 議第２３号 令和４年度南陽市 

      一般会計補正予算（第１号） 

○議長  ただいま議題となっております議第23

号 令和４年度南陽市一般会計補正予算（第１

号）について、予算特別委員長の報告を求めま

す。 

  予算特別委員長 殿岡和郎議員。 

〔予算特別委員長 殿岡和郎議員 登壇〕 

○予算特別委員長  私から、予算特別委員会の

報告を申し上げます。 

  本定例会最終日において、当委員会に付託さ

れました案件は、令和４年度一般会計補正予算

１件であります。 

  これを審査するため、休憩中に委員会を開催

し、審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみ

を報告させていただきます。 

  議第23号 令和４年度南陽市一般会計補正予

算（第１号）は、原案のとおり可決すべきもの

と決した次第であります。 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長報告に対し、質疑

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がないようですので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第23号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第１号）は、予算特別

委員長報告のとおり決するに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

23号は、予算特別委員長報告のとおり決しまし

た。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （追加議案） 

日程第１９ 発議第１号 ロシアによるウク 

      ライナ侵略に断固抗議する決議 

○議長  日程第19 発議第１号 ロシアによる

ウクライナ侵略に断固抗議する決議を議題とい

たします。 

  ここで、提案理由の説明を求めます。 

  ８番山口正雄議員。 

〔８番 山口正雄議員 登壇〕 

○山口正雄議員  私から、発議第１号 ロシア

によるウクライナ侵略に断固抗議する決議につ

いて、お手元の決議案の朗読をもって、提案理

由とさせていただきます。 

  ２月24日、ロシアは、世界中の平和を望む切

なる願いに反し、ウクライナへの侵略を開始し

た。さらに、核の力を背景に国際社会の安定を

一層脅かしている。 

  ロシア軍の攻撃は民間施設にまで及び、幼い

命が失われるなど罪のない民間人にも被害が広

がっている。 

  このようなウクライナの主権と領土を侵害す
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る行為は、明らかに国際法、国連憲章に違反し

ている。 

  また、今般のロシアの行動は、欧州にとどま

らず、海を挟んで対面する日本はもとより、ア

ジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしか

ねないもので、断じて看過できない。 

  よって、本市議会は、ロシア軍によるウクラ

イナへの侵略に対し断固抗議するとともに、即

時無条件でのロシア軍の完全撤退を強く求める。 

  以上、決議する。 

  以上、提案申し上げますので、議員各位の御

賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております発議第１号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、発議

第１号は、委員会付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  ８日の一般質問の冒頭でも申

し上げましたが、西側報道機関による一方的な

情報のみによって、ロシアが悪いとそういった

判断を下すことに対しては、非常に私自身、危

惧を持っております。 

  今日入った、今朝の私なりに入れた情報によ

りますと、既にウクライナのゼレンスキー大統

領は、ＮＡＴＯ加盟を諦め、ロシアとの対話に

応じて、ロシア側の意向に沿った形での解決の

道を探り始めたという情報があります。 

  また、ロシアと中国、この間私は一般質問の

中で、たしか金本位制への移行というような話

をしましたが、今日の情報ですと、ロシアと中

国が一緒の通貨制度を発足させると。今までの

ドル中心の通貨制度から、ロシアと中国が組ん

で、そして実物経済中心の通貨制度に移行する

と、そういった流れができているようです。こ

れは、世の中全体が、かつてないほど大きな変

動の時期を迎えている。今、ドル中心の経済は、

まさにカネ自体に価値がある、持っていて何ぼ

の世界で、それに人間みんなくらまされて、使

いもしないカネが、カネがさだけが多ければあ

りがたい、そういった感覚に支配されてきたの

はこれまでの世界です。 

  ところが、今回のこのウクライナ、ロシアの

問題、その中で、ロシアあるいは中国までも巻

き添えを食った経済制裁の中で、ロシアも中国

もとうからそれを読み切っていて、そして持っ

ていて何ぼの金融中心経済の社会から、世の中

から、使って何ぼ、カネは我々が生きるために、

物事を使うために、そのための手段にしか過ぎ

ないんだというふうな、実物中心の経済社会へ

の大きな転換、その時代を今迎えようとしてい

る。その大きな流れの中にある今回のウクライ

ナ、ロシア動乱であるということを、我々しっ

かり認識しなければならない。 

  これ、足元から崩される西側の金融中心経済

社会からの必死のあがきが、今のマスコミのプ

ロパガンダ報道になって表れているわけで、こ

の間申し上げましたように、人口の半分以上が、

もうロシア側、ウクライナ側ではないロシア側

に、これからの将来を理解して、世界の地球人

類の半分がその方向を向いているときに、南陽

市議会が、むざむざとマスコミ報道に乗せられ

たまま、このような抗議文を出すことは、私は

絶対反対です。 

  以上。 

○議長  髙岡議員。先ほども、私申し上げまし

た。ここは神聖な議場であります。マイクで十

分聞こえます。大きい声、私は罵声とも取りま

す。罵声とはでかい声ということ。だから、も

う少し、皆さん聞こえますので、興奮しないで、
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しっかりとゆっくりお話をしていただきたいと

思います。 

○髙岡亮一議員  はい、分かりました。 

○議長  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がないようですので、討論

を終結いたします。 

  ただいま５番髙岡亮一議員より反対の意見が

ありましたので、発議第１号の採決は、起立採

決により行いたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。 

  それでは、発議第１号に対して、賛成の議員

の皆さんの御起立をお願いします。 

（賛成者起立） 

○議長  御着席ください。 

  発議第１号 ロシアによるウクライナ侵略に

断固抗議する決議に関しては、賛成多数であり

ますので、原案のとおり可決いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （追加議案） 

日程第２０ 発議第２号 髙岡亮一議員に対 

      する問責決議 

○議長  日程第20 発議第２号 髙岡亮一議員

に対する問責決議を議題といたします。 

  この際、地方自治法第117条の規定により、

５番髙岡亮一議員の退席を求めます。 

（「その前に」の声あり） 

○議長  髙岡議員、退席を求めます。 

〔５番 髙岡亮一議員 退席〕 

○議長  ここで、提案理由の説明を求めます。 

  ８番山口正雄議員。 

〔８番 山口正雄議員 登壇〕 

○山口正雄議員  私から、発議第２号 髙岡亮

一議員に対する問責決議について、お手元の問

責決議案の朗読をもって、提案理由とさせてい

ただきます。 

  我々南陽市議会議員は、市民から負託を受け

た者として、その立場と職責の重さを深く自覚

し、法令等を遵守し、高い倫理観をもって市政

の発展と市民福祉の向上に努めなければならな

い。 

  しかしながら、髙岡亮一議員については、令

和３年度南陽市コロナ対応商店街販売促進緊急

支援事業の補助金を活用して、令和４年１月３

日に新聞折り込みされた地元商店街のチラシの

中に、「よく考えて！！子供へのワクチン接種」

のコメントとともに、自身が作成したブログの

「オミクロンは風邪以下」、「ワクチンは百害

あって一利なし」、「子どもにワクチン接種は

不要」と題したページに誘導するＱＲコードを

掲載して、自身の主義主張を拡散した。 

  チラシの新聞折り込みは、令和３年12月10日

及び令和４年１月３日の２回にわたり行われた

ものであるが、当該部分については、１回目の

内容から変更され、２回目のチラシに掲載され

たものである。チラシは、髙岡亮一議員本人が、

地元商店街の事務局として作成を担当し、市へ

の届出なども本人が行ったものであるが、その

際、市担当者及び地元商店街代表者に対し、こ

うした内容を挿入することの具体的な提示など

はなされなかったとのことである。 

  こうした結果、２回目のチラシの経費につい

ては、補助の趣旨に反し不適切との判断から補

助対象外となり、地元商店街で負担することに

なった。 

  議員は、様々な主義主張を持つ市民の代表で

あり、当然に言論の自由は認められるものであ



－153－ 

る。しかしながら、本補助事業については、コ

ロナ禍の緊急対策として、コロナ感染拡大防止

に努めながら、各商店街等が行う個人消費を喚

起させる意欲的な取組を支援するとともに、新

しい生活様式を踏まえ、各種ガイドラインを遵

守し、感染拡大の防止に取り組んでいることを

合わせて広報し、安全安心な商店街をＰＲする

ことが事業の趣旨でもあるにもかかわらず、補

助事業という公金を活用して、自身の主義主張

を拡散しようとしたこの行為は、多くの市民の

信頼を著しく失墜させるものであり、断じて許

されるものではない。 

  さらに、髙岡亮一議員については、令和２年

６月定例会一般質問での事実誤認に基づく発言

により議事録を訂正、令和３年３月定例会予算

特別委員会における利益誘導とも受け取られか

ねない発言、同３月には、日本赤十字社への議

会と関係のない照会に常任委員会副委員長の役

職を使用し、しかもあろうことか自身の所属委

員会を誤って記載して照会したこと、同４月に

は、本会議の議題に関わる内部資料を、会議前

に自身のブログに具体的に掲載するなど、本市

議会としても、これまで再三にわたり本人に注

意し、議員自らの意志と責任において自身の行

動を改めることを期待したが、その都度注意し

ていただきたい、との弁を繰り返すなど、改善

の気配はみじんも感じられない。 

  これらのことは、南陽市議会の品位を著しく

傷つけ、議会の秩序を乱す行為であり、これ以

上看過することはできない。 

  よって、ここに髙岡亮一議員に対し、今回の

件について猛省を促すとともに、その責任を強

く問うものである。また、今後、議員としての

発言の重さ、その職責を深く認識し、高い倫理

観と慎重な行動を強く求めるものである。 

  以上、決議する。 

  皆様の御理解をお願い申し上げまして、提案

理由とさせていただきたいと思います。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております発議第２号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、発議

第２号は、委員会付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がないようですので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。発議第２号の採決は、起

立採決により行いたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。発議第２号 

髙岡亮一議員に対する問責決議について、原案

のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長  御着席ください。 

  全員賛成であります。よって、発議第２号 

髙岡亮一議員に対する問責決議は、原案のとお

り可決いたしました。 

  ここで、５番髙岡亮一議員の復席を求めます。 

〔５番 髙岡亮一議員 復席〕 

○議長  私から、発議第２号に関して、髙岡亮

一議員に申し上げます。 

  全議員の賛成によって、問責決議は原案のと

おり可決いたしました。髙岡議員に、私のほう

から申し上げたいと思います。 

  我々市議会議員は、市民の皆様の負託を受け、
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その立場と職責の重さを深く自覚をし、法令等

を遵守し、市政発展と市民の福祉向上を願うの

が務めと思っております。今後は、議員として

慎重な行動をお願いいたします。 

  以上です。 

  御意見等はお受けしません。 

（「私はそれに対してどういうふうに述べた

いことを表明すればいいんですか」の声あ

り） 

○議長  それでは、私から申し上げます。 

  例えば、謝罪とかそういうものであれば、私

はこの場でお引き受けします。それ以外のこと

であれば、お引き受けできません。 

  以上です。 

（「もちろん謝罪含めてです」の声あり） 

○議長  謝罪ですか。 

（「はい。謝罪とお礼です」の声あり） 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  私のために、こういった形で

貴重な時間を費やしていただくこと、改めて私

自身ありがたく受け止めて、皆様方の御忠告を、

私自身のどこまで肝に入るか分からないですけ

れども、私なりに受け止めさせていただきます。

ありがとうございます。 

○議長  髙岡議員。あとは御着席ください。 

○髙岡亮一議員  市長にお聞きしたいです。 

○議長  髙岡議員、問責決議に関しては、南陽

市議会の議会の中なんです。だから、市長にも

し質問でもあれば、後で市長のところに直接お

願いします。 

  以上です。御着席ください。 

  謝罪は、皆さん、今、髙岡議員からお聞きし

ましたので。ここで終わらせてください。御着

席願います。 

  最後にお諮りいたします。本定例会において

議決されました議案の中で整理を要するものに

ついては、会議規則第43条の規定により、その

整理を議長に委任願いたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、整理

を要するものについては、その整理を議長に委

任することに決しました。 

  以上をもって、本定例会に提案されました議

案等の審査は全て終了いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

市 長 挨 拶 

○議長  ここで、市長より発言を求められてお

りますので、これを認めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ３月定例会の閉会に当たりまして、一

言御挨拶を申し上げます。 

  本定例会に提案いたしました案件につきまし

ては、慎重に御審議を賜り、全議案とも原案の

とおり御承認、御同意、そして御可決をいただ

きましたことに厚く御礼を申し上げます。 

  定例会の中で、各議員からいただきました御

提言等につきましては、可能なものからその実

現に向け、努力をしてまいる所存でございます

ので、今後とも御指導、御支援を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

  さて、昨日、16日午後11時36分、福島県沖地

震が発生し、全国で地震による被害が起こって

おります。その中には、人的被害も含まれると

ともに、新幹線の脱線、あるいは高速道路の損

壊等、多大な損害が発生する事態となっており

ます。亡くなられた方に御冥福をお祈りします

とともに、被害に遭われた方の復旧が１日も早

くかなうようお見舞いを申し上げ、本市といた

しましても、できる限りの協力をしてまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

  さて、新型コロナウイルスのオミクロン株に

よる感染拡大の第６波が急激に拡大し、現在も
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高止まりの傾向で感染が続いております。第３

回目のワクチン集団接種を、先月からできる限

り前倒しで実施し、５歳から11歳までの小学生

にも、希望される方に迅速に接種ができるよう

進めているところであります。オミクロン株の

まん延とともに新たな変種も拡大している状況

もございますので、今後も緊張感を持って感染

防止に努めてまいります。 

  さて、世界がいまだ新型コロナウイルスの収

束を見通せない中で、ロシアがウクライナに軍

事侵攻するという暴挙に至りました。先ほど市

議会としてロシアへの抗議決議を決定されまし

たことに、私も同じ思いを持つものでございま

す。本市が加盟する全国青年市長会では、この

軍事侵攻に抗議する声明文を、ロシア連邦大統

領及び駐日ロシア連邦大使宛てに、11日に発送

いたしました。そして、日本政府のウクライナ

難民支援の方針を受け、本市といたしましては、

趣旨に賛同し、難民の受入れを表明するもので

ございます。今後、全国青年市長会を通じて政

府に申入れすることとしておりますが、人道的

な配慮に鑑み、関係各位の御協力を賜りながら、

具体的な受入れに備えたいと考えておりますの

で、議員各位におかれましても御理解と御協力

を賜りますよう、お願い申し上げます。 

  まもなく新年度を迎えようとしております。

先日の施政方針で、令和４年度の施策の大要を

述べさせていただきましたが、来年度は、南陽

市につながり、つどう、様々な方々との御縁を

結んで「南陽を世界ブランドに」という壮大な

構想の実現に挑戦してまいります。新温浴施設

「湯こっと」の完成や宮内公民館の整備、旧ハ

イジアパーク南陽を利用した四季南陽の開業へ

向けた支援など、交流人口の拡大と地域活性化

を推進し、高校生までの医療費の無償化による

子育て支援やＤＸの推進など、将来を見据えた

事業に注力してまいりますので、今後も議員各

位のさらなる御理解と一層の御支援を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

  ３月は別れの季節でもございます。嵐田総務

課長、粟野建設課長、穀野管理課長、吉田技術

調整主幹の管理職４名の方をはじめ、この３月

末日をもって退職される職員の皆様におかれま

しては、長年にわたり、市民の福祉向上と地方

自治発展のため、全身全霊をささげてこられた

と存じます。その御労苦に対しまして、改めて

感謝と御礼を申し上げる次第でございます。 

  これからも、これまで同様に、市政発展のた

めにお力添えをいただき、ますます御活躍され

ることを御祈念申し上げます。 

  結びになりますが、議員各位におかれまして

は、時節柄御自愛をいただきますとともに、今

後の御活躍を御祈念申し上げ、閉会の御挨拶と

させていただきます。 

  誠にありがとうございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

閉      会 

○議長  これをもちまして令和４年南陽市議会

３月定例会を閉会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午後 ０時００分  閉  会 

 

南陽市議会議長 髙 橋   篤 

会議録署名議員 高 橋 一 郎 

同       川 合   猛 

 



 
 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 定 例 会 
２月２８日（月曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ８ 日 （ 月 ） 午 前 1 1 時 2 5 分 開 会 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１６名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ７番 舩  山  利  美  委員  ８番 山  口  正  雄  委員 

 ９番 片  平  志  朗  委員 １０番 梅  川  信  治  委員 

１１番 川  合     猛  委員 １２番 髙  橋     弘  委員 

１３番 板  垣  致 江 子  委員 １５番 遠  藤  榮  吉  委員 

１６番 佐  藤     明  委員 １７番 殿  岡  和  郎  委員 

◎欠席委員（０名） 
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────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

嵐 田 淳 一 総 務 課 長  吉 田 弘太郎 技 術 調 整 主 幹 

嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長  佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 

髙 橋 直 昭 財 政 課 長  矢 澤 文 明 税 務 課 長 

髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長  鈴 木 博 明 市 民 課 長 

尾 形 久 代 福 祉 課 長  大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 

穀 野 純 子 
ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 
 島 貫 正 行 農 林 課 長 

寒河江 英 明 農村森林整備主幹  長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長 

粟 野   清 建 設 課 長  佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長 

大 室   拓 会 計 管 理 者  長 濱 洋 美 教 育 長 

穀 野 敏 彦 管 理 課 長  佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長 

山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長  土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 

細 川 英 二 監査委員事務局長  安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第１号 令和３年度南陽市一般会計補正予算 

      （第15号） 

 議第２号 令和３年度南陽市国民健康保険特別 

      会計補正予算（第２号） 

 議第３号 令和３年度南陽市財産区特別会計補 

      正予算（第３号） 

 議第４号 令和３年度南陽市介護保険特別会計 

      補正予算（第３号） 

 議第５号 令和３年度南陽市後期高齢者医療特 

      別会計補正予算（第２号） 

 議第６号 令和３年度南陽市下水道事業会計補 

      正予算（第２号） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○委員長（殿岡和郎委員）  これより予算特別

委員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は16名全員であ

ります。 

  これより予算の審査に入ります。 

  本委員会に付託されました案件は、令和３年

度補正予算６件、令和４年度予算８件でありま

す。そのうち、本日の予算特別委員会では、令

和３年度補正予算６件について審査を行います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第１号 令和３年度南陽市一般会計補正予 

     算（第１５号） 

○委員長  初めに、議第１号 令和３年度南陽

市一般会計補正予算（第15号）について審査を

行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋直昭財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第１号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

い申し上げます。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  補正予算書の予算に関する説明書により、歳

入、歳出の順に行います。 

  最初に、歳入全般、12ページから16ページま

でについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、歳出に入ります。 

  第２款総務費から第７款商工費までの17ペー

ジから24ページまでについて質疑ございません

か。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第８款土木費から第13款諸支

出金までの25ページから30ページまでについて

質疑ございませんか。 

  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  26ページ、８款土木費、２項

４目の補正額が4,720万円あるわけですけれど

も、これは次年度に繰越しということなんだそ

うですけれども、ここの道路の整備事業なんで

すけれども、蒲生田関口線ということで、道路

としてはあそこのマルトクさんのあの道路から

こちら、体育館のほうに行く道路だというふう

に私は理解しておりますけれども。ここの道路

について、あそこ整備になった場合に十字路に

なるわけなんですけれども、道路環境はどのよ

うになっていくのか、その辺ちょっと御説明を

お願いしたいというふうに思います。 

○委員長  粟野建設課長。 

○建設課長  お答えいたします。 

  整備後の道路環境でございますけれども、一

応昨年度から、特に市民体育館のところの入り
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口の交差点と、それから、その西側、399号マ

ルトクの交差点については、相当交通量が増え

るというふうな業務委託の結果もございますの

で、信号機の設置などについて安全を確保すべ

く、公安委員会と協議を行っているという状況

でございます。 

○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  私が一番心配したのは、やっ

ぱりあそこの交通量が相当多いわけなので、今

粟野建設課長から信号機の設置という話が出ま

したので、私もそれをもし何もなかったらば要

望するかなというふうな考えでおりました。分

かりました。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、その他・附属資料、31ページ

から35ページまでについて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第１号 令和３年度南

陽市一般会計補正予算（第15号）は、原案のと

おり可決すべきものと決するに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第１号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第２号 令和３年度南陽市国民健康保険特 

     別会計補正予算（第２号） 

○委員長  次に、議第２号 令和３年度南陽市

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第２号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  事業勘定の歳入歳出全般、44ページから47ペ

ージまでについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第２号 令和３年度南

陽市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決すべきものと決するに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第２号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第３号 令和３年度南陽市財産区特別会計 

     補正予算（第３号） 

○委員長  次に、議第３号 令和３年度南陽市

財産区特別会計補正予算（第３号）について審

査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 
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        する説明書により 議第３号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般、56ページから57ページまでに

ついて質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第３号 令和３年度南

陽市財産区特別会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり可決すべきものと決するに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第３号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第４号 令和３年度南陽市介護保険特別会 

     計補正予算（第３号） 

○委員長  次に、議第４号 令和３年度南陽市

介護保険特別会計補正予算（第３号）について

審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第４号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般及びその他・附属資料、66ペー

ジから71ページまでについて質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第４号 令和３年度南

陽市介護保険特別会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決すべきものと決するに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第４号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第５号 令和３年度南陽市後期高齢者医療 

     特別会計補正予算（第２号） 

○委員長  次に、議第５号 令和３年度南陽市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第５号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般、80ページから81ページまでに

ついて質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第５号 令和３年度南

陽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決すべきものと決するに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第５号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第６号 令和３年度南陽市下水道事業会計 

     補正予算（第２号） 

○委員長  次に、議第６号 令和３年度南陽市

下水道事業会計補正予算（第２号）について審

査を行います。 

  当局の説明を求めます。佐藤上下水道課長。 

〔上下水道課長 佐藤和宏 登壇〕 

○上下水道課長  〔令和４年３月定例会 予算 

          に関する説明書により 議 

          第６号について説明〕省略 

          別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  資本的収支全般、その他・附属資料、４ペー

ジから11ページまでについて質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第６号 令和３年度南

陽市下水道事業会計補正予算（第２号）は、原

案のとおり可決すべきものと決するに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、議

第６号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  以上で、本委員会に付託されました令和３年

度補正予算６件の審査は終了いたしました。慎

重な御審議を賜り、誠にありがとうございます。

委員各位の御協力に対し、深く感謝申し上げま

す。 

  なお、次回の予算特別委員会は、３月定例会

会期日程により開催いたしますので、御参集を

お願いします。 

 

─────────────────── 

 

散      会 

○委員長  これをもちまして予算特別委員会を

散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

午前１１時５４分  散  会 

 



 
 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 定 例 会 
３月１１日（金曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ４ 年 ３ 月 １ １ 日 （ 金 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１４名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ７番 舩  山  利  美  委員  ８番 山  口  正  雄  委員 

 ９番 片  平  志  朗  委員 １１番 川  合     猛  委員 

１３番 板  垣  致 江 子  委員 １５番 遠  藤  榮  吉  委員 

１６番 佐  藤     明  委員 １７番 殿  岡  和  郎  委員 

◎欠席委員（２名） 

１０番 梅  川  信  治  委員 １２番 髙  橋     弘  委員 
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────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

嵐 田 淳 一 総 務 課 長  吉 田 弘太郎 技 術 調 整 主 幹 

嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長  佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 

髙 橋 直 昭 財 政 課 長  矢 澤 文 明 税 務 課 長 

鈴 木 博 明 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 穀 野 純 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 

島 貫 正 行 農 林 課 長  寒河江 英 明 農村森林整備主幹 

長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長  粟 野   清 建 設 課 長 

佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長  大 室   拓 会 計 管 理 者 

長 濱 洋 美 教 育 長  穀 野 敏 彦 管 理 課 長 

佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長  山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長 

土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 
 細 川 英 二 監査委員事務局長 

安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
   

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第７号 令和４年度南陽市一般会計予算 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

 

○委員長（殿岡和郎委員）  朝の御挨拶をした

いと思いますので、御起立ください。 

  おはようございます。 

  御着席ください。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は14名で、定足

数に達しております。 

  なお、本日の会議に欠席する旨通告のあった

委員は、10番梅川信治委員、12番髙橋 弘委員

の２名であります。 

  なお、当局より、説明員、髙野祐次総合防災

課長は、都合により欠席の旨通知がありました

ので、御報告いたします。 

  これより令和４年度各会計予算の審査に入り

ます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第７号 令和４年度南陽市一般会計予算 

○委員長  初めに、議第７号 令和４年度南陽

市一般会計予算について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋直昭財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第７号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

い申し上げます。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  予算書の予算に関する説明書により、歳入、

歳出の順に行います。 

  最初に、歳入について行います。 

  第１款市税から第13款使用料及び手数料まで

の14ページから25ページまでについて質疑ござ

いませんか。 

  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  14ページの１項市税について

一つだけお伺いしたいんですが、市税の中で個

人市民税と、それから固定資産税の現年度課税

分でなくて、要するに滞納繰越見込額の金額が、

現年度の当初予算の比較で見ますと、個人市民

税が30％、それから、固定資産税が25％多くな

っているという状況がここであるわけなんです

が、先ほど説明の中で、コロナ感染症からの回

復で４年度は市民税を多く見込んだというふう

な話ありました。要するに、３年度分の徴収と

いう意味で、これが滞納に結びついているのか

なというような感じを受けるわけですが、今、

感染症の影響なのかどうか分かりません。こう

いう30％、あるいは25％滞納見込額が出ると見

込まれた何か大きな理由はあるんでしょうか。

そこをお聞きしたいと思います。 

○委員長  矢澤税務課長。 

○税務課長  それでは、ただいまの御質問につ

いてお答え申し上げます。 

  個人市民税の滞納部分についてでございます

けれども、こちらのほうは、ある程度現下の状

況について予算のほうに反映させていただいた

というふうな考えを持っております。御指摘の

とおり、コロナのことについてもある程度影響

があるのではないかというふうなことで計上し

たところでございます。 

  固定資産税のほうにつきましては、ある程度

安定はしておるところなんですけれども、若干

滞納の状況、そちらのほうを推移を見ながら予
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算化したところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  固定資産税は、大体11月末で

納期限が終わるわけでございますが、そういう

意味では、固定資産税についてはある程度の滞

納の見通しというかね、それは出てくるのかな

と思うんですが、個人の市民税ということにつ

いては、非常に悪い、悪いというか、所得はあ

るけれども、要するに滞納される見込みのほう

が非常に強いというような印象を持っておられ

るというふうなことでございますか。 

○委員長  矢澤税務課長。 

○税務課長  個人市民税のほうにつきまして、

収納の対応としまして、現年課税分を優先して

収納のほうに努めております。ただし、滞納繰

越分につきましては、滞納整理とか、そちらの

ほうの手だてを取りまして順次対応しておりま

すけれども、考え方としては現年度課税分のほ

うを優先してというふうな対応を取っておりま

す。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  それは十分分かるんですが、

私が申し上げているのは、３年度分の滞納見込

額が、昨年の当初予算滞納見込額との比較で３

割増えているんですよ。要するに、３年度分の

徴収されるべき市民税が、その分多く滞納が見

込まれるということになっていると思うんです

よ。だから、そういうものが何らかの原因で、

コロナの影響とかなんですけれども、そういう

ことが非常に強く感じられるということでのこ

の見込額かなというふうに思うんですが、その

辺の捉え方についてお伺いしたいと思っている

んです。 

○委員長  矢澤税務課長。 

○税務課長  見込額についてなんですけれども、

現年の収納率の関係で、現年分の収納率のほう

の見込みと、滞納繰越分の収納率の見込み、そ

ちらのほうを推計しながら、当該年度の末の状

況を把握して計上していくことになるんですけ

れども、コロナの影響についてどれだけ数値化

できるかというのはなかなか難しいところがあ

りまして、そこの分についてはある程度大きな

固まりの中で見込んで計上しております。 

  以上でございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  確かに、滞納分の回収の見込

みについては、そんなに率は多くないというこ

とは十分分かるんです。ただし、この昨年の見

込額が3,900万円でありました。今年は5,100万

円に上がっています。要するに、３年度分の徴

収される予定の額がなかなかその分徴収できな

くて、滞納されるであろうという金額が大きく

上乗せになっているということだと思うんです

ね。それがどういう原因でこうなっているとい

うその捉え方をどうなさっているのかなと。要

するに、市民生活がそれだけ苦しいというふう

になって、こういうふうなものにつながってい

るのか、その辺の捉え方についてお聞きしたい

なと思ったんです。 

○委員長  矢澤税務課長。 

○税務課長  お答え申し上げます。 

  現年度の滞納の分が増えているのではないか

というふうな部分ですけれども、確かにそのよ

うな要因は、コロナなどによって実際窓口対応

しておりますと肌で感じるものはございます。

その分の考え方で予算を計上しております。 

  以上でございます。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  今の関連についてであります

けれども、市民税についてでありますが、昨年

もこの歳入の市民税について質問をいたしまし

た。昨年、令和３年度の当初予算では、その前

年度から見ると個人税、法人税も見込みが大き

く減少しておりまして、特に法人税のほうが
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30％以上の減ということで、それほど市内の経

済が悪化しているのかなというようなことをお

聞きいたしました。 

  それについては、確かにそういう景気悪化の

原因もあるが、税制改正で法人税割が12.1％か

ら8.4％に下がったということで、それも大き

な原因だと。それが一番大きな要因だというこ

とでありました。この令和４年度の収入見込額

が、個人、法人ともに一昨年並みに戻っている

んですね。増額を見込んでいるということなん

ですが、これは、さらなる税制改正などがあっ

たのか、市内経済の好転を見込んでいるのかと。

その辺について、見解をお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長  矢澤税務課長。 

○税務課長  それでは、ただいまの御質問にお

答えさせていただきます。 

  ３年度の当初予算と比較しましての御質問と

してお答えいたします。 

  ３年度の個人市民税、法人市民税とも、２月

末時点で調定額を確認してみますと、当初予算

を上回っている状況です。当初に見込んだ収入

ほど大きな落ち込みはないのが現状でございま

す。特に、法人市民税、こちらのほうは、前年

度の決算、令和２年度の決算並みの収入状況に

近づいております。こちらのほう、各種経済対

策による財政出動の効果、またはワクチンの効

果などが出ているのではないかと考えていると

ころでございます。 

  それをベースに、令和４年度につきましては、

財務事務所や日銀による県内経済状況の動向、

こちらが厳しい状況にはあるものの、緩やかに

持ち直しつつあるというふうな判断が夏以降続

いております。また、国の地方財政計画におけ

る地方税収の伸びなども考慮しまして、令和３

年度の収納状況をベースとして予算書記載の額

を見込んだところであります。 

  積算の根拠につきましては、令和３年の実額

のほうをベースにしたところ、令和３年度の当

初予算と比べるとぐっと伸びているような状況

になっております。ただし、第６波の状況が長

引いていること、あと原材料の高騰が報道され

ておりまして、ロシア、ウクライナの国際情勢

など、こちらのほうが日本経済、また県内経済

のほうにどのような影響が出てくるかというよ

うなところは気をもむ状況であります。 

  以上でございます。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  思ったほど落ち込まなかった

と、そういうふうなことですね。 

  税収については、これ歳入の基本的な部分だ

と思いますけれども、社会の変化などもあって

大変難しい、見込みするには難しいというふう

に思いますけれども、しかしながら、個人も企

業も収益が上がらなければ税収も上がらないと。

これからコロナ禍がある程度収まって、地域経

済が活性化していくということもこれ期待して

はおりますけれども、一方で、先ほど述べられ

たロシアとウクライナの問題があります。現在、

日本もロシアに対しては強力な経済制裁を発動

しておりますけれども、そういうリスクもあり

まして、地域経済も大分影響があるんではない

かなと思うんですが、今後そのロシア、ウクラ

イナ問題に対して税収面とか地方経済、税収面

に対して、それらを含めてどのようになってい

くのかという見通しについて何か考えておられ

ることがあればお伺いしたいと思います。 

○委員長  矢澤税務課長。 

○税務課長  それでは、ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  御質問の内容につきましては、大変難しい中

身だなというのが実際のところでございます。

見通しを持つというのは大切なことでございま

すけれども、どのように日本の経済、県内経済

のほうに影響を及ぼすか、ここのところは、大

変申し訳ございませんが、今のところは見通し
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が立たない状況でございます。 

  以上です。 

○委員長  市長、今の問題をもっと分かりやす

く説明してください。 

○市長  一般的には、今回アメリカがロシアか

らの原油の輸入を停止する措置をはじめとした

様々な世界各国協調した経済制裁、そして今後

の戦況も含めて、企業収益については悪化して

いくのではないかというふうに思います。それ

に伴って、個人の所得についても収益と連動し

て下降傾向に向くのではないかというふうに考

えております。そのことは、この当初予算編成

作業は昨年から主に今年１月までで、まだロシ

ア情勢がこれほど悪化する前でございましたの

で、その辺も注視しながら財政運営をしてまい

りたいというふうに思います。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  分かりやすく説明いただきま

してありがとうございます。 

  この予算編成のときにはこういう問題がなか

ったというふうなことで、多分そういう仮定し

て予算編成したと思うんですが、これからどう

なるか分からないということで大変懸念してい

るわけでありますけれども、やっぱり今後も

様々な業種に対して、行政として、自治体とし

てでき得る限りの経済対策とか支援をお願いし

たいと思います。 

  以上であります。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  歳入全体についてお聞きをい

たします。 

  令和４年度新年度予算ですけれども、市税が

ですね、３億円ちょっと前年度よりも増えてい

ると。さらには、地方交付税が５億円ほど増え

ていると。こういう歳入の新年度予算が計上さ

れております。前年より増えているということ

は大変結構なことですけれども、しかし、今の

世相、状況を見ますと、先ほど来から議論され

ているわけですけれども、どうなるか先行きが

見えない、こういう政治情勢でありますから、

さらには追い打ちをかけている今のコロナ等々

の問題合わせるとですね、どうなるか分からな

いんですけれども、税収の見通し、どういうふ

うに考えておられるか、市長にお尋ねします。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  当初予算編成時までにおいては、令和

３年度の落ち込みが考えたほどではなかったと

いうことと、あと、10月から12月にかけて、昨

年ですけれども、コロナが非常に収束した状況

にあって、個人消費、あるいは企業の設備投資

ともに回復基調にあったということから、令和

３年の実際の徴収状況から令和４年のこの予算

を計上したわけでありますが、今後については

やはり相当厳しいというふうに思っております。

このとおり、予算というのは非常に堅く原課も

財政でも見通しを立てて、この予算を編成して

おりますが、さらに厳しい状況もあり得るもの

と思って、緊張感を持って対応してまいります。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  私、昨年の12月議会で税収の

問題、一般質問したわけですけれども、市長答

弁では今の答弁のようにですね、指摘をされて

きたわけですけれども。この南陽市の３か年の

財政計画あるわけですけれども、新年度はいい

としても、令和５年度、６年度、４年度を含め

て３か年計画の計画書あるわけですけれども。

この中ではですね、５年度から市税も含めて若

干は上がるものの、交付税が下火になってくる

のではないかというふうな予想をされて、恐ら

く計画書に書いてあるわけですけれども。いず

れにしても大変なことははっきりしているわけ

ですね、どうなるか分からないと、こういうふ

うな状況でありますから。ですから、今後ので

すね、全体的な市の予算が組まれるわけですけ

れども、今後の状況見通しですね、その辺どう
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いうふうに考えておられますか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  ３か年においても、このウクライナ情

勢がこれほど切迫した状況になる前に計画した

ものでありましたので、お手元にあるような状

況でありますが、基本的にはやはりここ数年は

混迷の度合いを深めていくと。これが落ち着い

ていくのが一体何年後になるのかというのは本

当に非常に見通しが持てないところであります。

そういう厳しい状況が数年続くものというふう

に全庁で考えて運営することは必要だというふ

うに思っています。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  予算ですけれども、全体的な

流れの中での位置づけですから、これ市民の暮

らしに直接来るわけですね。ですから、非常に

重要性を持っていると。１年間の予算を決める

わけですから。ですから、この流れというのは

よく見極めながら対応するということが私は重

要でないのかなと、このように思います。ぜひ

ですね、その辺見極めながら対応をしていただ

きたいものだなと。このことを指摘しておきた

いと思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第14款国庫支出金から第15款

県支出金までの25ページから36ページまでにつ

いて質疑ございませんか。 

  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  15款県支出金全般に関して、

財政課長と市長にお尋ねします。 

  お尋ねする内容は、市民の意向がしっかり要

望されて、それがどの程度充実してこの県支出

金になっているかという内容をお尋ねするもの

であります。 

  というのは、その理由に関しては、以前県議

会の中で、２月１日なんですが、吉村知事が、

県と市町村の連携や協議の在り方に関し、市町

村長、市町村議会議長とでそれぞれ実施してい

た会合を2022年度に統合し、県政の方向性や課

題の共有を図るというふうなことで、今まで個

別にいろいろな意見を聞きながら対応していた

ものを一本化するというふうなことをおっしゃ

っているんですね。えっと私は思ったんです。

なぜ思ったかと。 

  これは、平成12年から施行され、もう20年た

っています。地方自治法の改正がありました。

どんな改正だったかと。それまでは国の出先機

関的な仕事も全部引き受けていた県が、大きく

この自治法改正で変わった。市町村優先、市町

村自治体でやれることは自治体で頑張りましょ

う。それでやれない広域的なことを県がやりま

しょうというふうなことに大きく方向転換がさ

れたはずなんです。にもかかわらず、こういう

ふうに各市町村とか各議会の意見を酌み取る場

を集約しますよというふうになってくると、こ

の当時の意向と大きくそれてきているのではな

いかというふうに私は思うんです。 

  最近の動向を見ても、以前の私予算委員会で

も申し上げましたが、例えば飛島の米供給問題、

これは酒田市の問題であって、県全体のもので

はないだろうと。県全体の危機管理の問題では

ないだろうと、そういうふうに私は考えたんで

すね、その当時は。今回このような知事発言で、

意見聴取の場をどんどん減らしていくというふ

うなことは、県に市町村の意見が通らなくなる

のではないかと、そのような心配を非常にして

おります。 

  そういう流れの中で、今回の予算、令和４年

度の予算が組まれたわけですが、実務レベルと、

それから、首長のレベルと別々の考えがあるか

もしれませんので、それぞれのお二方にその辺

のことをお尋ねするものであります。よろしく

お願いいたします。 

○委員長  髙橋直昭財政課長。 

○財政課長  それでは、ただいまの御質問のほ
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うにお答え申し上げます。 

  例年、県の予算編成が市町村の予算編成に先

んじまして情報提供いただいております。今年

度につきましては、こう言っては失礼ですが、

非常に丁寧に説明を受けております。また、市

町村の要望に関する予算につきましても、子育

て対策から生活の弱者支援までということで、

例年と同額の形で予算措置をされております。

そういった意味で、非常に連携は取れているの

かなというふうに感じているところです。 

  以上です。 

○委員長  市長。 

○市長  今財政課長から申し上げましたように、

最近県のほうで様々な事業をやる場合に、従来

よりも事前に市町村の意向を問合せをした上で

実際に実施するか、しないかというふうになっ

てきているというふうに感じております。そう

いうこともあり、そして、新年度においては、

県市長会が知事に対しまして求めておりました

意見交換の場というのも持たれる。これは、本

来は３年度のうちにあればいいなというふうに

思っていたんですが、４年度には持たれるとい

うことで、その在り方については４月の県市長

会で市長会としての意見をまとめて、県のほう

にお伝えしようというふうにしております。 

  いずれにしても、県当局も、それから市、特

に市長会においても、お互いにしっかり連携で

きるようにというふうに努めて、そういうふう

な流れになるように努めてまいりたいというふ

うに思っております。 

○委員長  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  今お２方の答弁を聞いて大

変安心したところであります。 

  先日の一般質問で、高橋一郎議員がもっと広

域的に考えていろいろなことをしなくちゃなら

ないだろうという意見もございました。やっぱ

りそういうふうな形をするにしても、そういう

ふうな県と市町村がお互いに連携を取って、ど

んな課題があるのか、どういうふうなことを県

民が望んでいるのか、県民イコール市民ですの

で、それぞれの市民の思いと一つになって県民

の思いというふうなことで県と協調していただ

きたいと思いますので、今後ともよろしくお願

い申し上げます。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第16款財産収入から第21款市

債までの36ページから46ページまでについて質

疑ございませんか。 

  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  17款と20款に質問あるんです

が、最初に39ページ、17款寄附金のふるさと納

税寄附金についてであります。 

  昨年の予算書では８億円の見込みで、実績も

約８億円ぐらいということをお聞きしておりま

すが、今回の予算書では10億円を見込んでおら

れます。２億円の増額を見込んでいるわけです

が、その根拠となる部分についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  今年度でございますけれども、今現在約８億

600万円程度でございまして、対前年度比1.1倍

ぐらいとなってございます。それで、このたび

専決処分をさせていただきまして、5,000万円

の増額、そして、令和３年度については８億

5,000万円を目標と設定いたしました。委員お

っしゃるとおり、令和４年度10億円ということ

でございますけれども、まず寄附受付サイトを

ですね、令和３年度に５つ増やしまして、現在

９つのサイトにしてございます。また、令和４

年度で歳出予算のほうにも計上してございます

けれども、民間に委託する部分を少し増やしま

して、寄附額の増額に努めてまいりたいという

ふうに考えております。また、寄附受付サイト
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に上げておりますお礼の品の数についてもです

ね、新たな商品なんかも提案しながらですね、

今現在一つのポータルサイトでは520を超える

商品数となってございまして、そういった部分

からも来年度はまず10億円、将来的には10億円

はもう通過点といたしまして、12億円、15億円

と少しでも多く寄附額を集めたいというふうに

考えてございます。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  ポータルサイトを５つから９

個というようなことで、そういうふうに増やし

て幅広く寄附を募るという戦術だと思いますけ

れども、一方で、先ほどちょっと触れました返

礼品の確保というのも不可欠だと思うんですね。

それなりの見通しは持っておられると思います

けれども、果物、農産物なんかは、やっぱり天

候に大きく左右されると。そういうことで、大

変難しいんではないかな、その確保というのは

大変難しいところがあるのかなと思います。昨

年、サクランボが大変苦戦いたしました。その

サクランボの不足というか、欠品というか、そ

の金額というのは大体どのぐらいあるのか。そ

れから、しっかり農産物とかそういう人気商品

に対しての対応はできているのかというこの２

点について、ちょっとお聞かせいただきたいと

思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  昨年というのは令和３年度というふうな。今、

委員おっしゃったとおり凍霜害がございまして、

特にサクランボが一番被害が多かったわけでご

ざいます。それで、サクランボに代わりまして、

こちらのほうではシャインマスカット、またお

米などを中心にですね、代わりのもので対応さ

せていただいた経過がございます。すみません、

その金額というふうな部分でですね、ちょっと

今私把握していなくて申し訳ございませんけれ

ども、確かに委員おっしゃるとおり、果物とい

うのはですね、天候に左右される部分がござい

まして、不安な部分もございますけれども、た

だ、農家さんのほうとですね、まだそれほど多

く取引といいますか、させていただいていなく

てですね、まだまだ提供いただける農家さんも

いるのではないかというふうに考えてございま

すので、新たにですね、そういった方々にです

ね、ふるさと納税のお礼の品に提供いただける

分を少しでも多く増やして、そういった天候等

に左右された場合でもですね、代わりのもので

対応するなど、今後も実施してまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  対応ができているかどうかと

いうのは今の答弁ちょっと分からないんですが、

２億円というと相当、私の頭の中では相当ハー

ドルが高いのかなというふうには考えます。 

  このふるさと納税については、現在裁判で国

と争っている自治体などもあります。地方自治

体の大事な財源の一つにもなっておりますので、

その辺は十分に考慮していただきまして準備を

万端していただきたいと思います。要望いたし

ます。 

  次に、43ページの20款諸収入の５項雑入、３

目雑入の中で、43ページの説明欄の下から３行

目、資源ごみの売却代金についてであります。

これは、そのまま歳出の保健衛生費の元気が出

るまちづくり交付金の原資になっていると思う

んですね。以前にもちょっと触れたことがあっ

たんですが、私がそのとき質問したときには

500万円を超えておりました。決算書で見ます

と、昨年までの決算書で見ますと、３年前は約

572万円だったのが、２年前は444万円、昨年は

356万円と、毎年売却代金が大きく減少してい

るんですね。100万円前後の減少があります。

不足部分はこの基金から補塡されると思います

が、現在の基金の残額というのはどういうふう

になっているのかお聞きしたいと思います。 
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○委員長  鈴木博明市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  令和２年度末で2,958万6,071円が残高となっ

てございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  歳出のほうの元気がでるまち

づくり交付金は、これ各公民館単位に希望によ

って分配されると、割り振りされているという

ことだと思いますけれども、私も公民館の職員

なども経験させていただいておりますので、そ

の程度は理解しておりますけれども、公民館予

算も何かと厳しいという中で、必要な交付金と

して地区に大きく貢献しているんではないかな

と思うんですね。諸事情で多少の減少は仕方な

いと思いますが、仮に今の金額をお聞きします

と、年間例えば100万円ずつ補填しても30年ぐ

らいは枯渇しないということだと思います。こ

れ、売却代金が下がるだけでなくて例えば上が

るということもあると思いますので、多分なく

ならないのかなというふうに私なりに思いまし

た。やっぱり、その辺はぜひ維持していただく

ように、先ほども申し上げましたとおり、地区

に大変貢献しておりますので、維持していただ

くように要望いたしたいと思います。 

  以上であります。 

○委員長  要望ですね。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、ここで歳

入については質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は11時15分といたします。 

  今度は歳出について質疑を行います。 

  暫時休憩いたします。 

午前１０時５８分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時１５分  再  開 

○委員長  再開いたします。 

  次に、歳出に入ります。 

  第１款議会費の47ページから48ページまでに

ついて質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第２款総務費の48ページから

87ページまでについて質疑ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  51ページの16節非核平和の夕

べ開催事業費についてお伺いをしたいと思いま

す。 

  まず、このタイトルのとおりですね、非核平

和ということで、まさしく今ロシアが侵攻、侵

略をしてですね、そういうふうな中で、特に核、

非核についての催物だというふうに、非核平和

ですね、ということで、大変的を射ているなと

いうふうには思っております。 

  その中でですね、その内容についてお伺いを

したいと思います。まず、非核平和都市推進市

民会議補助金というふうなことですので、この

会議のいわゆる構成とか、代表者も含めて構成

員についてお伺いをして、この何の事業を行っ

ていくのか、いつどこで何をしていくのか、そ

れをまずお伺いしたいと思います。 

○委員長  嵐田総務課長。 

○総務課長  ただいまの御質問にお答えを申し

上げます。 

  非核平和都市推進市民会議につきましては、

この非核平和の夕べを開催するに当たりまして、

実行委員会体制的な動きでしていただいてござ

います。様々な団体の会長さんに参加をいただ

いて進めているという状況でございまして、前

回、平成29年に非核平和の夕べ、ちょうど50周

年のときでございましたが、開催をしておりま

すが、そのときにもこの会議ということに補助

金を出して運営をしていたということでござい

ます。 
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  内容につきましては、これまでこの平和都市

宣言をしてから、昭和63年になりますが、それ

以降「平和の夕べ」、最初のほうは「平和の夕

べ」ではなかったんですけれども、途中から

「平和の夕べ」という名前に変えてそれぞれ実

施をしておりまして、ここ数年は５年に１回と

いうスパンで実施をさせていただいております。

前、映画の鑑賞だったり、アグネス・チャンあ

たりも呼んだことがあったんですけれども、そ

ういうこととか、あとは、前回は演劇の鑑賞と

いうことで、特に小中学生の皆さんに参加をい

ただいて進めていくということになってござい

ますので、今回もそのような形で進めていきた

いというふうに考えてございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  各団体という、実行委員会と

いうふうなことだというふうなことなんですけ

れども、そこの中では今回このような形でいわ

ゆる時間、日時等も含めてやりましょうという

ふうな議論はなされたんでしょうか。 

  今ですね、総務課長は、前回、いわゆる５年

前、2017年のみたいなとおりにやっていきたい

というような話だったんですけれども、という

ことであれば、いわゆる観劇、劇を見るという

ふうなこと、それは、前回は「流れる雲よ」と

いう劇でした。それで、580万円という補助を

補助金という形でその演劇の劇団のほうに支出

するというふうなことなのか、そこをもう少し

詳しくお願いしたいと思います。 

○委員長  嵐田総務課長。 

○総務課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  会議そのものに当たりましては、この例えば

「平和の夕べ」を実施するに当たって組織とい

うか、集まっていただいている状況でございま

すので、今の段階でこの会に諮ってどういうふ

うな方向でいくかというふうなことを決めてい

るものではございません。今回、予算を御可決

いただけましたらば、具体的なものを決めてい

くということでございます。 

  今の委員お話の、前回は「流れる雲よ」とい

う演劇だったということでありますが、その演

目等につきましても今決まっているものはござ

いません。ただ、学校の生徒たちに観劇をいた

だくという想定でございますので、学校関係、

年間のスケジュールかなり早い時期に決まると

いうことでございますので、日取りにつきまし

ては相談をさせていただいて、８月末で決定を

しているというふうな状況でございます。あく

まで予定ということでございますので、よろし

くお願い申し上げます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  この580万円というのは、そ

うすると前回の観劇をした予算の中身であって、

現在はまだ決まっていないというふうなことな

んでしょうか。 

  決まっていないとすればですね、私はこの小

中学生に、前回も指摘させてもらいましたけれ

ども、「流れる雲よ」という、これは、考え方

はいろいろあると思います。ただ、非核平和と

いうようなことではちょっとずれているのかな

というふうに思いますし、何せ特攻隊が美化さ

れるような、日本のために特攻隊戦士が南の空

に飛んでいって、日本のため、それから家族の

ために守るんだというふうな形、そういったこ

とで、靖国神社も出てきますけれども、そうい

うふうなものを小中学生に見せていくというふ

うなことは、私は非常に多情多感な、まだ人格

形成もできていない子どもたちにですね、そう

いったものを見せていくというふうなことはち

ょっといかがなものかなというふうに思ってい

ますし、市民の方もですね、ああいったもので

あれば、「流れる雲よ」みたいな観劇であれば、

これはおかしいよねというふうに。非核平和で

あれば、例えば「はだしのゲン」であるとか、

核ですから、原爆を浴びないように、そういう
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ふうなことでは駄目だというふうなことでの思

いをするべきだというふうに思いますけれども、

その辺ですね、どのように考えておられるのか。

市長はどうでしょうか。その辺についての考え

方についてお伺いしたいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  今回、ウクライナに対するロシアの侵

略というのが、核を保有する国と、それから核

を放棄した国の現実を世界がまざまざと見せつ

けられたという意味では、これまでの非核に対

する考え方と、それから世界の現実とが非常に

混沌ともしておりますし、一方で、あからさま

に見せつけられたという感じもしています。こ

れは、一市民としても、例えば世界の為政者で

あったとしても、非常に難しい問題であるとい

うふうに思っています。しかしながら、核につ

いては反対であり、戦争の悲惨な状況を将来し

ないようにという思いは皆さん一致していると

思いますので、その思いに沿ったものができれ

ばというふうに考えているところです。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  市長からそういうふうな形で

答弁ありましたので、そういうふうなものとい

うふうなものを期待をしたいというふうに思っ

ています。 

  あくまでも補助金という形の名目ですので、

事業主体がどこになるのかというふうなことも

あるわけですね。そこは、事業主体としてはあ

くまでも推進市民会議というふうなことになる

のかということをまたお伺いをしたいと思いま

す。 

○委員長  嵐田総務課長。 

○総務課長  推進市民会議のほうに補助金を出

してということで進めておりますので、推進市

民会議が事業実施主体となって進めていくとい

うことになるかと思っております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  教育長にちょっとお伺いをし

たいと思います。 

  今のその議論のやり取りの中でですね、考え

方としては小中学生に対象としての意図がある

のかなというふうに思うんですけれども、小中

学生が例えば非核平和というようなことで訴え

ていく場合の方法としてですね、教育長はどの

ような形で考えておられるのか、ちょっとお伺

いしたい。ちょっと漠然な話で申し訳ないです

けれども。 

○委員長  長濱洋美教育長。 

○教育長  ただいまの御質問にお答え申し上げ

ます。 

  非核平和という場合に、やはり戦争というと

ころが一番大きな扱いのポイントになるのかな

というふうには思います。現在の様々な社会情

勢を考えたときに、やはり平和の尊さ、命の大

切さというものを子供たち自身が発達段階に応

じて考える。そして、自ら平和な国家をつくっ

ていくということが教育の現場では一番大事に

なるのかなというふうに思っているところでご

ざいます。 

  かつていろいろ反戦教育、あるいは平和教育

議論がなされておりますし、唯一の核被爆国で

あるというふうなところから考えましても、や

はりいろいろな場面で戦争を経験しない世代の

ほうが現在日本の中でも多くなっているわけで

すので、悲惨さと、第２次世界大戦の具体的な

場面どうのこうのということではございません

が、やはりいろいろな手段を通して教育をして

いくということが大事なのかなというふうに思

います。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  それでは、最後に市長にもう

一度お伺いしたいと思います。 

  単刀直入にですね、お伺いしたいと思うんで

すが、前回のその「流れる雲よ」というふうな

観劇についてはしないというふうな理解でよろ

しいですか。 
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○委員長  白岩市長。 

○市長  前回のものをしないということではご

ざいません。先ほど委員から「はだしのゲン」

という御提案もありましたけれども、あらゆる

ものを含めて検討していくということだという

ふうに思います。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  私が肝にしているところはそ

こなんですけれども。例えばその「流れる雲よ」

というふうなものも１つの選択肢にあるという

ふうなことであれば、私は反対をしたいと思い

ます。理由は、今まで述べたとおりです。多情

多感な子供たちにですね、やはり本当は、今教

育長が言われたように、社会がそんな戦争をし

ていったというふうな、そこが大事なことであ

って、そして、原爆を落としたというふうなこ

とについての正しいものをやっぱりしっかりと

子供たちに考えてもらう、見てもらう、聞いて

もらうというふうなことが必要だと思うんです

よ。その教材としては、やはり「流れる雲よ」

は私は反対なので、もし市長がですね、今の形

でそれも選択肢にあるということであれば、残

念ながら私はこの予算については反対をせざる

を得ないと思うんですけれども、どうですか。

また同じでしょうかね。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  芸術に関することでもあり、その点に

ついては本当に多様な御意見があろうかという

ふうに思います。委員には委員の思いが、そし

て、様々な人が様々な思いを持っているという

ふうに思いますが、とにかく戦争の悲惨さを伝

え、戦争は起こしてはならない。そのことが核

兵器の使用をしない世界につながるようにとい

う思いで内容については検討してまいりたいと

いうふうに思っております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  今、芸術という切り口を持ち

出されたわけですけれども、芸術の前にですね、

やはりどういうふうな中身なのかというふうな

ことだと思うんですよ。しかも、多情多感でま

だ人格形成ができていないところに見るものと

いうふうなものは、私たちみたいな大人が見る

ものとは違うというふうに思いますので。市長

がはっきりとですね、それは考え方がいろいろ

あるので、戦争反対というのはもちろん分かる

し、そういうふうなことだと。だけれども、こ

れを例えば「流れる雲よ」は排除しない、そこ

は否定していないので、そこはやっぱりする可

能性もあるのかなというふうに思いますので、

だとすれば私は反対をしたいというふうに思い

ます。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  私、５年前、地区長会のほう

のあて職で青少年市民育成会議だっけ、そっち

のほうの会で、この劇をやるに際しての実行委

員というかな、何か。それで、私も一生懸命宣

伝して、私も普通5,000円から6,000円で見る劇

が1,000円で見れるんだということで宣伝しま

して、私も見た記憶があります。そのときは、

私自身、自分のことを中心にしか考えられなく

なっている子供たちにこういった劇を見せるこ

とで、改めて国の大切さ、みんなのためにどう

するということの大切さを教えるという意味で、

これはこれで今意義があるのかなと私なりに当

時は思いました。 

  このたび580万円、前回は680万円だったんで

すね。それ、今回580万円というふうなことで

して、まさか同じものをやる可能性はないと思

っていたんですけれども、今の高橋一郎議員と

市長とのやり取りは、ひょっとするとまたあの

劇やるのかなと、今はっと思って。実は昨日、

その劇を思い出すためにネットでちょっと色々

見まして、こんな言葉があったんです。流れる

雲よ、命があることで果たせる大義もあると。

あのときは、５年前は、私は私なりに、ああ、
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この時代こういうのも大事なのかなと思ったん

ですけれども、今この時期にあれをやるという

なら、私絶対これは反対する。この間一般質問

で申し上げたように、ロシアがみんなで駄目だ、

駄目だというふうな、そういった一つの決まっ

た流れの中で、こういった劇を見せるというこ

とがどういったことを意味するのか。まさに、

80年前の戦争と同じ状態に日本人を引きずり込

む、そういった劇ですから、今やるとしたら私

は見れない。もしあれをやるんだったら、私命

がけで反対します。表明しておきます。 

  以上。 

○委員長  当局の意見は要らないのね。あなた

の主張ですね。 

○髙岡亮一委員  はい。 

○委員長  ほかにありませんか。 

  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  65ページの移住支援事業交付

金についてちょっとお聞きしたいんですが、こ

の事業については、要するに対象者の要件、３

つの要件全部に該当すれば、２人世帯で移住す

る場合は100万円、単身での移住の場合は60万

円支援するというふうな内容なわけですが、今

回も、昨年も100万円の予算計上されておりま

す。３年度の実績というものについて、まずお

伺いしたいと思います。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの委員の御質問に

お答え申し上げます。 

  移住支援金の令和３年度の南陽市の交付の実

績でございますが、３名の方に交付をさせてい

ただいております。 

  以上でございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  ３名の方というのは、３世帯

という意味なのでしょうか。そうすると、例え

ば100万円、あるいは60万円ということからす

ると、この予算を増額してということのように

聞こえますが、その辺はいかがなものでしょう

か。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの御質問にお答え

申し上げます。 

  今年度３名につきましては、３世帯というふ

うなことになります。今年度も、当初100万円、

１名分の予算を計上させていただいておりまし

たが、こちらにつきましては該当の方が年度内

に南陽市に引っ越しされたということで、６月

の補正予算でお２人目、12月の補正予算で３人

目の方について予算を頂いているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  その予算については分かりま

した。 

  それで、３世帯が移住された。あるいは、こ

の支援金に該当するものでなくても、移住、あ

るいは定住されている方も多いと思うんですが。

それで、空き家バンクのほうを見させていただ

きますと、成約件数が25件というふうなことで

ございました。この移住、定住者の方とのこの

空き家バンクの成約状況の関係といいますか、

この25件の要するに空き家バンクが売れたと。

こういう場合、移住者の方がほとんどなのか、

あるいはそうじゃないよというか、その辺の関

係性をちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの御質問にお答え

申し上げます。 

  空き家バンクとの関連につきましては、特に

空き家バンクを積極的にお勧めしているという

ふうなこと、今年度の相談につきましてはそう

ではございません。特に、空き家バンクとかあ

りませんかというふうな御質問が、窓口はみら

い戦略課になっておりますので、そういうふう

な御質問をいただいた場合には建設課なりを御
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紹介をさせていただいて、そちらのほうに誘導

をさせていただいている状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  必ずしも移住者が空き家バン

クを購入しているということではないというこ

とが分かりました。 

  今、ほかの自治体、全国自治体でも移住定住

というか、それをとにかく力を入れてやってい

るというふうな状況があります。そういう中で、

さらに移住者に対する支援というか、そういっ

たものをさらに充実させていただいて、特にこ

の件については力を入れていただきたいなとい

うふうに要望をお願いいたします。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  59ページ、企画費に関連して。 

  今回の市長の施政方針、これ私なりに非常に

おおと感じ入ったのが、南陽を世界ブランドへ

という言葉が３回出てきたんです。これはただ

ごとでない力の入れようだなと。私も、この言

葉は非常に奥山さんからお聞きして以来感銘を

受けておりますので、これがどういった形で今

回の企画の中に生かされているのか、その辺御

説明いただきたいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  企画費に限らずなんですけれども、基

本協定の中で「四季南陽」がオープンするに当

たっては、やはりまず源泉、温泉が一番供給で

きるようにということで、その温泉の維持管理

費については他の項目に入っているかというふ

うに思います。そのほかにも、あそこを再整備

するに当たって必要と思われる協力は、今現在

ちょっとどの項目に入っているかというのはこ

の場ではちょっとお答えできませんけれども、

とにかく南陽市で全面的にしっかりオープンし

て運営できるようにということは全庁に指示し

ておりますので、必要なものはそれぞれの項目

にわたって適切に執行して、南陽を世界ブラン

ドにということができるようにしてまいりたい

というふうに思っております。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  私自身としては、本当は、こ

こにもそういった意識を盛り込んで企画したん

だというようなことを数々挙げていただきたか

ったというのが正直なところです。本当は、み

らい戦略課長がその辺どう受け止められて、ど

う考えておられたかということを先に聞きたか

ったんですけれども、市長のほうからちょっと

物足りないなというふうな、ただ、市長がそう

いうことであれば、改めてみらい戦略課長から

の話を聞かなくてもいいですけれども。 

  今後やっぱり、せっかくね、３回もこの言葉

を施政方針の中で言われたということは、これ

は本当に大きいことなんですね。行政をあずか

る当局の方々として非常に大事なことだと思う

ので、これはいろいろなところでこの言葉を意

識しながら、今市長言われたように、いろいろ

な面でそういったことを反映できるわけなので、

そういった意識を根本に持っているということ

は物すごい大事なことなので、それ強く要望し

ておきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第３款民生費の87ページから

110ページまでについて質疑ございませんか。 

  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  ３款民生費の１項社会福祉費、

89ページですけれども、灯油購入費等助成費に

関連してですけれども、先ほど来ロシアとウク

ライナの戦争という話が出てきていますけれど

も、原油のほうが非常に高止まりしている状況

です。原油価格のほうが、先日ＵＡＥのほうで

増産ということがあって、多少落ち着いてはい

るようですけれども、かなり原油の価格のほう

が高止まりしているというような情報が入って
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います。今後についても、原油のほうどのよう

な金額で取引されていくのかというのは不透明

な状況になっていますけれども、今回、先ほど

来予算編成のときのお話しになっていますけれ

ども、10月、11月に編成しているわけで、この

ロシアとウクライナの問題というのは頭に入っ

ていない状況での予算編成だと思います。 

  これは、今回800万円ですけれども、例えば、

これ冬場の灯油助成金なわけなんですけれども、

これから灯油の価格がどんどん上がってきます

と、当然夏場にもお風呂ですとかボイラーです

とか、その辺でいっぱい灯油のほうを使うわけ

です。低所得者世帯のほうでなかなか支出のほ

うが難しくなっていくということも考えられる

んですけれども、それについてはどのようにお

考えになっているでしょうか。 

○委員長  尾形久代福祉課長。 

○福祉課長  それでは、今の御質問にお答えい

たします。 

  この事業につきましては、県との共同事業と

いうことになっております。当初、この予算編

成の部分につきましては、県との共同事業とい

うことで、その内容に沿ったものというふうに

させていただいております。冬期間の生活を応

援するというふうな意味での事業となっており

ますので、県の示されている要綱のとおり、１

世帯5,000円というふうなことで当初は考えて

おります。 

  今後につきましては、令和３年度灯油の高騰

等によりまして市独自で5,000円を上乗せした

というふうな状況ではございますけれども、そ

れにつきましては今後の状況を見ながらという

ふうなことになりますので、現段階では県の要

綱のとおりというふうなことで予算計上をお願

いしているところでございます。 

  以上です。 

○委員長  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  今回の予算については県の支

出に沿った形ということなので、それはしよう

がないと思うんですけれども、一応先ほども言

ったように、社会情勢がこういう状況でどんど

ん変化している状況です。大変なことになる可

能性が出てきますので、それについて市長のほ

うからお考えちょっと１回だけお聞かせいただ

きたいんですけれども。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  今の燃料価格の高騰というのも非常に

異常な事態だというふうに思っています。昨年

市独自で上乗せをいたしましたけれども、これ

だけ高騰が続き、さらに今後も予断を許さない

となると、やはり国全体としての対応が必要で

はないかというふうに思っています。そうした

意味で必要な要望について、市長会等を通して

適宜行ってまいりたいというふうに思いますし、

市民生活の動向については注視して、必要な対

応を取ってまいりたいというふうに思っており

ます。 

○委員長  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  今、国のほうに要望という話

がありましたけれども、先ほど来言っています

けれども、冬場になる前から大変なことになる

可能性が出てきているわけです。ぜひその辺、

市民のほうの意見のほう、アンテナを高くして

いただいて、要望のほうもお聞きしていただき

まして、県、国のほうへの要望のほうを進めて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。要望です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  ページ数96ページ、第３款民

生費、１項社会福祉費の説明欄７番、発達支援

室事業費112万5,000円ほど今年度新たな事業と

して計上されておりますが、具体的にはどのよ

うな発達支援をやっていくのか、その事業の内

容をお聞きしたいと思います。 

○委員長  尾形久代福祉課長。 



－179－ 

○福祉課長  それでは、お答えをしたいと思い

ます。 

  来年度新たにこの事業を行うということに当

たって、４点ほどこちらのほうで考えておりま

す。まずは、青年期の発達支援の連携強化とい

うことで、連携会議というものを行うこと、あ

と、一つ一つの事案に対してケース会議を行う

こと、そして、専門的相談というふうなことで

相談窓口を設けたいと思っておりますので、週

１回程度と考えておりますけれども、その相談

の機会をしっかりとつくること、そして、本人、

保護者との支援をしっかり行うというふうな４

点に力を入れてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  ありがとうございました。 

  この発達支援というか、発達障害者について

は、長年ですね、福祉と障害者のはざまに立た

されてなかなか支援の手が届かなかったという

のが現状だと思います。それが、ここ最近です

ね、発達障害者支援法の改正やら障害者基本法

の改正で発達障害者も支援の対象となるという

ことで明記されたわけですね。そういった国の

法整備も相まって、南陽市でもその意向を酌ん

でこういう事業を展開されてきていると思いま

すが、ただ、文部科学省の調査では、これは教

育関係ですけれども、学校に通う、要するにク

ラスに通う意味で何らかの担任から指導を受け

ているという数の推移について、要するに平た

く言う学校での発達障害者の推移といいますか、

1993年には、今から27年前ですけれども、から

2014年、ちょっと古いですけれども、1993年に

は１万2,259人、それが2014年になりますと８

万3,750人、約７倍も増えているんですね。こ

れは、子供たちを取り巻く環境というとおかし

いんですけれども、誰かが異常と言いましたけ

れども、異常な数字ではないですかね。私はそ

ういうふうに捉えているんですが、教育長をは

じめ学校教育課長あたりどういうふうに思われ

ているんですか。 

○委員長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  全国的に、一学級に、発達障害の診断は受け

ていないけれども、そういった気質をお持ちの

お子さん方が６％ぐらいいると言われていると

ころでございます。それも、もしかしたら、私

どもが子供のときもいたのかもしれない。医学

やそういった知識の進展に伴いまして理解が進

んだというふうにも捉えられるかと考えている

ところでございます。 

  大切なことは、その子に合った支援が切れ目

なく、小学校就学前から、この発達支援室事業

のように青年期に至るまで切れ目なく支援がそ

の子にとって適切な支援が続けていけるように

することかなというふうに考えますので、引き

続き学校とも発達支援室とも連携を深めてまい

りたいというふうに考えているところです。 

  以上でございます。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  これは、ちょっとこれも古い

話ですけれども、平成23年度に文部科学省が公

立小中学校を対象にして調査した結果ですけれ

ども、これは担任の先生からのアンケート回答

から、やはりクラスにですね、6.5％の割合で

発達障害者の方がいると。ということは、30人

学級ですと２人ですよね。やっぱり、こういう

状況の中で、発達障害者の子供さんを持つ保護

者も、それから、その教育の現場を預かる教員

も、これはえらい大変だと思うんです。南陽市

も大体こんな状況ですか。こんな状況というか。 

○委員長  佐野浩士学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  南陽市内の小中学校は、規模、それから地域

の実態等も違いますけれども、大体同様の傾向
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と捉えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  この支援の内容は、いろいろ

多岐にわたって、教育ばかりじゃなくて医療的

支援、それから福祉的支援、それから教育的支

援、様々他課にわたって連携しなければいけな

いものがあると思いますね。今後ですね、福祉

課長にお尋ねしたいんですけれども、この連携

をどういうふうに考えて築こうとしていらっし

ゃるのか、その辺のお考えあればお聞かせして

いただきたいと思います。 

○委員長  尾形久代福祉課長。 

○福祉課長  それでは、お答えいたします。 

  南陽市のほうで発達支援室つくられましたの

が本年度からというふうなことになっておりま

す。今年度につきましては、南陽市の現状の把

握というふうなことと、何が課題になっている

かというふうなことをまず関係機関で一緒にな

って協議をして話し合ってまいりました。南陽

市の場合は、幼児期から、そして中学校までの

発達に関わる支援というふうなところにおいて

は非常に充実しているというふうなことなんで

すけれども、義務教育が終了した後、なかなか

その引継ぎがうまくいかずに切れることが多い

ということで、一番課題になっていますのは、

高校進学後や就労後に発達障害の診断を受けた

方、もしくは小さい頃から発達障害というふう

な障害をお持ちの方がなかなか切れてしまって、

切れ目のない支援ができないというふうなこと

が課題になっているというふうに考えておりま

す。そのことについて、やはり関係機関、もち

ろん庁舎内はもちろんですけれども、外部の関

係機関の協力も得ながら、また専門家の意見も

聞きながら、そういった方が社会の中で穏やか

に、そして自分らしく生きていけるというふう

なことをやはり目標にしまして、私どもは事業

を行っていかなければならないなというふうな

強い思いをしております。 

  以上です。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  様々手だてを考えていらっし

ゃるということをお聞きしましたけれども、や

っぱりこれからですね、この支援体制をしっか

りしていくということは、現状把握とともに重

要なことだと思います。もう一つ重要なことは、

これ以上、異常なまでに右肩上がりでどんどん

増えている現状、これを減らすにはどうするの

かと。何が問題なのかということも、これは科

学者じゃありませんけれども、そういった観点

でも追求して対策を取っていかないと、もう天

井知らずで上っていく現状ではないかと思いま

す。 

  ある環境情報センターの調査では、今、日本

はじめ世界中で農作物を作るのに農薬は欠かせ

ないわけですけれども、その農薬の一種が人間

の神経回路、シグナル毒性になってしまって、

遮断してしまって、うまく神経が伝わっていか

ないような状況になっているんではないかとい

う調査もあります。やっぱり、なったらどうす

るのかという支援対策も、これも重要なわけで

すけれども、根本的にそれを少なくしていくと

いう視点から言えば、これは何でそういうふう

な状況になるのかという、そこに目を向けなけ

れば、対処治療法だけでは解決しないんじゃな

いかなというふうに私は思っていますけれども、

市長、その辺の考えはどういうふうに思います

か。 

○委員長  市長。 

○市長  その御指摘については、委員全くおっ

しゃるとおりだというふうに思います。その対

症療法が市町村の現場で行われているわけであ

りますけれども、現実的に十分に対応できるマ

ンパワーや予算は不足しております。一刻も早

くですね、様々な科学的知見に基づいて根本的

な対応が国全体で取られるようになることを願



－181－ 

っているところです。 

○委員長  ただいま質疑中でございますが、暫

時休憩といたします。 

  再開は、午後１時といたします。 

  御苦労さまでした。 

午前１１時５８分  休  憩 

─────────────────── 

午後 １時００分  再  開 

○委員長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き、第３款民生費の87ページ

から110ページまでについて質疑ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  88ページの、説明欄としては

10番ですね。社会福祉協議会負担金2,585万

9,000円についてお伺いをしたいと思います。

社会福祉協議会の会長であります副市長にお尋

ねしたいというふうに思います。 

  いろいろ市民からの話を聞くところによりま

すと、来年度からいわゆる在宅の介護、社会福

祉協議会でやっている在宅介護、ヘルパーです

ね、それはやめるというふうにお聞きをしてお

ります。それについて、そのような考え方があ

るのかどうか、まずお伺いをしたいと思います。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  お答えいたします。 

  社会福祉協議会については、今月理事会があ

りますので、正式にはそこで決定になります。

一応、該当職員が退職してしまうというふうな

ことでやめざるを得ないというのが現状であり

ます。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  やめざるを得ないというふう

なことで、ということは、本来ではないという

ふうなことの裏返しかなというふうには思うん

ですけれども、社会福祉協議会がやっている

様々な福祉事業、特に老人福祉事業に関しては、

私は福祉事業の１つの市の一丁目一番地として

ですね、実践をやっている場所だというふうに

思っていますので、それぞれに職員の方も矜持

を持ってですね、プライドを持ってやられてい

るというふうに思っております。 

  その中でまたお聞きしたのはですね、どうも

社会福祉協議会が今後についてですね、いわゆ

る、今通所であるとか在宅の介護とかやってい

るわけですけれども、それを先細りになるとい

うかな、簡単に言うと、そういったことでやめ

ていくというふうなことをお聞きしました。そ

れで、それを不安視してですね、職員も辞めて

いくというふうな現象があるやに聞いておりま

す。というふうなことが実際に、そのいわゆる

先ほど言ったヘルパーは人がいなくなるという

ふうなことだったようですけれども、そういう

ふうなヘルパー以外にですね、いわゆる社会福

祉協議会がやっている事業として、今後減少、

縮小、あるいはほかの例えば民間団体のほうに

やっていくとか、そういうふうな構想というか

を持っていられるのかどうかお伺いしたいと思

います。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  ただいまの質問にお答えいたします。 

  社会福祉協議会の事業に関することなので、

私の個人的な見解というふうなことで述べます

けれども、社会福祉協議会でやっている介護福

祉事業は全て収益事業です。これは、いわゆる

会社でもできるしＮＰＯでもできるし、いわゆ

る普通の民間法人でもできる介護の事業ですの

で、収益事業ですので、採算が取れなければそ

の事業からは撤退するしかないというのが現実

です。 

  ２年前でしたかね、実は介護福祉事業が赤字

になって、正直ボーナスというか手当が支給で

きなくなるのではないかというくらいにちょっ

とひどいときがありました。その辺を考えて、

いわゆる継続的に社会福祉協議会が存在できる

ような形にしましょうというふうなことで今内
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部で検討していますので、その事業をやめると

いうことも選択肢の中に入っています。例えば、

先ほど申し上げましたとおり、職員の体制が取

れなくなったとか、いろいろな意味でできなく

なった場合は、その事業から撤退するしかない

というのが今の現実です。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  冒頭ですね、収益事業という

ふうなことがありました。確かにそれは収益事

業だと思います。ただし、福祉に関して、じゃ

しっかりともうかっていくのかというふうなこ

とはまた別の次元かなというふうに私は思って

います。 

  福祉については、やはり少し赤字でもですね、

やっぱりそういったニーズがあって、しっかり

と社会福祉協議会という事業実施主体でやって

いくというふうなことであれば、それはそれで

市の持ち出しがあっても私はしようがないのか

なというふうには思っていますが、今の副市長

の話ですと、これはあくまでもね、個人的な見

解というふうなことでしょうけれども、社会福

祉事業が持っていく、いわゆる採算ベースで考

えていったら、社会福祉事業の事業というのは

だんだんなくなってくるのではないんですかね。

ということであれば、そこにいる職員の方が非

常に不安に思うというふうなことがあると思う

んですけれども、そういったものは、これは当

然労働条件のことでもありますので、そういっ

たことをちゃんと伝えているのか、あるいは伝

えていないのか、まだはっきりしないので、ま

だ何とも言っていないのかというふうなことが

あると思うんですけれども、実際にですね、い

ろいろ将来先を見通して、将来性がないという

ふうなことで考えている職員もいるんじゃない

かなと思うんですけれども、その辺はどうなん

ですかね。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  お答えいたします。 

  介護の事業については、先ほど申し上げたと

おり収益事業ですので、市のほうで赤字補塡に

ついては基本的にないというふうに考えていま

す。 

  あと、もう一つ、その職員の体制の中ででき

なくなっても、市としてその業務を残すか、残

さないかという判断は恐らく残ると思います。

つまり、社会福祉協議会以外がそのサービスを

担うというふうなことも選択肢の中には恐らく

あると思います。それについては、その前に市

のほうで検討すべき課題ではないかというふう

に思っています。 

  あと、流れの中で中、長期的に申し上げると、

高齢者の人口というのはピークをもう迎えて、

これからだらだらと下がっていく。介護の給付

費も、これから右肩上がりだということはもう

あり得ないと思います。つまり、簡単に言えば、

南陽市だけを市場としてサービスをしているう

ちはどんどんパイが縮小していく。そういうふ

うになったときに、結局その事業者としてどう

いうふうにするかという戦略を立てないと、こ

れからは経営するのに大変だろうというふうに

考えています。ただ、委員おっしゃるとおり、

働く人がどういうふうなその将来展望が持てる

かということも考えて、そのいわゆる職員の定

年とか自然減とか、いろいろな形で調整しなが

ら、今働いている人がなるべく不安にならない

ような形でその経営計画はやっぱりつくるべき

だろうというふうには考えています。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  素人的に言えば、とにかく何

か社会福祉事業がいろいろやめていくんだねと

いうふうになってくると、本丸の社会福祉事業

の担い手がどうなのかなとちょっと疑問に思っ

たものですから、今副市長からありましたよう

に、とにかくそういったことはいわゆる理事会
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等で計画をしていくというふうなことだと思う

んですけれども、はっきり分からないうちは、

やっぱり職員に対しても不安視をさせないよう

な形でぜひ運営をしてもらいたいと思うんです

が、もう一度お聞きします。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  先ほど申し上げたとおり、あらゆる

選択肢をターゲットにしておりますので、不安

になるかどうかというのも職員としゃべりなが

ら、いわゆる路頭に迷うようなことは、それは

もちろん毛頭考えていないんですけれども、そ

もそもその市場としてどんどん下がっていくと

いう現実の中で、社会福祉協議会職員として新

たな例えば事業を展開できないかとか、いろい

ろな意味で実は今職員に投げかけています。社

会福祉事業というのは別に介護保険だけでない

ので、やるべきことというのはもういっぱいあ

るので、その部分で何とか担えないかというよ

うなことで、特にやっぱり社会福祉協議会の職

員というのは専門集団です。社会福祉士とか介

護福祉士とかという有資格の方がほとんどです

ので、そういう方が活躍できる場を別に求める

と言うと言い方悪いんですけれども、別に介護

事業だけに限定して経営戦略を考えるというこ

とについては今考えていません。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第４款衛生費の110ページか

ら124ページまでについて質疑ございませんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  113ページの４款衛生費、置

賜広域病院の事業費ということで３億ちょっと

計上されております。それで、広域の負担金い

ろいろあるわけですけれども、３市５町、ある

いは２市２町と県、あるいは山形鉄道のフラワ

ー長井線の２市２町、いろいろ負担金あるわけ

ですけれども、特にお尋ねしたいのは、置賜広

域病院、南陽では３億ちょっとの負担金という

ふうになっているわけですけれども。報告によ

ると置賜病院は黒字決算と、こういうふうにな

っているわけですけれども、黒字の場合はです

ね、各自治体に対しての還元というかね、これ

本来あったわけですけれども、どうも最近それ

なくなったというふうなお話聞いているわけで

すけれども。市長はね、２市２町の、あと県が

入っている議会もあるわけですけれども、理事

者、管理者でもあると思うんですけれども、そ

の辺の議論というのはどういうふうにされて、

今後の対応というかね、どういうふうにされよ

うとしているのか、どうでしょう。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  お答えいたします。 

  病院企業団の中で置賜総合病院に関していえ

ば、実は繰り出し基準というふうに、いわゆる

企業団になってから負担金は精算しないという

仕組みになって、内部留保、いわゆる中で留保

資金としてためると。いろいろな投資に企業団

が使うという方法に変えました。ただ、南陽病

院に関しては従来のとおり収支差方式で、一旦

負担金で払って、現金で黒字になったらその分

は返してくださいというふうなことで、南陽病

院については内部留保はありません。ですから、

返ってきた分の予算化これから来年度以降もし

ますけれども、それは全部南陽病院で精算した

上で返ってきたというふうなお金しかありませ

ん。仕組みをそういうふうに変えましたので。

なので、委員おっしゃるとおり、最初コロナで

大赤字になるのではないかというふうに見てい

たんですけれども、国からのいろいろな政策の

お金が入ってきて、結果的には内部留保がたま

ってきたというふうな現象はあるようです。 

  以上です。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  企業団になって仕組みが変わ

ったと。これ分かるわけですけれども、サテラ
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イトなわけですから、親子の関係あるわけです

ね。親がもうけたならば、子供さ小遣いぐらい

くれというのが本来の在り方であって、それは

突然こういう形になったといっても、内部留保

ということで今言われましたけれども、たまっ

た場合はですね、いろいろなところに使うと。

これは、親子の関係ですから、やっぱり南陽や

ほかの自治体の子供の病院にもですね、やっぱ

り分け前もやるというのが本来の在り方でない

のかなと私は思うんですが、なぜそういうふう

な形になったのか、企業団になったのか、その

辺のいきさつについてどうでしょう。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  お答えいたします。 

  企業団になるときに、いわゆる収支差方式を

全部にする、いわゆる南陽病院も繰り出し基準

に基づいて負担金を納めるというふうにすると

いう方法もあったんですけれども、長井病院と

南陽病院については従来のとおり収支差方式で

やっています。川西診療所もそうだ。その３つ

については収支差方式でしていますので、いわ

ゆる現金で余ったら返してよねというパターン

でやっていまして、公立置賜総合病院について

は県と２市２町の負担金の中でやっているわけ

ですけれども、内部留保で出てきたものについ

ては、今までなかなかできなかったことを、医

療的にできなかったところをやりたいというふ

うなことで、そもそももう何年か前から議論に

なっていたんですけれども、なかなかやっぱり

各市町村ともその負担金そもそも上昇している

ものですから、やっぱりできれば負担金を下げ

るというベクトルで何とか動いてくれないかみ

たいなところは本音としては恐らくあると思う

んですが、今のところの２市２町と県との話合

いの中では、ルールを決めて黒字になったら中

にためるというふうなことなので、今のところ

黒字になったからその負担金を下げましょうと

いう議論はまだなかなか進んでいないというの

が正直なところです。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  それでは、お聞きしますが、

これ黒字だからまだいいようなものだけれども、

もし仮に赤字になった場合ですね、どうするわ

け、これ。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  お答えいたします。 

  そもそも、繰り出し基準というのは総務省ベ

ースでつくられている数字で、いわゆる本体の

市町村が潰れるようなことがないように、これ

しか金やらないから、それで賄えという趣旨に

近いんですね。だから、理論的には赤字になっ

た場合にどうするかというのもこれからの課題

です。ただ、そのときに、赤字にならないよう

なやっぱり負担金で構成団体としては持ってい

かないと駄目だよね。つまり、医療を優先しま

すので、そっちのほうに恐らくベクトルは動く

んではないのかなというふうに思います。です

から、今、あくまでも経営に応じた形で負担金

を算出はしていますけれども、どうしても公立

病院というのは赤字というのはもう仕方がない

ので、その部分についてはやっぱり各市町村で

負担しなければならないということなので、今

のところイニシャルコストについては県が80、

構成市町が20、ランニングコストについては45

が県、55が構成市町という今のルールを少し県

で出してくれないかというような議論というの

はこれからもちろんそこも含めてやるべきだと

いうふうには考えています。 

  あと、置賜全体のことを考えたときの、例え

ば町立病院とか公立病院がなかなか厳しいとい

うふうな状況の中ですることについては、やっ

ぱり県と一緒に議論していかなければならない

のではないかというふうには考えています。 

  以上です。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  ちょっと私、今副市長の説明
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いろいろお聞きしたんですけれども、ちょっと

理解できない部分があるわけですね。本来なら

ば、２市２町と県でやっているわけですから、

親であれ子であれ、赤字だろうが黒字だろうが

やっぱりプール的にして、そして全体を見て

個々を見ていくというふうなやり方をしないと、

差が出てくるんじゃないのかなと私思うんです

が、その辺どういうふうに考えていらっしゃる

かお尋ねします。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  お答えいたします。 

  各年度のその負担金については、経営の状況

を見ながら県と構成市町で協議をしながら来年

度の負担金このぐらいにしましょうというふう

なことで協議をしていますので、変なふうに負

担金が上がったり下がったりはしないのではな

いかというふうには思っていますけれども、た

だ、中、長期的にいった場合に、医療が高度化

してそもそも病院の負担が増えていくのではな

いかというようなことは危惧されますので、そ

の辺は十分注視しながら会議の中でやっぱり言

わざるを得ないというのが今の状況だというふ

うに思っています。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  115ページの予防費に関して、

ワクチンの接種の問題ですけれども、今もう12

歳未満、11歳以下始まっているわけですけれど

も、これまで学校の生徒児童に対するワクチン

大分進んだわけですけれども、その中でワクチ

ン接種後欠席した生徒児童の数把握していたら

教えてください。 

○委員長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  今週接種して学校に登校していない、副反応

様の症状で休んでいる児童は８名いると聞いて

います。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  これ今週ということで、これ

までのトータルでずっとの数字分かりますか。 

○委員長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  先週分のものについては把握

していないところがありましたので、今週分の

状況として８名という報告を受けているところ

でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  今週だけで８名ということで

すけれども、これまで生徒児童へのワクチン接

種は大分前から始まっているわけで、ぜひきち

んと学校教育課のほうで把握して、これをきち

んと保護者に伝えていただくような体制は取れ

ますか。 

○委員長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  あくまで児童の接種に関して

は保護者の方の任意での接種ということになり

ますので、学校からこの状況について御案内す

るということは今のところ考えていないところ

でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  これ親の責任でやるわけで、

この情報というのは非常に重要なわけです。実

際、コロナそのもので重篤化している10代以下

の若年層というのは、ほとんど重症化という例

がない。死亡も例がない。そういった中で、ワ

クチン接種したことで、次の日、今週だけでも

８名の人が学校に行けなくなっていると。この

状況、絶対おかしいわけです。これ、ぜひとも

保護者のほうに伝えるような体制、市のホーム

ページなり何なりでしっかりやっていただきた

いんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長  穀野純子ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹  それでは、ただいま

の御質問にお答えいたします。 
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  小児、５歳から11歳までのお子様のことだと

思うんですけれども、その接種に関しましては、

３月２日より３月８日までの火曜日までで60名

の方が接種いたしております。その中での８名

の学校を休まれた方だと今学校教育課長のほう

からお伺いしたと思います。 

  それで、私どものほうでは、一般質問の際に

も答弁いたしましたが、保護者の方にはどうい

った副作用が出るんだとか、そのワクチンに関

する資料のほうをお送りさせていただいており

ます。また、お子様と一緒に見ていただく向け

の資料もつけさせていただいておりますので、

そのリーフレットを御覧になった上で再度御確

認の上、接種会場に足をお運びくださいという

ことで申し添えておりますので、そういった周

知徹底につきましてはすこやか子育て課のほう

でさせていただいているという状況でございま

す。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  その知らせる内容について、

少なくても60名接種して、そのうち８名が次の

日休まなければならない、そういったふうなこ

とがありますよというふうな数字をきちんと保

護者に伝えることができませんかというふうに

私聞いているんですけれども。 

  本当は、これ先ほど言ったように、これまで

のもう18歳以下の高校生までの若年層について

のデータも本当はきちんと取ってほしいですけ

れども、それ取りあえずそれはそれで何とか取

ってほしいということを希望しておきますけれ

ども、この60名中８名は学校を休んだ。これテ

レビでも言っているんですね。大体11％という

数字かな、影響があるというふうなデータがテ

レビなんかでも言っているわけなので、大体そ

れと見合った数字かな、60名中８名というのは。

そういったふうなことで、これはきちんと市の

ホームページで出してほしいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○委員長  市長。 

○市長  接種された方の副反応については、重

篤なものはそれぞれの医療機関や集団接種会場

での医師の診断や判断に基づきまして、厚生労

働省のほうに適切に報告をするという制度にな

っております。それによって全体の傾向が把握

できるわけでありますけれども、市において個

別の接種された方がその後休まれたかどうだっ

たかということについては、追跡調査をするこ

とは現実的には非常に困難を伴います。という

ことで、その情報についてはぜひ国において一

元管理されている情報を参考にしていただきた

いというふうに思います。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  厚生労働省のほうに大体毎月

１回審査会があって、そこの公表によると、既

に1,400何名の死亡例が確認されているといっ

たようなことがあるわけですけれども、それは

それで、厚生労働省は厚生労働省の仕事として、

南陽市の仕事として60名中８名が次の日学校を

休みましたよということを何で出せないんです

か。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  会場において15分、あるいは30分の健

康観察の時間を設けておりまして、その間のこ

とであれば接種会場において担当者は把握する

ことは可能ですが、その後の状況においては現

実的には医療機関を通さないと難しいわけです。

そこについての把握が困難であるということで

御理解をいただきたいというふうに思います。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  ワクチン接種をした次の日学

校に行けなかった、この事実だけ、事実として

何で発表できないんですか。 

○委員長  白岩市長。 

（発言する声あり） 

○市長  その事実を、我々のほうで何でお休み

になったかということを把握するのは困難だと
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いうことを申し上げております。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  これ押し問答しても、行政は

行政の立場というのがあるようなので、やんだ

から駄目だと言われればそれまでの話ですけれ

ども、その辺おかしいよなというようなことを

最後に言わせていただいてこの質問を終わりま

す。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  ページ数121ページ、４款衛

生費、１項保健衛生費、説明欄のナンバー25番、

環境対策事業費として、これもこのたび新規事

業として371万円ほど計上されているわけです

けれども、その中で１つ、協議会を立ち上げて、

その報酬費も払うということなんですけれども、

どういったメンバーで構成されるのか教えてい

ただきたいと思います。 

○委員長  鈴木博明市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  こちらに記載の環境対策協議会につきまして

は、実は今年度、再生可能エネルギーの導入目

標の策定業務においてもう既に設置をしている

委員会となっておりまして、市議会のほうから

も加わっていただいておりますし、あと市内の

地区長さん、あるいは有識者として東北芸術工

科大学の教授、あるいは廃棄物関係業者、あと

は学校関係、そういった方々で構成されている

委員会となってございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  どういうメンバーか分かりま

したけれども、この、今まで行政が、平成18年

から地球温暖化対策の削減で計画をつくってで

すね、取りあえず５年間、22年までですね、取

り組んでこられました。このたび昨年の10月に

見直しを図って更新したわけですけれども、そ

の中で本当に一定の効果があったということは、

前の一般質問のときにも報告を受けました。今

回は、それらの事務事業編ではなくて施策編な

わけです。要するに、南陽市のこの公共の建物

を今後どうするのかではなくて、南陽市全体と

してどういうふうに取り組んでいくかというす

ごく規模が大きいわけでして、そうなってくる

と、やっぱり気候変動については様々な分野に

影響を及ぼしているわけですよね。農業、自然

災害、産業、健康、やっぱりこれら幅広くの人

たちで構成しないと、それぞれの分野の有識者

からいい発言が得られないんじゃないかな。そ

ういうことを加味してメンバーが整っているか

どうか、もう一度お聞きしたいと思います。 

○委員長  鈴木博明市民課長。 

○市民課長  それでは、ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  基本的には、この環境対策協議会の現在の委

員で完全に十分かと言われるとどうかなという

ところはありますが、現在の協議会の委員の方

で十分に議論できるというふうに考えてござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  じゃ、そのメンバーも含めま

してですね、さらなるその委員の充実を図って

いただきたいということを思います。 

  それからですね、最終的にはその委員会でい

ろいろな意見を出されたものを集約してですね、

市の意向、考え方も添えて業者に作成してもら

う委託料も計上されているわけなんですけれど

も、これはいつまでどうのこうのというその日

程的なことは考えてございますか。 

○委員長  鈴木博明市民課長。 

○市民課長  それでは、ただいまの御質問にお

答えいたします。 

  基本的に令和４年度の予算になりますので、

４年度の中で策定をするということになるかと
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思いますし、また、予算が成立した後に新年度

になってから業者選定に入るということになり

ますので、業者が決定してから詳細な日程につ

いては決まってくるものというふうに考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  ４年度中にね、大体策定した

いという目標があったということで分かりまし

たけれども。 

  もう一つですね、この実行計画、今回は地域

施策編なわけですけれども、その中にどうして

もですね、要するにＣＯ２をいかに抑制、削減

していくかという目標も当然のことながら、今

現実に起こっているものに対してどういうふう

に回避または対応していくのかという視点で、

両方考えていかないといけない現状になってき

ているんですね。要するに、国において平成30

年６月ですね、適応法の施行をされました。そ

れを受けて、山形県では12月に山形県の地球温

暖化適応計画というものを作成しました。そう

いう現状の中で、どういうふうに整合性を図っ

ていくのか。この施策の中に適応計画も盛り込

むという考え方なのか、また別な考え方なのか、

その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

○委員長  鈴木博明市民課長。 

○市民課長  それでは、ただいまの御質問にお

答えいたします。 

  委員の御質問にありましたとおり、気候変動

のほうと地球温暖化対策のほうは、緩和策と適

応策というふうに分かれているかと思います。

今回の令和４年度で策定予定の区域施策編につ

いてはいわゆる地球温暖化対策のほうの計画と

なりますし、気候変動対応のほうにつきまして

は、それぞれの例えば農業分野ですとか産業分

野ですとか、そういった上級官庁のほうと連携

した適応策というのがそれぞれの分野でもう既

に確立されているものと考えておりますので、

気候変動の適応内容と今回の地球温暖化のもの

については１本のものにはならないというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  １本にしないでそれぞれ対応

していくという課長のお考えでお聞きしました。 

  山形県のその施策編を作成するに当たって、

将来にわたって適応計画も考えたほうが、いろ

いろな膨大なそのデータがあるわけですけれど

も、事務的な負担が少なくなるし、将来像が見

えやすくなるという、そういう指針もありまし

たので、その辺の県の考え方もですね、加味し

て、今後どんどん実効性が上がるように取り組

んでいただきたいということを要望して終わり

ます。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  ４款衛生費の１項保健衛生

費の説明項目２番のところの保健衛生総務管理

費の中で、がん検診関係がたくさん予算取られ

ております。先日私、子宮頸がんのワクチンの

ことで説明したときに、年度ごとの資料を後で

頂きましたが、この検診率。 

  111ページのがん検診委託料、それぞれに予

算取られていまして、やはりこの資料を頂きま

したときに、子宮頸がんは特に20％台、26.7％、

令和２年。そして、ここ新たなステージに入っ

たがん検診の総合支援事業として無料クーポン

が配られているんですが、129人のうち12人し

か受けていないというこの状況を見てちょっと

愕然としました。 

  それで、やはりいろいろな状況がありますが、

今全国的に心配されていることが、コロナによ

って検診率が下がっているという情報がありま

す。やはり、がんの発生率がどんどん増えてい

る状況で、対策をしっかりと取らなければいけ

ないと思うんですが、それぞれのがん検診の対
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策、今後どうやって上げていくかとか、方向性

はあるのでしょうか。 

○委員長  大沼すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  ただいまの質問にお答

えいたします。 

  委員からございましたとおり、やはりこうい

う状況下での健診のほうへの出足の鈍さという

ことも心配されるところではありますけれども、

現状のところ、こちらのほうでさほど大きく落

ち込んではいないかなというふうには思ってい

るところではございますが、ただ全般的に私ど

ものほうで担当させていただいているのがほぼ

国保、国民健康保険加入者の方というところで、

なかなか健診というものをおっくうでそちらの

ほうに行かないという方が多くいらっしゃるこ

とや、あと高齢者の方でなかなかそちらのほう

にまでいかないというふうな、どちらかという

と高齢者のほうが受診率はいいのかもしれませ

んけれども、そういうようなこともありまして、

なかなか健診そのものに対する必要性というと

ころの認識がまだ浸透していないというところ

があるかと思っております。 

  そういう面で、やはりこれに対して画期的な

とか、非常に有効なというのはなかなかないか

とは思いますけれども、地道にやはりそこら辺

のところは勧奨していって、できるだけ受診率

のほうを上げていくということを地道にやって

いくしかないかなと現在のところは考えている

ところでございます。 

  以上です。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  今、健診の必要性の認識が

低いということで健診率が低いということを言

われましたが、それだったらこの必要性をもっ

ともっと訴えていかなければならない。そして、

健診率を上げなければならないというところに

頑張っていただかないと大変だなと思いました。 

  やっぱり、乳がん検診は31.4％、昨年、令和

２年度で。2,000人弱受けて3人またはプラス１

ということでがんの方が出ているという、そう

いう状況ですので、これがやはり検診率が上が

ればね、もっと分かる人が増えるわけです。そ

して、検診していない人で見つかった人は、少

しステージが上の方が多いと思います。そうす

ると、本人たちも大変ですし、家族も大変です。

そういうことを考えると、もうどんどんと検診

の大事さをしっかりと伝えていただかなければ

ならないと思います。子宮頸がんに関しては積

極的勧奨をやりますという状況になったわけで

すので、その新たなステージに入ったがん検診

の方たちに無料クーポンを配るときに、またさ

らに何で必要なのかということをしっかりと伝

えていただかなければならないと思います。そ

の辺、しっかりとやっていただきたいと思いま

すが、ちょっともう一度お願いいたします。 

○委員長  大沼すこやか子育て課長。 

○すこやか子育て課長  ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  委員からございましたとおり、機会を見つけ

まして、都度ぜひ勧奨といいますか、受診して

いただけるような工夫を進めてまいりたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  しっかりとやっていただき

たいと思います。 

  もう一つですね、４款の衛生費、保健衛生、

環境衛生費、117ページに関してちょっとお聞

きいたします。 

  環境衛生費の３番、公衆手洗管理事業費に関

してだと思いますが、市長への手紙である方が、

今まで私たちも何回も烏帽子山公園下の表町の

トイレに関して、何とか新しく改修できないの

かとか伝えてまいりましたが、私たちよりもず

っと先から思いを持っている方が市長に手紙を

書いたそうです。ところで、御返事を頂きまし
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たと。私のところに、建て替えはならないけれ

ども、改修にはしてもらえそうなんですよとい

うお話だったもので、私もそのつもりで、ああ、

じゃある程度改修してくださるのかなと思って、

でも、予算的には何も出ていないし話もないと

いうことで、ちょっと文章を私もう一度見せて

いただきました。こんなお返事でした。表町ト

イレにつきましては建築後49年が経過しており、

最近の公衆トイレに比べて古いスタイルとなっ

ていることは確認しております。しかしながら、

構造的に大きな劣化が発生していないことから、

当面は使用に必要な修繕を実施し、機能維持を

図ってまいりますので、御理解をくださるよう

よろしくお願いしますと市民課の環境係の方か

ら御返答があったようです。 

  この方は、使用に必要な修繕というところを

よく解釈しちゃったのかなと私は思ったんです

が、でも、やっぱり必要な修繕というところで、

皆さん今市民の方は、あそこに関しては必要な

修繕なり改装なりは別なイメージで持っている

と思います。障害者も入れる、女子が入っても

安全なもの、そういうふうに考えていらっしゃ

るので、この当面の使用に必要な修繕実施、機

能維持というところが、非常に市民にとっては

ああ、何かやってくださるんだなと思ったんで

す。ところが、多分何もやってくれないという

ことだったのかなと私はちょっと悪く考えちゃ

ったんですが、これはどのような方向性なので

しょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  御期待を抱かせてがっかりさせるよう

で大変心苦しく思いますけれども、公共施設等

総合管理計画の中で、あそこの公衆トイレを使

われている方もおられるということで、そして

また、バリアフリーの改修のスペースもなかな

か難しいということで、当面現状維持というこ

とで、その維持に必要な費用についてはしっか

りと執行していくということで御理解いただけ

ればというふうに思います。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  機能の維持はする、でも、

今市民が考えているところの必要な修繕はやら

ないということなんですね。やはり、ちょっと

市民の思いとかなり離れていると思います。や

はり、特に地元の方たちは、いろいろな事業を

市内でやったりすると、やっぱりここは改修し

てもらわないと困るよね、何とかしてもらわな

いと困るよね、いつも出る話です。なるべくも

う検討していただけますように私は要望しかな

いと思っておりますので、要望しておきます。 

○委員長  要望ですね。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第５款労働費の125ページに

ついて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第６款農林水産業費の126ペ

ージから148ページまでについて質疑ございま

せんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  126ページの農林水産費に関

連いたしまして何点か質問します。 

  第１点目は、今年は例年にない大雪というこ

とで、農作業に対して非常に心配がされている

と、こういう状況だと思うんですね。それで、

現在南陽市内の農業に従事されている農業者に

とってですね、この遅れが心配という声が聞こ

えてくるわけですけれども、どういう状況なの

か、現在ですね。例えば、農道の除雪とか、あ

るいは融雪剤の散布とかですね、そういう対応

というのは考えておられるかどうかですね、第

１点。 

  それから、もう１点でありますが、今農家の

方々にお聞きするとですね、水田の活用交付金

ですね、直接支払交付金ですね、これの見直し

が始まると、こういうふうなことになっている



－191－ 

わけですけれども、この見直しについてですね、

どのような中身なのか、その２点最初にお尋ね

したいと。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  ただいまの委員の御質問のほうに

お答えをさせていただきます。 

  まず、１点目の例年にない大雪の部分でござ

います。果樹生産者を中心にしまして、そろそ

ろ、もう既にと言ったらいいんでしょうか、農

作業が始まるような状況にございます。例年、

いわゆる農道につきましては、建設課のほうか

ら御配慮をいただいておりまして、連携をさせ

ていただきながら、山分けと言ったらいいんで

しょうか、農作業の通れるような通行の部分に

関しましては建設課のほうにもお願いをして適

切に対応しているというふうに認識をしている

ところでございます。また、融雪剤の補助につ

きましては、先だって県のほうで融雪剤の補助

事業が創設をされて、それにつきましては市と

県の共同事業になるわけなんですが、そこの部

分でただいま農家さんのほうにも周知を図りな

がら融雪剤の購入への支援を今調整をしている

ところでございます。 

  続きまして、２点目の水田活用の直接支払交

付金の見直しということでございます。こちら

につきましては、昨年終わり頃から大きな農業

者にとっての課題と、話題というふうになって

ございます。関係団体でありますＪＡさん、農

業委員会さんのほうからも見直しの声を市とし

ても上の、国のほうに上げてほしいというふう

な御要望をいただいております。市といたしま

しても、その見直し内容につきましては唐突な

感も否めなく、また、説明も大分不足をしてい

るというふうにも認識をしておりまして、そう

いった関係団体の要望についてはほぼ賛同でき

るものというふうに考えておりまして、国、県

等に対しまして要望活動を様々現在も行ってい

ると。また、先だっても市長と議長から上京を

いただきまして、県選出の国会議員さんのほう

には地元の声ということで声をお届けさせてい

ただいているというような状況にございます。 

  以上です。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  最初の１点目の除雪の問題で

すけれども、関係課と相談しながら今対応して

いると。あと、県からのいろいろな援助も頂い

て対応していると。心配ないと、こういうこと

ですね。 

  それで、この大雪によってですね、樹木の被

害とかですね、あるいはハウス等の倒壊とかで

すね、そういった被害状況というのは何らない

と、こういうことなのかどうか、その辺どうで

しょうか。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  ただいまの御質問のほうにお答え

させていただきます。 

  私どものほうに報告をいただいている部分で、

今年の大雪につきましては、いわゆる畜舎で軒

が大雪の部分でちょっと破損して、換気扇のフ

ァンの吹き出し口のあたりが破損したというよ

うな状況は聞いておりますが、何せ今年は雪も

多いということで、実際の枝折れ等の報告につ

いてはまだ私どものほうでは情報もいただいて

いないというような状況でございます。 

  また、先ほどの委員の御質問の中で１点、御

回答が抜けておりましたので、補足をさせてい

ただきます。水田活用の交付金の中身というこ

とで先ほど委員のほうからも御質問あったかと

思います。その内容につきましては、３点ほど

大きな内容がございます。まず、これまで飼料

用米の複数年契約につきましては加算措置がさ

れていたものが、金額にしますと１万2,000円

から6,000円に、継続分だけなんですが、減額

がされたと。新規のほうはもう廃止されたとい

う部分。あと、多年生牧草の単価が、１反当た

り３万5,000円が１万円に減額されたという部
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分。もう１点、これまで水張り、いわゆる水稲

作付が条件ではなかったものが、今後５年間一

度も水張り、いわゆる水稲の作付を行わない農

地については、それらの交付金の対象とは除外

するというような内容でございます。 

  以上でございます。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  災害についてはまだ把握して

いないと。これから徐々にしていくということ

なのかどうかですね、その辺をもう一点。 

  それから、交付金の見直し等でありますが、

今課長おっしゃったように、大きな問題点３点

あるわけですね。先ほどおっしゃったように、

飼料米をまずこれ以上作るなと、簡単に言えば

ね。そういうことなんです。それから、２つ目

は、牧草の補助金は３分の１にカットすると、

こういうことですね。それと、もう一点は、課

長おっしゃったようにですね、５年間作付して

いない、行われていない農地に対しては出さな

いと、こういうふうな大きな３点の問題がある

と、こう言わざるを得ないわけですけれども。

このことによってですね、農業者の方にとって

は非常に減収になると、こういうことになるわ

けですね。しかも、昨年度は御承知のように、

米の大幅減額があったわけですね、米価の。そ

れと同時に、南陽市では霜害によってですね、

果樹等が、サクランボなどが壊滅状況になった。

そして、合わせて10億円前後の減収になったと、

こう言われているわけですから、これに輪をか

けてこのような状況になればですね、農家の経

営と暮らしは立ち行かなくなると、こう言わざ

るを得ないわけですけれども。こういった場合

ですね、やっぱり突然、しかもですよ、こうい

うふうになってくれば、寝耳に水と、こうなる

わけですから、その辺の対応をしっかりやらな

ければならないと、こうなるわけですけれども。

市長は代議士に言ったとか何とかかんとかと今

おっしゃったけれども、どういうことを言った

のか、その辺のいきさつなども含めてお聞かせ

いただきたい。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  髙橋議長とともに代議士に面会させて

いただいて、山形おきたま農協、そして南陽市

の農業委員会、双方からこの件に関しての要望

書を頂きましたので、ほぼそれをそのままとい

う内容でお伝えをさせていただきました。農業

生産者の皆さんは、非常に不安が強いと。ぜひ

しっかり対応してほしいということで、代議士

からもその思いについては自分も同じだという

ことで、できる限りの対応をいただくという返

答でございました。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  こういう状況になればね、や

っぱり米作りはやめざるを得ないと。これをほ

ったらかしておくと、やっぱり耕作放棄地の発

生がですね、年々増えてくるのではないかと心

配されるわけですよ。こうなっては遅いわけで

すよ、市長。今食い止めない限り駄目だと私は

思うんですよ。だから、代議士に言っただけで

なくて、市長自ら大本さ行って対応すべきでは

ないのかなと私思うんですが、その考え方をお

聞かせいただきたい。 

○委員長  市長。 

○市長  大本というのは恐らく農林水産省のこ

とだと思いますけれども、多分これ農林水産省

だけじゃなくて財務省も非常に関わっているの

かなというふうに思っています。その辺、どの

対象に要望を届けることが一番生産者の皆さん

の思いを届けることになるのかについてしっか

り考えて、代議士とも連携して適切に対応して

まいりたいというふうに思います。 

○委員長  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は、２時15分といたします。 

午後 ２時００分  休  憩 

─────────────────── 

午後 ２時１５分  再  開 
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○委員長  休憩前に引き続き、第６款農林水産

業費について質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  私が今質問しようとするのが

130ページの６款獣害防止対策費についてであ

りますが、その前に一言というか、先ほど佐藤

委員の質問ありましたけれども、私も実はメモ

を持ってきたんですが、それよりも深く質問し

ていただきましたので、あえてそこまでは言い

ませんけれども、先ほど市長と議長で要望して

きたというふうなことで、それは南陽市という

自治体の中では当然評価するものでありますけ

れども、これはやっぱりもっと広域にするべき

ではないのかなと私考えているんですね。その

質問をするときに、どこの項目がいいのかなと

思ったときに、ないんですね。ないというか、

私が言おうとしたのは、水田農業活性化及び米

穀対策費というところで何かそういうふうなと

ころかなというふうに考えたんですが、やっぱ

りこれは農業全体、南陽市の基幹産業というふ

うなことで稲作も当然、先ほど佐藤委員がおっ

しゃったとおり危機的状況だというふうなこと

を認識していただきたいと。先ほど申し上げま

したとおり、広域にやっぱり要望するにしても、

南陽市だけでなくて広域にするべきかなという

ふうに思ったところであります。この答弁もし

私がする前にしていただけるならば、そのどう

いう内容だったかもうちょっともう少し聞きた

いなと。今お願いしたいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  広域にということでありますが、どう

いった形がいいのかについて、広域も含めて

様々な在り方を考えて、このことが改善される

ようにできる限りの努力をしてまいります。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  分かりました。やっぱりこれ

国の政策ですので、南陽市だけでこうしてくだ

さい、ああしてくださいと言ってもなかなか難

しい部分があると。そういうふうなことで、さ

っきの項目、138ページの水田活性化という部

分をもう少し応用して、この問題に対しての事

業というものを何か必要かなというふうに考え

たところでした。 

  それと、130ページの獣害防止対策費につい

てでありますが、今回の予算書の中では、043

という番号説明欄にありますけれども、その次

の045というのが地域おこし協力隊、これが別

枠に計上されておりまして、新規事業なども入

っておりますけれども、合わせますと若干増額

になっているのかなというふうに考えます。 

  この中で、獣害防止対策費のこの項目の中で、

１頭当たりの捕獲補助金はどの項目になってい

るのか。それから、昨年の熊、イノシシの捕獲

頭数の合計としてはどのぐらいあるのか。それ

と、もう一つは、猟銃免許取得補助金というの

がありますけれども、これは、その補助金を利

用して取得された方はこれまで何名ぐらいおら

れるのか、その辺について最初お聞きしたいと

思います。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  ただいまの委員の御質問にお答え

をさせていただきます。 

  まず、獣害対策予算の部分でございますが、

まず捕獲頭数、今年度の捕獲頭数ということで

よろしいでしょうか。 

（「昨年度」の声あり） 

○農林課長  昨年度につきましては、イノシシ

は169頭、熊はたしか10頭だったと記憶をして

おります。今年度につきましては、取りあえず

今現在イノシシが191頭、熊が８頭という数字

になってございます。 

  あと、猟銃の取得の部分ということでござい

ますが、南陽市狩猟免許取得補助金という補助

金がございます。そちらの中で、今年度につき

ましては、いわゆる更新等も含めた形になって



－194－ 

しまいますので、新規の部分については数字ち

ょっと手持ちにございませんが、その更新も含

めて21名という現在の人数になってございます。 

  以上でございます。 

（発言する声あり） 

○農林課長  申し訳ございません。捕獲頭数の

１万5,000円を今幼獣、成獣かかわらずお出し

をさせていただいておりますが、その予算につ

きましては、043の獣害防止対策事業費の中の

130ページの一番下段、有害鳥獣被害軽減モデ

ル事業補助金、こちらのほうと併せて、いわゆ

る協議会のほうに、国から直接協議会のほうに

入ってくる鳥獣交付金というのがございます。

そちらのほうと合わせて１頭当たり１万5,000

円をお出しをしているというような状況でござ

います。 

  以上です。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  有害鳥獣被害軽減モデル事業

費補助金、随分長い名称でありますけれども、

その中にこの１頭当たりのものが入っていた。

それから、国から来ている協議会に入っている

というようなことで、これで１万5,000円で計

算しますと200頭と、そういう部分で、今年度

の191頭とあとで約200頭ぐらいというようなこ

とだと思いますけれども、これ何か分かりやす

くですね、もうちょっと明確にこの部分だよと

いう。これは、昨年の予算と同額なんですね。

その下の地域おこし協力隊というのが別項目に

なりまして、こういう別項目にして獣害対策を

強化するということであれば、もっと強力な事

業形態というか、そういうものをつくれないの

かなと思うんですね。今どんどんイノシシも増

えております。熊はどうだかまだ分かりません

けれども、そういう中で、やっぱり昨年と同じ

予算というのでなくて、やっぱり少しずつここ

を増やしていかないと被害がどんどん大きくな

るんではないかなと思うんですね。その辺につ

いてちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  ただいまの御質問にお答えをさせ

ていただきます。 

  令和３年度予算までは、委員おっしゃるとお

り地域おこし協力隊の部分も一緒になっておっ

たものですから、全然見えないような形になっ

ていたということで、私どものほうとしてもや

はり切り分けをしたほうがきちっとした管理も

しやすいし、御説明もしやすいという部分がご

ざいまして、今回切り分けをさせていただいた

ところでございます。 

  そうした中で、逆にそのままの姿が見えてき

たというような状況もございますが、昨年度に

比べましても、獣害防止対策事業費につきまし

ては予算を増額をいただいております。特に、

いわゆる被害防止の観点の部分、電気柵、わな

の部分については、厚く予算のほうを今回御提

案をさせていただいているところでございます。

そういった部分も御理解をいただきながら、今

後もしっかり獣害対策、不足するというふうな

状況になりましたら庁内でも検討しながら、議

会の皆様とも御相談しながら適切に対応してま

いりたいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  ここの部分は補正とかでもで

きるかとは思いますけれども、やっぱりしっか

りとこの当初予算の中でやっていくべきかなと

いうふうに私は思います。 

  先ほどもあった地域おこし協力隊の方、この

方のところには、猟銃保管委託料みたいな、そ

ういう部分もあったりするんですが、地域おこ

し協力隊の方は、例えば狩猟免許とか、そうい

うものについてはどういうふうにというか、こ

の中で獣害防止対策費の中でするのか、もしそ

の銃が必要だとすれば、それは個人持ちなのか、

その辺はどうですか。 
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○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  ただいまの御質問にお答えさせて

いただきます。 

  地域おこし協力隊、昨年から女性の隊員１名

獣害対策ということで活躍をいただいておりま

す。今年、いわゆる今年度、銃の免許を取得を

していただきまして、わな免許、銃の免許を取

得をしていただいております。 

  いわゆる保管の部分という部分については、

すごい厳しい規制がございます。実は、協力隊

につきましては、隊員は今共同住宅に住んでい

るということもございまして、いわゆるしっか

りとした管理がやはり共同住宅だと難しいとい

う部分ございます。そうすると、いわゆる銃砲

店等の専門のところで預かっていただく方法し

か銃を所持できないということもございました

ものですから、こういうような形で予算化もさ

せていただいて、新年度からは猟友会の皆様等

からも御配慮いただきながら現場のほうに積極

的に出ていただこうかというふうにうちのほう

でも考えてございます。 

  以上です。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  銃は自分で買う必要があるん

ですか。それとも、貸与するとか何かあるんで

すか。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  銃につきましては、私の勉強不足

で恐縮な部分もございますが、借りるというこ

とは多分できないのじゃないかというふうに思

います。取得できないというふうに認識をして

おります。いわゆる銃の購入につきましても、

市のほうで補助の制度ございます。そういった

部分を利用していただきながら、御本人から銃

を所持いただいて対応するというふうな形にな

ろうかと思っております。 

  以上です。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  その部分については分かりま

した。 

  ここの関連というようなことになりますが、

147ページの030のほうの荒廃森林緊急整備事業

費、里山緩衝地帯整備委託費というのがあるん

ですね。ということは、これ鳥獣被害を軽減す

るという意味だと思いますけれども、これは林

業費なんですが、これについて、例えば全部で

何か所なのかという、その160万円という予算

ついておりますが、この予算についてはどうい

うふうな割り振りの予算となっていますか。 

○委員長  寒河江英明農村森林整備主幹。 

○農村森林整備主幹  ただいまの舩山委員の質

問にお答えいたします。 

  今現在計画しておりますのは、金山地区及び

宮内地区ということで、各１地区でやりたいと

思っております。２地区です。箇所数について

はまだちょっと決まっていませんので、一応２

地区で実施予定ということで御理解いただけれ

ばと思います。 

  以上です。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  ２地区で160万円、これ例え

ば80万円ずつ分けるという意味ですか。 

○委員長  寒河江英明農村森林整備主幹。 

○農村森林整備主幹  お答えいたします。 

  これにつきましては、森林整備に要する費用

のほか調査費もございますので、単純に２地区

で何ぼという単価ではございません。区域もご

ざいますので、ということで御理解いただきた

いと思います。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  分かりました。 

  今の作物等の被害状況を見ますと、待ったな

しの状態になっているんですね。もしかすると、

まちの中をイノシシが走っているというふうな

ことも出てくるかもしれないですね。そういう

危険性がありますので、そういうことがないよ
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うに、やっぱりしっかりとした対策の強化とい

うものをお願いしたいと思います。要望いたし

ます。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  132ページ、説明48番のワイ

ン振興支援事業費300万円についてお伺いをし

たいと思います。 

  この事業については、どういうふうな内容で

来年度はやっていくのか、どういうふうな形で

あるのか、まずお伺いをしたいと思います。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  ただいまの委員の御質問にお答え

させていただきます。 

  ワイン振興支援事業費補助金300万円という

部分でございますが、こちらにつきましてはワ

イナリー６社のさらなるワイン振興の様々な取

組に向けまして、いわゆるそういった今機械等

の設備の部分でのニーズ等も調査をさせていた

だきながら、その予算の積み上げを今回計上さ

せていただいたところでございます。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ちょっと意味が分からないん

ですけれども、結局イベントなんですか、そう

じゃないんですか。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  ただいまの御質問にお答えさせて

いただきます。 

  この事業費につきましては例年予算化をいた

だいておりますが、施設整備のほうが中心でご

ざいます。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  施設整備ということで、私前

から一般質問等で話していますけれども、いわ

ゆる六つのワイナリーが一つの市町村にあると

いうことは非常に珍しくてですね、大変大きな

財産であると。したがって、ワイン、仮に王国

的なですね、発想でもって、市長が国王になる

ようなくらいでやってもらえれば、ぜひそうい

うふうな戦略でもってやってもらいたいなとい

うふうに思っています。 

  そうすると、この300万円というのはちょっ

と少ないのかなと私は思っているんですけれど

も、いろいろなこのイベントというふうなこと

を含めてやっていった場合に、市長も先ほども

あったんですけれども、キーワードは南陽を世

界ブランドにというふうなところと、それから、

ＳＤＧｓというのが今の本市政のキーワードだ

ろうと。そのキーワードの中で考えていった場

合に、このワインというのも南陽を世界ブラン

ドというふうなことで非常に大事な要素だと。

非常に大きなファクターだというふうに思って

いますので、そこについてですね、イベント的

なところを何かできないのか。地域おこし協力

隊もワインも入っていますけれども、商工観光

課ですかね、あったと思うんですけれども、そ

れらと抱き合わせたような形で、どのような形

でやっていくのか、新しいステップとしてやっ

てもらえないのかなというふうに思っているん

ですけれども、その辺市長どういうふうにお考

え、あればですね、現在あれば話お聞きしたい

なと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  お答えいたします。 

  ここの農林水産業費だけじゃなくて、商工費

にも絡むんですけれども、メインを農林水産業

費でお答えしますと、やはり東北において最大

の集積地が南陽市であるということは生かして

いかなければいけないというふうに思っていま

す。ただ、全国的に見ますと、山梨や長野に１

市町村に数十のワイナリーが林立しているとい

うことで、量においては南陽市は何かいつも後

塵を拝す。サクランボについてもなんですが、

質において南陽のブドウもワインも農産物も高
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品質なんだということで売り出していきたいと

いうふうに思っています。 

  実はですね、昨日奥山さんが名誉学校長にな

っておられる専門学校の生徒さん四十数名がシ

ェルターなんようホールに来られまして、その

専門学校の皆さんが考える「四季南陽」をベー

スにした南陽の地域振興という提案のプレゼン

テーションがございました。それをいただいた

内容もすばらしかったんですが、そういった御

提案を今まで思っていなかったところからいた

だけるというのも奥山さんとの御縁があればこ

そで、かつてないような品質の高いプレゼンテ

ーションで、その中にはワインも含まれており

ました。ここの予算ではありませんけれども、

企業版ふるさと納税なども活用しながら、新た

なワインのイベントや、あるいは上山市などの

近隣市町村と連携した取組なども今後進めてま

いりたいと考えております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  本当に今、次にそれ質問しよ

うかなと思ったんですが、「四季南陽」さんと

ですね、今コラボしていくというふうな中で、

プレイベントも含めてですね、やっていったら

いいんじゃないかななんていうふうに思ってい

たんですけれども、その前に今言った形でプレ

ゼンテーションがあったということで、非常に

これはよかったなというふうに思っています。

ぜひそういうふうなことで、その切り口として

はやっぱり、よそ者、若者、ばか者というあり

ますよね、その３つ。それがひとつ世の中を変

えてくんだという、私もそうだと思っています。

なので、そういった素材がありますし、先ほど

山梨とか岡山から比べるとというふうな話があ

ったわけですけれども、それは比べ方が悪いの

で、私から言わせれば、東日本では非常にすば

らしいんですよね。全国的、世界から見て南陽

というブランドいろいろなものありますけれど

も、そういったことをすれば、本当にね、これ

は大きな財産で、それまだまだ生かし切れてい

ないというふうに思っています。 

  したがって、最初に本論に戻りますけれども、

このワイン振興支援事業についてもですね、こ

れはこれで今回の本年度予算ですからいいです

けれども、ぜひそういうふうな視点でもって、

商工費の300万円の地酒・地ワインについても

ありますけれども、そういうふうな今まで現在

イメージが固定した中での予算化じゃなくて、

今あったようなプレゼンテーションを受けてで

すね、もっと広げていくとか、そういうふうな

ことをぜひお願いしたいと思うんですが、どう

でしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  昨日のプレゼンテーションは、主に20

歳前後の専門学校生ですから、皆さんからの提

案でありましたが、外部からの、そして、若者

がどうやったら南陽に集うのか、その中でワイ

ンをどう生かすのかという御提案もございまし

た。これまでと同じようにではなくて、新たな

ことにどんどんチャレンジして、せっかくのす

ばらしいワイナリーが集積しているものを生か

していけるように全力で取り組んでまいります。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ぜひよろしくお願いします。 

  そして、もう１点ですけれども、地域おこし

協力隊についてお伺いしたいと思います。 

  地域おこし協力隊もですね、やっぱり他市町

村から入ってきてですね、これはまた先ほどの

話ですけれども、表現がいいかどうかは別にし

ても言われていることですので、よそ者、若者、

ばか者の中でですね、これは大きなやっぱりイ

ンパクトのある行政の一環を担っていただくと

いうふうに思っております。 

  この地域おこし協力隊3,310何万かあります

けれども、トータルでですね。地域おこし６次

産業、農家カフェ、ワインとかあります。そう

いうふうな中で、来年度の新規として配置なる
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のはいるんでしょうか、お伺いします。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  ただいまの御質問にお答えさせて

いただきます。 

  来年度につきましては２名新規の隊員を予定

しております。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ２名というのはどこの事業で

というふうになるんでしょうか。 

  そして、それから、それに対してどのような

募集をかけていくのかお伺いしたいと思います。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  ただいまの御質問にお答えさせて

いただきます。 

  このたびの２名につきましては、農業後継者

のいわゆる担い手の部分での農業を中心とした

１名、あと、もう１名につきましては、いわゆ

るワインの醸造等を学んで、そういった部分の

担い手として活躍を期待したいということで、

そういったワイン醸造に関する学びを中心とし

た１名ということで２名を予定をしているとこ

ろでございます。 

  募集につきましては、窓口がみらい戦略課に

なりますが、みらい戦略課のほうで適切に周知

をして、先だって面接を行ったところでござい

ます。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ちょっと聞いていいのか、新

年度の事業ですので、それは一応予算が決まっ

てからというふうにはなると思うんですけれど

も、それの前の予備調査だというふうなことの

理解でよろしいのか、ちょっとお伺いしたいと

思います。その面接ですね。 

○委員長  みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの御質問にお答え

申し上げます。 

  来年度のまず新規の部分でございますが、予

算書で申し上げますと132ページの節説明欄054、

農業後継者育成事業費の地域おこし協力隊がま

ず１名でございます。こちらにつきましては、

新規就農に向けました農業研修、６次化、商品

開発等を担っていただくというふうなことにな

ります。 

  もう１名が、133ページの説明欄065、ワイン

振興人材育成事業費の地域おこし協力隊、こち

らにつきましてはブドウ栽培、ワイン醸造の部

分を学んでいただいて、販売等の研修をしてい

ただくというようなことになります。 

  いずれの両名につきましては、４月１日の着

任を目指しまして、その日程の中で募集をさせ

ていただいているというふうなことでございま

す。もちろん、予算の成立が前提ではございま

すので、予算が成立しなかった場合にはこちら

のほうには採用できないというような条件付で

準備を進めさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。 

  結局、私はこの地域おこし協力隊については

賛成しているんです、ここの項目に関してはで

すね。むしろいっぱいやってもらいたい。ただ、

これは市長なんですかね。一般財源なんですよ

ね、これは。交付税。ごめんなさい。この概要

のほうを見てみると一般財源と書かれているの

でおかしいなというふうに思っていたんですけ

れども、交付税全部ですか。ちょっとこの資料

の中には一般財源と書かれているのでおかしい

なと思っているんですけれども、説明ください。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  予算書の表記上は一般財源扱いになる

んですけれども、後ほど特別交付税で10割措置

されるというものでございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。特別交付税は
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10割、いわゆる国の事業だと、早い話がですね。

分かりました。じゃ、いいです。 

  そのような形で、スムーズにですね、やって

いくというようなことであれば、事前の面接経

て、それで４月に予算成立後というふうな形に

なると思います。 

  このですね、今先ほどちょっと農林課長から

話あったんです。共同住宅に住まいしていると

いうふうなことがありました。この住まいにつ

いての考え方というか、その市の例えば補助し

ていくというか、サポートしていくというか、

そうした意味から共同住宅ではなくてとか、そ

ういうふうな考え方はあるんでしょうか。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの御質問にお答え

申し上げます。 

  住居につきましては、必ずしも共同住宅とい

うふうなことではございません。特別交付税の

措置の中で、本人の報酬の部分と、あと様々な

活動に充てられる部分がございまして、その中

で住居を協力隊の活動にふさわしい中でやって

いただくというようなことになります。 

  あわせまして、我々職員につきましても、一

般的な住居の補助上限というふうなものもござ

います。あまりにも高額な家賃のお住まいに住

んでいただくことによって、様々な活動にかか

る費用が削減されて本来の目的がかなわないと

いうふうなことにもなるかもしれませんので、

そちらの部分につきましては選ぶ際にいろいろ

一緒に相談させていただいて、話合いをさせて

いただいてお住まいを決めさせていただいてい

るところでございます。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ちょうど14時47分になりまし

た。11年前にちょうど東日本大震災がありまし

た。これで終わりたいと思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  地域おこし協力隊に関して

ですが、140ページの６次産業化推進事業費の

地域おこし協力隊、また、142ページの農家カ

フェ事業費地域おこし協力隊の方に関してなん

ですが、それぞれもう活動していただいていて、

熊野大社の近く辺りでお店を出していただいて

いるとかいろいろあるんですが、ぜひこの農家

カフェ事業、また、６次産業化の方たちに頑張

っていただいて、市民からちょっと、赤湯駅の

売店だったところがただ単にパンフが飾ってあ

ったり、何かもったいないよねと。あの辺にち

ょっとしゃれたカフェがあるといいのにねとい

うお話があります。そういうところに地域おこ

し協力隊の方たちが６次産業で作ったものとか

農業関係で作ったものとかをぜひカフェ的にで

きないものかと思うんですが、いかがでしょう。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  項目でいえば商工費になろうかと思い

ますけれども、流れの中でお答えいたします。 

  赤湯駅の活用については、今庁内でも様々に

議論をしている状況です。あそこにカフェがあ

ればいいなとか、例えばワインを飲めるところ

があって電車で帰っていただくものがあればい

いなとか、様々な御意見がございます。そうい

ったものをお聞きしつつ今議論しているところ

で、実は山形県の担当部署ともやり取りをして

いるところですが、今回の予算にはそこのとこ

ろまでちょっと踏み込めなかったと、今現段階

では。しかしながら、赤湯駅をもっと活用しよ

うということについては議員の皆さんにも賛成

していただけるんじゃないかと思いますので、

それについては今後よく考えていいものにして

いきたいなというふうに思っております。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  ぜひ南陽市の農産物の関係

も活用していただけるような取組をしていただ

ければと思います。 
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  もう一つ、農林水産業費の農業振興費、130

ページの地産地消推進事業費についてお伺いい

たします。 

  これは、給食材料費の補助ということでいろ

いろ出ているんですが、今米飯の給食は何回行

っておりますでしょうか。 

○委員長  穀野管理課長。 

○管理課長  ただいまの御質問にお答えします。 

  学校での米飯給食につきましては、週４日間

が米飯となっております。 

  以上です。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  今、お米を作っている農家

さんたち、またＪＡ関係の方たちから、もうお

米が売れなくて困っているということが本当に

全国的に話題になっております。いろいろな方

面からお米を食べてください、お米を食べてく

ださい、買ってくださいという情報が入ってお

ります。そういうことを考えますと、やはり今

小麦の値段もこれからまたどんどん上がるとい

うことを考えると、米飯に全部なってもおかし

くないのではないかと。また、どうしてもそこ

にパンを入れたいとすれば、米粉のパンとか、

そういうことも考えていかなければならないと

思うんですが、やはり第１次産業で食べている

南陽市、その辺のことも必要かと思いますが、

いかがでしょうか。 

○委員長  穀野管理課長。 

○管理課長  ただいまの御質問にお答えします。 

  そもそも給食につきましてはパンが主食でや

っておりましたけれども、今のような地産地消

も含めて、今米飯給食が主流となっております。

先日ですけれども、いわゆる学校給食における

米飯につきましては、県の学校給食会のほうで

単価、それから、その供給につきまして全部一

括して管理になっております。令和４年度の単

価について、改訂版ということで頂きました。

非常に単価的にはそんなに安くはなっていない

んですけれども、やはり米の需要が少なくなっ

ているということで、極力学校給食としても協

力していきたいんですけれども、統一したそう

いった給食のルールがございますので、そうい

ったものに則りながらやっているところでござ

います。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  県のルールがあるというこ

とで非常に残念なんですが、やはり米の国山形

県でございますので、その辺変わってくれれば

いいなと思いつつ、少しでもできるものがあっ

たらやっていただきたいと思います。要望とい

たします。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  佐藤 明委員の質問に関連

して、水田直接支払交付金等に関してちょっと

質問させていただきます。二つの質問をさせて

いただきます。一つは農林課長、一つは市長用

です。 

  まず、農林課長へは、実は私も農地がありま

して、今年２月に減反目標数値というふうなこ

とで通知がございました。大体42％ぐらいです

か。そうすると、私の農地の田んぼの42％を作

らないでください。58％しか作れませんよとい

うふうなことです。それで、これ通常製造業に

して考えたら、生産能力が100あるのに58％の

稼働率でやってくださいということです。これ

では会社は成り立ちません。こういう考えが非

常に大切なんだろうなと私は思います。 

  その上で、今年度、令和４年度に対して42％

という減反の目標というのが示されているわけ

ですけれども、じゃこの42％稼働しない機械な

り設備をどういうふうに会社として利用してい

こうかというのが農家さんが考えるべきことに

なってくるんだろうなと。それに対して、令和

４年度の予算の中で、農林課としてはどのよう

なことをぜひやってくださいということを提案
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するのかなと。その内容について、農林課長に

お尋ねいたします。 

  それから、市長には、前回一般質問で私は、

もう農地バンクの時代は終わったと。貸し借り

はもうできない。それは、貸す側の長年のその

土地に対する愛着があるからだというふうなそ

の他の意見を申し上げました。そういう中で、

農地バンクではなくて、工業団地化する場合の

土地開発公社のような、こういう仕組みが必要

なんだろうなと。もう農地開発公社のようなも

のをつくって、農地を集約して、その公社が主

体となって、農業をやりたい方、もしくはその

農地を使って何かをやりたいというふうな人た

ちに提供していくという時代になるのではない

かというふうに私は思っています。そういうこ

とが現行の法律の中でできるのか、それから、

今後そういう方向性が取れるのか、その点を市

長にお尋ねしたいと思います。 

  以上２点、よろしくお願いします。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  ただいまの御質問にお答えさせて

いただきます。 

  ただいま島津委員のほうから御指摘いただい

た部分、転作制度の根幹に関わる部分というふ

うに認識をしております。島津委員からも御紹

介ありましたとおり、今回生産の目安と言われ

る食用米の作付につきましては、配分率が

55.7％ということで、残りの44.数％はいわゆ

る転作のほうで、いわゆる国の転作を中心とし

た交付金の中で手当をしていくというのが農業

の制度上、今の現状になってございます。佐藤

委員からも御指摘あったとおり、水田活用の交

付金の様々な見直し等もございまして、私ども

農林課といたしましても、何をそこで押してい

くか、進めていくかという部分、大変難しい状

況にございます。 

  そうした中で、取りあえず制度が今のところ

はまだ見直し等もかなわないという状況の中で

は、今あるメニューの中でそれぞれの生産者さ

んのほうから御相談をいただく中で、その方個

人個人の中で何が取り組めるか、私どものほう

でもでき得る限りのアドバイス等もしながら、

それぞれのケースでできる限りの食用米並みの

収入が確保できるように支援をしてまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  委員のおっしゃる公社的なものに農地

を集約してということでありますが、現在の法

制度が農地を所有できる方については基本的に

農家ということで厳密な規制がかけられている

ということを考えると、現行法規上は難しいか

なと。それをいかに国に今後の状況を長期的に

見て適切な対応、猫の目ではない対応を取って

いただくかということだというふうに思います。 

  先ほど委員は供給能力のほうをおっしゃいま

したけれども、需要のほうが国内においては減

っていくというのがやはり問題だというふうに

思っておりまして、人口が世界的にはさらにこ

れから爆発していく中では、やはり世界に向け

て市場開拓していくのが今後の日本の農業のこ

れはむしろ明るい、本気でそれをやれば展望に

なるのではないかなというふうに期待していま

す。 

○委員長  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  多分最後になると思います

が、島貫課長のほうにお願いしたいのは、先ほ

どから申し上げたように、飼料米等がなくなっ

たというふうなことで、これ農家にとっては非

常に大きな痛手です。それから、飼料を使って

いらっしゃる畜産農家の方々にとっても、輸入

に頼らざるを得ない状況になれば非常に経営困

難に陥るというふうな状況になっておると思い

ます。そのような意味で、ぜひ転作作物の検討

というのはしっかりしていただきたい。 

  ここに一つだけ付け加えさせていただきたい
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のは、実はＪＡさんも非常に経営が厳しいんで

すね。それで、以前のような、ある部門の専門

指導員が非常に不足している。私はブドウのプ

ロですよ、私は田んぼのプロですよ、そういう

指導員が非常に不足しています、今現在おきた

まＪＡさんも。やっぱり、置賜の普及所あたり

の先生方とタッグを組んでいかないと、なかな

か転作品目についても未来が開けないのでない

かというふうに思いますので、ぜひその辺の連

携、タッグの組み方を検討していただいて、努

力していただきたいと思います。 

  それから、市長には先ほど私の思い伝えさせ

ていただきましたが、やはりその方向でいかな

いと、これからの全国各地の農家に均等にこの

問題は及んでいるわけですから、日本全体で農

地の稼働率が、島貫課長からありました55.7％

になっちゃうというふうなことも十分視点に置

いておいていただきたい。 

  それから、輸出がこれから努力するというふ

うな国の方向になるだろうと。私も恐らくはそ

うなると思います。だけれども、現時点に農産

物で、もう中国ではシャインマスカットがあり、

イチゴがあり、とちおとめがあり、あまおうが

あり、全て世界第一のイチゴに関しては生産国

になっています。それが輸出に踏み切ったらど

うなるんだ。日本の価格体系でやっていけるの

か。非常に大きな問題が国際的にも絡んでいる

と思います。そのようなことで、今後の農業政

策というのは非常に大事なことになってくるな

という視点も持っていただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

 

─────────────────── 

 

散      会 

○委員長  ただいま審査の途中でありますけれ

ども、本日はこれから二つほど大事な会合が議

会としてありますので、ここで散会といたしま

す。 

  この続きにつきましては、３月14日月曜日午

前10時より行いますので、今日まだ発言の足り

ない方については、ぜひ14日に頑張って御発言

をいただくようよろしくお願いをいたします。 

  今日はこれで散会しますので、御起立お願い

します。 

  御苦労さまでした。 

午後 ３時０２分  散  会 

 



 
 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 定 例 会 
３月１４日（月曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ４ 年 ３ 月 １ ４ 日 （ 月 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１６名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ７番 舩  山  利  美  委員  ８番 山  口  正  雄  委員 

 ９番 片  平  志  朗  委員 １０番 梅  川  信  治  委員 

１１番 川  合     猛  委員 １２番 髙  橋     弘  委員 

１３番 板  垣  致 江 子  委員 １５番 遠  藤  榮  吉  委員 

１６番 佐  藤     明  委員 １７番 殿  岡  和  郎  委員 

◎欠席委員（０名） 
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────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

嵐 田 淳 一 総 務 課 長  吉 田 弘太郎 技 術 調 整 主 幹 

嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長  佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 

髙 橋 直 昭 財 政 課 長  矢 澤 文 明 税 務 課 長 

鈴 木 博 明 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 穀 野 純 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 

島 貫 正 行 農 林 課 長  寒河江 英 明 農村森林整備主幹 

長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長  粟 野   清 建 設 課 長 

佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長  大 室   拓 会 計 管 理 者 

長 濱 洋 美 教 育 長  穀 野 敏 彦 管 理 課 長 

佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長  山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長 

土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 
 細 川 英 二 監査委員事務局長 

安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
   

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第７号 令和４年度南陽市一般会計予算 

 議第８号 令和４年度南陽市国民健康保険特別 

      会計予算 

 議第９号 令和４年度南陽市財産区特別会計予 

      算 

 議第10号 令和４年度南陽市育英事業特別会計 

      予算 

 議第11号 令和４年度南陽市介護保険特別会計 

      予算 

 議第12号 令和４年度南陽市後期高齢者医療特 

      別会計予算 

 議第13号 令和４年度南陽市水道事業会計予算 

 議第14号 令和４年度南陽市下水道事業会計予 

      算 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○委員長（殿岡和郎委員）  朝一番の挨拶をし

たいと思いますので、御起立願います。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  11日に引き続き、これより予算特別委員会を

開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は16名全員であ

ります。 

  なお、当局より、説明員、髙野祐次総合防災

課長は、都合により欠席の旨通知がありました

ので、御報告いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第７号 令和４年度南陽市一般会計予算 

○委員長  それでは、前回に引き続き、第６款

農林水産業費の126ページから148ページまでに

ついて質疑ございませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  ５番、髙岡です。 

  143ページ、農業費の山村地域特別対策事業

費の８番、農村漁村発イノベーション等整備事

業、この4,000万円についてできるだけ詳しく

内容をお聞かせいただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  お答えいたします。 

  農山村発イノベーション等整備事業につきま

しては、事業主体が金山にございます株式会社

かねやま村が予定をしている事業でございます。 

  こちらにつきましては、農村・漁村振興交付

金という交付金を活用いたしまして、農家カフ

ェ等複合交流施設の建設の事業が主となります。

その中で、いわゆる農家カフェ事業、あと農産

物の加工ですとか飲食の提供、農業体験なども

実施をしながら、地域農家の所得の向上、また

農村と都市住民の交流を促進するということを

目的に、かねやま村が実施する事業でございま

す。 

  以上です。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  この事業、農水省のほうから

4,000万が来て、そして市のほうの持ち出しと

いうのは、市の何ぼか総務費のほうであった分

だけですか。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  市の持ち出しにつきましては、こ

の事業につきましてはございません。 

  以上です。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  金山の場合、先のゴールドマ

ウンテン事業、あれも3,000万円のトンネル事

業、今回の4,000万円のトンネル事業というか、

そっくり市の持ち出しなしにこの南陽市内でで

きる事業ということで、ある意味で非常にあり

がたいというか、ありがたい事業なわけです。 
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  それで、それに加えて金山では昨年の夏に七

瑳古山の下に、宥明長南社というふうな、今ど

き珍しい新しい神社ができまして、あれも南陽

市内からの持ち出しはほとんどないということ

です。 

  これ、ある意味非常にすごいことだと思うん

です。さらに、あの宥明長南社に関しては、ち

ょうど時をほとんど同じくして、山形新聞に３

回にわたって宥明上人のことについて、日曜日、

非常に詳しい記事が掲載された。 

  そういったわけで、全然南陽市が金は出さな

いというんで、どこか人任せと言ったら悪いけ

れども、なかなか主体的にそこに関わるのが、

ちょっと物足りないかなというふうな、私なん

か気がしているわけで、今後、金山地区のそう

いったことに対しての事業に対する取組の姿勢

等をどのように考えておられるか、農林課から

お聞かせください。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  金山地区への支援ということでご

ざいますが、いわゆる資金的な支援という部分

はございませんが、金山地区の地域おこし協力

隊ということで、農家カフェ事業、こちらにつ

きましての専門の地域おこし協力隊を私どもの

ほうで隊員を採用いたしまして、その事務のほ

うにも従事いただいているという部分。また、

様々ないわゆる事務的なお手伝い、それにつき

ましては、職員のほうも相当数お手伝いをさせ

ていただきながら、支援をさせていただいてい

るという部分で御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  金山地区というあの場所とい

うのを、私、大分昔から注目しておりまして、

吉野のほうから、今の348号線を超えてこの置

賜盆地に入ってきたとき、あそこに来るとぱっ

と視界が開けてくる、ここに新しい世界がある、

そういったそのちょうど入り口に当たるのが金

山地区なんです。 

  それで、あの場所は昔から、今は金山という

んですけれども、神山郷だったというような、

そういったような話を金山の古老の方から前に

お聞きしたことがありました。今は金山という

と本当に通り筋みたいな感じになってしまって

いるんですけれども、あそこは置賜盆地の北か

らの入り口の一つと、鳥上から来たときの白竜

湖、そこからの置賜盆地一望と匹敵するような、

一つの価値ある場所として今後見直していけ

ば、いろんな可能性が開けてくるんじゃない

か。 

  それが、今、外から、全然南陽市の金使わな

いのに入ってくると。そういったふうなところ

での金山の今の特異性というか、それに関して

市長、何かちょっと考えていただきたいと思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  この事業に関しては、国の事業で、市

が実施主体に対して、国からの予算をお渡しし

てやっていただくもので、そもそもその実施主

体になる方の熱意、あるいは意思、そういった

ものを多として行うものでございます。 

  地方創生は、どこの地域においても、行政が

幾ら仕掛けてもそれが根づくのは難しいわけで、

それぞれの主体となる方の熱意が実るように、

できる限りのことをしていければというふうに

思っております。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  やはり、地域づくりは最終的

には人ということで、宥明長南社も含めれば

9,500万円の金がこの地に落ちる、そのことの

意味を十分踏まえながら、やはり何とか金山全

体盛り上がるような、そういった南陽市の側か

らの一つの盛り上げ方というものを、ぜひ今後

図っていっていただきたいと思いますんで、よ

ろしくお願いします。 

  以上です。 
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○委員長  要望ですね。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  130ページ、６款農林水産業

費でありますけれども、３目農業振興費、43番

の獣害対策事業費でありますけれども、年々イ

ノシシの捕獲頭数が増えているわけですけれど

も、昨年の捕獲頭数、あと今年度の捕獲頭数の

予想などあればお聞かせ願いたいというふうに

思います。 

  また、同じ獣害対策費の45番ですけれども、

地域おこし協力隊となっておりますけれども、

この地域おこし協力隊、これから新たに募集を

するのか、また、今おられる協力隊のことを言

っているのか、その辺、農林課長にお伺いした

いというふうに思います。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  お答えいたします。 

  令和３年度、昨年ですから令和２年度の捕獲

頭数につきましては、イノシシは169頭、熊は

10頭だったと記憶しております。 

  今年度につきましては、今現在、イノシシは

191頭、熊は８頭の捕獲がございます。猿等は

ございません。 

  協力隊の募集に関してでございますが、こち

らにつきましては、今年度から活動いただいて

おります獣害対策の協力員の部分の、来年度分

の予算ということで御理解いただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  来年度分の予算ということで

ありますけれども、人員は何名くらい予定して

おられるのかお伺いします。 

○委員長  島貫農林課長。 

○農林課長  人員につきましては、今年度から

引き続き１名ということで予定をしております。 

  以上です。 

○委員長  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  昨年、一昨年ですか、地域お

こし協力隊で金山地区に来られた方がおられる

わけですけれども、その方については、いろい

ろわなの資格とかそういったことを取って、い

ろいろ活動しているということでありますけれ

ども、住まいは同じ下荻に住まいしたわけです

けれども、地域おこし協力隊という名目でござ

いますので、もう少し地域のほうにいろいろ入

って、そういう活動をしてもらいたかったなと

いうふうに思います。 

  今現在は引っ越したようなんですけれども、

その辺、しっかり協力隊募集して、採用となっ

た方には、もう少し地域のほうに落ちてしっか

り活動してもらうように、一つ要望します。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第７款商工費の148ページか

ら157ページまでについて質疑ございませんか。 

  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  149ページの２目の商工振興

費の関連でお伺いしたいと思います。 

  今回の施政方針の中で、市長は、力強い産業

の基盤をつくるという項目の中で、企業立地奨

励金により市外からの企業誘致や市内企業の新

たな工場等への投資を促進し、雇用の場の確保

を図ってまいります。また、新たな産業団地整

備を推進していくというふうに今おっしゃって

いるわけでございますが、そんな中で、企業立

地奨励金は、昨年より約2,500万円多い約6,100

万円ほど計上されております。これはこれで結

構なことだと思っております。 

  しかしながら、産業団地整備費用というか、

そういった予算がどこにも見当たらないという

状況の中でお聞きするわけですが、昨年３月に

一般質問をさせていただいたときに、あのとき

は、５か所の候補地を予定している、でも地盤

の問題があって二つの候補地に絞っているとい
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うようなお話がございました。 

  ただ、今現在どういうふうになっているのか

というのがなかなか見えてきません。現在のこ

の産業団地の候補地の選定というもの、これに

ついて現状についてお伺いしたいと思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  山口委員の御質問にお答え申

し上げます。 

  まず、予算のほうの質問もございましたので、

令和３年度の当初予算の中で、産業団地のほう

の整備事業費ということで、こちら主な予算は、

産業団地の実施計画を策定するための予算が大

部分を占めてございますけれども、総額447万

2,000円でございました。 

  この予算につきましては、候補地の選定がま

だ終了していないことから、業務委託について

も令和４年度に繰越しさせていただくというふ

うなことで、３月議会の初日に提案させていた

だいてございます３月の補正予算書の中に、明

許繰越しというふうな形で、同額の447万2,000

円を計上させていただいてございますので、令

和４年度の当初予算のほうにはないんですけれ

ども、令和３年度からの繰越予算の中で対応し

たいと考えてございます。 

  次に、候補地の件でございますけれども、候

補地として幾つか商工サイドのほうでは考えて

ございます。ですが、今、南陽スマートインタ

ーチェンジ関連で、山形県のほうで土砂災害区

域関係の調査を、今月から今年の９月までにお

いて実施するというふうに伺っております。 

  また、市のほうの農林のほうの事業で、前川

関係で、防災、減災事業というふうなことで、

こちらのほうの予算についても繰越しというこ

とで、令和４年度に計画書のほうの策定が予想

されております。 

  さらには、軟弱地盤だったり等というふうな

ことで、今現在、庁舎内部のほうに産業団地の

ほうの検討委員会、関係課、みらい戦略課、財

政課、建設課、農林課、上下水道課、そちらの

メンバーで検討会を立ち上げて、候補地の選定

に当たっている状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  今現在は、土砂災害であると

か、あるいは防災、減災の関連であるとか、そ

ういったことでまだ候補地が選定されていない

という状況のようでございますが、これは、ま

ずどの程度の広さを目指しておられるのか、あ

るいはどういう産業を誘致しようとしておられ

るのか。その要するに目標というか、目的に合

った中川地区の候補用地、それが本当に選定と

いうか、候補地としての可能性があるのかどう

か、その辺の状況についてはいかがなもんでし

ょうか。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  当初の目標といいますか、おおむね10ヘクタ

ール前後の産業団地にできないかというふうな

ことで進めてございます。 

  ただ、１か所にまとまっての10ヘクタールと

いうのは、なかなかちょっと難しい状況にもご

ざいますけれども、先ほど申し上げた、土砂災

害の警戒区域であったり、あとは農林のほうの

防災、減災の事業との調整だったり、あとはス

マートインターチェンジ、それのルートのほう

の関係も含めて、総合的に今候補地を選定して

いる段階でございます。 

  産業というのも、今現在、当然中川地区のほ

うで配電盤関係の製造業が中心に幾つかござい

ますけれども、そういった関連の企業、さらに

はそういった部分でなくて、ほかの産業までも

含めて誘致できればなというふうに考えてござ

います。 

  可能性につきましては、今現在、何とかスマ

ートインターチェンジ等も併せて中川地区のほ

うに産業団地を整備できないかというふうなこ
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とで検討している段階でございますので、でき

る限り、どのぐらいの大きさになるかはちょっ

と分かりませんけれども、選定を進めてまいり

たいというふうに考えてございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  これから進めていくというよ

うなお話でございますが、これからの、要する

にいつまで候補地を選定して、いつまで団地を

整備するという、その辺の具体的な計画はどの

ようにお持ちなんでしょうか。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  目標といいますか、令和４年度中には候補地

を選定して、同時に実施計画のほうの策定、さ

らには地元、土地改良区、ほとんどが中川地区

というのは農業振興地域の農用地になっている

ものですから、その農振のほうを除外して産業

用地にするための調整、さらには地元の土地改

良区、地権者の方々、さらには地域住民の方々

への説明を行いまして、令和５年度に農振除外

ができないか、そして令和６年度から造成工事、

２か年になる可能性もありますけれども、造成

工事ができないかというふうに考えてございま

す。 

  ただ、１か所ではなくて、仮に２か所となれ

ば少し期がずれて着工、さらには分譲というふ

うなことになる場合もございます。 

  以上です。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  できるだけ早くしたいという

ような気持ちのようでございます。 

  やはり今、移住定住というかそういったこと

でも、やはり新たな職場、雇用の場というもの

が拡大していかないと、都会からなかなか戻っ

てこられないという状況もあります。 

  ただ、今都会から地方への人の流れというか、

そういったこともこの方針の中で示されておる

わけですので、とにかく早くやるというのが、

一つの大きな目標にしていただきたい。 

  10日の山形新聞で、天童の山口西工業団地に、

東証一部上場の会社も含めて２者が立地すると

いうことが決まったという、そして、併せて数

百人規模の雇用ができそうだというようなこと

の記事がありました。 

  また、その何日か前に、同じ山新で、八幡原

工業団地、米沢の、ここに２者の立地が決まっ

て、100％完売したと。 

  また、米沢オフィス・アルカディアの利用率

も約84％まで埋まってきているというような記

事があって、さらに、この３月の定例会におい

て、米沢北インターチェンジ周辺などについて

の産業団地の適地調査を行うということで、予

算もつけられているようです。 

  こういうことで、ほかの自治体ではとにかく

前へ前へと進んでいる。要するに、産業団地と

いう具体的な形のあるものがなければ、企業誘

致そのものがなかなか進められない、そういう

状況があると思うんですね。その辺、やはりほ

かの自治体に遅れることなく、とにかくスピー

ド重視というものも含めてやっていただきたい

と思うんですが、市長、その辺いかがですか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  私も山口委員と同じ気持ちでございま

す。できるだけ早くしたいと思う一方で、今後、

将来に向けて末永く本市において立地していた

だくための、その準備も様々に、やはり軟弱地

盤というがいろんなところで出てきてまいりま

して、その準備はしっかりしなければいけない

というのも併せてやっていかなければいけない。 

  いずれにしましても、山口委員おっしゃるよ

うにできるだけ早く取り組んでまいりたいとい

うふうに思います。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  よろしくお願いしたいと思う

んですが、一つはやはりスマートインターチェ

ンジの必要性というものとの絡みがある、そう
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いうことで中川地区となっているわけですが、

要するに、今の米沢市のような感覚で言えば、

そのほかの団地の整備ということも改めて計画

に載せておかないと次に進まないということが

あると思うんです。その辺も含めて、十分御配

慮いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  149ページ、中小企業緊急経

済対策に関連しまして、無利子無担保ゼロゼロ

融資の返済の期限の多くが今々に迫っているわ

けですけれども、その辺についての、これまで

も何回もお聞きしたことですけれども、現状で

の商工観光課の把握、どのように把握しておら

れるかお聞きしたいと思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  髙岡委員の御質問にお答え申

し上げます。 

  ただいまの質問ございましたのは、無利子融

資、山形県のほうの地域経済変動対策資金の令

和２年度に実施した融資だと思いますけれども、

髙岡委員おっしゃるとおり、無利子融資の元金

返済のほうなんですけれども、山形県のほうの

平均ですと、据置期間を２年に設定している事

業所の割合が、たしか62.6％というふうに記憶

しています。 

  南陽市の場合については、さらに２年、据置

き２年に設定している事業所の割合が高くて、

74.7％というふうに山形県のほうからはお聞き

しております。ということは、令和２年の５月

から８月にかけて融資を受けている事業所がか

なり多いと思われますので、これからの５月か

ら９月までの間から、元金返済が始まる事業所

が多くいらっしゃるのかなというふうに感じて

おります。 

  そして、また、オミクロンなども含めて、こ

のコロナ禍がまだこういった状況でございます

ので、返済される事業所にとっては、事業所に

よっても差はございますけれども、大変な時期

をこれから迎えるんだなというふうな認識でお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  あと、20年に非常にコロナが

始まって心配されて、そういった中でこういっ

た無利子無担保という、かつてないような非常

に借りやすい金が出て、それに本当に苦しい人

たちが、この先どうなるか分からないという中

で、金で助かった事業者がいっぱいあるわけで

す。 

  それがいよいよ返済が迫った。あの当時だっ

たらまさかここまで長引くとは思わなかった、

何とかブイ字回復というのがみんなの頭の中に

あったわけですけれども、それから２年を経て

さらに今も困難な状態が続いている。 

  世の中全体が、ちょっとブイ字回復と言って

も前と同じような世の中には到底戻りそうもな

い。特にウクライナ、ロシアの危機、これが今

後どういうふうな形で我々の生活に影響を及ぼ

すか、それも見えない。恐らく誰もこの先見通

すことができないような、非常に困難な状況に

あるわけです。 

  そういった中で、市の行政の役割というのが、

そういったところにどうやって、セーフティー

ネットというか最後のよりどころとして、市が

応えられるような一つの体制をつくっておく必

要があるんではないかと思うんですけれども、

その辺に関して、今、商工観光課でどのような

課題として捉えて、今後のことについて考えて

おられるかお聞きしたいと思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  事業所の方、または商工会のほうからも、再

度令和２年度に実施したような無利子融資、こ

れを再度できないかというふうな要望もござい



－211－ 

ましたが、この無利子融資について、市のほう

の利子補給、さらには保証料補給の金額が、令

和12年度まで市のほうの負担が続くわけでござ

いますけれども、年に数千万の負担となってご

ざいまして、新たに再度するというふうな、県

のほうも実施はしてございませんけれども、市

単独でもそこまでの、なかなか財政という部分

で実現はできませんでした。 

  なお、市のほうでは、当然市だけでの支援と

いうのはなかなか難しいと思います。なので、

一般質問等でも議員の皆様のほうからございま

すけれども、やはり国と県のほうでも、ある程

度今後も支援のほうの継続について要望させて

いただきたいというふうに考えてございますし、

市のほうでも、本当に僅かな支援になるかと思

うんですけれども、今後も経済支援というふう

なことで、対策を講じてまいりたいというふう

に考えてございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  そういうと、構えの姿勢とい

うのがあると私なりに今判断しましたんで、こ

れから非常に厳しい中だと思うんですけれども、

今後本当にどういうふうになるか分からない状

況の中で、非常に苦しい状況も考えられる。 

  そういった中で、今後いろんな形で対策を考

えていっていただきたいと思いますけれども、

改めて市長からそのことについてお聞きしたい

と思いますけれども、併せて、そういう経済的

に金銭面と同時に、気軽に困った人が相談でき

るような、一つの窓口体制というような、そう

いったものも必要なんではないか。そこは金融

機関、さらに商工会等との緊密な連携を取りな

がら、そこで市なりの対策を講じていく、そこ

でその辺を相談に乗っていく、そういうふうな

体制というのを、これからどうしてもつくって

いかなければならないと思うんですけれども、

その辺に対して何か商工観光課のほうで、そう

いうふうな取組できるような可能性というのは

あるかないか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  無利子の融資をはじめとした、基本的

に企業の皆さんに存続をまず図っていただいて、

そして、コロナが落ち着いた暁に、さらにそれ

がダッシュでまた回復に向かっていけるような

ということについては、先ほど課長が申し上げ

ましたとおり、ぜひそういった大きな部分につ

いては、国、県と協調してやっていきたいなと

いうふうに思っています。 

  それから、相談窓口につきましては、今現在

もワンストップ相談窓口ということで、商工観

光課のほうで様々な御相談に対応する体制は整

えておりますので、そのときの相談内容に応じ

て、適切に商工会とか金融機関とか、連携が図

れるように今後も取り組んでまいりたいという

ふうに思います。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  このたびのゼロゼロ融資とい

うのは、これ今までちょっとなかった気軽に借

りられるあれだっただけに、初めてそういった

形で大きな借金をする、そういったふうな方も

ある。 

  これまでいつも銀行と付き合いのある人だと、

それなりにいろんな形で相談したり、いろんな

ことできるわけですけれども、苦しいからとに

かく今すぐ借りなければならない、借りやすい

金を借りたいというようなことで、それまで銀

行との話合いとかあまりしたことない人もいっ

ぱい借りているわけ。 

  それが、いよいよ返済が迫られた中で、どん

な切ない思いをしなければならないか。我々借

金で苦しんできたものには、そこら本当に身に

つまされる思いで分かるわけですけれども、そ

ういった中で、何とか市のほうも気軽に相談し

て、市のあそこに行けば何とかなると、そうい

ったふうな体制というのをぜひつくっていただ
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きたいと思います。 

  あわせて、これからどういうふうに、ブイ字

回復と言ったときのイメージとしては、今まで

やってきたような同じ形が、何年か後には、い

わゆる回復ですから、同じように元通りになる

というような、そんなイメージでいたわけです

けれども、どうもここへ来て違うと。これまで

のやり方では通用しない、新たなものを考えて

いかなければならない。 

  そこで、さっきの農林課のほうのイノベーシ

ョンという言葉、技術革新、そういったことが

出てくるわけですけれども、そういったことを

商工観光課のみならず、市全体としてこれから

どういったふうな形で食っていけばいいのかと、

そういったところのこれからの対策というのは、

いろんなことを勉強しながら考えていかなけれ

ばならないんではないかと、そういったふうな

気持ちでいるところです。 

  ですから、大変なところの今せっぱ詰まって

どうしようというふうな対策と同時に、これか

らどういうふうなことで生きていけるのかとい

うふうな、そういったところも含めた形での市

の相談体制というような、そういったものをつ

くっていただきたいと思っているところですけ

れども、その辺に関して市長なりにお答えいた

だきたいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  このコロナ禍で、特に宿泊、あるいは

旅行業、あるいは飲食店等々、非常に厳しい状

況が顕著にあった業種の皆さんの中には、政府

が打ち出しました事業の転換、新たな事業に向

かうときの支援などもございました。そういっ

たものも含めて新たな日常を構築しなければい

けないと、その思いは施政方針にも盛り込んだ

ところです。 

  その思いもしっかり持ちながら、商工観光課

の、これまでも行っているワンストップ相談窓

口において、これまでと同様、同じ状況で対応

することが難しい企業の皆さんにも、その思い

を一緒に持って、どういうふうに具体的に新し

いことをやればいいのかというのは、商工観光

課ではなかなか難しいわけですが、にしても、

商工会等と連携しながらそういった気持ちを持

って、皆さんの方向性が明るくなるようにとい

う気持ちで、取り組んでまいりたいというふう

に思います。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  私、七十何年生きてきて、恐

らくちょっとこれだけ大きな世の中の変動の時

期に、まさか私、生きている間に当たると思わ

なかった。そのくらいの非常に大きな変動の時

期が今のように私なりに認識をしております。 

  そういった中で、とにかくいろんな情報を入

れながら、これからどうやっていくかというこ

とを、やはり市が中心になって、南陽市一丸と

なって考えていかなければならない、そういっ

た時代に今まさに足を踏み入れているんではな

いかと思いますんで、その辺の覚悟を持って、

これからいろんな形で柔軟に、情報を、これは

駄目だっていうんで切り捨てるんでなくて、い

ろんな、これまで考えられなかったようないろ

んな情報、そういったものを謙虚に受け止めな

がら、柔軟に一生懸命対応していっていただき

たいことを強く要望して、以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ４番島津善衞門委員。 

○島津前衞門委員  商工観光全般について、２

点ほどお尋ねしたいと思います。 

  第１点は、近年、南陽市内の企業の方々にも

若返りが進みまして、非常に独創的なアイデア

の下に地域経済が頑張っているというふうに、

私はすごく受け取っております。 

  それから、商工観光課においても、地域の各

種事業に非常に協力的な姿勢で、一緒に当たっ

ていただいているということで、確実な盛り上

がりが見られているというふうに私は思ってお
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ります。 

  そういう中で、商工観光課長にお尋ねしたい

のですが、これまでバラまつり、桜まつり、菊

まつり、ワインフェスティバル、各種事業がな

されてきておりますが、近年、日曜朝市、それ

から商工会で言えば一店逸品推進、各種事業が

順調な歩みを見せていると思います。 

  令和４年度のこの商工観光の予算の中で、こ

のような民間の進んでいる形とのコラボが今後

必要になってくるのでないかなと。やはり、菊

まつりを見に来ただけではなくて、そこの地の

ものを食べたい、飲みたい、それから地のもの

を買いたい。それから提供する側としても、そ

ういうふうなものに参加していただける方がい

れば参加していただきたい、そのようなコラボ

体制というのが必要なのでないかというふうに

私は思っております。その辺の令和４年度の事

業に対する取り組み方についてお尋ねしたいと

思います。 

  それから、もう１点ですが、土曜日の山新の

記事に、湯こっとにコイン式のワインサーバー

を備え付けて振興を図るんだというふうな記事

になっておりました。 

  金曜日の時点で、私そこまで内容確認してい

なかったので大変申し訳なかったのですが、関

連してちょっとお尋ねしたいと思いますが。 

  私は過去２回ほどアルコールの提供は慎んだ

ほうがいいのでないかと、公衆浴場の目的とし

てはというふうなことで申し上げましたが、当

局がそのような最終判断を下されたということ

ですので、ワインの振興に貢献できるようにな

るように推移を見守りたいと思いますが、この

ような中で、私個人としては、本来ならば南陽

市の果樹農家が作っておられるブドウなり、

ラ・フランスなり、リンゴなりの、ジュースも

提供していただきたかったなと。やはり、素材

の良さを生かして理解していただいて、その上

で、さらなるワインとかそういう嗜好品の購買

というものを盛り上げていただきたかったなと

いうふうには思います。 

  交通安全に携わっている市民の方々からの提

案を受けて、私も同感して、このような厳に慎

むべきではないかというふうなことを提案させ

ていただいたわけです。 

  ただし、このような形になったときに、今、

飲酒運転による事故、これが非常に重大視され

ております。やはり加害者も被害者も、交通事

故というのは誰もが被害者だというふうに言わ

れておりますが、飲酒運転に関しては特に提供

する側にも大きな問題があるというふうなこと

で、年々強化されつつあるように感じ取ってお

ります。 

  この湯こっとのワインサーバーというものも

その一つになると思うんですが、これは自販機

と違った感覚があるかなと私は受け止めており

ます。その中で万が一事故が起きた場合、訴訟

になった場合、これはケース・バイ・ケースに

よると思うんですが、万が一そういうふうな訴

訟として提供者として訴訟に上がった場合、こ

れは所有者の南陽市ではなくて、運営を委託さ

れた指定管理者が当事者になるものというふう

に私は受け止めますが、そのような判断でいい

のかどうか、この２点をお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  島津委員の御質問にお答え申

し上げます。 

  なお、２点目の部分については、財政課長の

ほうから答弁させていただきます。よろしくお

願いいたします。 

  初めに、商工観光課として、令和４年度の取

組方というふうな御質問がございました。 

  まず、令和３年度において、先ほど菊まつり

というふうな具体的にイベント名が出ましたの

で、今回、令和３年度の菊まつりについては、

例えば商工会青年部さんが菊と市民のカーニバ
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ルに代わるイベントというふうなことで、中央

花公園のほうで、南陽高校生なんかともコラボ

してイベントを実施いただいた経過がございま

す。 

  また、先ほどもございました、商工会さんの

ほうの一店逸品事業、こちらについては、平成

28年度から６回実施している事業でございます

けれども、年々いろんな商品が開発されてござ

います。 

  そして、商工会さんのほうの担当職員の方も

本当に積極的でございまして、今年度三十数事

業所が参加されたわけでございますけれども、

その30事業所の商品をたった１日で全事業所の

商品を紹介するとか、また、紹介した後も何度

もインスタグラムでＰＲ。さらには市役所のほ

うの正面玄関のところに飾りたいというふうな

御提案をいただきまして、今現在も飾っていた

だいてございますけれども。 

  そういった形で、商工会さんの持っている能

力というのは、本当に私、常日頃すばらしいも

のがあるなというふうに考えてございますけれ

ども、今後についても様々なイベントの中で、

商工会さんはじめ観光協会、旅館組合、または

青年会議所さん、そういった方々とできる限り

一緒に盛り上げていきたいなというふうに感じ

ておりますし、あと創業支援事業補助金なんか

も、令和４年度で３年目になるわけでございま

すけれども、やはりこれから新たに創業したい

というふうな方については、２分の１の上限、

50万円ではございますけれども、そういったこ

とも提案させていただきながら、市も一緒にな

って相談、さらには取り組んでまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長  髙橋財政課長。 

○財政課長  それでは、２点目の、湯こっとに

設置するワインサーバー等の取扱いについてお

答え申し上げます。 

  こちらのワインサーバーにつきましては、未

成年者対策を講じるということも含めまして、

コイン式ということで予定しております。 

  購入される際には、自販機から購入をいただ

いて、あとは職員の手を通じてそちらのワイン

サーバーに入れるコインを受け取るような形を

考えています。 

  やはり、委員、御心配いただいているとおり

でありますが、やはり飲酒につきましては、非

常にこちらも懸念をしているところであります。

デザイン監修などをいただいているデザイナー

の方とも、注意喚起の仕方につきましては、普

通以上に注意深く掲示をしてまいりたいという

話をしております。 

  また、所有者の責任という部分でございます

が、やはり一義的には、設置者であります市、

または赤湯財産区となるかと思いますが、こち

らの運営におきましては、市内で６ワイナリー

を扱うことができる酒販業者の方とも提携をい

たしたいと考えております。そちらの方からも、

提供の仕方につきましては様々アドバイスをい

ただいております。責任の所在につきましては、

ケース・バイ・ケースということあるかと思い

ますが、そちらもしっかりと肝に銘じていきた

いと考えております。 

  なお、こちらのワインサーバーを置くスペー

ス、交流ラウンジという部分になりますが、土

足で入れる空間になります。こちらには、ワイ

ンサーバー以外にも地元産のジュースを置く自

動販売機、また、中には県産の牛乳も設置した

いと考えております。 

  飲酒をするスペースというよりは、皆さん御

家族連れで、お酒を飲める方は運転しないこと

が前提ですが、そちらにも楽しんでいただきな

がら、御家族連れで南陽市産のジュース、牛乳

なども楽しんでいただければと考えているとこ

ろです。 

  以上です。 
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○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  156ページの38番の、地酒・

地ワインＰＲイベント実行委員会補助金300万

円についてお尋ねをしたいと思います。 

  第６款の農林費のところでもワインについて

質問させてもらいました。このいわゆる実行委

員会補助金、何かイベントをするためだという

ふうなことですけれども、具体的にいつどこで

何をやるかというようなこと、決まっていれば

お伺いをしたいと思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  高橋委員の御質問にお答え申

し上げます。 

  この事業につきましては、企業版ふるさと納

税、300万円をいただきまして実施するもので

ございますので、納税していただく事業所様の

意向を酌んで、具体的にはこれから事業内容を

検討するものではございます。 

  ただ、先週も２回ほど打合せ、さらにはメー

ル等でのやり取りの中で、このコロナ禍にあっ

て、１日に例えば数百人、数千人規模の事業と

いうのはなかなか難しいのではないか、かとい

って、数十人規模の事業に対してこの予算を使

うのはどうだろう。 

  そういった中で、今、納税いただく方々と調

整しているのは、首都圏といいますか、例えば

ＢＳ番組に南陽市の特番をやっていただいて、

市長にもまだ調整はしておりませんけれども、

例えば市長が地酒、地ワインのみならず、南陽

の産品をＰＲ、さらには企業版ふるさと納税し

ていただいた事業所からも出ていただいたりと

か、そして南陽産品のＰＲ、そして観光のＰＲ、

赤湯温泉も含めてＰＲ、さらにはふるさと納税

のほうにもぜひつなげることができないかなと

いうふうなことで調整中でございまして、その

具体的なイベントをするか、またはそういった

テレビ番組とか、そういった方向に使わせてい

ただくとか、そういった調整をしている段階で

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  市長にちょっとお尋ねしたい

と思います。 

  先ほど、島津委員のこととも若干ダブる部分

あるんですけれども、私もいろんな形でコラボ

レーションをしていく必要があるんだろうとい

うふうに思っています。 

  例えば菊まつり、それから例えばワインマラ

ソンとか、あるいはワインフェスティバルとか、

そういった単独でやっている部分の発信という

ふうなことよりも、やはり前回も話ししました

けれども、基本的なキーワードとしては、南陽

を世界ブランドにするというふうなところを一

つキーワードにして、ぜひいい意味での、これ

からの南陽を未来に向かって発信していくよう

な、そういうふうなものにぜひするべきだなと

いうふうに思っています。 

  したがって、この地酒・地ワインＰＲ、これ

はこれでいいんですけれども、そのような総合

的に、いろんな形で抱き合わせてコラボレーシ

ョンしていくというふうなことについて、市長

はどう考えていらっしゃるかお伺いしたいと思

います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  高橋委員おっしゃるように、今後、行

政運営していくに当たっては、やはり行政は行

政、民間は民間、大学は大学とかいうことでは

なくて、あらゆるコラボレーションこそが、１

足す１を２ではなく、３にも４にも10にもして

いくのではないかという可能性を感じています。 

  そういう意味で、どういったコラボレーショ

ンが適切かというのは、そのときの状況でない

と分かりませんけれども、できる限りその事業

の効果を大きくしていくんだという意味で、そ

して、目指すところは南陽を世界ブランドへと
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いう気持ちで、コラボレーションには積極的に

取り組んでまいりたいと思います。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ぜひ、そういった力強い発言

がありました。そういうふうなことで、いわゆ

る四季南陽さんも含めて、いろんな形での持っ

ていらっしゃる力、様々な力があると思います。

ああいったものを本当に活用を最大限して、ぜ

ひうまくコラボレーションしていただきたいと

いうふうに思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  154ページの商工費、烏帽子

山公園の桜樹勢回復委託料という部分なんです

けれども、これ以前に、平成28年か29年の一般

質問で、弘前公園の桜の樹勢回復に猛禽類、鷹

匠さんを呼んでという話をしたことがあったと

思います。 

  その後、鷹匠さん呼んでいただいて、いろい

ろ樹勢の回復のほうも進んでいますけれども、

先日、新聞のほうに、今回、ウソ鳥の被害がか

なり大きいというような記事が載っておりまし

た。 

  今回、ドローンのほうも活用して、猛禽類の

鳴き声等も流しながらいろいろ対策していると

いうような状況はお聞きしたんですけれども、

ウソ鳥の被害のほうが今年大きいという話がち

ょっと気になっていまして、ここ最近とても烏

帽子山の桜はきれいな状況だったので、今年の

状況はどうなのかなということで、ちょっと心

配なものですから、状況のほうをお聞かせいた

だきたいと思います。 

○委員長  粟野建設課長。 

○建設課長  ただいまの山口委員の御質問にお

答え申し上げます。 

  ウソの被害の関係でございますけれども、つ

い先日、おとといでしたか、山形新聞に、いわ

ゆるドローンを活用したウソの追い払いという

ふうなことで掲載になっておりました。 

  あの中では、いわゆる食害、芽のかすが少し

多いというふうな話が載っておったわけでござ

いますけれども、私のほうでずっと観察してお

りまして、あるいは業者のほうにも、ドローン

を飛ばす際にも、いわゆる雪面の状況なども観

察してもらっております。 

  私どものほうの認識としては、昨年よりはか

すが少ないと、こういう状況でございますので、

昨年もすばらしい桜の状況でございましたので、

そういった意味からすると、今年もいい花が咲

いてくれるのかなというふうなことで感じてい

るところでございます。 

○委員長  ３番山口裕昭委員。 

○山口裕昭委員  新聞の記事を見ると心配した

んですけれども、非常によかったということで

安心しました。 

  いろいろやっていただいているようで、鷹匠

のほうもドローンのほうも複合的に進めていた

だいて、今後も樹勢回復のほうに努めていただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  それでは、ここで暫時休憩いたしま

す。 

  再開を11時10分といたします。 

午前１０時５５分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時１０分  再  開 

○委員長  再開いたします。 

  次に、第８款土木費の158ページから170ペー

ジまでについて質疑ございませんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  161ページ、第８款の２項の

橋梁費、8,000万円計上されておりますが、具

体的な中身についてまず説明をお願いします。 
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○委員長  粟野建設課長。 

○建設課長  ただいまの佐藤委員の御質問にお

答え申し上げます。 

  市道冠水対策事業の具体的なところでござい

ますけれども、市道川尻線、赤湯から弁天橋を

越えて松沢に抜ける道路でございますけれども、

あの道路のちょうど弁天橋の前後約1,000メー

ターが沈下がひどいと、こういう状況でござい

ます。 

  あの道路については、昭和61年度に県代行で

整備をしていただいて整備されたものでござい

まして、その後、20年後の平成18年に一度嵩上

げ実施しております。大体500、600メーターだ

ったと思いますけれども実施しております。 

  今回、ここ最近やはり少しの雨で冠水すると

いうふうなことで、令和２年度、元年度も１回、

２回冠水しておりまして、大体２週間くらい全

体的に通行止めの期間がございました。実際、

冠水対策の工事の内容でございますけれども、

今回は、約450メーター区間を今の現道に砕石

を盛ってやるというふうなことで、大体一番深

いところで70センチ、平均40センチくらいの盛

土高というふうなことで、クラッシャーランで

盛土をして、舗装してかさ上げするというよう

な内容でございます。 

  以上でございます。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  これは、ようやっと工事に入

ると、非常によかったなというふうな。何でか

というと、市長も御承知のとおり、毎年のよう

に赤湯地区議員と赤湯地区の区長さん方が年に

１回、いろいろ交流するわけですよ。あるいは

市長トークというか、みらいトークというか、

ここの中でも要望出ていると、こういう状況が

あるわけですね。 

  さっきおっしゃったように、約450メーター

についてやると。これ恐らく１か年でできる仕

事でないと思うんで、相当二、三年かかるので

はないかと。今回は当初に8,000万円と、補正

になるか来年度の予算に計上するか分かりませ

んが、恐らくこれでは済まない金額だろうと私

は思います。 

  それでお尋ねするんですけれども、総額でど

の程度の金額になるのか、財政のほうでは、先

だっての説明会では１億6,000万円と、こうい

うふうなお話あったわけですけれども、この１

億6,000万円で、これで足りるのかなというふ

うに私思うんですが、その辺の状況についてど

うでしょうか。 

○委員長  粟野建設課長。 

○建設課長  お答え申し上げます。 

  全体計画１億6,000万円というふうなことで、

令和４年度、５年度、６年度の３か年で計画し

ておりまして、現在の試算では１億6,000万円

で対応可能というふうなことでございます。 

  以上です。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  私は素人で、３か年で１億

6,000万円でできるんだと。専門家の課長が言

うんですから、これは間違いないというふうに

思います。 

  そこでですけれども、大分ずっと今まで長い

間懸案だったわけです、市長、御承知のとおり。

やはりこれ一日も早く工事を終わらせて、さっ

き課長もおっしゃったように、あそこは常習地

帯と、ちょっと雨降っただけで機能しなくなる

と、交通ができなくなるというふうな状況が

多々あったわけですね。ですから、一日も早い

工事をして、やはり市民の安心、安全を確保し

ていくと、これが私は重要だとこのように思い

ます。 

  市長にお尋ねしたいんですが、この今回の予

算、非常に私はよかったと思うんだけれども、

あまりにも遅かったなと、こういう気もするわ

けですよ。その辺どうでしょう。 

○委員長  白岩市長。 
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○市長  佐藤委員の遅かったという御指摘につ

いては、真摯に受け止めたいというふうに思い

ます。 

  ここ数年、本当に雨の降り方が、一気に降る

ことが多くなって、冠水して通行できないとい

う状況が増えていることを見て、できるだけ早

く対応しなければいけないというふうに思って

おりました。 

  しかしながら、なかなか有利な財源というも

のがない中で、できるタイミングというのが、

大型の事業が終わったタイミングであるとか、

様々なものを見極めて、今回実施させていただ

く御提案をいたしたところでございますが、い

ずれにしましても、川尻線については、どうし

ても10年か20年に１回くらいのかさ上げが必要

ではないかというふうに認識しています。そこ

は計画的に、いつも申し上げている市民に直結

する、市民生活に直結するものだと思って、し

っかり対応してまいりたいというふうに思いま

す。 

○委員長  ほかにありますか。 

  15番遠藤榮吉委員。 

○遠藤榮吉委員  今、佐藤委員の関連でお願い

したいんですが、思い出したんですが、あそこ

で子供が亡くなったんですね、小学生の子供が。 

  どうせ嵩上げするときには、歩道もちゃんと

した道路を造ってほしいなと今思ったんですが、

教育長、いかがですか。 

○委員長  長濱教育長。 

○教育長  ただいまの遠藤委員の御質問にお答

え申し上げます。 

  平成19年９月、大変貴い命が亡くなりました。

教育委員会といたしましては、直ちに子供たち

の安全を確保するために、スクールバスを整備

をさせていただいたところでございます。現状

では、中学生が自転車で学校教育活動に参加す

るというような状況ございます。 

  それにしても、やはり市民の皆さん、子供た

ちに限らず市民の皆さんに関わる安全という部

分でございますので、これは市全体で考えてい

かなければならない問題ではないかなというふ

うに思っております。 

○委員長  15番遠藤榮吉委員。 

○遠藤榮吉委員  そこでです。すぐ、今教育長

が言ったように、スクールバスを使って子供た

ち通学するようになったんですが、どうせする

なら歩道も、そういう痛ましい事故があったわ

けですから、ぜひこの機会にするというふうな

判断は、市長できませんか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  委員のおっしゃる気持ちに関しては、

私も十分に同じ思いを持っているところでござ

います。 

  そういった気持ちの中で、実際にその歩道の

部分について、できるのかできないかというこ

とについては、今この場でお答えするのは難し

いわけでありますが、そういった思いも含めて、

今後の設計の中でどういったことができるのか

については考えていきたいというのが、今この

場でできる精いっぱいのお答えでございます。 

○委員長  15番遠藤榮吉委員。 

○遠藤榮吉委員  そこでです。道路の脇に川あ

りますよね、そういうものを使いながら、どう

せするなら。歩く歩かない、スクールバス通っ

ていますんで、でもやはり、車が通れないとか

そういうふうなレベルでなくて、人の命が亡く

なっている道路ということを肝に銘じてやって

いただきたいなというふうに思いました。ぜひ

お願いしたいと思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  166ページの土木費、都市計

画費のスマートインターチェンジ設置検討業務

委託料についてであります。 

  先ほど、商工費のほうで、産業団地に関して

いろいろ説明があったりしたわけなんですが、
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このスマートインター関係の予算については、

ここ何年か継続で計上されておりまして、今回

は前年度よりも多少増額になっております。 

  この検討業務というのは、現在どういう事業

内容で、どの程度進展しているのかお伺いした

いと思います。 

○委員長  粟野建設課長。 

○建設課長  ただいまの舩山委員の御質問にお

答え申し上げます。 

  スマートインターチェンジの検討業務の状況

というふうなことでございます。 

  今年度も勉強会を開催いたしました。国土交

通省、それから山形県、そしてＮＥＸＣＯ、市

と関係課、団体集まって開催をしてございます。 

  この間の勉強会の中においても、一定程度問

題点も整理されました。課題も出てまいりまし

た。現在の部分でございますけれども、先ほど

来の産業団地のお話にもございますとおり、こ

のスマートインターチェンジの設置については、

産業団地が肝だというふうなことでございまし

て、いわゆる産業団地の位置、あるいは整備の

規模、それから関連したアクセス道路の決定、

そして財源の裏づけなどが、市として一定程度

決定されるというふうなことになりますと、新

規準備段階調査に採択されるというふうなこと

で、この間の国土交通省との協議の中において

は、今申し上げました３点について整理されれ

ば、新規準備段階調査に採択は可能というよう

な感触を得ておりまして。 

  今回、計上している予算については、いわゆ

る産業団地が整備された後の利用交通量の推計、

さらには勉強会等々の開催の資料作成などの経

費を見込んでいる予算でございます。 

  以上です。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  今、勉強会というようなこと

でしたけれども、要するにこの予算というのは、

今現在、調査とか、さっき言われた位置とか規

模とか、そういうふうな調査的な予算というこ

とですか。 

○委員長  粟野建設課長。 

○建設課長  お答えいたします。 

  いろいろな調査業務の検討費用ということで

ございます。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  高畠のスマートインターにつ

いては採択になりまして、目途がついた状態だ

と思いますが、この南陽のスマートインターの

見通しについては、これまでもずっといろいろ

議論されてきましたけれども、期待が持てるの

かどうかということすら、まだいまだに疑問な

点があるんですね。例えば、採択が３年後にな

るか、５年後になるか、そうなってもそこから

また７年とか10年とかというふうな話がありま

した。 

  これ、産業団地なんかも含めて、まだまだ問

題点があると思うんですが、少なからずスマー

トインターの確実性というものがあれば、多少

は長くなっても理解はできるんですけれども、

その辺の見通しどうなのか、今現在の見通しと

してはどうなのかというのは分かりますか。 

○委員長  粟野建設課長。 

○建設課長  お答えいたします。 

  見通しの関係でございますけれども、国土交

通省との話合いにおいても、いわゆる南陽市に

おいては産業団地、その部分が決定になれば、

見通しとしては新規準備段階調査の採択の見通

しは近々できるというような話をしておりまし

て、市長との話、あるいは国土交通省との協議

においては、新規準備段階調査の採択を令和５

年度を見通して今後進めたいというようなこと

で話をしているところでございます。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  見通しがあるということであ

れば、それはそれで進むんだろうなと思います

けれども、先ほど、何か軟弱地盤の関係やら土
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砂災害の関係というようなことでいろいろあっ

たわけですけれども、これからどうなるか不透

明な部分も相当あるわけですが。 

  私、個人の考えなんですけれども、そういう

見通しがまだ立たないというものであれば、そ

ういう事業に固執するよりも、今後、113号バ

イパスがそういう整備も進んでまいります。例

えば、思い切って場所的に方向転換というか、

現在の南陽高畠インター付近辺りに産業団地な

り、それから、その活性化を含めて赤湯温泉に

誘導できるような事業というふうなもののほう

が、南陽市のために私はいいんではないかと思

うんですが、その辺、市長、どういうふうに考

えますか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  産業団地については、様々な場所が候

補地として考えられるなというふうに思ってい

ます。 

  スマートインターチェンジに関連してですと、

中川地区ということになるわけですが、既存の

南陽西工業団地との連携も含めて、あらゆる可

能性は考えていきたい。ただ、予算の関係がご

ざいますので、どういった順番でということは

考えなければいけませんが、いろんな場所を候

補地として、企業の皆さんのニーズもあるわけ

ですから、それを含めて考えてまいりたいとい

うふうに思います。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  産業団地は１か所だけでない

というようなこと、それから、先ほど申し上げ

ましたけれども、113号のバイパスも新潟山形

南部道ですか、その沿線ということも、やはり

基幹道路だと思うんですね、あそこ高速道路だ

けでなくて、そういうことも含めてスマートイ

ンターと一緒に方向性をもう一度考えていただ

きたいというふうにお願いしたいと思います。 

  以上であります。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  167ページ、公園都市整備事

業費についてお伺いしたいと思います。 

  烏帽子山公園の整備に関しては、一般質問な

りで意見を述べておりますが、この予算の中で、

いわゆる烏帽子山公園の上の駐車場にあるトイ

レですね、トイレがいわゆる和式しかない、洋

式化が必要だというようなことをお話ししまし

た。それについてどうなのかということが第１

点。 

  第２点は、いわゆる見晴らし台付近を含めて、

見晴らし台からちょっと西側見ると、見晴らし

が雑木で塞がっているという部分がありますの

で、そこについての伐採等についてはどうなん

だろうと、そういうようなことも含めて話をし

ました。それについてどのように考えられてい

るか。 

  あわせて、いわゆる見晴らし台の何ていうん

ですかね、バックヤードツアーみたいなことも

話をしたんですけれども、その辺の整備につい

てどのように考えられているか、お伺いをした

いと思います。 

○委員長  粟野建設課長。 

○建設課長  高橋委員の御質問にお答え申し上

げます。 

  初めに、烏帽子山の上のトイレの洋式化でご

ざいますけれども、これは市長のほうからも指

示いただいておりますので、洋式化、男性トイ

レ１か所、女性トイレ２か所の洋式化の改修工

事を実施してまいりたいと思っております。 

  あと、見晴らし台の関係、いわゆる烏帽子山

周辺整備計画の眺望エリアの見晴らし台の関係

でございますけれども、雑木の伐採なども含め

て、今後の対応をする際には、当然用地の境界

などの調査も必要になりますので、今回、款は

７款でございますけれども、公園管理事業費の

用地調査業務委託料250万円というふうなこと

で、計上させていただているところでございま
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す。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  意見を取り上げていただきま

してありがとうございます。 

  そのような形でぜひ、烏帽子山公園見晴らし

台の眺望がしっかりできる、それもまた南陽の

ブランド力を高めていく、そういった集客、観

光資源にグレードアップしていくものだという

ふうに思いますので、今後ともよろしくお願い

します。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  162ページの土木費の４目で、

地方道新設改良費の中の、市道上野新田線につ

いてでありますけれども、これについては、い

ろいろ側溝とかそういうものの整備というよう

なことで話がありました。 

  自動の融雪剤とか、そういう設置みたいな話

もあるんですが、冬場、冬期間を考えてみます

と、常にあそこに除雪車を配置しないと、あの

ままの勾配でいくと無理なんではないのかなと。 

  私は、除雪関係ずっと30年ほど携わったこと

あるんですが、例えば自動の、融雪剤をまいて

雪を解かすといっても、雪降ったときにそれ全

部解けるわけじゃないんですね。ある程度固ま

らないようにざくざくになるんですね。そうい

う場合ですと、例えば大型車が通ると、トレー

ラー車が向かうということになると、あのまま

何もしないと難しいと思うんですね、ただ融雪

剤だけだと。 

  それと、反対側の下りるほうにしますと、ト

レーラーなんかもすごい怖さがあるなというふ

うに感じるんですが。そういう意味で、やはり

もう少し改良的な、大型車も通れるような。 

  もう一つは、冬期間あそこに１台除雪車を張

りつけておくとかそういう方法がないと、なか

なかここ冬期間ずっと通すというのは難しいの

かなと考えるんですが、その辺、粟野課長なん

ですか。 

○委員長  粟野建設課長。 

○建設課長  舩山委員の御質問にお答え申し上

げます。 

  改良工事については、御案内のとおり山際を

削って、カットして、１メーター50から２メー

ターほど幅を広げて、全体的な道路幅員、堆雪

幅を確保します。 

  あと、除雪体制の強化、あるいは融雪散布車、

あるいは融雪剤散布装置、こういった部分の施

設の増強も図っていかなければならないという

ふうなこともあります。 

  私どもの危惧しているのは、やはりいわゆる

除雪体制の強化の部分でございます。舩山委員

おっしゃるとおり、しっかりした除雪、あるい

はロータリーで排雪、そういった部分も小まめ

にしなければ、なかなか本当に一冬通すことは

困難だろうというふうに思いますので、今後そ

ういった部分を含めて、体制の強化などを検討

してまいりたいというふうに思います。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  いろいろ幅員の関係なんかも

少し幅広くなるということですが、一番はやは

り除雪だと思うんですよね。 

  例えば、自動融雪剤散布箇所というのはどの

ぐらいのことを考えているんですか。何か所と

かって考えているんですか。 

○委員長  粟野建設課長。 

○建設課長  お答え申し上げます。 

  現段階でございますけれども、上り線という

かいわゆる上野側、それから新田側、それぞれ

２か所から３か所程度というふうに考えてござ

います。 

○委員長  ７番舩山利美委員。 

○舩山利美委員  ２か所で私は足りないかなと

いうふうに思っているんですが、これと併せて、

例えば先ほど産業団地の件もありましたし、そ
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ういう便利のよさということを考えれば、もう

ちょっと幅員というか、その辺が必要ではない

のかなと思います。 

  予算もここで計上しておりますけれども、お

いおいこれからも何とかあそこを通年で通行が

できるように、何とかさっき言った対策を考え

ていただきたいと思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第９款消防費の170ページか

ら177ページまでについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第10款教育費の177ページか

ら222ページまでについて質疑ございませんか。 

  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  10款教育費、６項保健体育費、

220ページです。 

  その説明の欄ですけれども、このたび大野平

キャンプ場の大型標識の塗装工事ということで

28万9,000円予算化されていますけれども、と

いうことは、大野平キャンプ場から撤退すると

いう考えの下に予算化されたんでしょうか。そ

の辺をお聞かせください。 

○委員長  山口広昭社会教育課長。 

○社会教育課長  ただいまの質問にお答え申し

上げます。 

  委員御指摘のキャンプ場でございますけれど

も、現在休止とさせていただいているところで

ございますが、国道399号上に夕鶴の里と同じ

く案内看板を、大きな道路標識のような案内看

板を設置しているところでございますけれども、

やはり勘違いされてお入りになる、そちらのほ

うにずっと上がっていかれる方が結構いらっし

ゃるということでありますので、そこをマスキ

ングして、キャンプ場ということをマスキング

して、一旦その部分が見えなくなるように工事

をさせていただきたいと考えております。 

  以上であります。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  もう一つ、私の記憶では、令

和元年までは大野平キャンプ場の管理費とか委

託管理費とか委託除草費とかって計上されてお

るんですけれども、このたびはここに計上され

ていないということで、大野平キャンプ場を閉

鎖するということでよろしいですか。 

○委員長  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  委員の御質問にお答え申し上

げます。 

  その該当の予算につきましては、前ページの

219ページ、体育施設一般事務費の中で、例え

ば除草とかそういった部分、様々な経費につい

ては用地の借上料も含めまして載せてございま

すので、御高覧いただきたいと存じます。 

  以上です。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  ちょっと分かりづらい予算の

計上ですけれども、以前、副市長からの答弁で

すと、今まで一生懸命だったそこのキャンプ場

の地主さんが亡くなって、その後の土地の相続

等でいろいろ問題あって、今後どうするかとい

うことを検討しているというお話聞いたんです

けれども、その後の状況等についてお聞かせい

ただきたいんですが。 

○委員長  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  お答え申し上げます。 

  ただいまの案件については、前の議会におき

ましても山口正雄議員から御質問いただいたと

思いますが、今、相続関係で権利を有されてい

る方が、現在自分の立場としては運営できない

というような、あるいは管理できないというよ

うな意向でございますので、現在は休止をして

いるという立場であります。 

  以上であります。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  最終的に、今度の所有者が市

に貸すという気持ちはおありなんでしょうか。 
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○委員長  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  お答え申し上げます。 

  先ほども御説明申し上げましたとおり、219

ページに用地借上料ございまして、借地料はお

支払いをしてございます。 

  以上であります。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  ということは、従来どおりあ

そこでキャンプできるということで考えられま

すけれども、もしあそこがキャンプができなく

なるような場合、ほかの場所を代替でもいいか

ら設置していただきたいなというふうに思いま

す。 

  やはり、山形県、それから南陽市もそうです

けれども、森林に囲まれて自然に恵まれている

わけですけれども、その割には市民たちが、あ

るいはほかから来た人たちが、子供さんやらあ

るいはスポーツ少年団の行事で、自然を満喫す

る場所がないということになるとすごく残念で

ありますので、ひとつよろしく御配慮のほうを

お願いしたいと思います。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  12番髙橋 弘委員。 

○髙橋 弘委員  214ページ、10款教育費、７

目埋蔵文化財調査費でありますけれども、２年

前か３年前になると思いますけれども、長岡の

森の史跡調査が行われたというふうに聞いてお

りますけれども、その調査の結果はどうであっ

たのか。 

  また、長岡の森の保存など、今後検討すると

かあるのか、社会教育課長にお伺いしたいと思

います。 

○委員長  山口広昭社会教育課長。 

○社会教育課長  委員の御質問にお答え申し上

げます。 

  南森につきましては、2018年度から調査を進

めさせていただいております。ただし、昨年度

については、コロナウイルスの関係で調査は一

旦休止ということで、今年度、令和３年度は実

施させていただきました。 

  こちらが、一番の肝は、古墳であるかどうか

の見極めについて発掘調査を進めてございまし

て、またそれを有識者の先生方に調査指導をい

ただいているというような段階でございまして、

今回については、後方西側の６か所について調

査をさせていただきました。 

  古墳時代に供物を乗せるための器台、こうい

ったものについては出土いたしましたが、古墳

であると断定するには、例えばですけれども、

底に穴が空いてあります底部せん孔つぼ、こう

いったものの発掘がある意味要件となってござ

いまして、そういったものについてまだ出土が

確認できておらない状況でございます。したが

いまして、継続して南森につきましては発掘調

査を進めてまいりたい。 

  また、現在においても、その出土の物品につ

きましては、教育委員会で管理させていただい

ております。 

  以上であります。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  196ページの10款教育費の

３項中学校費、教育振興費の８番の中学生地域

間交流セミナー事業、これが２年ぶりに再開す

るということですが、行き先希望等は、今まで

と同様のところでしょうか。 

○委員長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  現在、ここ２年間実施できていないという状

況がございます。今後もコロナウイルス感染症

等の拡大状況を見極めて、場所、やり方等を検

討してまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  オンラインでの交流等も視野に入れながら、

場所、やり方等を検討している状況にございま
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す。 

  以上でございます。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  まだ検討のところもあると

いうことなんですが、従来は、ここは沖縄県の

糸満市に生徒12名プラス先生方とか行っていた

だいておりました。これは議員のほうでつない

でいただいた、すごく力を入れていただいた事

業だと思っております。 

  やはり、この事業に参加した子供たち、沖縄

の現場に行って、いろんな目的がありますが、

平和のことをしっかりと学ぶ場所だったと思い

ます。今後もやはりその必要性を私は感じてお

ります。やはり現場で、ガマなりひめゆりの塔

なり行ってみることによって、命の大切さ、戦

争は全てのものを犠牲にしちゃうんだ。それで、

若い人たちが命を落としたということは、日本

を背負う若者が、そこでいろんな形の方たちが

命を落とした、そういうことをしっかり勉強す

る場所であるので、本当にコロナが収まって実

際に行けたら、その子供たちの心に残るものは

全然違うと思います。 

  コロナの状況で検討するということでござい

ますが、本当にこの現場に行って、平和の大切

さをしっかりと見ていただくために少しでも、

オンラインではちょっと難しいのかなというと

ころもありますので、ぜひ、そのところを考え

ていただければと思います。 

  今、ちょっと話題になっております、特攻隊

の話も、やはり美化してはいけないと思ってお

ります。本当に未来の日本を支えるべき若者た

ちが行って、命を亡くしたということをしっか

りと考えなければならないことだと思いますの

で、やはり平和の教育というところをしっかり

と、どういうふうなことで子供たちに伝えてい

くかということを、しっかりと考えていただき

たいと思いますので、この事業ができることを

願っております。要望としておきます。 

○委員長  要望ですね。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  203ページ、２目の公民館

費全般についてちょっとお尋ねしたいんですが。 

  今現在、市内の金融機関の撤退で、地域住民

が非常に苦慮している状態にあります。それで、

ＡＴＭが設置されておりますからというふうな

形での、金融機関の説明があるようですが、や

はり小銭の出し入れができない、それから両替

等に非常に苦慮しているというふうなことのよ

うです。 

  それから、一部金融機関の中では、もう事務

作業に手間取って非常に時間がかかって大変だ

というふうなお声もいただいております。 

  このような状況の中で、どのようにしていっ

たらいいか。一部若者は、もうネット銀行に大

分移りつつあるというふうな状況もあるわけで

すが、まだ大分苦労される市民の方が大勢いら

っしゃると。 

  今現在、山銀さんが赤湯に統合されたという

ふうなことの状況ですが、今後農協さんが、令

和４年度で赤湯出張所、沖郷出張所を廃止した

い、それからＡＴＭについては、金山、中川、

梨郷のＡＴＭを廃止したいというふうな意向が、

組合員に伝わっているというふうな現状のよう

です。 

  大部分は、ＡＴＭでまとめて下ろして、あと

生活してくださいというふうなことも可能だと

思うんですが、一部の団体の方から、精算する

のにいちいち銀行にどうしても行かなくちゃな

んない、仮払い10万出しました、事業が終わっ

て精算しました、300円残金が出ました。これ、

ＡＴＭで300円入金できないんですね。必ず銀

行の窓口に行かなければならない、こういうふ

うな状況が出ています。300円を入金するため

に30分待ち、こういうふうな状況が続いている

ようでございます。 
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  ぜひ、これらのことに対してどういうふうに

対応していったらいいんだろうかといったとき

に、やはり赤湯地区においては金融機関まだ相

当数残っておりますが、駅西の沖郷地区、それ

から宮内地区等については、かなり減少して、

地区民の方が大変な思いをなさっているという

ふうな状況にあると思うんです。 

  その中で、この公民館事業費に関してなんで

すが、ぜひ防災センターの沖郷公民館とか、今

度できる宮内交流センターですか、宮内公民館

の機能を果たすわけですが、こういうところに、

ぜひ金融機関の硬貨まで出し入れできるような

場所を提供できないだろうか。 

  それは１行に限らず、やはり市民が不便と思

っているような、じゃ、どこどこ銀行さん、ど

こどこＪＡさん、いろんな金融機関がまとめて

そういうふうなＡＴＭを設置できるような場所

があれば、土日は休みだからとか、休館日の日

は利用できないというふうなこともあるかもし

れません、時間的な制限は出るかもしれません

が、ある一定程度の緩和策になるのでないかな

と。 

  ぜひ、そういうふうな設置場所の検討を今後

していただきたいなというふうなことをお尋ね

したいんですが、その辺の可能性について、ち

ょっとお尋ねさせてください。 

○委員長  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  ただいまの委員の御質問にお

答えいたします。 

  地区民の方、あるいは公民館事業に際しまし

ても、そういった金融機関の便が悪くなって、

市民の利便性が下がっているというような点に

ついては、委員御指摘のとおりかと存じます。 

  私、今の時点で即答はできないことでござい

ますけれども、会計課さんのほうとも意思の疎

通を図りながら、金融機関のほうでそういう、

まず意向が引き出せるかどうかの部分だと思い

ますので、そういった部分も含めながら考えて

いきたいと思いますが、本日、私の立場からは

ちょっと即答できない案件であります。すみま

せん。 

○委員長  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  御答弁ありがとうございま

す。そうだと思います。 

  ただ、金融機関の立場からすれば、とにかく

今の低金利、低成長の時代で、経費削減だとい

うふうなことで撤収の方向性を出しているとい

う中で、なかなか金融機関の意向を聞いて、ど

うですかと言った場合に、イエスとはならない

と思います。 

  こちらから積極的な働きかけをして、ここと

ここについてはこのような施設を準備しますの

で、協力してくださいというふうな形でいかな

い限り、ちょっと難しいのかなというふうには

思いますが、今後、庁内で検討していただいて、

市民の一番財布を預かる場所になるわけですか

ら、ぜひ重要事項として取り上げていただきた

いなと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  それでは、ここで暫時休憩といたし

ます。 

  再開を午後１時といたします。 

午後 ０時００分  休  憩 

─────────────────── 

午後 １時００分  再  開 

○委員長  再開いたします。 

  なお、10番梅川信治委員より、午後の委員会、

都合により欠席する旨報告がありましたのでお

知らせいたします。 

  次に、第11款災害復旧費から第14款予備費ま

での223ページから226ページまでについて質疑

ございませんか。 

（発言する声なし） 
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○委員長  次に、その他附属資料の227ページ

から242ページまでについて質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第７号 令和４年度南

陽市一般会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものと決するに御異議ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  異議の前に、私、この予算委

員会の中で、非核平和の夕べに関する予算につ

いて、市長に何点かお伺いをしました。 

  私の意見としては、小中学生にこの劇を見せ

るのはどうかと。一般にチケットを売って、そ

して一般の方にする分については全然問題ない

わけですけれども。非常に特攻隊を美化するよ

うな、そして国粋主義的なことを意図するよう

なそういうふうな劇ですので、私はそれに対し

ては反対を表明をしましたが、どうも市長の答

弁の中でどうもはっきりしなかったものですか

ら、もう一度お伺いをして、その答弁内容によ

って私判断したいというふうに思うんですけれ

ども、もう一度お伺いしたいと思います。 

  この流れる雲よのような形での演劇について

実施していくのか、あるいはしていかないとい

うことがあるのかどうか、今、現段階でははっ

きりしないという回答でしたけれども、はっき

りしないということであれば、やはりやる可能

性があるのかなというふうに思うもんですから、

そこについて再答弁をお願いしたいと思います。 

○委員長  答弁求めるの。意見ですか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ちょっと私も慣れていないも

のですから、委員長にそこら辺どういうふうに

したらいいのか、いわゆる市長の答弁になるの

か、答弁を求めていいのか、あるいは意見とし

て私が述べるだけなのか。 

  ただ、私の判断としてはっきりしないもんで

すから、判断しかねるということですので、ぜ

ひお取り計らいお願いしたいと思います。 

○委員長  先日、この問題について十分議論を

いたしました。それで、市長及び関係課長から

そういう答弁がございました。 

  高橋委員と私も個別に話をしました。その結

果、どうしてもその問題について賛成しかねる

というものであれば、それなりに私のほうで処

理しますが、今答弁を再びお聞きをして判断を

すると、そういうことでいいですか。 

  市長どうですか。 

  白岩市長。 

○市長  該当の予算委員会での質疑で答弁した

ことについては、そのとおり思ったことを申し

上げておりますので、そのとおりでございます。 

  まだ現在決定しているわけではございません

が、何者かを排除するものではないということ

でございます。 

○委員長  高橋委員、どうなんですか。それで

採決に入っていいですか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。そういうふう

なことで私、判断させていただきたいと思いま

す。採決でお願いしたいと思います。 

○委員長  関連ですか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

（発言する声あり） 

○髙岡亮一委員  確認です。この間私もあの劇

を見たものとして、そして今のこの時期、不用

意に世の中こうした時代の中にあって、これも

言いましたけれども、あの劇が命あることで果

たせる大儀もある、これ皆さん立場違うかもし

れないですけれども、私、ロシアを弾劾するよ
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うな形で、それが大儀ということで、世の中が

その方向に持っていくような、そういった形に

なるとすれば、私は本当にこれ、いずれこれは

分かると思いますけれども、私としてはとんで

もない。その方向に向かうような劇を子供たち

に見せるということは私は絶対反対します。 

  この間も表明しましたけれども、その劇は選

択肢の中に入れませんというような形で断言し

ていただかないことには、私自身ちょっとこの

予算考えざるを得ない、そこをはっきり断言し

ていただきたい。お願いします。意見求めます。 

○委員長  ちょっと、意見は。 

  今は採決の段階で、高橋一郎委員からは事前

に、こういうので私は反対の立場の意見を出す

よというふうに私に先ほど言われましたので、

それに沿ってこれからこの議案についての採決

するんです。 

  よって、髙岡委員については、これは予告も

何もしないので、今の意見としては、あなたも

同じような意見だということを表しているんで

すか。どうだって聞いているんです。 

（「今のやり取りを聞いて、私の意見を表明

した」の声あり） 

○委員長  じゃ、参考に。これは私、起立採決

しますので、その都度あなた方の判断でそれは

どうぞしてください。 

（「私の意見は取り上げられないのか」の声

あり） 

○委員長  これは今、採決のときに事前にそう

いうものをこの間の委員会で十分に話ししてい

るわけですから、同じようなことをまた繰り延

べることについては、私は取り上げることはで

きません。 

（発言する声あり） 

○委員長  佐藤委員、何ですか。 

○佐藤 明委員  委員長に申し上げるけれども、

委員会は委員長の権限でいろいろできるんです

けれども、質疑を打ち切ったわけだ。質疑を打

ち切ったのに挙手して発言を求めるってできな

い、これは。 

  委員長報告に対して賛成か反対か、これはあ

り得るわけだから、それだけの話だから。だか

ら、そのような対応をしないと駄目だよ、これ

は。 

○委員長  いや、違います。 

  これはもう採決に入ったんです。今の議案は

ね。それで、採決に入ってもう質疑は終わった。

それで、何かこのことについてあるかと、じゃ、

私は反対の立場を表明しますと、そういう意見

を高橋一郎委員からいただきました。それによ

って私はやります。 

（発言する声あり） 

○委員長  それでは、ただいま６番高橋一郎委

員より反対の意思表示がありましたので、起立

採決により行います。 

  議第７号 令和４年度南陽市一般会計予算は、

原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の

委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長  お座りください。起立多数でありま

す。 

  よって、議第７号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第８号 令和４年度南陽市国民健康保険特 

     別会計予算 

○委員長  次に、特別会計の予算の審査に入り

ます。 

  議第８号 令和４年度南陽市国民健康保険特

別会計予算について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第８号に 
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        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出全

般、その他附属資料252ページから287ページま

でについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第８号 令和４年度南

陽市国民健康保険特別会計予算は、原案のとお

り可決すべきものと決するに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  異議なしと認めます。 

  よって、議第８号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第９号 令和４年度南陽市財産区特別会計 

     予算 

○委員長  次に、議第９号 令和４年度南陽市

財産区特別会計予算について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第９号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般及びその他附属資料298ページ

から330ページまでについて質疑ございません

か。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  315ページの、いわゆる赤湯

温泉湯こっとについて何点かお尋ねしたいと思

います。 

  私もお風呂を愛する一人として、大変楽しみ

にしておるところです。いわゆる会計年度任用

職員として雇って、体制を万全にして運営して

いきたいとのことですが、話に聞くと６人体制

だというふうなことなんですけれども、それき

ちんと確保されて、今後について問題なく進ん

でいくのかというふうなところ。 

  それから、以前から申し上げているとおり、

例えば湯こっと、名称は名称でいいんですけれ

ども、何かキャッチフレーズというか何か訴え

かけるようなものがないのかどうかというふう

なことでお話ししているんですけれども、それ

についても考えていきたいというふうなことで

した。現時点で何か分かるようなものがあれば

というふうに思います。 

  あと、第３点目ですね。例えば湯番というん

ですか、そういった形で雇う方については、何

か一つの同じような、例えばはっぴであるとか

ユニフォームであるとか、そういったものがし

ているのかどうか。あるいは、例えば、何かキ

ャッチフレーズに合うようなモニュメント等を、

お風呂というようなところに何かするとかです

ね、そんなことを考えているのかどうか、まず

お伺いをしたいと思います。 

○委員長  髙橋財政課長。 

○財政課長  それでは、ただいまの御質問にお

答え申し上げます。 

  まず、１点目、職員の採用状況につきまして

御報告申し上げます。 

  ６人のうち４名につきましては、現在のとわ

の湯、あずま湯の業務委託を担っていただいて

います４名の方に入っていただきます。 

  あと２人の方につきましては、ハローワーク

を通じまして募集をかけさせていただいており、

１回目の募集終了いたしまして、そちらからは
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１名採用させていただきました。また現在、引

き続きハローワークのほうで公募をさせていた

だいておりますので、現在応募のほうも複数あ

ると聞いておりますので、６人体制でスタート

を切れるかなと思っているところです。 

  ２番目のキャッチフレーズにつきましては、

委員のほうからも様々御助言をいただいており

ます。こちらの浴場につきましては、デザイン

監修なども含めまして委託もしている部分ござ

いますので、そちらの方とも御相談をさせてい

ただければと思っています。 

  なお、これから、市長をはじめ委員の皆様に

も浴場御覧いただく機会ございますので、その

際に感じていただいたイメージなどございまし

たら、御意見としてお寄せいただければありが

たいなと感じているところです。 

  ３点目の湯番の方のユニフォームなどについ

てなんですが、現在も統一した作務衣のような

形で着てございます。こちらのほうも監修いた

だいています方からのアドバイスをいただいて、

統一したものでお客様から見ても清潔感があっ

て、また、分かりやすいものを採用していきた

いと考えております。 

  なお、モニュメント等というお話もございま

したが、建物の入り口周辺のほうには、分かる

ような看板を設置するような予定をしてござい

ます。なお、そのようなものを置きながら、皆

様にも周知を図っていきたいというふうに考え

ているところです。 

  以上でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。 

  私は前から、例えば縁結びの湯であるとか、

モニュメントはシンガポールのマーライオンな

らぬマードラゴンとか、例えばそんな形で、何

かあそこはやはりランドマークになる、一つの

南陽市のシンボルになるようなところでもあり

ますので、ぜひ、そこは考えていただきたいな

というふうに思います。 

  もう１点は、赤湯温泉のいわゆる持続可能性

について質問いたしたいと思います。 

  今、いわゆる赤湯温泉の地下で、地下ダム的

な形で、特殊な赤湯温泉の仕組みですけれども、

そこで水を供給して、吉野川から水を取水をし

てダムのほうにやっていると。 

  ところが、吉野川の水が赤茶けたやつで、な

かなか難しいというようなことがあって、水に

ついての心配をしているわけですね。例えば、

白竜湖から雨水がずっと沈下してやっていく部

分もあります。そのことも含めて、取水、ある

いは水対策について抜本的に考えていかなけれ

ばならないんじゃないかという意見が、赤湯財

産区の管理委員会でも話しされています。その

ようなことについて、どのように今後考えてい

くのかお伺いをしたいと思います。 

○委員長  髙橋財政課長。 

○財政課長  お答え申し上げます。 

  委員おっしゃるとおり、非常に珍しい方式の

温泉ということで、水を注入しながら温泉源の

ところを刺激する、また壁を作るというような

構造になっております。 

  これまでは、平成25、６の水害前ですが、妹

背橋と湯河原橋の間のところから、吉野川の伏

流水という形で注水してございましたが、河川

改修によりましてそれができなくなり、現在は、

旧赤湯小学校のグラウンド周辺のところに取水

管を埋めて、そこから取水しております。 

  ただ、深くなったということもございまして、

やはり水質的にはあまりいいものが取れないと

いうことで、注水井戸、また送水管がどうして

も不純物が付着するという状況が続いておりま

す。この間、水道水の注入なども夏季の間はさ

せてはいただいておりますが、いかんせん水道

量だけでは足りないという部分もございます。 

  現在のところ、対症療法的にはなりますが、

井戸の洗浄、送水管の洗浄、こちらを繰り返し
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行っている状況です。 

  今回、湯こっとの統合なども含めまして、温

泉水のほう、少し節約もできる状況にございま

す。その水位の状況なども見ながら、抜本的な

対策を取らなければとは考えてはございますが、

現在できる方法といたしましては、その洗浄と

いう対症療法でしかないという現状にあります。 

  なお、今後とも、様々な方策について検討し

てまいりたいと思っております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ちょっと市長にお尋ねしたい

んですけれども、いわゆる白竜湖でいえば、温

泉の水の問題だけじゃなくて、浄化のことも含

め、あるいは自然環境も含めて、白竜湖に水が

湧く湧水の調査をしていく必要があるのかなと

思っているんですけれども、今の課長の答弁も

含めながら、市長はどういうような形で、いわ

ゆる再現性についてですね、温泉の持続可能性

についてどのように考えていらっしゃるのか、

お伺いしたいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  今、課長が答弁した以上のことという

のは、なかなか私、持ち合わせていないわけで

すが、赤湯財産区管理会の委員の皆さん、ある

いは赤湯地区の議員の皆さんとの懇談会の中に

おいて、様々な御意見を頂戴しておりますので、

それを基に考えていくことが必要かなというふ

うに思っております。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がございませんので、討

論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第９号 令和４年度南

陽市財産区特別会計予算は、原案のとおり可決

すべきものと決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第９号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第１０号 令和４年度南陽市育英事業特別 

      会計予算 

○委員長  次に、議第10号 令和４年度南陽市

育英事業特別会計予算について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第10号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般及びその他附属資料338ページ

から342ページまでについて質疑ございません

か。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第10号 令和４年度南

陽市育英事業特別会計予算は、原案のとおり可

決すべきものと決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第10号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第１１号 令和４年度南陽市介護保険特別 

      会計予算 

○委員長  次に、議第11号 令和４年度南陽市

介護保険特別会計予算について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第11号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般及びその他附属資料352ページ

から382ページまでについて質疑ございません

か。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がございませんので、討

論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第11号 令和４年度南

陽市介護保険特別会計予算は、原案のとおり可

決すべきものと決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第11号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第１２号 令和４年度南陽市後期高齢者医 

      療特別会計予算 

○委員長  次に、議第12号 令和４年度南陽市

後期高齢者医療特別会計予算について審査を行

います。 

  当局の説明を求めます。髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第12号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般及びその他附属資料390ページ

から397ページまでについて質疑ございません

か。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第12号 令和４年度南

陽市後期高齢者医療特別会計予算は、原案のと

おり可決すべきものと決するに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第12号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第１３号 令和４年度南陽市水道事業会計 

      予算 

○委員長  次に、議第13号 令和４年度南陽市

水道事業会計予算について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。佐藤和宏上下水道課

長。 

〔上下水道課長 佐藤和宏 登壇〕 

○上下水道課長  〔令和４年３月定例会 予算 

          に関する説明書により 議 

          第13号について説明〕省略 
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          別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  収益的収支及び資本的収支全般及びその他附

属資料４ページから27ページまでについて質疑

ございませんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  ７ページの支出の関係で、受

水についてお尋ねするんですけれども、これ約

３億円近い水費を払っているんですけれども、

これ水窪ダムとそれから綱木ダムから受水して

いるというふうに理解をしているわけですけれ

ども、これ割合についてどういうふうな状況に

なっているか、それ第１点と。 

  現在、こっちの長井のほうからのあれは何年

か前からはずっとしていないわけですけれども、

そういう点では、二つのダムからというふうな

今流れになっているわけですけれども、この割

合についてまずお聞きしたい。 

○委員長  佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長  お答えいたします。 

  今の水の割合なんですが、水窪が４で綱木が

６というふうに理解しております。 

  以上です。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  水窪が４で綱木が６と、６対

４とこうなっているわけですね。 

  それで、水窪の場合ですと、非常に暑さによ

って相当水位が落ちるというふうな、以前あっ

たわけですけれども、それを見れば受水に何ら

問題ないのかどうなのかですね、その辺の考え

方についてどうでしょうか。 

○委員長  佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長  お答えいたします。 

  平成30年のときに水不足があったわけですけ

れども、そのときにダムのほうの水の管理を徹

底していただくようにまたお願いをしておりま

して、今後については、水不足にならないよう

な運用をしていくということで、企業局のほう

からは確認を得ております。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  かつてそういう状況になった

こともあったわけですね、実際として。 

  この水不足による状況は、これからもあり得

るわけですね。ここ何年かは逆に水不足どころ

か、豪雨によって南陽でも25年、26年と相次い

で水害が起きたわけですけれども、ただ、この

天気というのはいつどうなるか分からない状況

が、今の状況ですから。 

  何が問題かっていうのは、全体的に見るとそ

ういう水不足もあり得ると、こういうことが言

えるかと思うんですけれども。特に私、水窪ダ

ム、水不足のときお邪魔をして見てきた経過も

あるんですけれども、非常に底が見えるような

状況もあったわけですね。課長はちょっと分か

らないかもしれませんが、私、米沢に親類縁者

がいるんで、時たまあそこを通って行くわけで

すけれども、非常に水位が落ちているというふ

うな状況もあったわけですけれども。 

  これから先はどうなるか分からない、こうい

う場合もあるわけですから、それにしっかり見

ながら対応していただきたいもんだなと、この

ように思います。どうでしょうか。 

○委員長  佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長  お答えいたします。 

  今、委員おっしゃられるように、こちらから

もダムの水位など常に注視して管理を徹底する

ようにお願いしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がございませんので、討
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論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第13号 令和４年度南

陽市水道事業会計予算は、原案のとおり可決す

べきものと決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第13号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  ここで、質疑中ですけれども、暫時休憩とい

たします。 

  再開を２時15分といたします。 

午後 ２時００分  休  憩 

─────────────────── 

午後 ２時１５分  再  開 

○委員長  御静粛に願います。 

  再開いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第１４号 令和４年度南陽市下水道事業会 

      計予算 

○委員長  次に、議第14号 令和４年度南陽市

下水道事業会計予算について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。佐藤上下水道課長。 

〔上下水道課長 佐藤和宏 登壇〕 

○上下水道課長  〔令和４年３月定例会 予算 

          に関する説明書により 議 

          第14号について説明〕省略 

          別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  収益的収支及び資本的収支全般及びその他附

属資料34ページから63ページまでについて質疑

ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がございませんので、討

論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第14号 令和４年度南

陽市下水道事業会計予算は、原案のとおり可決

すべきものと決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第14号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  以上で、本委員会に付託されました予算の審

査は終了いたしました。２日間にわたり慎重な

御審査を賜り、誠にありがとうございました。

委員各位の御協力に対し深く感謝申し上げます。 

  なお、この際、当局にお願い申し上げます。 

  本委員会において、各会計とも原案のとおり

可決すべきものと決したところではございます

が、これまでの審査の過程で貴重な御意見も数

多くありました。市長をはじめ、当局におかれ

ましては、行政の執行に当たり、本委員会にお

ける議論や意見を十分酌み取られ、適切に対処

されますことを強く望むものであります。 

 

─────────────────── 

 

散      会 

○委員長  これをもちまして予算特別委員会を

散会いたします。 

  御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  御苦労さまでした。 

午後 ２時２４分  散  会 

 



 
 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 定 例 会 
３月１７日（木曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ４ 年 ３ 月 １ ７ 日 （ 木 ） 午 前 1 1 時 1 7 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１６名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ７番 舩  山  利  美  委員  ８番 山  口  正  雄  委員 

 ９番 片  平  志  朗  委員 １０番 梅  川  信  治  委員 

１１番 川  合     猛  委員 １２番 髙  橋     弘  委員 

１３番 板  垣  致 江 子  委員 １５番 遠  藤  榮  吉  委員 

１６番 佐  藤     明  委員 １７番 殿  岡  和  郎  委員 

◎欠席委員（０名） 
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説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

嵐 田 淳 一 総 務 課 長  吉 田 弘太郎 技 術 調 整 主 幹 

嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長  佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 

髙 橋 直 昭 財 政 課 長  矢 澤 文 明 税 務 課 長 

髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長  鈴 木 博 明 市 民 課 長 

尾 形 久 代 福 祉 課 長  大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 

穀 野 純 子 
ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 
 島 貫 正 行 農 林 課 長 

寒河江 英 明 農村森林整備主幹  長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長 

粟 野   清 建 設 課 長  佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長 

大 室   拓 会 計 管 理 者  長 濱 洋 美 教 育 長 

穀 野 敏 彦 管 理 課 長  佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長 

山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長  土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 

細 川 英 二 監査委員事務局長  安 部 浩 二 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

江 口 美 和 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第23号 令和４年度南陽市一般会計補正予算 

      （第１号） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○委員長（殿岡和郎委員）  これより予算特別

委員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は、16名全員で

あります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第２３号 令和４年度南陽市一般会計補正

      予算（第１号） 

○委員長  これより予算の審査に入ります。 

  本委員会に付託されました案件は、議第23号

 令和４年度南陽市一般会計補正予算（第１号）

１件であります。 

○委員長  それでは、当局の説明を求めます。

髙橋直昭財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和４年３月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第23号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

いします。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  それでは、議第23号 令和４年度南陽市一般

会計補正予算（第１号）の審査を行います。 

  これより質疑に入ります。 

  補正予算書の予算に関する説明書により行い

ます。 

  歳入歳出全般及びその他附属資料８ページか

ら11ページまでについて質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第23号 令和４年度南

陽市一般会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決すべきものと決するに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第23号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  以上で、本委員会に付託されました令和４年

度補正予算１件の審査は終了いたしました。慎

重な御審議を賜り、誠にありがとうございます。

委員各位の御協力に対し、深く感謝申し上げま

す。 

 

─────────────────── 

 

閉      会 

○委員長  これをもちまして予算特別委員会を

閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

午前１１時２２分  閉  会 

 

       予算特別委員長 殿 岡 和 郎 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 案 等 
 

（ 令 和 ４ 年 ３ 月 定 例 会 ） 


